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はじめに 

 

補装具は、障害者・障害児の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、身体障害

者の職業その他日常生活の維持向上を図ることを目的として、また、身体障害児については、

将来社会人として自立生活するための素地を育成助長することを目的として使用されている。 

本事業は、１９５０年の制度創設以来大きな制度改正がなく、今日まで運営されてきた補

装具費支給制度における、自治体及び身体障害者更生相談所、補装具製作・販売事業者の実

態を把握し、全国的な視点から補装具費支給制度の課題等について、調査研究を行ったもの

である。 

本調査研究の実施にあたっては、当協会に検討委員会（委員長：伊藤利之横浜市総合リハ

ビリテーションセンター顧問）を設置し、自治体及び身体障害者更生相談所、育成療育機関、

補装具製作・販売事業者のそれぞれの立場の方に委員としてご参加いただき、ご指導・ご助

言を頂きながら検討を進めることとした。 

本報告書については、自治体及び更生相談所、事業者を対象に実施したアンケート調査と

ヒアリング調査の結果、検討委員会におけるご意見等を踏まえて、事務局の責で取り纏めた

ものであり、本調査にご協力頂いた方々には深く感謝する次第である。 

また、本事業は、厚生労働省が実施する「平成２４年度障害者総合福祉推進事業」から国

庫事補助金の交付を受けて実施したものである。 

 

 

平成２５年３月 

 公益財団法人テクノエイド協会  
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第１部 本 編 
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Ⅰ．本調査研究事業の実施概要 

１. 本調査研究事業の目的 

 身体障害者（「障害児」を含む。）に対する補装具費の支給については、補装具を希望

する者の身体状況や生活環境について、医師の意見書や身体障害者更生相談所（以下「更

生相談所」。）等の専門機関の意見等を参考に、各市町村において、その支給決定がなさ

れているところであるが、現行の制度では、どのような構造の補装具が実際に支給され、

また、どのような機能の補装具が障害者から必要とされているか等について、詳細に調

査された実績はない。 

また、障害者や補装具製作・販売事業者（以下「事業者」。）からは、各市町村による

支給決定の格差や、現行の支給基準に規定された構造等が実情に即していないとする意

見等があげられているところである。 

このような背景を踏まえて、本事業では、補装具の支給実績及び必要とされる機能等

について、網羅的に把握する実態調査を行うとともに、補装具費の支給決定にかかわる

地域格差や現行の支給基準に対する課題・要望等についての調査を行うことにより、補

装具の種目及び構造等のあり方から、障害者等のニーズに即した、適切かつ効率的な支

給方法等の在り方について、取り纏めることとした。 

 

 

２. 本調査研究事業の内容 

（１）検討委員会の設置 

     本事業の実施にあたり、自治体、更生相談所、事業者等から構成する調査研究検討

委員会を設置した。 

 

（２）支給実績等を把握するための調査手法の検討 

    補装具費支給実績を全国的に調査するために、調査内容・対象・方法等について検

討を行い、網羅的かつ効率的な調査手法の検討を行った。 

 

（３）アンケート調査の実施 

     市町村、更生相談所、事業者に対して、補装具費支給の現状や課題、要望等につい

てアンケート調査を実施し、補装具費支給制度の実態を把握するとともに課題を抽出

した。 

 

（４）ヒアリング調査の実施 

    アンケート調査で顕在化された課題や、更に調査すべき課題を踏まえ、市町村、更

生相談所、事業者それぞれに対してヒアリング調査を実施した。 

 

（５）補装具の種目及び構造、支給方法等の課題の抽出と論点整理 

アンケート調査、ヒアリング調査を踏まえ、補装具の種目、構造、支給方法のあり

方などについて、課題の抽出と論点整理を行った。 
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（６）調査研究報告書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

補装具費支給制度の施策検討に向けた実態把握に関する調査研究 

実施体制 

◎ 補装具費支給の実態把握に関する調査研究 

◎ 補装具費支給制度に関する課題の整理 

◎ 補装具の種目及び構造、支給方法等のあり方に関する検討 

検討委員会の設置 

アンケート調査の実施 

ヒアリング調査の実施 

補装具の種目及び構造、支給方法等に関する課題の抽出と論点整理 

・ 自治体、更生相談所、事業者等から構成 

・ テクノエイド協会内に設置 

・ 実施期間：２０１２年９月～１０月 

・ 全市町村（１，７４２箇所）、全更生相談所（８０箇所）、 

事業者 （１，２６０箇所） 

・ 実施期間：２０１３年１月～２月 

・ 市町村（５箇所）、更生相談所（５箇所）、事業者（５箇所） 

・ 上記アンケート調査、ヒアリング調査の結果を踏まえて、補装

具の種目、構造、支給方法のあり方などについて論点を整理 

障害者等のニーズに即した、適切かつ効率的な支給方法等のあり方 
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３. 検討委員 

本事業を実施するにあたり、関係団体と補装具費支給制度の有識者から構成する「補装具

費支給制度の施策検討に向けた実態把握に関する調査研究事業検討委員会」を当協会内に設

置し、本事業の全体に係わる事項について審議を行った。 

 

（敬称略・五十音順） 

氏 名 所       属 

○ 伊藤 利之 横浜市総合リハビリテーションセンター 顧問 

 樫本 修 宮城県リハビリテーション支援センター 所長 

 亀田 英俊 
東京都心身障害者福祉センター 障害認定課長補佐 

身体障害係長 

 君塚 葵 心身障害児総合医療療育センター 所長 

 鶴見 正子 世田谷区烏山総合支所 保健福祉課長 

 徳田 章三 
社団法人日本義肢協会 

㈱徳田義肢製作所 代表取締役 

 永田 幸紀恵 武蔵野市障害者福祉センター 理学療法士 

 正岡 悟 大阪府障がい者自立相談支援センター 所長 

 松野 史幸 
一般社団法人日本車椅子シーティング協会 

㈱コーヤシステムデザイン 代表取締役 

○印：委員長 

 

（オブザーバー） 

氏 名 所       属 

 
加藤 晴喜 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

企画課 自立支援振興室 福祉用具専門官 

 
森 郁恵 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

企画課 自立支援振興室 福祉工学専門官 
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４. 実施スケジュール 

 

実 施 内 容 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

１．委員会の開催 ★   ★   ★ ★ 

２．アンケート調査の実施         

３．ヒアリング調査の実施         

４．補装具の種目及び構造、支給方

法等の在り方に関する検討 

抽出課題に対する論点整理 

        

５．事業報告書の作成         
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Ⅱ．補装具費支給制度に関するアンケート調査 

１. アンケート調査の目的 

本調査は、新しい補装具の開発や利用者ニーズが多様化する中、現行制度の実態を把

握し、課題や要望の論点整理を行うとともに、今後の補装具費支給制度の在り方検討に

役立てることを目的として実施した。 

 

２. アンケート調査の実施概要 

（１）調査対象 

  ①市町村   １，７４２箇所（※東京都については２３区へ送付） 

  ②更生相談所    ８０箇所 

  ③事業者   １，２６０箇所 

 

○義肢・装具関係      ３３５箇所 

日本義肢協会の会員及び、テクノエイド協会が運用する補装具製作（販売）事業シ

ステムに登録されている事業者とした。 

○補聴器関係        ４１０箇所 

テクノエイド協会が運用する補装具製作（販売）事業システムに登録されている事

業者とした。 

○車椅子・座位保持椅子関係 １０１箇所 

日本車椅子シーティング協会の会員とした。 

○義眼・盲人用安全つえ   ４１４箇所 

全国の更生相談所から事業所の所在を情報収集し、予算面等を考慮して、エリアに

偏りが生じないよう平準化して送付先を決定した。 

  
※事業者の調査対象の選定について、現行の補装具制度では指定事業者制となっておらず、母集団が明

確でないため、上記の方法を用いた。 

 

 

（２）調査期間 

   平成２４年９月１３日～平成２４年１０月１２日 

 

（３）調査方法 

 調査対象先へ依頼状及びアンケート調査票、記載例等を送付した。なお調査票は、

テクノエイド協会のホームページからダウンロード可能とした。 

回答は、電子メール又は郵送にて提出頂いた。 
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（４）調査内容 

【資料編】「１．アンケート調査票及び記入要領」参照 

 

①市町村向け調査 

１．市町村の概要 

 Ｑ１．市町村の概要 

 

２．補装具費支給決定の状況 

 Ｑ２．障害者の補装具費の支給決定件数 

 Ｑ３．障害児の補装具費の支給決定件数 

 Ｑ４．補装具費の支給決定に携わっている職種・人数 

 Ｑ５．申請者の諸条件を把握・考慮した支給決定の状況 

 Ｑ６．Ｑ５で「課題がある」場合の理由 

 Ｑ７．新たに開発された補装具の情報収集を踏まえた支給決定の状況 

Ｑ８．Ｑ７で「課題がある」場合の理由 

 Ｑ９．医師の意見書記載内容について 

 Ｑ10．医師意見書で不十分と思う内容 

 Ｑ11．医師意見書が不十分だった場合の対処について 

 Ｑ12．障害児の補装具費支給決定における判断について 

 Ｑ13．Ｑ12 で「判断に迷うことがある」理由 

 Ｑ14．独自内規について 

 Ｑ15．事業者の選定について 

 Ｑ16．適合判定について 

 Ｑ17．Ｑ16 で適合判定が十分に出来ていない場合の理由 

 Ｑ18．見積書と実物の照合について 

 Ｑ19．Ｑ18 で実物との照合が適切に出来ていない場合の理由 

 Ｑ20．更生相談所に依頼した場合の、申請から支給決定までの期間 

 Ｑ21．Ｑ20 で支給決定まで「２週間以上かかることが多い」場合の理由 

 Ｑ22．市町村で判断した場合の、申請から支給決定までの期間 

 Ｑ23．Ｑ22 で支給決定まで「２週間以上かかることが多い」場合の理由 

 Ｑ24．支給決定から適合判定までの期間について 

 Ｑ25．使用状況の確認について 

 Ｑ26．Ｑ25 で使用状況の確認が計画的に出来ていない場合の理由 

 Ｑ27．フォローアップについて 

 Ｑ28．処方内容の修正・追加等について 

 Ｑ29．処方内容に追加・修正等をした場合の、見積もりについての対応 

 

３．現行制度における課題と提案 

 Ｑ30．現行制度の課題とあるべき姿について 

 Ｑ31．申請者からの要望で現行制度では対応が難しい事柄について 

 Ｑ32．市町村が求めている支援内容について  



 
 

７ 
 

②更生相談所向け調査 

１．更生相談所の概要 

 Ｑ１．更生相談所名 

 

２．補装具判定の状況 

 Ｑ２．障害者の補装具判定件数 

 Ｑ３．障害児の補装具判定相談状況 

 Ｑ４．Ｑ３で障害児の補装具判定相談を受けている場合の種目 

 Ｑ５．補装具の判定に携わっている職種・人数 

 Ｑ６．所内判定の実施頻度 

 Ｑ７．巡回判定の実施頻度 

 Ｑ８．Ｑ７で巡回判定を実施していない場合の理由 

 Ｑ９．在宅判定の実施頻度 

Ｑ10．Ｑ９で在宅判定を実施しいていない場合の理由 

 Ｑ11．申請者の諸条件を把握・考慮した判定の状況 

Ｑ12．Ｑ11 で「課題がある」場合の理由 

 Ｑ13．判定実施までの期間について 

 Ｑ14．市町村や事業者との情報交流について 

 Ｑ15．市町村に対する研修について 

 Ｑ16．意見書作成医師に対する研修について 

 Ｑ17．事業者に対する研修について 

 Ｑ18．新たに開発された補装具の情報収集を踏まえた支給決定の状況 

Ｑ19．Ｑ18 で「課題がある」場合の理由 

 Ｑ20．医師、医療職種等との情報共有・連携について 

 Ｑ21．独自内規について 

Ｑ22．適合判定について 

Ｑ23．Ｑ22 で適切に出来ていない場合の理由 

Ｑ24．適合判定に難儀する主なケース 

 Ｑ25．特例補装具の検討会議実施頻度について 

 Ｑ26．療育機関等との情報共有について 

 Ｑ27．Ｑ26 で情報共有を行っている場合の具体的な方法 

 Ｑ28．フォローアップについて 

 Ｑ29．処方内容の修正・追加等について 

 

３．現行制度における課題と提案 

 Ｑ30．現行制度の課題とあるべき姿について 

 Ｑ31．申請者からの要望で現行制度では対応が難しい事柄について 

 Ｑ32．更生相談所が求めている支援内容について 
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③事業者向け調査 

１．事業者の概要 

 Ｑ１．事業者の概要 

 

２．補装具作製の状況 

 Ｑ２．補装具作製件数 

 Ｑ３．補装具の作製に携わっている職種・人数 

 Ｑ４．申請者の諸条件を把握・考慮した作製の状況 

Ｑ５．Ｑ４で「課題がある」場合の理由 

 Ｑ６．新たに開発された補装具の情報収集を踏まえた作製の状況 

Ｑ７．Ｑ６で「課題がある」場合の理由 

 Ｑ８．医師、医療職種等との情報共有・連携について 

 Ｑ９．判定時の立会いの必要性について 

 Ｑ10．支給決定の判断基準 

Ｑ11．Ｑ10 で判断基準の違いを感じる場合のその理由 

 Ｑ12．適合判定時の立会いの必要性について 

 Ｑ13．立会いにかかる費用の負担感について 

 Ｑ14．修正や追加があった際の材料費やデモ機の費用負担状況 

Ｑ15．材料費やデモ機の負担感について 

 Ｑ16．支給決定から仮合わせ開始までの期間について 

 Ｑ17．契約から納品までの期間について 

 Ｑ18．フォローアップについて 

 Ｑ19．フォローアップ費用の負担感について 

 

３．現行制度における課題と提案 

 Ｑ20．現行制度の課題とあるべき姿について 

 Ｑ21．申請者からの要望で現行制度では対応が難しい事柄について 

 Ｑ22．事業者が求めている支援内容について 
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（５）回収状況 

 

調査先 送付総数 宛先不明等 有効回答数 有効回答率 

市町村 1,742 0 795 45.6％

更生相談所 80 0 67 83.8％

事業者 1,260 26 569 46.1％

総計 3,082 26 1,431 46.8％

 

(市町村内訳) 

 合計 
北海道・

東北地方 
関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 

九州・ 

沖縄地方

送付総数 1,742 406 317 316 227 107 95 274 

有効  

回答数 
795 166 172 158 105 55 36 103 

有効  

回答率 
45.6％ 40.9％ 54.3％ 50.0％ 46.3％ 51.4％ 37.9％ 37.6％ 

 

(事業者内訳) 

 合計 
義肢・ 

装具 
補聴器 車椅子等 眼鏡 

盲人用安

全つえ 
義眼 その他 

送付総数 1,260 335 410 101 221 169 24 - 

宛先不明 26 12 0 0 1 6 7 - 

有効  

回答数 
569 256 154 71 36 41 5 6 

有効  

回答率 
46.1％ 79.3％ 37.6％ 70.3％ 16.4％ 25.2％ 29.4％ - 
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26.2% 51.6% 22.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ね出来ているが、課題がある c.どちらともいえない

３. アンケート調査集計結果の概要（市町村） 

 
（１）申請者の諸条件を考慮した支給決定 

「事務取扱指針にあるように、医師、専門職員等との連携を図りながら、申請者の身

体状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を把握・考慮した支給決定が出

来ていますか？」との設問に対し、約半数が「概ね出来ているが、課題がある」と回答

した。 

 

 

課題の主な理由としては、「専門的知識がないから」が最も多く、約４割であった。 

 

 

（２）申請から給付、適合判定までの期間 

更生相談所に判定依頼をした場合の支給決定までの期間は、補装具の種類によって差

異があるものの、約６割以上の市町村で、「２週間以上かかることが多い」という結果で

あった。 

 

66.0% 10.5%12.6% 5.2% 5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.業務量が多く、対応できないから b.情報収集する手段や入手先がないから

c.情報収集してもその活用が難しいから d.専門的知識がないから

e.その他

30.8%

29.8%

28.1%

25.5%

24.2%

31.8%

67.7%

68.2%

67.2%

61.8%

70.7%

58.0%

1.5%

2.0%

4.8%

12.7%

5.2%

10.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車椅子

義肢

座位保持装置

意思伝達装置

電動車椅子

その他

概ねできている 2週間以上かかることが多い 無回答

n=795 

n=269 

n=795 
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  「２週間以上かかることが多い」理由としては、判定に時間がかかる、判定日が少ない、

スケジュールに関する問題が多かった。 

分類 件数 主なコメント 

判定に時間が

かかるため 
391 件 

申請から判定を受けるまでに時間がかかる。また本人が申請だけし

て、判定に行かないことや業者との意見書の再提出等のやりとりを

していると時間がかかる。２週間という日にちは非現実的である。

当市は遠隔地のため、申請者の利便性を考慮し、更生相談所に医学

的判定依頼書を送付し、そこからご本人が病院に出向かれ、意見書

を書いてもらい、その後業者の見積もりが出て、更生相談所による

判定が行われるため、２週間は越えることになると思われます。 

判定書が到着するまでに時間がかかるため。また、更生相談所から

依頼される調査にも、申請者や医療機関に連絡がつかない等で聞き

取りができず、日数を要するため。 

判定日が少な

いため 
86 件 

判定日が決まっているため、早く提出しても、判定日と合わないと

時間がかかってしまう。 

申請者のほとんどは更生相談所での所内相談ではなく、２ヶ月に１

回の地域巡回相談で判定を行っているため。 

スケジュール

(予約状況)の

問題から 

62 件 

来所・巡回判定の場合、申請者の都合などによりすぐに来所出来な

いことが多いため 

更生相談所の予約が、なかなかとれないため。 

市町村だけで判断した場合、申請から支給決定まで２週間以内で「概ねできている」

が９割以上であった。 

 

 

 支給決定から適合判定までの平均的な期間は、補装具の種類によってばらつきが見ら

れたが、２～３ヶ月程度の期間が多い傾向であった。 

 

94.8% 4.3% 0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.概ねできている b.2週間以上かかることが多い 無回答

39.5%

36.4%

35.2%

31.9%

30.1%

48.2%

48.4%

39.4%

52.2%

47.8%

50.4%

32.2%

20.6%

9.9%

10.2%

17.9%

5.0%

3.6%

5.8%

10.3%

9.3%

1.8%

7.0%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車椅子

意思伝達装置

義肢

座位保持装置

電動車椅子

その他

1ヶ月以内 2～3ヶ月以内 4ヶ月以上 無回答

n=574 

n=795 

n=795 
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（３）児童の補装具費支給決定 

児童の補装具費支給決定にあたり、判断に迷うことが「大いにある」は約２割、「時々

ある」は約半数であった。 

 

 

   児童の補装具費支給にあたり判断に迷う理由としては、「同一種目の複数個（２、３個

目）の申請」が７割弱と最も多く、次いで「補装具の具体的な構造がイメージできない」

の約半数であった。 

 

 

 

 

18.2% 55.1% 20.6% 5.4% 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.大いにある b.時々ある c.ほとんどない d.ない 無回答

238

294

233

392

255

151

57

0 100 200 300 400 500

1

a.医師の意見書の記載が不十分

b.補装具の具体的な構造がイメージできない

c.高額である

d.同一種目の複数個（2,3個目）の申請

e.複数種目の同時申請

f.教育や訓練には必要だが、生活の場での使用とは乖離がある

g.その他

n=586

n=795 
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（４）医師意見書の記載 

医師意見書の記載内容は、支給決定に必要な十分な内容が記載されているかとの設問

に対し、「納得のいくものが多い」が約４割ある一方、「不十分なものが多い」が約２割

見られた。 

 

 

   

 医師意見書の内容で不十分な点としては、「必要性の記載が簡易すぎる」が約８割と最

も多く、次いで「付属品の必要性が書いていない」が約５割であった。 

 

 

 

 

40.1% 19.4% 39.7% 0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.納得のいくものが多い b.不十分なものが多い c.どちらともいえない 無回答

131

224

380

107

137

45

0 100 200 300 400

1

a.補装具の必要性が書いていない

b.付属品の必要性が書いていない

c.必要性の記載が簡易すぎる

d.処方と業者見積もりが一致していない部分がある

e.特定の製品を指定しているのにもかかわらず、その製品に限定する理由が記載されていない

f.その他

n=795 

n=466 
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（５）事業者の選定 

   事業者の選定に関して、設備や技術、技術者の配置等を踏まえた選定が出来ているか

との設問に対し、「できている」は３割強、「出来ていない」は約１割であった。 

 

 

「出来ていない」の理由としては、「申請者が事業者を選定しているため」が 35 件で最

も多い結果であった。 

分類 件数 主なコメント 

申請者が事業者

を選定している

ため 
35 件 

利用者の希望した事業者で作成しているため、市での選定はしていない 

利用者が病院の療法士との相談により支給申請前に業者を決めているケ

ースが殆どである。 

専門知識・情報が

ないため 21 件 
諸条件を考慮する為の情報収集をそもそもしていないから。 

専門的な知識がないため、書面以上の確認をしていないため。 

業者が限定され

るため 7 件 
地方は業者が限られているため、全てが適切とは言い切れない。 

その他 

19 件 

事業者の選定において特に規定を設けていない。 

届出により書面審査をおこなっているが実態について十分把握している

とは言い難い。 

 

 

（６）市町村独自の規定や内規 

   独自の規定や内規がある１３市町村より資料を受領した。補装具費支給制度に関する

詳細説明としての位置づけがほとんどであり、独自のフォームを有する市町村も見られ

た。独自規定としては、児童の２具申請や、車椅子と座位保持装置の組み合わせに関す

る規定であった。 

 

 

 

34.0% 10.3% 53.0% 2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.出来ている b.できていない c.どちらともいえない 無回答

n=82 

n=795 
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（７）現行制度における課題 

補装具費の申請から支給決定等の業務の中で、最も大きな課題と思われる内容を最大

３つ選択する設問では、「補装具に関する知識が乏しい」、「児童の支給決定が難しい」が

多い結果であった。※グラフは上位５位までを表示 

 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(市町村)」を参照 

 

 

（８）申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難しい事柄 

申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難しい事柄として、「種目、名称、型

式又は修理部位、耐用年数に関すること」としては、耐用年数に関するコメントが最も

多かった。「基準額に関すること」としては、補聴器の基準額に関するコメントが最も多

く、「申請、判定依頼、仮合わせ、適合判定に関すること」では、給付までの期間に関す

る記述が多く見られた。 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(市町村)」を参照 

 

 

（９）必要としている支援内容 

  市町村から厚生労働省に求めている支援内容としては、マニュアルやＱ＆Ａなどの資料

の要望が最も多かった。更生相談所に対しては、より手厚いアドバイスや研修を求める声

が見られた。テクノエイド協会に対しては、各種情報提供が多く望まれていた。事業者に

対しては、カタログ・仕様書等の資料提出の要望に関するコメントが最も多い結果であっ

た。 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(市町村)」を参照 

39.9%

24.8%

13.8%

12.7%

11.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

補装具に関する知識が乏しい

児童の支給決定が難しい

「必要」と「欲しい」のすみ分けが難しい

介護保険とのすみ分けが難しい

製作後の適合判定や使用状況の確認が難しい

n=795 
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４. アンケート調査集計結果の概要（更生相談所） 

 
（１）申請者の諸条件を考慮した支給決定 

『申請者の「身体状況」や「置かれている生活環境」等を十分に踏まえた判定はでき

ていますか？』との設問に対し、約６割が「概ね出来ているが、課題がある」であった。 

 

 
 

課題の主な理由としては、「専門の人員がいない、または不足している」が最も多く、

半数弱であった。 

 

 

 

（２）判定の実施頻度 

   所内判定の実施頻度は、「週２～３回」、「週１回程度」がそれぞれ３割弱であった。 

 

 

23.9% 59.7% 16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ね出来ているが、課題がある c.どちらともいえない

45.0% 27.5% 10.0% 5.0% 12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

専門の人員がいない、または不足している 情報が不足している

業務量が多く、対応できない 専門的知識がないから

その他

7.5% 26.9% 28.4% 13.4% 14.9% 3.0% 6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

週4回以上 週2～3回

週1回程度 月2～3回

月1回程度 月1回未満

不定期、または都度必要に応じて実施

n=67 

n=67 

n=40 
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在宅判定は「不定期・または都度必要に応じて実施」が約４割で最も多く、巡回判定

は約４割が「実施していない」という結果であった。 

 

 

県更生相談所と政令市更生相談所で所内判定の頻度を比較すると、政令市更生相談所

は約半数が週２～３回の判定に対し、県更生相談所は頻度がばらつく傾向にあった。 

 

 

 

県更生相談所と政令市更生相談所で巡回判定の頻度を比較すると、県更生相談所は月

１回以上の巡回判定が約半数を占めたが、政令市更生相談所は７割弱が巡回相談を実施

していない結果であった。 

 

 

13.4%

6.0%

17.9%

10.4%

10.4%

4.5%

10.4% 7.5%

40.3%

40.3%

35.8%3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

巡回判定

在宅判定

月4回以上 月2～3回

月1回程度 月1回未満

不定期、または都度必要に応じて実施 実施していない

8.3%

47.4%

18.8%

31.6%

27.1%

5.3%

18.8%

5.3%

18.8%

5.3%

2.1%

5.3%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政令市更生相談所

県更生相談所

週4回以上 週2～3回

週1回程度 月2～3回

月1回程度 月1回未満

不定期、または都度必要に応じて実施

16.7% 22.9%

10.5%

10.4%

10.5%

6.3%

5.3%

5.3%

14.6%

68.4%

29.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

政令市更生相談所

県更生相談所

月4回以上 月2～3回

月1回程度 月1回未満

不定期、または都度必要に応じて実施 実施していない

n=67 

n=67 

n=67 
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（３）判定実施までの期間 

判定依頼を受けてから、判定実施までの平均的な期間については、補装具の種類によ

って違いが見られるものの、殆どが１か月以内での判定を実施している結果であった。 

 

 

 

 

91.0%

88.1%

80.6%

79.1%

68.7%

76.1%

9.0%

11.9%

19.4%

20.9%

31.3%

10.4% 13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

義肢

車椅子

意思伝達装置

座位保持装置

電動車椅子

その他

1ヶ月以内 2～3ヶ月以内 4ヶ月以上 無回答

n=67 
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（４）児童に関する判定相談 

障害児の補装具について、市町村や療育機関から判定相談を「受けている」更生相談

所は８割以上であった。 

 
 

  相談を受ける補装具としては、座位保持装置が最も多い結果であった。※グラフは上位

５位までを表示 

 

 

83.6% 11.9% 4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.受けている b.受けていない 無回答

障害児補装具の判定相談を受けている補装具（複数回答可）

89.5%

78.9%

78.9%

75.4%

73.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

座位保持装置

座位保持いす

補聴器

電動車椅子

起立保持具

n=67 

n=57
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（５）情報交流、研修の実施 

   圏域の市町村や補装具業者との定期的な担当者会議に関しては、「定期的に行っている」

が４割弱見られた。担当者会議の回数としては年１回以下が約６割であった。 

 

 

 

市町村の担当者に対しての研修は、「定期的に行っている」が約８割であった。実施回

数は年１回が５割強であった。 

 

 

意見書作成医師に対しての定期的な研修は、「行っていない」が９割以上を占めた。 

 

 

 

   事業者に対する定期的な研修は、７割強が「行っていない」であった。 

 

    

38.8% 11.9% 47.8% 1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.定期的に行っている b.不定期に行っている c.行っていない 無回答

80.6% 7.5% 9.0% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.定期的に行っている b.不定期に行っている c.行っていない 無回答

97.0%3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.定期的に行っている b.不定期に行っている c.行っていない

14.9% 9.0% 73.1% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.定期的に行っている b.不定期に行っている c.行っていない 無回答

n=67 

n=67 

n=67 

n=67 
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申請者の主治医など医療職種と申請者に関する情報を共有した上での判定については、

「適切に出来ている」、「満足に出来ていない」、「どちらとも言えない」がそれぞれ約３

分の１であった。 

 
 

   療育機関や児童の補装具判定にかかわる医療機関との情報共有は、「十分にはできてい

ない」が約４割であった。 

 
 

 

（６）新たに開発された補装具や完成用部品の情報 

   『技術革新やメーカーの開発努力により新たに開発された「補装具」や「完成用部品」

に関する情報収集を積極的に行い、それを踏まえた判定ができていますか？』との設問

に対し、「概ね出来ているが、課題がある」は約半数であった。 

 
 

   課題の主な理由としては、「情報してもその活用が難しい」で約４割であった。 

 

31.3% 35.8% 32.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.適切に出来ている b.満足にできていない c.どちらとも言えない

7.5% 29.9% 41.8% 20.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.満足に出来ている b.必要なときにのみ行っている

c.十分にはできていない d.どちらともいえない

6.0% 50.7% 43.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ね出来ているが、課題がある c.どちらとも言えない

42.9% 20.0% 17.1% 8.6% 11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

情報収集してもその活用が難しい 業務量が多く、対応できない

情報収集する手段や入手先がない 専門的知識がないから

その他

n=67 

n=67 

n=67 

n=35 
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（７）更生相談所独自の規定や内規 

   独自の規定や内規がある１０更生相談所より資料を受領した。独自規定の内容として

は、種目別の判定方法（来所、文書等）、判定ガイドライン、付属品や修理に関する独自

基準などであった。 

 

 
（８）処方内容の追加および修正 

   仮合わせや完成時に、処方内容に追加、修正がある補装具としては、座位保持装置、

オーダーメイド車椅子、義肢、装具、電動車椅子があげられた。 

 

 

 

 

 

 

1.5%

41.8%

46.3%

49.3%

46.3%

41.8%

13.4%

10.4%

7.5%

6.0%

1.5%

1.5%

43.3%

43.3%

46.3%

46.3%

55.2%

71.6%

65.7%

62.7%

34.3%

44.8%

34.3%

32.8%

38.8%

32.8%

32.8%

31.3%

28.4%

14.9%

23.9%

29.9%

59.7%

53.7%

64.2%

65.7%

61.2%

67.2%

67.2%

68.7%

71.6%

1.5%

1.5%

3.0%

1.5%

9.0%

6.0%

4.5%

4.5%

3.0%

4.5%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

座位保持装置

オーダーメイド車椅子

義肢

装具

電動車椅子

重度障害者用意思伝達装置

補聴器

レディメイド車椅子

座位保持いす（児童のみ）

歩行器

眼鏡

起立保持具（児童のみ）

歩行補助つえ

盲人安全つえ

義眼

頭部保持具（児童のみ）

排便補助具（児童のみ）

ほぼ毎回ある かなりある まれにある ほとんどない 無回答

n=67 
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（９）現行制度における課題 

補装具費の申請から支給決定等の業務の中で、最も大きな課題と思われる内容を最大

３つ選択する設問では、「高額や高機能な補装具を申請される場合の対応が難しい」が最

も多い結果であった。※グラフは上位５位までを表示 

 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(更生相談所)」を参照 

 

 

（１０）申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難しい事柄 

申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難しい事柄として、「種目、名称、型

式又は修理部位、耐用年数に関すること」としては、各補装具の具体的な要望が最も多

かった。「基準額に関すること」としては、車椅子の基準額等に関するコメントが最も多

く、「申請、判定依頼、仮合わせ、適合判定に関すること」では、判定期間に関する要望

が多く見られた。「相談、フォローに関すること」としては、相談窓口が無いといった相

談方法に関するコメントが多い結果であった。 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(更生相談所)」を参照 

 

 

（１１）必要としている支援内容 

  更生相談所から厚生労働省に求めている支援内容としては、基準の明確化の要望とマニ

ュアルやＱ＆Ａ等の要望が最も多かった。市町村に対しては、情報共有の希望や、申請者

の状況把握を希望するコメントが多く見られた。テクノエイド協会に対しては、補装具全

般及び完成用部品の情報提供が多く望まれていた。事業者に対しては、カタログ等の資料

や情報の希望、制度への理解を求めるコメントが最も多い結果であった。 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(更生相談所)」を参照 

25.8%

24.2%

21.2%

21.2%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40%

高額や高機能な補装具を
申請される場合の対応が難しい

「必要」と「欲しい」のすみ分けが難しい

意見書の記載内容に不備が多い

補装具に関する知識が乏しい

利用者ニーズの多様化が進み、
真に必要とされる補装具の判断が難しい

n=66 
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５. アンケート調査集計結果の概要（事業者） 

 
（１）判断基準の地域格差 

補装具費支給決定にあたっての判断基準について、「市町村の判断基準は一致している」

は約２割にとどまり、「市町村によって判断基準の違いを感じることがまれにある」が約

半数であった。 

 

 

  判断基準が違うと考えられる理由として、「担当者の熱意・誠意が異なる」や「知識量の

差がある」が多く、それぞれ約半数であった。 

 
 

 

（３）納品までの期間 

申請者との契約後、納品までの平均的な期間については、約半数が「１ヶ月以内」、「２

～３ヶ月以内」が約４割であった。 

 

 

27.8% 49.2% 18.3%
2.5%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

市町村によって判断基準の違いを感じることが多い

市町村によって判断基準の違いを感じることがまれにある

市町村の判断基準は一致している

その他

無回答

48.5%

45.3%

23.6%

23.6%

4.8%

0% 20% 40% 60%

担当者の熱意・誠意が異なる

知識量の差がある
市区町村独自の判断基準がある

市区町村と医療職の連携度合いに差がある
その他

48.3% 42.7%
5.1%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

1ヶ月以内 2～3ヶ月以内 4ヶ月以上 無回答

n=569 

n=437 

n=569 
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（４）フォローアップ 

納品後、利用者に対するフォローアップの期間としては、約４割が「概ね３ヶ月以内

に行っている」と回答した。一方で、「フォローアップは行っていない」が約２割見受け

られた。 

 

 

 

（５）事業者の費用負担感 

判定時や適合判定時の立ち合いにかかる費用（移動費）の負担感については、「かなり

の負担を感じる」、「それなりに負担感はある」を合わせて７割弱であった。 

 

 

仮合わせなどで修正や追加があった際の材料費やデモ機の費用については、「自社で負

担することが多い」が７割弱であった。 

 

 

39.2% 13.0% 4.7% 3.9%15.5% 23.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

概ね3ヶ月以内に行っている 概ね6ヶ月以内に行っている

概ね1年以内に行っている 概ね1年以上あけて行っている

フォローアップは行っていない 無回答

21.8% 44.6% 4.9%21.8% 6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

かなりの負担を感じる それなりに負担感はある 特別な負担感はない その他 無回答

67.5% 4.4%15.8% 6.3% 6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

自社で負担することが多い 内容によって見積書の修正をお願いしている

見積書を再提出している その他

無回答

n=569 

n=569 

n=569 
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仮合わせなどで修正や追加があった際の材料費やデモ機費用の負担感は、「かなりの負

担感を感じる」が４割弱、「それなりに負担感はある」が半数であった。 

 

 

   フォローアップにかかる費用の負担感としては、「かなりの負担感を感じる」、「それな

りに負担感はある」を合わせて半数弱であった。 

 
 

  

（６）現行制度における課題 

補装具費の申請から支給決定等の業務の中で、最も大きな課題と思われる内容を最大

３つ選択する設問では、「基準額内での作製が難しい」、「修理項目に記載のない修理の要

望がある」が多い結果であった。※グラフは上位５位までを表示 

 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(事業者)」を参照 

 

35.5% 50.9% 12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

かなりの負担感を感じる それなりに負担感はある 特別な負担感はない その他

12.3% 34.3% 33.4% 6.0% 14.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

かなりの負担感を感じる それなりに負担感はある 特別な負担感はない その他 無回答

18.5%

14.1%

12.1%

10.9%

8.6%

22.1%

0% 10% 20% 30%

基準額の範囲内での作製が難しい

修理項目に記載の無い修理の要望がある

市区町村によって支給決定の判断が異なる

利用者ニーズの多様化が進み、
真に必要とされる補装具の作製が難しい

処方から納品までに時間を要してしまう

判定時の立会いが難しい

n=409 

n=569 

n=569 
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（７）申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難しい事柄 

申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難しい事柄として、「種目、名称、型

式又は修理部位、耐用年数に関すること」としては、耐用年数に関する要望が最も多か

った。「基準額に関すること」としては、各補装具に関するコメントが最も多く、「申請、

判定依頼、仮合わせ、適合判定に関すること」では、判定期間に関する要望が多く見ら

れた。「相談、フォローに関すること」としては、定期的なフォローなどを求めるコメン

トが多い結果であった。 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(事業者)」を参照 

 

 

（８）必要としている支援内容 

  事業者から厚生労働省に求めている支援内容としては、制度全般に関するコメントと基

準金額に関する要望が多い結果だった。更生相談所に対しては、判定基準や判定の内容等

に関する要望が最も多かった。市町村に対しては、独自基準や判断基準の違いに関するコ

メントが多く見られた。テクノエイド協会に対しては、利用者、家族、医療・福祉関係者

それぞれに対する情報提供の要望が多い結果だった。 

  ※主なコメントについては、【資料編】「アンケート調査集計結果(事業者)」を参照 

 

 

６. アンケート調査集計結果（まとめ） 

  市町村、更生相談所、事業者それぞれに対し、現行制度の実態を把握し、課題や要望の

論点整理を行うためにアンケート調査を実施した。調査結果からは、下記にあげる課題が

明らかになった。 

 

① 補装具判定の地域格差 

② 申請から給付までの期間 

③ 障害児に関する判定 

④ 医療機関等との連携・情報共有 

⑤ 新たに開発された補装具や完成用部品の情報収集、取扱い 

⑥ 事業者の選定方法 

⑦ 処方内容の追加、修正 

⑧ フォローアップの実施 

⑨ 事業者の費用負担 
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Ⅲ．補装具費支給制度に関するヒアリング調査 

１. ヒアリング調査の目的 

本ヒアリング調査は、先に実施したアンケート調査の結果を踏まえ、アンケートから

明らかになった課題や、検討委員会にて抽出した主な論点を補完することを目的として

実施した。 

 

２. ヒアリング調査の実施概要 

(１)調査対象 

○市町村 ５カ所 

○更生相談所 ５カ所 

○補装具製作(販売)事業者 ５カ所 

※調査の対象機関は、アンケート調査の回答状況及び、県と県政令の更生相談所が  

存在する県等から選定した。 

 

(２)調査機関 

平成２５年１月～２月 

 

(３)調査方法 

現地にて聞き取り調査を行った。 

 

(４)調査項目 

① 判定及び支給決定、適合判定、製作等 

② 申請から給付、適合判定までの期間、障害児に関する判定及び支給決定について 

③ 医療機関等との連携、情報共有 

④ 事業者の選定 

⑤ 処方内容の追加及び修正等について 

⑥ 使用状況の確認及びフォローアップについて 

⑦ 現行制度との課題と要望 

 

※ヒアリング調査時の質問内容は、【資料編】「ヒアリング結果時の質問内容」参照 
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３. ヒアリング調査結果の概要 

 
（１）判定及び支給決定、適合判定、作製等に関する事項 

 

（ａ）判断基準の違い 

 

 【市町村】 

○ 近隣の自治体で、定期的に児童の事例などについて情報交換をしている。 

○ 近隣に政令市があり、判定機関（更生相談所）が違う。県更生相談所の方が厳しい

と聞く。 

 【更生相談所】 

○ 近隣の３更生相談所で年１回の会議を通じて、判断基準を統一させる取組みをして

いる。 

○ 判定に関して自治体で取扱いが異なる状態があり、地域間での不公平感が生じてい

るため、基準についての、細かなガイドラインを具体的に示していただきたいと思

う。 

 【事業者】 

○ 現状の判定は、「裁き」のような形となっている。補装具が実用的かどうかを判断す

る場ではなく、実用的にするにはどうすれば良いかを議論する場であるべき。 

○ 予算の潤沢な地域とそうでない地域で差があるように思われる。 

○ 判定結果によっては、申請を取り下げて全額自己負担で補装具を作製するケースも

ある。 

○ 利用者重視なのか、医学的見地を重視するのかといった補装具費支給制度が立つス

タンスが不透明。声が強い利用者の要望が通ることもある。 

○ 厚生労働省による指針の記述は、目的や自治体の役割などは示しているが、処方に

要する医学的知見や技術情報の提示、適用基準などが十分に示されていないため、

実施主体により差異が生じやすい。 

○ 同じ更生相談所でも、医師によって判断が違うこともある。 

○ 介護保険法と障害者自立支援法の関係に関して、市町村の見解が違う。 
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（ｂ）判定方法を変えるべき補装具 

 

 【市町村】 

○ 児童の補装具に関して、わかりにくい場合は助言依頼ができるようになっているの

で、交付に関してはほぼ全てを、修理に関しては難しいものに関して助言依頼をし

ている。 

○ 巡回相談、在宅相談ができれば良い。 

 【更生相談所】 

○ レディメイド車椅子は市町村判断であるが、複雑かつ高額になってきているので、

“意見書がいらない”という一文を省いて欲しい。 

○ 車椅子も来所判定すべきであるが数が多いため、車椅子乗車時の写真を添付頂き、

判定の代替としている。 

○ 再支給で付属品が違う場合の対応について指針等が欲しい。 

○ 児童の判定で支給された補装具、他法制度で支給された補装具の修理については、

市町村が判断の上決定できるようにする。 

 【事業者】 

○ 生活環境の把握も必要であるため、通常の生活条件下での判定の方が利用者には無

理がないものと考える。 巡回や訪問判定を主で考えるべきではないか。 

○ 適合判定で、完成した補装具を見るだけであれば、事業者が更生相談所に持って行

けば済むこと。 
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（３）処方と作製した補装具が違った場合の対応 

 

 【市町村】 

○ 直接判定でない限り、見積書と完成品の付け合せができていないというのが現状で

ある。 

○ 更生相談所に相談し、利用者に適合すれば判定内容を変えても良いということとし

た事例がある。 

○ 利用者の要望が強く、事業者独自の判断で届け出なく部品を無償で追加していた。

交付後年数が経っていたため、事業者への口頭注意に留まった。 

○ クッション類は、申請がないままに付いていることがある。 

【更生相談所】 

○ 処方内容と作製された補装具が違っていた場合、聞き取りを行い、再判定や事業者

への指導を行っている。 

○ 補聴器に関しては、申請する補聴器と実際に購入する補聴器が分かるように、見積

書を２段にして記載させるように、フォームを２年前から変更した。 

 【事業者】 

○ 更生相談所の先生は、判定の時に初めて利用者に会うので、利用者に合っているも

のが何かは直ぐには分からない。しかし、主治医は、利用者の生活状況などある程

度わかっているので、それを踏まえた義足を処方しているのに関わらず、主治医の

意見が反映されないことが多い。 

○ インターネットから様々な補装具の情報を得る利用者がいる。 

○ 利用者が使用するところではない部分に対して（介助者側の負担軽減）の配慮が欠

ける部分がある。 

○ 作り変えで、前回使用していたものと違うパーツを使ったりすると、必ず理由を尋

ねられる。 

 

 

（４）圏域の広さに関すること 

 

 【更生相談所】 

○ 医師は巡回できないため、担当者が巡回し、ビデオや写真などで記録をしている。 

○ 巡回以外に事前調査を行っている。 

○ 本人が来所することが困難であることが多い。 

 【事業者】 

○ 離島に行く際の交通費（飛行機や船の運賃）を何とかしてあげるべきではないか。 

○ 遠方地ではガソリン・高速・時間等経費が掛かる。遠方の場合、社員が１日４００

ｋｍ以上運転することもある。 

○ 更生相談所が遠い地区は利用者から送迎の希望がある（費用は業者負担）。 

 

 

 



 
 

３２ 
 

（５）判定の外部委託 

 

 【更生相談所】 

○ 更生相談所内では、技術、人員、予算面等で、判定機能について限界もあると思わ

れるため、活用できる機能があれば検討の必要性はあると思われる。 

○ 医療の基準は「医学的により良いもの」であるが、判定の基準は「真に必要なもの」

であるので外部委託の場合はその教育が必要になる。 

○ 補装具に関する相談センター自体は意義があるものだが、相談が全てセンターに集

中するため、地域で見る力がなくなってしまう可能性もある。 

 

 

（６）補装具の分類 

 

 【市町村】 

○ 多点杖は診断書が必要だがＴ字杖は要らないといった、補装具と日常生活用具の違

いが利用者にとってわかりにくい。 

○ 矯正眼鏡・遮光眼鏡について、基準額が同じであるのに区分されているものがある。 

○ 遮光眼鏡の６Ｄ未満は視力障害の方と言われたが、手引きなどにその旨の記載がな

く、困った事例があった。 

○ 修理の判断基準が必要である。 

【更生相談所】 

○ 修理項目の判断に困ることがある。通知文に書いてあれば事業者に根拠を示せるが、

解釈の違いでの事業者とのやり取りに時間がかかる。 

○ 補装具判定専門委員会で回答があったものがまとめられていると良い。 

○ 補装具を児童に限定する必要はないのではないか。 

○ 車椅子か座位保持装置か判別できないものがある。 

○ 『基本は付加する機能なので金額は付加する分だけで、より補強が必要などの個別

の需要がある場合は認める』という考え方ができるような融通が利く表記の仕方を

していただきたい。 

○ 座位保持装置の身体保持部品付き車椅子と構造フレーム付き座位保持装置は統合す

べき。 

○ 座位保持装置（一部）・車椅子・電動車椅子・歩行器の併給は苦慮する。 

○ 完成用部品に関して、使用にあたっての考え方、対象リスト、判断基準といった全

体的なマニュアル等が欲しい。 

 【事業者】 

○ 車椅子（電動車椅子）と座位保持装置一体型に関する判断基準は国からは示されて

おらず、二具としてカウントされてしまうのは問題である。 

○ ＪＩＳには普通型のモジュラー型車椅子の図示しかないため、普通型しか認めない

自治体がある。制度の運用が狭義すぎるきらいがある。 

 

 



 
 

３３ 
 

（７）その他の課題・要望 

 

 【市町村】 

○ 補装具の基準表が若干使いにくく、使いやすいものがあると便利である。 

○ 遮光眼鏡、カーシート、盲人安全つえ、歩行補助つえは見積り額を基準額内に収め

ることが難しい。 

○ 更生相談所から医師に対する質問は市町村を経由するため、時間がかかることが多

い。文書のやりとりを優先する傾向もある。 

○ 更生相談所からアドバイスを頂いた代替機を勧めても、申請者から専門用語で攻め

立てられてしまい、引き下がるケースもある。 

○ 必要なのか、あれば便利だから申請しているのかの見極めが難しい。 

○ 差額自己負担の要望が多く、差額自己負担の判定を行ってもらえれば良いと感じる。 

【更生相談所】 

○ 補装具費支給制度が、エコカー補助金制度や割引制度といった主旨でとられること

も多い。 

○ 機能の差額自己負担の取扱は悩んでいる。補聴器は差額自己負担で耳あな型になる

ため、制度の矛盾も感じており、容認すべきではとも考える。 

 【事業者】 

○ デモ機の費用や仮合わせ時の経費など負担が多すぎる。判定前にデモ機の試乗が必

須とされ、更生相談所が事業者でデモをするように言われる。 

○ 本来作り変えなければならないものを修理し、故障・破損してしまった時の責任は

全て業者になってしまう。 

○ カーシート等の差額は自己負担頂いている。 

○ 耐用年数が妥当なものと、そうでないものがある。消耗品の中には、耐用年数が６

ヶ月と定められていても、３ヶ月でダメになるものもある。 

○ 最近はお金が無くて代金を立替が出来ない人が多い。 

 



 
 

３４ 
 

（２）申請から給付、適合判定までの期間 

 
（ａ）申請から支給までの期間 

 

 【市町村】 

○ 身体障害者手帳と補装具との同時申請が出来ると良い。現状では診断書を２回書い

てもらう必要があり、手間も費用もかかる。 

○ 過去の更生相談所判定時で質問された内容をＦＡＱの形で市独自でまとめ、申請を

受けた時点で出来るだけ聞き取りをするようにしている。 

○ 写真が必要な補装具（カーシート等）は事前に写真の準備をお願いしている。市職

員が訪問して写真を撮ってくることもある。 

○ 更生相談所は電動車椅子の場合、判定依頼をしてから来所までが時間がかかってい

る。 

【更生相談所】 

○ 補装具の手引きに、ＦＡＱを記載している。 

○ 申請前に事前相談をすることで、申請後の期間が短く出来る場合がある。 

○ 緊急の場合、判定せずに事前修理を認めることもある。 

○ 装具は写真を添付することで適合判定の代替としている。 

【事業者】 

○ 義足の修理など、急を要する際に融通が利かないのが困る。 

○ 利用者、またはご家族への署名を頂き、決定前に作製を始めることもある。 

○ 支給決定前に、計測・設計まで進めておくことが可能なケースがある。 

 

 



 
 

３５ 
 

（３）障害児に関する判定及び支給決定 

 
（ａ）児童の補装具判定・支給における課題 

 

 【市町村】 

○ 児童では判定の地域差を課題と感じている。 

○ 者になる前の駆け込み申請が多い。医療機関から申請を促されている模様。市とし

ては却下する材料が無く、認めている現状である。 

○ 児童も更生相談所での判定になった場合、問合せ等で業務負担が大きくなることが

懸念される。 

○ 所得が高い家庭で重度障害児の場合、高額な費用が全額負担になってしまう。児童

の間だけでも所得要件がなくても良いのではないか。 

【更生相談所】 

○ 児童の場合、障害状況の変化が考えられるため、真に必要な機能かどうかの判断は

者より困難である。 

○ １７歳での駆け込み申請が多い。１８歳になると基準が変わるという認識が根強い。 

○ 細かなトラブルがあったため、市町村では判断が難しい時に助言を行っている。 

○ 児童では親同士の繋がりが強いため、判定で認められなかったときの対応が難しい。 

○ 当県では、障害児の判定も障害者同様に実施しているが、児の判定を実施している

更生相談所が少ないため、情報も少なく判断に苦慮することがある。児童から成人

になった際のトラブル等は特にない。また、他都道府県から当県に転入された児童

のケースで判定基準等の相違により、当県では以前と同様な内容での補装具の支給

ができない場合もあり、トラブルの原因にもつながるため、全更生相談所において、

児の判定も実施してほしい。 

 【事業者】 

○ 児童の補装具では年々性能や価格が上がっているが、基準額が低いものがある。超

過分は自己負担を頂いている。差額分を、別の補装具作製の際に利益の穴埋めして

いる。 

○ 現在は更生相談所が全てチェックするため、時間がかかるようになった。 

○ 「耐用年数」に関しては、「一律に取り扱うのではなく、当該補装具の状態、障害状

況や生活環境等を把握することにより、実情に沿うよう十分に配慮すること」とな

ってはいるものの、現場ではかなり厳格に対応されている実情がある。障害児と障

害者の耐用年数は別もので考えるべき。結果、体に合わない補装具を使っている児

童もいる。 

 



 
 

３６ 
 

（ｂ）児と者の違い 

 

 【市町村】 

○ 児童から者になる際に判定の基準が厳しくなることは自治体からも伝えており、医

療機関や保護者も認識している。 

○ 児童では申請すれば必ず認められると思われている状況。保護者からの要望も多く

なっている。 

【更生相談所】 

○ 児は２台支給している現状であり、元の「真に必要な場合に２台」に戻すには、通

知文で示されないと直せない。 

 【事業者】 

○ 児童から者になった時点で県更生相談所での判定が必要となり、「補装具の整理」と

いう名目で支給台数が厳しく制限される実態がある。 既存の補装具の修理も１台

のみ受け付けることとなっている。 

○ 児童に限る種目が下記の４種目あるが、限定する意味が不明確でかつ現実的でない。

（座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具） 

○ 児童は使用期間が短い為、部品・パーツの交換が出来る義肢装具の開発が必要と思

われる。 

 

 



 
 

３７ 
 

（４）医療機関との連携、情報共有 

 
（ａ）医療機関との連携、情報共有 

 

 【市町村】 

○ 何かあった場合に医師に連絡するのが基本。頻繁に連絡している所は、事前連絡す

ることも稀にある。 

○ 更生相談所の新任者研修は年１回、５～６月頃。手引きについての説明で、実践的

な部分で活かしきれているかはわからない。 

【更生相談所】 

○ 定期的な連携は無く、不明点等があった際に不定期に問合せをしている。 

○ 直接判定で意見書が不要な場合でも、医療機関などの意見が反映されるように、「製

作予定書」等の提出書類を準備いただいている。 

○ 市町村担当者への補装具研修を実施している。（年１～２回） 

【事業者】 

○ リハビリテーション病院が中心となって、ポリオやリウマチ友の会など、障害者向

けの勉強会を開いている。 

○ 更生相談所では、相談所主催の勉強会がある県もある。その他の更生相談所では年

１回の意見交換会があるが、形骸化している状況である。 

○ 大学等とブレースクリニックや検討会等を行っている。 

○ 更生相談所が市町村向けに開催している勉強会に自社の商品を持参することもある。 

 



 
 

３８ 
 

（５）医師の意見書 

 
（ａ）医師の意見書 

 

 【市町村】 

○ 意見書は可能な範囲で確認している。例えば、期限は３か月に設けているので、過

ぎていないか、図や絵のみの場合は市職員でも分かるように記述してあるかなど。 

【更生相談所】 

○ 指針上の要件を満たす医師が近隣に居ないことが多く、医師であれば意見書を書い

てよいこととしている。 

○ 様式を工夫しているが、医師の意識の問題が大きいため、医師が意見書を書くこと

自体に限界を感じている。 

○ 独自フォーマットを採用している。 

○ 意見書の内容について照会すると、文書で求められることもある。文書のやりとり

に時間がかかり、結果として判定期間が延びてしまうことがある。 

○ 治療用ではない旨を確認する項目・内容があると判断しやすいと思われる。 



 
 

３９ 
 

（６）事業者の選定 

 
（ａ）事業者の選定 

 

 【市町村】 

○ 事業者の選定は特に行っていない。 

○ 利用者が事業者を決めることは少なく､病院に出入りしている事業者や医師から紹

介された事業者が中心となっている。 

○ 代理受領方式を前提として、業者は指定制である。制度への理解、適合判定時に来

所可能か、修理対応可能か等を確認している。 

○ 登録事業者制にしており、事業経歴書、補装具の取扱い、製作設備等をチェックし

ている。 



 
 

４０ 
 

（７）処方内容の追加及び修正等 

 
（ａ）処方内容の追加及び修正等 

 

 【市町村】 

○ 意見書、処方箋のやりとりで市役所を経由している。更生相談所と病院の間で直接

やり取りできる制度があれば効率的だと感じる。 

○ 処方内容に修正・追加等をした場合支給券を出した後であれば、再判定をする。 

○ 支給券を出した後での金額の修正は行っていない。 

【更生相談所】 

○ 追加・修正があった場合は、見積書の差し替え、判定のやり直し、支給券の差替え

をしている。手間がかかるため、システムとして見積もりを簡易に修正できる仕組

みが欲しい。 

○ 原則修正は認めていない。金額の一定割合までに関しては、修正・変更を認める方

向でも良いのではないか。 

 【事業者】 

○ 補装具の処方後に継手や部品の追加・変更の希望があった時に金額が下がれば支給

券の変更になる。見積の金額内であれば理由書だけで良いが、額を超える場合は業

者負担だったら良いと言われる。 

○ 申請時に見積書を出すことに無理がある。ある程度仮合せをしないと、見積書は出

せないと感じる。 

○ 市更生相談所は、自費で機能を追加した補装具も適合判定で認めないこととなって

いるため苦労している。 

 



 
 

４１ 
 

（８）使用状況の確認及びフォローアップ 

 
（ａ）使用状況の確認及びフォローアップ 

 

 【市町村】 

○ 在宅訪問しようにも、担当が一人であり、窓口を空けることができないので、フォ

ローアップは現状では難しい。 

○ 交付されてから９ヶ月以内のものに関しては、事業者の負担でお願いしている。そ

れ以降であれば修理で処理している。 

【更生相談所】 

○ 種目によっては抜き打ちで実地調査をしている。 

○ 児童は、研修という形で８割に対しフォローアップを行っている。 

○ 事業者の責任部分（９ヶ月間の製作保証）について、対応する事業者とそうでない

事業者がおり、どこまでが事業者の責任か悩むことがある。 

○ 更生相談所では特段のフォローアップは行っていない。 

○ 「困っているが事業者に直接言えなかった」といった話を聞くことがある。 

○ 車の車検のように事業者による整備ができると良いと思う。 

 【事業者】 

○ 補装具全般の定期点検制度が必要。 

○ 補装具にはメンテナンスの概念があまりない。 

○ 更生相談所から、フォローアップは（受注促進行為になりかねないとして）更生相

談所からは止めるように言われた。 

○ 全ての補装具のフォローが義務化となった場合、単純に業務量がかなり増える。  

利用者の自宅に訪問する際の費用負担について対策がないと難しい。 

○ １年毎に電子メールや電話で行っている。 

○ 故障に対する応急処置は事業者負担で実施している。 

 

 

 



 
 

４２ 
 

（９）現行制度の課題と要望 

 
（ａ）レンタル制度にふさわしい補装具 

 

 【市町村】 

○ 歩行器、杖、カーシート、意思伝達装置、電動車椅子、車椅子。 

【更生相談所】 

○ 完成用部品で作った座位保持装置、モジュラータイプの車椅子、児童の補装具、重

度障害者用意思伝達装置、電動車椅子。 

 【事業者】 

○ 軽度障害者用車椅子（レディーメイド程度）、完成用部品に記載されない高額な商品、

意思伝達装置の本体、歩行器、児童用のバギー等。 

 

 

（ｂ）レンタル制度に関する意見 

 

 【市町村】 

○ 修理期間中のレンタルも良いのではないか。他市町村では、事業者が修理期間中の

レンタルをしていることもあると思う。 

○ 申請から支給までの期間や、退院から手帳申請期間中にレンタルできる制度が欲し

い。 

○ 診断書に記載欄を設け、耐用年数内で補装具の型式が変化しそうな利用者は、レン

タルで対応することも可能では。 

【更生相談所】 

○ 高齢者はメンテナンスなどの連絡が中々出来ないため、レンタル制度にしてメンテ

ナンスが定期的に出来る制度としても良い。 

○ 日本人は「自分のもの」という感覚が強く、レンタルを拒む人もいるため、難しさ

を感じる。 

○ 新規給付の時だけでも、一旦レンタル制度によって用具を利用してみて、ニーズが

はっきりすることで、結果として余計な付属品を出さなくて済む。  

【事業者】 

○ 修理時の代車は事業者で貸出している。公費は出ていない。 

○ 症状の進行が早い場合には製作が追いつかない場合もあり、そのような場合はレン

タル制度に適している。 

○ 初期適合を見るための期間限定レンタルであれば可能。 

○ 座位保持装置は購入で２５～４０万円だが、レンタルで月２万円とすると、レンタ

ルの方が高くなるケースも考えられる。 

 

 

 



 
 

４３ 
 

（ｃ）利用上限額の導入 

 

 【市町村】 

○ 障害等級で利用上限額を設定するのであれば、手帳の等級変更を行う必要があるな

ど、手間も増える可能性が考えられる。 

○ ケアマネージャーのような存在もおらず、サービスを調整することが困難な方が多

いのではないか。また、所得などによってのサービス差が出来るのではないか。 

【更生相談所】 

○ 利用者の利用環境によってもどれを選ぶか変わってくるので、障害の程度や補装具

の機能だけで上限額を決めるのは難しいのではないか。 

○ パーツ・機能の一つ一つを精査する労力は負担を感じている部分もあるが、 更生

相談所が上限額だけ決めるのは、制度上矛盾している。 

○ 年々、高額補装具の相談、要望がある。種目ごとに上限額の設定があると差額自己

負担の説明もできるため、検討をお願いしたい。 

【事業者】 

○ 現状において支給台数の制限や希望の処方内容からの変更を余儀なくされる状況下

においては、「利用上限額」という考え方を導入し自己責任の範疇で選択できるよう

にしてはどうか。また、「利用上限額」の範疇で選択できるようにすると、機能に反

して高額なものは選択されず、市場原理が少なからず働いてくるのではないかと考

える。 

○ 障害の度合いに応じて補装具は変わるため、利用上限額を設定することは法の主旨

と反するように感じる。児童では特にそぐわない。 

 

 

（ｄ）日常生活用具と判断してよい補装具 

 

 【市町村】 

○ 意見書不要の補装具（つえ等） 

○ 日常生活用具は入所者では出せないから、レッツチャット等の意思伝達装置を補装

具として申請してくるケースがある。補装具なのか、日常生活用具なのか、明確な

基準も欲しい。 

【更生相談所】 

○ カーシート、普通型の車椅子、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、盲人安全つえ、

歩行補助つえ。 

○ 基準が明確であれば補聴器、眼鏡。 

○ 児童の起立保持具、座位保持いす、排便補助具。 

【事業者】 

○ 頭部保護帽は加工や修正等の必要性があり、補装具の方が良い。 

○ カーシート、杖、意思伝達装置等などで新機種が出る商品。 

 

 



 
 

４４ 
 

（ｅ）その他現行制度に関する課題や要望 

 

 【市町村】 

○ 所得割４６万円以上の方が、税金を多く払っているのに補装具費が出ないことで意

見を言われる方もいる。 

○ 治療用装具と更生用装具の判断が難しい。病院から、更生用装具と言われることが

あるが、判定で認められないこともある。 

○ 制度の理解や基準額の正確な把握について、義肢装具製作業者は良いが、メガネ業

者に理解されていない方が多い。 

○ インターネット上で、半額等で販売している車椅子や、補聴器があり、そこで購入

したいといった要望も見られる。 

【更生相談所】 

○ 通知などに「事業者は要請があれば適合判定に応じること」といった文言が入って

いると良い。 

○ 更生相談所の全国会議のようなものはあるとうれしい。 

○ リクライニングティルト車椅子は、高齢者の申請が多い。申請後１年以内に亡くな

る方が約１割おり、納品前に亡くなる方や使えない方もいる。補装具が有効活用で

きていないことに悩みを感じている。 

○ 基準額を超えている既製品、基準額内では市場に出ていない補装具があり、迅速に

基準を改定して欲しい。 

○ 制度の一方を支える補装具事業者に対し、適正なコストの回収が行われるような価

格体系とすべき。 

○ 障害者総合福祉法で１３０の難病が対象となるが、その対応が難しい。 

○ 重度障害者用意思伝達装置の視線入力装置。施設の備品として購入して、使用が出

来ることが分かってから申請する流れの方がよいのではないか。 

【事業者】 

○ 円安時、仕入先からパーツの値上げがあったが、当社が市町村に申請するときには

価格が決まっているので値上げできなく、その差額は当社が被っていた。 

○ 医師意見書の文書料も公費対応にすべき。 

○ 完成用部品の単価は高いものの、利用者にとっては必ずしも良いものとは限らない。 

○ 車椅子の基本価格の設定がない。特別調整１０％も廃止となった。モックアップ（模

型）などの費用は業者が持ち出しになっている部分が多い。 

○ モジュラー型の車椅子が今後使われるように行政も舵を取ってほしい。 

 

 

 

 



 
 

４５ 
 

４. ヒアリング調査集計結果（まとめ） 

  市町村、更生相談所、事業者それぞれに対し、アンケートから明らかになった課題や検

討委員会にて抽出した主な論点を補完することを目的として、ヒアリング調査を実施した。

調査結果からは、下記にあげる課題が明らかになった。 

 

① 市町村や更生相談所による判断の地域格差 

② 補装具の分類や修理項目 

③ 障害児に関する判定・相談 

④ 医師による意見書 

⑤ 処方内容の追加、修正 

⑥ フォローアップの実施 
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Ⅳ．種目別の課題及び要望と整理対応（案） 

  アンケート調査、ヒアリング調査によって得られた各補装具に関する課題及び要望、提

案等を下表に整理した。各項目について、課題及び要望、提案等を記述し、その下に参考

となる資料があれば付記している。参考となる資料については、下記略式記号を用いてい

る。各課題及び要望、提案等に対し、検討委員による整理対応案等を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
１．補聴器 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

a. 補聴器の基準額が低いといわれることが多い。 補聴器の基準額が低いという

意見はあるが、基準額内で支

給できる補聴器があるのも事

実である。特例補装具となる

デジタル補聴器でさえ普及、

開発に伴い価格の安いものも

みられるようになっている。

判定したものと違う本人が希

望するものを差額自己負担で

購入することを認めている自

治体もあり、基準額を上げる

必要性については慎重に検討

する必要がある。 

【算定】Ｐ７０「その他（補聴器）」基準額 最少額 34,200

～最大額 120,000 

【検討】「３．補聴器について」 

→補聴器の基準価格については、毎年型式ごとに価格調査を

行い、最低価格を採用 

 

b. 標準耳掛式６３，０００円、高度難聴用耳掛式９８，０

００円ぐらいにするべきである。 

【算定】Ｐ７１「その他（補聴器）」 

→高度難聴用耳かけ型（43,900） 

 

 

c. 補聴器の両耳装用について、眼鏡は左右一対で一具とし

て支給されるのに、補聴器はなぜ片側で一具なのかという意

見をいただく。 

補聴器はなぜ片側で一具なの

かという意見をいただくが、

聴覚障害の認定基準が聴力の

良い方（片側）を基準にして

いることから、補聴器の支給

（補聴効果が見込まれる良い

方の障害の軽減）も片側を原

則としている。更生相談所の

判定で真に必要な方には両耳

装用を認めているので、現行

のままで対応可能と思われ

る。 

 

 

【算定】Ｐ６９「その他（眼鏡）備考」「備考：価格はレン

ズ２枚１組」 

【指針】「第２項（４）」補装具の個数について 

→原則として１種目につき１個であるが、身体障害者・児の

障害の状況を勘案し、職業又は教育上特に必要と認めた場合

は、２個とすることができること 

略式記号：参照元 
【指針】補装具費支給事務取扱指針 

【要領】義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領 

【算定】補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準 
【検討】平成２２年度における補装具の価格改定等について（厚生労働省ＨＰ） 

【ＱＡ】補装具費支給に係るＱ＆Ａ（厚生労働省ＨＰ、平成 22 年 10 月 29 日） 

【特事】特例補装具・判定困難事例集（テクノエイド協会ＨＰ） 



 
 

４７ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

d. 教育的・職能的理由は特になくても耳あな型を希望され

るケースが多い。 

 ほとんどの方が耳穴型、耳かけ型を希望される。 

耳あな型補聴器は、外観だけ

でなく、自然に近い聴こえ、

受話器、携帯電話が使用しや

すいなどメリットがある。ポ

ケット型及び耳かけ型補聴器

の使用が困難で真に必要な

者、ヘルメットの使用など古

くからある対象者の要件を見

直す必要がある。 

【指針】別表「補聴器／耳あな型」 

→ポケット型及び耳かけ型補聴器の使用が困難で真に必要

な者 

e. 補聴器に関して、「耐用年数の５年は長い」との声が少

なくない。 

 補聴器４年⇒５年になり、やはり４年の方が良い。 

補聴器の耐用年数を見直すに

は５年では長いという根拠が

必要である。ケースバイケー

スであり、現行の制度下でも

障害状況の変化に応じて必要

であれば耐用年数内でも対応

可能である。 

【算定】Ｐ７１「補聴器耐用年数（５年）」 

f. 補聴器は汗による故障が多いが修理金額が高額な場合、

耐用年数が延びることがある 

  

g. イヤモールド（耳栓）破損した場合、修理が出来るよう

に項目が欲しい 

修理基準にない修理が必要で

あれば、業者と相談の上、各

更生相談所、各自治体の判断

で適切な価格で修理対応して

差し支えない。 

【算定】Ｐ１００「その他（補聴器）」 

→イヤモールド交換（9,000） 修理の該当項目はなし 

h. 耳せんのクリーニング、内部の断線修理などが修理項目

にない 

【算定】Ｐ１０１「その他（補聴器）」 

→耳栓の修理及びクリーニングの該当項目なし 

i. ポケット型アンプ組立交換が修理基準表にない。 耳あな型アンプ組立交換、重

度難聴用耳かけ型アンプ組立

交換、眼鏡型アンプ組立交換

の基準額（２～３万円台）は

あるが、ポケット型にはその

項目はない。ポケット型のア

ンプ組立交換修理が必要な場

合、基準表になくとも前者の

基準額を準用することは可能

である。 

【算定】Ｐ９８「その他（補聴器）」 

→ポケット型アンプ組立交換の該当項目なし 

【ＱＡ】Ｑ４「修理基準が示されていない場合の基準額につ

いて」 

→他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々

について原価計算による見積りもしくは市場価格に基づく

適正な額を決定し、修理に要する費用として支給できること

としている。（平成 22 年 3 月 31 日「補装具費支給事務取扱

指針の一部改正について」） 

j. 電池交換の公費支給希望 

 補聴器用空気電池を修理項目に追加して欲しい。 

補聴器の電池交換は、以前は

補聴器の修理基準にあったも

のである。現在は日常生活用

具での対応である。 

 

 

 

 

【算定】Ｐ９８「その他（補聴器）」 

→電池交換の該当項目なし 



 
 

４８ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

k. 身体障害者手帳に該当しない難聴児への補聴器給付を行

ってほしい。 

 身体障害者手帳に該当しな

い難聴児への補聴器給付につ

いては、自治体によっては既

に助成制度を設け対応してい

るところもある。今後、「市

町村振興総合補助金交付事

業」を活用して本助成制度（県

１／３、市町村１／３、本人

１／３）を設ける自治体も増

えると思われる。 

【身体障害者福祉法施策規則 別表第５号 身体障害者障

害程度等級表】  

→聴覚障害６級「（１）両耳の聴力レベルが 70dB 以上のも

の」「（２）一側耳の聴力レベルが 90db 以上、他側耳の聴

力レベルが 50db 以上のもの」 

l. 聴覚の不自由さがあるものの身体障害者手帳の認定基準

に該当しない人たちから、公費支給の要望がある。 
公費による補装具費支給には

手帳取得が前提である。ただ

し、聴覚 6級に満たない聴力

の方でも生活障害があること

から認定基準の見直しを検討

する必要がある。 

→１－k 参照 

m. 聴覚障害６級の判定は「両耳７０ｄｂ以上」「６０ｄｂ

以上」からが望ましい 

→１－k 参照 

n. 補聴器の種類をアナログでなくデジタルにしてほしい。 デジタル補聴器の開発、普及

に伴い、デジタル補聴器を基

準の型式に入れることを検討

する必要があると思われる。

その際、誰にでも認められる

ものではなく、対象者の要件

を明確にする必要がある。 

【検討】「３．補聴器について」 

→現在の基準価格はアナログ式を前提に設定している。 

→今後支給対象者の明確化を図るとともに、調整に要する時

間や人件費単価等を踏まえた加算を設けることを検討する

必要がある。 

o. 集団補聴システムに関連して耳掛型からＴコイルがない

ものが増えている 

ＦＭ補聴器、Bluetooth 対応補

聴器などが開発され、テレコ

イル対応補聴器が減少してい

ると思われる。 

→近年の傾向として耳掛型の需要がないのか 

p. 補聴器として人工内耳の申請があった。 原則として人工内耳に関する

ものは医療保険での対応とな

る。必要に応じて自立支援医

療（更生医療）で対応できる

ので補装具費支給制度で対応

すべきものではない。 

→人工内耳は埋め込み手術が必要なため、医療行為となり、

補装具費の対象とはならない。 

q. 人工内耳音声信号装置の品目追加 人工内耳に関する付属品等

は、定義上補装具の範疇では

ない。医療保険や日常生活用

具で対応すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

→１－p 参照 

r. 人工内耳装用の方から、スピーチプロセッサの助成制度

について要望 

→現在、スピーチプロセッサの交換等は基準にない 

→自治体によっては対象としているところもある 



 
 

４９ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

s. 防水型補聴器も支給対象品種にして欲しい。 防水型補聴器など基準にない

構造、型式の場合であっても

職業上必要性が認められれば

特例補装具として扱うことと

なる。特殊なものであり、あ

えて基準に入れる必要はな

い。 

【算定】Ｐ７１「その他（補聴器）」 

→防水型補聴器の該当項目なし 

t. 平成２２年から、基準額（１２０，０００円）の範囲内

で扱われている骨導式補聴器が、どのメーカーにも存在しな

い状態が続いている。 

骨導式補聴器の販売価格と基

準額の間に大きな乖離がある

場合は、実態を調査し、基準

額の見直しの参考にする必要

がある。 

  

u. 骨導型の申請時にカチューシャタイプになるケースが多

いが、眼鏡型に準じた申請になり差額負担が多いといわれ

る。 

→例）同一メーカーの場合、眼鏡タイプ（240,000）、カチ

ューシャタイプ（180,000） 

【算定】Ｐ７１「補聴器（骨導式眼鏡型（120,000））」 

→カチューシャ型の該当種目なし 

→申請の場合は眼鏡型で申請しているということか 

 

v. カチューシャ型の骨導補聴器支給手段がない。 現行ではカチューシャ型の骨

導補聴器の基準額は定められ

ていない。現場での支給が多

いとなれば型式の追加、基準

額の設定の必要性があると思

われる。 

１－u 参照 

w. 未就学児の早期イヤモールド再作製希望 未就学児の早期イヤモールド

再作製希望は、必要性に応じ

て修理が認められると思われ

る。 

【算定】Ｐ７０「その他（補聴器）備考欄」 

→身体の障害により、イヤモールドを必要とする場合は、修

理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算す

ること。 

x．イヤホンクロスでの申請（乳幼児） イヤホンクロスの使用期間は

乳幼児期等一定の期間に限定

されると思われる。必要性が

認められれば特例補装具での

対応となる。 

【算定】Ｐ７０「その他（補聴器）」 

→イヤホンクロスの該当項目なし 

→イヤホンクロス：乳幼児等耳かけ型補聴器を安定して、耳

にかけておけない場合などにイヤホンコード及びイヤホン

を接続し使用するもの。（ＨＰ） 

 
 



 
 

５０ 
 

２．歩行器 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

a. 歩行器に内転防止プレートの修理基準額がない。 多機能な歩行器が開発され、

歩行器の構造も変化してきて

いることから、修理基準項目

の見直しが必要である。 

【算定】Ｐ１０９「その他（歩行器）」 

→ 内転防止プレート該当項目なし 

【ＱＡ】Ｑ４「修理基準が示されていない場合の基準額につ

いて」 

→他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々

について原価計算による見積りもしくは市場価格に基づく

適正な額を決定し、修理に要する費用として支給できること

としている。（平成 22 年 3 月 31 日「補装具費支給事務取扱

指針の一部改正について」） 

b. シルバーカー類の相談が多い。 対象者の要件、基本構造等歩

行器とシルバーカーなど高齢

者用歩行車との違いを基準等

に明記する必要がある。 

→補装具の種目に該当なし 

→基本構造は車輪型のみ記述されているため、市町村で判断

時に苦慮する。 

c. 歩行器の基準額の引き上げ、基準に付属品を追加してほ

しい。 

姿勢保持機能のある高額な歩

行器が開発されている。加算

額では対応できなくなってき

ており、通常の歩行器と高機

能歩行器で名称・型式を整理

し直す必要がある。 

【算定】Ｐ７７～７８「その他（歩行器）」 

→価格（固定型：22,000～六輪型：63,100） 

 



 
 

５１ 
 

３．車椅子・電動車椅子 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 車椅子と座位保持装置（車椅子フレーム）がそれぞれ最

新型となると、ほぼ同じものが出来ることがある。装具の品

目や修理基準の品目の見直しをしてほしい。 

座位保持機能を備えた車椅子

と座位保持装置の構造フレー

ムを車椅子とした場合には、

類似の製品となることがある

のは確かである。基準表にお

いて車椅子を一つの種目とし

て独立させる必要があるとの

意見もある。その際、座位保

持機能のある手押し型車椅

子、座位保持機能のある電動

車椅子と座位保持装置の整理

が必要である。 

【算定】Ｐ７２「その他（車椅子）」 

→座位保持装置の完成用部品をクッションとして用いる必

要がある場合には、加算可能 

【算定】Ｐ６４「座位保持装置」 （ウ）構造フレーム 

→車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は車

椅子及び電動車椅子の価格を基準価格とする。ただし、座位

保持装置として製作する部分が重複することとなる部分に

ついては、（中略）これを控除すること。また、リクラ・テ

ィルト機構に限り車椅子及び電動車椅子の機構を優先し、座

位保持装置側の機構の製作要素加算は行わない。 

b. 電動車椅子の耐用年数が４年⇒５年⇒６年と長くなって

更新できない。 

  車椅子の耐用年数が長すぎるため（６年）作り直すこと

が難しい。 

   車椅子などについて、成長時期の児童についてはもう少

し耐用年数を短くしてほしい。 

耐用年数は使用期間の目安で

あって、再支給の必要性が生

じれば耐用年数の到来前でも

再支給可能である。 

【検討】Ｐ８「（３）車椅子の耐用年数の見直し」 

→「５年で使用不能になる車椅子はほとんどない」「JIS 認

証により耐久性向上の環境が整備された」「モジュラータイ

プが主流になり部品交換で対応できる」 

※ただし、再支給の必要が生じれば耐用年数の到来前でも再

支給可。 

c. 事務取扱指針別表に記載してある車椅子、付属品の対象

者例として不適切、限定しすぎ、内容不足の項目がある。 

対象者例として記載している

ものはあくまでも例であっ

て、摘要を限定しているもの

ではなく、個別に対応すべき

と考える。 

  

d. 電動車椅子で、６輪車等高性能の機種の希望 

   室内で使い易い６輪を希望するケースが多い 

６輪構造の車椅子はかつて特

例補装具として扱われていた

が、６輪構造部品交換の修理

基準が追加されたため、基準

内車椅子として取り扱うこと

となった。６輪の電動車椅子

も基準内で扱うのが原則であ

る。価格的に基準内で扱うこ

とができないものを希望する

場合は差額自己負担か、様々

な観点から真に必要性が認め

られる場合は、特例補装具の

扱いとなる。 

 

 

【要領】Ｐ５４「対象者例６輪構造」 

→職場や家屋が狭隘な場合 

→修理基準では、６輪構造部品交換 34,720） 
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課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

e. 中輪駆動前後自在輪を認めてほしい。 中輪駆動前後自在輪の車椅子

は６輪型車椅子として扱うこ

とが可能である。また、考え

方として構造が当てはまらな

いと判断する場合であって

も、真に必要性が認められれ

ば特例補装具として扱うこと

も可能である。 

【算定】Ｐ７２「その他（車椅子）」基本構造（普通型） 

→原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。JIS 

T9201-1998 又は JIS T9201-2006 による。 

f. 簡易型切替式電動車椅子を手動式に切り替えた場合、筋

力が弱いので操作が難しい。車椅子普通型を電動車椅子と併

用で交付してほしい。 

電動車椅子と普通型車椅子の

併用は生活スタイルよってあ

り得る。各更生相談所の判断

によるが、使用場所による使

い分けが真に必要であれば認

められる場合もある。 

【指針】「第２項（４）」補装具の個数について 

→原則として１種目につき１個であるが、身体障害者・児の

障害の状況を勘案し、職業又は教育上特に必要と認めた場合

は、２個とすることができること 

g. 電動車椅子（簡易型）について，手動兼用以外のケース

も適用を認めてほしい。軽量であり，車への積込みや室内で

の使用等がしやすいというメリットがある。 

簡易型という名称から手動兼

用型となり、その後、再び簡

易型に戻した経緯がある。上

肢駆動の可能性がなくても、

軽量、持ち運びが必要という

理由で支給が可能である。 

【算定】Ｐ７５「その他（電動車椅子）」基本構造 

→車椅子に電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なも

の 

h. 簡易型ユニットを利用した完成品電動車椅子が「簡易型」

としか認められない。（切替式でないのに） 

自治体によって考え方が異な

る可能性があるが、簡易型ユ

ニットを利用した完成品電動

車椅子は普通型電動車椅子と

して扱い、314,000 円+外部充

電器、バッテリー加算、AC サ

ーボモーター加算、電磁ブレ

ーキ等を加算し、定価額を上

限として価格調整が可能であ

る。 

【算定】Ｐ７４「その他（電動車椅子）」 

普通型（314,000）、上記製品（390,000） 

JIS の規定に合致しないので、簡易型のみということか 

i. 体重が１００㎏を超えると電動車椅子など国産ではむず

かしい。 

過体重を理由に国産で対応で

きない場合は外国製とならざ

るを得ず、基準額で対応でき

ない場合は特例補装具とな

る。 

  

j. 鉄製の車椅子を基準にせず、アルミ製を基準とするのが

実情に適している。 

鉄製を基本とした時代にはア

ルミ加算という考え方もあっ

たが、現行の基準額はアルミ

製車椅子の市場調査で決めら

れているものである。 

【検討】「３．価格改定等の考え方」 

k. 手押し型等の車椅子に電動ユニットをつけたタイプの簡

易型電動車椅子の基準が欲しい。 

手押し型等の車椅子に電動ユ

ニットをつけたタイプの簡易

型電動車椅子の基準について

は、検討する必要がある。 
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課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

l. 車椅子の手押し（Ｂ）に関する記述を現行の状態に合わ

せてほしい。手押し（Ｂ）のほとんどの機種が姿勢交換機能

を備えている。 

車椅子の基本構造は、現在普

及している車椅子の構造を表

すものではなく、特別な機能

がない標準的なものを示して

いる。 

【算定】Ｐ７４「その他（車椅子）」手押し型Ｂ 

→介助者が押して駆動するもの。小車輪だけのもの。リク

ラ・ティルトの手押し型の記述では「その他手押しＡと同じ」

と記述があり、Ｂは該当しない。 

m. 車椅子手押し型におけるＡ・Ｂの撤廃が必要。 

リクライニング・ティルト・リクティルの説明が、「…その

他は手押し型Ａと同じ」と表記されているため、大車輪が無

い車椅子は手押し型Ｂ（基準額 81,000 円）として一律扱わ

れてしまっている。 

n. 普通型車椅子を利用している児童について、足こぎ型車

椅子を給付対象としてほしい。 

補装具の支給は１種目につき

１個である。普通型車椅子を

利用している場合に２台目の

車椅子は原則として認められ

ない。認める場合も足漕ぎ型

車椅子がなければ生活・就学

が極めて困難であるという必

然的な要件が求められる。真

に必要かどうかを見極めるた

めに直接判定、デモ機の試用

などを経て判定すべきもので

あり、特例補装具となる。 

【特事】Ｐ１９「複数個支給・目的疑義事例への考え方」 

→補装具費支給事務取扱指針[通知第１-１（１）：市町村は

（中略）身体障害児については、心身の発育家庭の特殊性を

十分考慮する必要があること」について、複数個支給につい

て明記された内容でないが、（中略）「補装具等についての

技術的専門機関」の意見を得た上で、「複数個支給」につい

て考慮する状況は考えられるとしている。 

o. ３年前までは特例扱いながらチルト式手押し型が

155,000 円、チルトリクライニング式手押し型が 200,000 円

で見積を提出しておりました。現在のチルト式 128,000 円、

チルトリクライニング式153,000円の金額では首都圏など地

価が高く人件費も高い地域で営業をしいていくことが厳し

い金額であります。 

車椅子に限らず基準額は、市

場調査に基づいて設定されて

いることを理解する必要があ

る。 

【算定】Ｐ７４「その他（車椅子）」 

→リクライニング式手押し型（114,000) リクライニング・

ティルト式手押し型（153,000） 

→独自ルールとの比較か 

p. 近年の実態に合ったレディーメイドの価格基準の設定の

見直しが必要。 

レディメイド価格は特別な機

能のない標準的な車椅子を想

定したものである。高機能既

製品の車椅子の場合は必要な

機能については修理基準によ

り機能加算をすることで価格

調整を行うことが可能であ

る。 

 

 

 

 

・車椅子制度におけるレディメイド価格(75％価格)は、低機

能・大量生産による低価格製品をもとに考えられたと思われ

る。しかし近年メーカー各社の開発が進み、適合性・安全性

に十分考慮された高機能製品(レディーメイド)が多数出て

きている。これらの新しく開発された高機能製品の多くは、

レディメイドの価格ルールでは購入できないことが起きて

いる。 
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課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

q. ストレッチャー型の価格基準が無く、機能が複雑化して

いる。現状の価格読み替えでは対応不可。 

ストレッチャータイプの車椅

子は特例補装具として扱い、

価格も見合ったものを算定す

る。 

  

 

r. クッション交換で座位保持装置の完成用部品を求められ

ることが多い。 

体幹筋力の低下等により、座

位保持装置の完成用部品をク

ッションとして用いる必要が

ある場合には、別に定めると

ころにより加算することが認

められている。判断に困る場

合は、直接判定や情報収集等

で真に必要かどうかを見極め

ることで対応することが求め

られる。 

【算定】Ｐ１０１「その他（車椅子）」 

→特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート 20,790）完

成用部品（骨盤・大腿部 22,700） 

【算定】Ｐ７２「その他（車椅子）備考欄」 

→体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品をク

ッションとして用いる必要がある場合には、別に定めるとこ

ろにより加算すること。（平成２２年度改正） 

 

s. 電動車椅子のパワーステアリングを許可してほしい パワーステアリングの機能が

使用環境を勘案し、就労、生

活上等で真に必要な場合は特

例補装具として扱うことが可

能である。 

【要領】Ｐ５６「電動車椅子 対象者例」 

→「悪路での使用が多い場合、不随意運動等による操作不安

定が、これにより解消する場合」、構造「前輪を自在輪とせ

ず、電動で操作する構造のもの」 

 

t. 基準額にない物をサービスとして要求される（カバンか

け等） 

基準にない付属品を要求され

る場合、必要性があれば特例

の付属品で扱い、単なる便利

対応なら自己負担を請求して

よいと思われる。 

【指針】「第１基本的事項」 

→支給の目的にそぐわないのではないか 

 

u. 生活のほぼ全てに電動車椅子を利用している方から、バ

ッテリーが切れた時の不安から交互に充電する目的で予備

のバッテリーとして２台申請がある 

通勤、通所に要する移動距離

や坂道などの環境因子も確か

め、1個のバッテリーではその

走行距離がほぼ毎日のように

不足することを確認する必要

がある。判定は直接判定とし、

情報収集等で真に必要かどう

かを見極めることで対応する

ことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【算定】Ｐ１０７「その他（電動車椅子）」 

→予備バッテリーの該当項目なし 
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課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

v. リチウムバッテリーの申請がでている。 リチウムイオンバッテリーの

申請に対しては、これまでの

電動車椅子の使用実態を把握

することが必要である。通勤、

通所に要する移動距離や坂道

などの環境因子も確かめ、1個

のニッケル水素電池の容量で

はその走行距離がほぼ毎日の

ように不足すること、2個のニ

ッケル水素電池を用意したと

しても身体機能等から移動中

の電池交換が困難であるこ

と、などを確認する必要があ

る。判定は直接判定とし、支

給は特例補装具扱いとなる。 

  

w. 車椅子の修理項目に追加して欲しい項目がある。 車椅子の修理基準が細分化さ

れたが、不足している部分は、

今後基準改正が必要である。 

・角度調整用部品電動式（64,500 円）、バッテリー（マイコ

ン内蔵型ニッケル水素電池）（54,000 円）、外部充電器（簡

易型）（25,000 円） 

x. 車椅子の押し手グリップやブレーキレバーなどをはじ

め、項目にないものが多い 

ブレーキレバーのみの修理が

必要な場合は、延長用ブレー

キアーム交換価格の準用など

適切な価格で対応する。押し

手グリップを R 型から直角に

する理由が認められる場合

は、適切な価格で特例として

対応することになる。 

【ＱＡ】Ｑ４「修理基準が示されていない場合の基準額につ

いて」 

→他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々

について原価計算による見積りもしくは市場価格に基づく

適正な額を決定し、修理に要する費用として支給できること

としている。（平成 22 年 3 月 31 日「補装具費支給事務取扱

指針の一部改正について」） 

y. 車椅子、電動車椅子の照明、バックミラーが基準にない 基本的にバックミラーや照明

は自費購入する付属品であ

る。就労、通学、通所等で真

に必要性が認められる場合は

特例補装具の扱いとなる。 

【算定】Ｐ７２～７６「その他（車椅子）」 

→照明、バックミラーの該当項目なし 

【ＱＡ】Ｑ４「修理基準が示されていない場合の基準額につ

いて」 

→他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々

について原価計算による見積りもしくは市場価格に基づく

適正な額を決定し、修理に要する費用として支給できること

としている。（平成 22 年 3 月 31 日「補装具費支給事務取扱

指針の一部改正について」） 

z. 車椅子の体幹を保持するためのパッド等の算定基準がな

い。 

車椅子の付属品として体幹を

保持するためのパッドが必要

な場合は、クッション交換

（3,400 円）を準用することも

可能である。 

 

 

 

【算定】Ｐ１０１「その他（車椅子）」 

バックサポートは記述があるが、パッドは該当項目なし 

 



 
 

５６ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

aa. 車椅子・電動車椅子に、各部の調節機構（背高さ・座奥

行き・肘掛高さ等）が加わりましたが、修理基準に座位保持

装置のような調整項目がありません。 

修理基準にある部品等の交換

額に加え調節機構を設ける必

要はないと考える。 

【算定】Ｐ６７「座位保持装置 調節機構」 

bb. 車椅子に溶接の項目が無い。 車椅子の修理において殻構造

義肢・装具と同様に溶接価格

を設定する必要性についても

検討課題である。 

  

cc. オーダーメイド車椅子に採寸料の項目が無い。 車椅子の判定においてサイズ

の決定には慎重かつ労力を要

するところである。採寸料の

必要性は今後の検討課題とす

べきである。 

  

dd. レディメイドの車椅子についてメーカーでオープン価

格としている場合があり、附属品の加算をどこまで認めてよ

いのかわからない。 

既製品の車椅子に付属した機

能の加算を全て認めるのでは

なく、身体状況、環境因子等

を把握して真に必要な機能だ

けを認めるのが原則である。

判断に困る場合は、直接判定

や情報収集等でそれぞれの機

能が真に必要かどうかを見極

めることで対応することが求

められる。欲しい車椅子と必

要な車椅子を見極めることが

重要である。 

  

ee. 車椅子キャスター（小）の価格が低い 車椅子、電動車椅子、その構

成部品の価格は市場調査を踏

まえて決定しているものであ

る。キャスター、バックサポ

ート背折れ機構等の基準額等

が実際に安過ぎるのか否かは

検討の余地がある。 

【算定】Ｐ１０３「その他（車椅子）」 

→キャスター（小） 5,800 

ff. 手入れ防止用（泥除け延長型）転倒防止バー（キャスタ

ー付折りたたみ無し）                  

背張りの調整と背クッションの併用ができない。 

  

gg. 電動車椅子のリクライニング式やリフト式は製品の種

類が少なく、基準額が低い 

【算定】Ｐ７５「その他（電動車椅子）」 

→リクライニング式（普通型 343,500・電動普通型 440,000・

電動ティルト式普通型 982,000）電動リフト式普通型

（701,400） 

hh. 車椅子の背折れ機構は左右２箇所の部品であり、基準額

が低すぎる。 

【算定】Ｐ１０１「その他（車椅子）」 

→背折れ機構部品 5,800 



 
 

５７ 
 

４．義肢 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 筋電義手が使いたい。 筋電義手については、判定、

支給、フォローのシステムの

確立も含め今後の課題であ

る。 

【ＱＡ】「Ｑ３」参照 

→義肢等に使用されている完成用部品は、（中略）適合判定

に苦慮するところである。Ａ「対象者を限定するなど、一律

に判断基準を示すことは選択の幅を狭めることとなるため、

難しいと考える。 

【指針】「第２具体的事項（２）特例補装具の支給について」

b. 義足作成の際、高機能（高額）な膝継手を使いたいとの

要望があった。 

適応があるか否かについて

は、更生相談所で直接判定し

て判断するものである。 【特事】Ｐ８９「高機能膝継手の判定困難事例 特記事項」

→欲しいという訴えだけで処方をすることは好ましくなく、

使用状況の直接確認を行った上に、同等安価の考えで相談者

のニーズに対応した処方を決定する必要がある。 

c. 完成用部品に記載されているのにそのパーツを希望する

ことが出来ない。例・骨格構造義足の膝継手など。 

完成用部品が基準にあるから

といって認められるものでは

ない。希望＝欲しいと必要性

は異なることを理解して、公

費で作製する以上、同等安価

で完成用部品を選択すべきで

ある。 

【特事】Ｐ８９「高機能膝継手の判定困難事例 特記事項」

→欲しいという訴えだけで処方をすることは好ましくなく、

使用状況の直接確認を行った上に、同等安価の考えで相談者

のニーズに対応した処方を決定する必要がある。 

d. 義肢モジュラー式においては、５年経過後であっても作

り替えが認められていない。 

骨格構造義肢については、部

品の交換のみによっては、そ

の後の適正な使用が真に困難

な場合又は部品の交換による

ことよりも再支給を行うこと

の方が真に合理的・効果的で

あると認められる場合にあっ

ては、再支給して差し支えな

いこと（取扱指針）とされて

いる。数年は部品交換で対応

してきても、どこかで全部再

支給のタイミングはあり得る

ものである。 

【算定】Ｐ３４「骨格構造義肢」 

→モジュラー式についての取り扱いが？なのか 

※義肢モジュラー式：互換性を持つさまざまな部品（モジュ

ール）から成る骨格構造義肢のことで、短時間で組み立てた

り、分解することが可能。 

e. 修理に設定されていない部位がある（義肢のＢ－５，６

など）。 

殻構造義肢の B-5,6 のソケッ

ト修理が項目にないのは、構

造上から修理対応ではなく再

支給で対応することになるか

らと理解している。 

【要領】Ｐ４「殻構造義肢 ｂ義足」 

【基準】Ｐ８２「２修理基準」 

f. 手指義手をスポンジ等で手造りした時に算定項目がな

い。 

手指義手をスポンジ等で手造

りした場合、適切な価格で特

例補装具として対応すること

も可能である。 

 

 

【算定】Ｐ１６「義肢 エ製作要素価格」 

→製作要素価格Ａ－７（皮革:3,800 熱硬化性樹脂:3,850 熱

可逆性樹脂 3,300） 



 
 

５８ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

g. 骨格構造義足の完成用部品の構成している小部品を交換

する際、算定基準がない。殻構造のような部品の基準が必要

である。 

骨格構造義足の完成用部品の

修理基準に、どのような小部

品を算定すべきか検討する必

要がある。 【算定】Ｐ８９「殻構造義肢 カ 完成用部品の交換」 

h. 義足ソケット製作に関して、必ずガラス繊維やカーボン

を使用しているのにカーボンストッキネットしか費用請求

できない。 

更生相談所の判定で必要性が

認められ、ガラス繊維やカー

ボンの使用を処方指示された

のであれば費用が認められる

余地はあるが、指示なく業者

独自の判断で作製しているの

であれば業者サービスとな

る。 

【算定】Ｐ１７「義肢 エ製作要素価格 備考」 

→（ア）ソケットＢ－２「主たる積層材にカーボンストッキ

ネットを用い樹脂注型を行う場合は、16,200 円増しとする 

i. 断端周径変化の多い人で、ソフトインサート及び、ソケ

ットの調整時に、たびたび、その修理代を公費で請求しにく

い。 

術後等の断端周径変化の多い

人に対するソケット調整、体

型の変化やむくみなどの体質

の変化による補装具の調整に

ついては、アフターケアの一

環として業者サービスで対応

されていることが多いと思わ

れる。調整内容の大小にもよ

るが費用を請求し、認められ

るか否かはケースバイケース

である。 

【要領】「第１算定等に関する取扱い」 

→義肢の価格体系 ①基本価格＋②製作要素価格＋③完成

用部品価格 

ソフトインサート及びソケットは②に該当する。 

【基準】「キ ソケットの調整」 

→ソケットの調整（7,000） 

※断端周辺変化：断端とは切断部（ソケットと接する部分）。

例えば過剰な肥満に伴う体重変化は断端周径を大きく変化

させ、義肢の不適合の原因になる。 

上記のような症状の場合にはソケットの調整が頻繁に必要

になる。（論文：国リハ山崎氏） 

j. 体型の変化やむくみなどの体質の変化による補装具の調

整は、修理項目に記載がなく、無料で行っている。 

  

 



 
 

５９ 
 

５．装具 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 短下肢装具（シューホン）と靴型装具の同時支給を認め

てほしい 

装具の上に履く靴が市販品で

は対応できない場合は、生活

状況を勘案し、必要に応じて

靴型装具としての支給も認め

られる。装具のオーバーシュ

ーズとして開発された既製靴

を標準靴として扱っている自

治体もある。 

【指針】「第２項（４）」補装具の個数について 

→原則として１種目につき１個であるが、身体障害者・児の

障害の状況を勘案し、職業又は教育上特に必要と認めた場合

は、２個とすることができること 

※シューホン：足首やふくらはぎの後方を覆うプラスチック

製の短下肢装具のこと。 

b. 靴型装具については、１足でやりくりするのが難しい 活動性にもよるが、耐用年数

内であっても靴の修理が不可

能な場合は必要に応じて再支

給が可能である。また、屋内

生活や就労でも必要な場合

は、屋内用と屋外用として 2

足の支給が認められることも

ある。 

【指針】「第２項（４）」補装具の個数について 

→原則として１種目につき１個であるが、身体障害者・児の

障害の状況を勘案し、職業又は教育上特に必要と認めた場合

は、２個とすることができること 

【算定】Ｐ５８「装具 耐用年数：１．５年」 

c. ポリオ用の下肢装具など、軽量化のためＦＲＰ製の装具

を作製する場合等、仮装具を製作することが必要となるが、

仮装具の経費は対象外なので作製が難しい。 

特別な材料で軽量化を図るこ

とが真に認められ、製作過程

で仮装具の必要性があれば、

仮装具作製費用も含めて特例

補装具として対応することと

なる。 

→仮装具に関する加算の該当項目なし 

d. 義手・義足等の直接肌と接触する装具について、職業上

や日常生活において耐用年数内での再給付を希望されるこ

とが多い。 

義手・義足等の直接肌と接触

する補装具については、職業

の内容や生活状況によっては

汚れや破損が激しい場合があ

ると思われる。耐用年数内で

あっても必要に応じて再支給

は可能である。 

【算定】Ｐ５８「カ 耐用年数」 

e. 頸椎装具について、ベルトが劣化してしまうが、取替え

不能であり再支給の申請があった 

  

f. 手装具（上肢装具）軟性の場合、毎日手に付ける物なの

で、２～３年ももたないと言われる。 

【算定】Ｐ５９「装具 耐用年数 上肢装具」 

g. 靴型装具の耐用年数について、健常者の一般の靴でも、

毎日履けば、１年も待たない。 

【算定】Ｐ５８「装具 耐用年数：１．５年」 

h. 肩・肘・手・膝の耐用年数が長すぎる（軟性） 

【算定】Ｐ５９「装具 耐用年数 上肢装具」 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

６０ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

i. 下肢装具のカバーシューズについて、子どもは足の成長

に伴い買い替えが必要なので、補助の対象にしてほしい。 

装具のオーバーシューズとし

て開発された既製靴を認める

か否かは、自治体によって取

り扱いが異なる場合がある。

基準として取り入れるかは検

討を要する。市販の靴が履け

ない場合で個別に製作する場

合は靴型装具での対応、装具

のために開発された既製靴で

あれば標準靴で対応する場合

もある。 

【算定】Ｐ３５「装具」 

→カバーシューズの項目なし 

※カバーシューズ：下肢装具の上から履くシューズ 

j. 申請者はプラスチック装具製作後、靴がないと訴える人

が多数いる。 

５－i 参照 

k. 足底装具のアーチサポートとメタタルザルサポートは統

一して良いが逆に増加してほしい。 

足底装具、体幹装具、上肢装

具、靴型装具とも基準にない

構造等のものが現場で作製さ

れているのは確かである。今

後、基準改正が必要である。 

  

l. 体幹装具は「半硬性」手背屈装具は「軟性」と対立装具

＆「拇指外転装具」靴型装具では「靴の内部での補正」など

等が必要である。 

  

m. 長下肢装具の支持部にカーボン製のものを希望。 軽量化を図るためにカーボン

製のものが真に必要と判断さ

れた場合は、特例補装具の対

応となる。 

【算定】Ｐ４８「装具 ｂ支持部」参照 

→下腿支持部 Ａ半月、Ｂ皮革等、Ｃモールドの３種類 

n. 下肢装具に熱硬塑性樹脂使用時に、カーボンストキネッ

ト加算項目がないので、使用できない。 

装具支持部の軽量化、強度化

等を目的にカーボンストッキ

ネットを使用することが真に

必要であると認められた場合

は特例補装具での対応とな

る。価格は義足のカーボンス

トッキネット加算額を準用す

るなど、更生相談所と相談の

上、考えられる適正価格で対

応することとなる。 

【算定】Ｐ３５「（３）装具」 

→義肢の場合は加算有（４－ｇ参照） 

o. 付属品などの加算要素に「アーチサポート」を追加して

欲しい 

アーチサポートは、一般的に

は採型、モールドの価格の中

で対応するものである。ただ

し、後から追加する場合もあ

り、加算要素に加える必要性

があると思われる。 

 

【算定】Ｐ５７「装具 その他加算要素」 

p. 体幹・上肢にはサンドイッチ構造があるのに下肢には無

い 

サンドイッチ構造の項目は確

かに下肢装具にもあって良い

と思われる。 【算定】Ｐ４８「下肢 ｂ支持部 備考欄」 

→モールドサンドイッチ構造の価格がない 

 

 

 



 
 

６１ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

q. 義肢の修理基準（ソケットの調整）のように、装具でも

「支持部の調整」という基準を設けられないか？ 

装具を作製する際に支持部を

調整した装具を提供するのが

当たり前のことと思われ、調

整額は基本価格に含まれてい

ると考えるのが妥当である。 

【算定】Ｐ８２「義肢」、Ｐ９６「（３）装具」 

→義肢の場合：ソケットの調整「断端の変化に対しソケット

を調整した場合に、7,000 円をもって修理価格とすること 

r. 支柱や本体のクリアランス調整等は修理申請項目にない 支柱や本体のクリアランス調

整等はほとんどサービスで行

われてきている。検討の余地

はあるが、材料を使用しない

調整は算定が難しいと思われ

る。 

【算定】Ｐ９６「（３）装具」 

→該当なし 

s. 手造りの足部の（サッチ足部）算定ができるようにした

い 

手造りの足部の（サッチ足部）

算定は、更生相談所と相談の

上、考えられる適正価格で対

応する必要がある。 

⇒【算定】Ｐ４８「装具 Ｃ その他加算要素」 

t. 補装具の修理項目にない修理に関して、詳細な見解が得

られない（例えば、足部覆いの当てべろ交換など） 

装具の細かい修理に対して修

理項目がないのは事実であ

る。更生相談所と相談の上、

考えられる適正価格で対応す

ることとなる。今後、修理基

準を含め、製作要素等基準項

目の内容につき検討、整理が

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

u. 補正靴等フックの交換、靴紐の交換が修理項目に無い。

  

v. 小さな修理が多い中、足底のアーチの高さの変更をした

り、マジックバンド本体ではなくバンドを通す環の方の交換

したりと、該当する項目がなく、自費での修理又は自社負担

となる場合がある。 

  

w. 最近は美錠ベルトの使用が少なくベルクロを使用するこ

とが多い従って角カンの交換の項目が無い。 

※ベルクロ：面ファスナー（マジックテープ） 

※角カン：ベルトに使用される四角い金属 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

６２ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

x. 支柱の化粧皮交換、Ｔ．Ｙストラップの切断、継手周辺

など音を消す調整、義足や装具のソケットの割れ補修、ボリ

ューム調整による革張り、ネジ類・バネ・Ｔストラップの交

換、補装具支持部（カフバンド・コルセット）等の部分修理

（皮あて）、支柱の修正、プラスチック類の破損、体型に合

わない調整、マジックベルト巾３ｃｍ、４ｃｍの項目、シュ

ーホンブレースのひび割れの修理項目、点検・調整の項目が

無い 

装具の細かい修理に対して修

理項目がないのは事実であ

る。更生相談所と相談の上、

考えられる適正価格で対応す

ることとなる。今後、修理基

準を含め、製作要素等基準項

目の内容につき検討、整理が

必要である。 

  

y. 修理で、痛い箇所に対しての補正やスポンジ貼り付けを

見積もれない。また溶接やメッキ、完成用部品の修理等も見

積もれない。シリコーン交換なども手間代が見積もれない。

【算定】Ｐ９６「（３）装具 イ 完成用部品の交換 エ 溶

接」 

z. 靴型装具の靴ひも交換や周計調整に関して、色々なケー

スがある為、項目が少なすぎる。 

【算定】Ｐ９６「（３）装具 オ その他の交換・修理」 

→靴型装具 

本底交換（7,400）、足底挿板交換（6,700）、半張交換（3,100）、

踵交換（1,500）、積上交換（1,150）、底張かけ交換（1,850）、

ファスナー交換（2,750）、細革交換（650） 

aa. 上肢装具の完成用部品（Ｂ．Ｆ．Ｏ）の価格が低い Ｂ．Ｆ．Ｏについては、定価

額と基準額の乖離があるとの

指摘があるが、基準額で扱っ

ている自治体、業者もある。 

→完成用部品の指定について 上肢装具 把持装具用部品

（36,500～119,500） 

bb. 短下肢装具足部内張り用に使用する材質が、基準額をオ

ーバーする場合がある。 

短下肢装具の足部内張りに使

用するクッション材も様々な

ものが使用されるようになっ

てきており基準額の見直しが

必要である。 

【算定】Ｐ４９「装具 その他の加算要素」 

→内張り（1,950～1,150） 

cc. 縫製において（カバー）基準内では作製できていない。

  

dd. ストーマ装具について、基準額が低い ストーマ用装具は日常生活用

具給付等事業での対応であ

る。基準額で不足する場合は、

各自治体の裁量で判断するこ

とになる。 

※ストーマ装具は、平成１８年１０月から日常生活用具給付

等事業へ移行 

※日本オストミー協会 市町村ストーマ補装具給付実態調

査報告では、市町村の給付基準額は「7,000～19,900 円」 

 
 



 
 

６３ 
 

６．起立保持具 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 起立保持具と立位保持具の分類が分かり難い。 起立保持具、立位保持具、起

立位で使用する座位保持装置

など、基本構造、名称、型式

等、文言の整理を含めて基準

の見直しが必要と思われる。 

  

b. 給付の基準がわからない。また、基準額内で収まるもの

がなく、対象者から苦情が発生している。 

起立保持具の基準額が実際に

使用されているものに見合わ

ないため特例補装具となって

いる。現在の実情に合うよう

に修正が必要である。 

【算定】Ｐ７７「起立保持具」 

→価格（27,400） 基本構造「機能障害の状況に適合させる

こと。」 

c. 起立保持具について、基準内では安全性が保てない。基

準額を上げてほしい。 

  

d. 起立保持具の算定基準価格が低すぎて、受注を受けるこ

とが出来ない。支持部・部品加算式にすることはできない

か？ 

  

e. プロンボードを希望 体幹保持機能のあるものは歩

行器の扱いとなるが、基準額

で対応できない製品も多い。

今後、基本構造を含めて基準

の見直しが必要と思われる。 

【特事】Ｐ２６「（３）基準額に見合わないもの」 

→基準額に見合わないもの：プロンボード（特例補装具とし

ての取扱い） 

※プロンボード：前もたれの姿勢で立つ立位保持具（インタ

ーネット検索による価格（180,000～350,000）） 

f. 児童の起立保持具の場合は、基準額が低いため特例補装

具になることが多く、交付までに時間がかかる。 

６－b 参照 

６－e（特例補装具） 参照 
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７．座位保持装置 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 座位保持装置か車椅子か判別できないものがある。 座位保持機能を付加した車椅

子と座位保持装置の区別がつ

かないことがあるのも事実で

ある。 

  

b. 腹臥位の有効性が評価され、成人で腹臥位装置を作って

欲しいとの要望が多い。 

腹臥位装置は座位保持装置と

して支給することになる。た

だし、公費で支給するには個

数の制限もあるので、他の座

位保持装置との使い分けの中

で腹臥位装置がどうしても必

要か検討を要するものであ

る。 

  

c. 者の車載用シートの要望 者に対しカーシートが必要な

場合、座位保持装置として支

給するか、児の基準額を準用

し、基準額を超える場合は一

律に差額自己負担とするか各

更生相談所の判断による。 

【算定】Ｐ７６「その他（座位保持椅子）備考」 

→「障害児に限る。」「車載用のものは 40,700 円増しとす

ること。」 

【検討】Ｐ７「（２）ウ」 

→「車載用の座位保持いすについての加算を設ける」 

d. 座位保持椅子「車載用」の基準額が低すぎる。既製品で

良く採用されている製品でも、差額が生じてしまう。 

カ－シートの既製品を希望す

る場合、基準額以上は差額自

己負担とし、個別作製のもの

は特例座位保持椅子とする考

え方もある。 

７－ｃ 参照 

e. カーシートは別に種目として独立すべき。 カーシートの種目を独立させ

るよりも座位保持装置に組み

込むのが妥当と思われる。 

  

f. 車載用座位保持椅子の修理時に適当な項目が無い 車載用座位保持椅子の修理時

に修理部位に応じて他の種目

（座位保持装置、車椅子）の

基準額を準用することも考え

られる。 

【算定】Ｐ９７「その他（座位保持いす）」 

→購入基準はあるが、修理基準にはない 

g. リフト機能の付いたものの要望がある 児童で昇降機能のある座位保

持装置の希望者が多いとのこ

とであるが、生活上この機能

がなければならないという条

件が必要である。昇降機能の

ある座位保持装置の対象者要

件を示す必要がある。 

【算定】Ｐ６４「座位保持装置（ウ）構造フレーム」 

→基本価格（25,200）構造フレーム（注）「昇降機構を付加

する場合は、6,550 加算し、必要数の角度調整用部品を加算

できること。 

【特事】Ｐ６４「１－５ 使用目的に疑義が生じた事例 特

記事項」 

→生活上この機能がなければならないという理由が明確で

あるか慎重に検討する必要がある。 

h. 児童で座位保持装置（昇降機能）の希望者が多い 

i. 木製のオーダー支持部フレームを要望されることが多

い。 

座位保持装置の木製構造フレ

ームは、障害状況に合わせて

個別に作製するのが基本であ

る。 

【算定】Ｐ６４「座位保持装置 （ウ）構造フレーム」 

→木材・金属 



 
 

６５ 
 

課題及び要望、提案等 
整理対応案等 

参考資料 

j. 排泄用の座位保持装置の項目が無い 排便補助具での対応も考えら

れるが、基準額 10,000 円で対

応できるかは検討を要する。

座位保持機能のある排便補助

具であれば、特例の座位保持

装置として扱うこととなる。 

【算定】Ｐ６１「（４）座位保持装置」 

→排泄の要素が無い 

k. 座位保持装置の例で独立型のテーブルを製作することが

ありますが、テーブル１１，３００円しか取ることが出来な

い。 

座位保持装置から分離した独

立型テーブルはそもそも認め

られないものである。 

【算定】Ｐ６５「座位保持装置 （エ）付属品」 

→カットアウトテーブル（11,300） 

l. 座位保持装置のフレームのオーダー価格が安い。 座位保持装置のオーダー構造

フレームの基準額 25,200 円が

実際に製作にかかる材料費、

工賃等に見合わないか否かは

要検討である。 

【算定】Ｐ６４「座位保持装置」 

→構造フレーム 基本価格（25,200） 

m. 座位保持装置で車椅子フレームに座面背もたれを乗せる

際、実際には座シート、背シートの上に座位保持装置を載せ

るので、価格的に控除するのは実情に合っていません。 

車椅子の基準額等を流用する

限り、背シートと座シートの

控除は決められた事項であ

る。車椅子はオーダーメイド

になることが多いと思われる

が、その際シートは最初から

存在しないので控除が必要で

ある。既製品の車椅子フレー

ムを使用する場合、シートは

残っていても支持部として不

要なものなので控除すべきで

ある。 

【算定】Ｐ６４「座位保持装置 （ウ）構造フレーム」 

n. 特例で認められている３Ｄネットを基準に組み込んで欲

しい。 

３Ｄネットは材料なので基準

に入れるとすると加算額を定

めることとなる。現在のとこ

ろ真に必要性が認められれば

特例で扱えるので、基準化は

必要ないと考えられる。 

  

o. ヘッドレストの特例が一切認められなくなった。 基準に入っているものは特例

を認めないとする考えは、そ

の地区の更生相談所の考え方

であって制度ではない。ヘッ

ドレストの特例が一切認めら

れないということではないと

思われる。 

ヘッドサポートマルチが基準価格に入っているため、ヘッド

レストの特例は一切認められなくなった。基準に入っている

ものは特例を認めないという制度は改善すべき。 



 
 

６６ 
 

８．重度障害者用意思伝達装置 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 重度障害者用意思伝達装置の「本体修理」が、どこまで

の範囲で修理とし見れるのか、また複数箇所修理する場合で

も基準額は５０，０００円なのか、非常にわかりにくい。 

重度障害者用意思伝達装置の

本体修理は、複数個所であっ

ても 1回の修理につき 50,000

円までである。修理基準の解

釈について説明の追加が必要

である。修理個所が複数あっ

て基準額内で対応できない場

合は、特例で修理することで

対応可能である。 

【算定】Ｐ１０９「その他（意思伝達装置）」 

→本体修理（50,000） 

b. ＡＬＳの方から高額の重度障害者用意思伝達装置視線入

力方式の申請があった。 

ＡＬＳ等の進行性疾患の対象

者の場合、視線入力が手段と

なるのは病状も末期であり、

本装置の使用期間も短期間に

なることが予想されることか

ら慎重に判断すべきである。

レンタル制度の導入が望まれ

る。視線入力型意思伝達装置

は、労災法では支給対象にな

っているが自立支援法では支

給の対象となっていない。真

に必要な場合は、特例補装具

での扱いとなる。 

【算定】Ｐ７９ 「その他（重度障害者用伝達装置）」 

→価格（143,000～450,000 円） 

 
 



 
 

６７ 
 

９．眼鏡 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 矯正眼鏡・遮光眼鏡の区分を修正して欲しい 眼鏡の度数区分は基本構造で

なされているのであって対象

者の要件を示すものではな

い。基準額が同じことを理由

に区分を統一することは相応

しくないと考えられる。 

→基準額が同じものは、分類を統一して欲しい 矯正眼鏡：

10D 以上 20D 未満と 20D 以上がどちらも 24,000 円、遮光眼

鏡：６D未満と６D 以上 10D 未満、10D 以上 20D 未満、20D 以

上が全て 30,000 円 

b. 視力障害がない方の遮光眼鏡で掛け眼鏡の基準を設けて

欲しい 

遮光眼鏡が必要な方で、視力

障害の認定基準に該当しない

レベルの視力低下を矯正する

屈折矯正機能部分は支給の対

象にはならず、どうしても希

望する場合は、自己負担とな

る。今後、遮光眼鏡で掛け眼

鏡式の基本構造の必要性につ

いては要検討事項と思われ

る。 

  

c. 単眼鏡は認められるが、ルーペは範囲外であるが日常生

活では必要である。 

ルーペは便利なもので弱視者

が実際に使用している現状が

ある。ただし、補装具として

は認められない。 

【算定】Ｐ７０「その他（眼鏡）」 

→焦点調整式（17,900） 

d. 眼鏡の枠は原則セルロイド製となっているが基準額の範

囲であれば軽量なチタンフレームでもいいのではないか。 

眼鏡枠がセルロイド製という

基本構造は以前からある文言

であり、チタンフレーム等現

代の状況に合わせて要検討事

項と思われる。 

【算定】Ｐ６９「その他（眼鏡）」 

→矯正眼鏡 基本構造（枠－セルロイド製を原則とする。）

e. 基本構造で枠一セルロイド製となっているが、申請者が

メタル枠を希望される事がある。 

９－d 参照 

f. プリズム加算の項目設定を希望 プリズム加算の必要性につい

ては要検討事項と思われる。 

 

 

 

 

 

 

【算定】Ｐ６９「その他（眼鏡）」 

→プリズム加算は現行ではない 

g. 遮光眼鏡の基準額が低い 遮光眼鏡の基準額と実勢価格

との乖離があるのか要検討事

項と思われる。 

【算定】Ｐ６９「その他（眼鏡）」 

→遮光眼鏡（21,500） 

h. 遮光眼鏡の支給基準額を上げてほしい。 

９－g 参照 

i. 基準額の中で、遠近両用レンズを作れるようにしたい 必要性が認められ、基準額の

範囲内で遠近両用レンズを作

ることが可能であれば、特例

補装具として扱うこととな

る。 

【算定】Ｐ６９「その他（眼鏡）備考」 

→乱視を含む場合のみ 4,200 円増し 



 
 

６８ 
 

１０．つえ 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 白杖の普通型の規格が短すぎる。身長の高い人もいるの

だから、もっと長いサイズも規格として作ってほしい。 

白杖の長さについては基本構

造で規定はしていない。製品

の規格でも足りない高身長の

方であれば特注となる。基準

額で対応できない場合は特例

補装具として扱い、適正な価

格で対応する。 

⇒【算定】Ｐ６８「その他（盲人安全つえ）」 

長さに関する規定はないのでは？ 

b. ベル、フラッシュライト、木製ポリカーボネート樹脂被

覆付は製品として無くなっている。 

杖に関する古い文言の整理が

必要と思われる。 

【算定】Ｐ６８「その他（盲人安全つえ）備考」 

c. 歩行補助杖の耐用年数が４年だが、日々使用するため、

４年は長すぎると要望あり。 

歩行補助つえの耐用年数につ

いては検討を要する事項と思

われる。ただし、破損等で必

要性があれば耐用年数内であ

っても再支給は可能である。 

【算定】Ｐ７８「その他（歩行補助つえ）」 

→耐用年数 松葉づえのみ２年 その他は４年 

d. 対応年数以下で壊れてしまうことが多く、対応年数を緩

和して欲しい。 

→歩行補助つえは、松葉づえのみ２年、その他は４年 

→盲人用安全つえは、普通用（２年）軽金属のみ５年、携帯

用（２年）軽金属のみ４年 
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１１．その他 
課題及び要望、提案等 

整理対応案等 
参考資料 

a. 各補装具において（特に下肢装具・車椅子・白杖・歩行

補助杖），修理基準に載っていない修理もあり，また，修理

が実情に即していないとのこともあるため，見直しが必要で

はないかと思われる。 

修理基準にない修理項目につ

いて種目毎に調査、検討が必

要と思われる。 

【ＱＡ】Ｑ４「修理基準が示されていない場合の基準額につ

いて」 

→他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々

について原価計算による見積りもしくは市場価格に基づく

適正な額を決定し、修理に要する費用として支給できること

としている。（平成 22 年 3 月 31 日「補装具費支給事務取扱

指針の一部改正について」） 

b. 足漕ぎ車椅子のようにリハビリ目的と思われる装具の希

望が増えている。 

補装具は生活で長期間にわた

り使用する物であり、一時的

な使用や訓練目的のものは支

給すべきではない。申請者に

補装具の定義、目的を理解し

てもらうことが重要である。 

  

c. 特例補装具は基準外交付のため修理は原則自費になって

しまう。 

特例補装具は、その構造によ

っては修理項目がないものも

考えられる。真に必要性を認

めて支給した理由がある以

上、修理が必要な場合は、特

例扱いで修理を認めるのが適

当と思われる。 

【指針】「第２ 具体的事項 （２）特例補装具の支給につ

いて」 

→ア「特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又

は修理に要する額等については、更生相談所又は指定自立支

援医療機関若しくは保健所の判定又は意見に基づき市町村

が決定するものとする。 

d. 補装具や日常生活用具として、国から例示されていない

物を希望される方がいる。（パルスオキシメータ、人工呼吸

器用発電機、天井走行型浴室用リフト等） 

補装具や日常生活用具とし

て、国から例示されていない

物の希望に対しては原則とし

て自己負担で購入していただ

かざるを得ない。各自治体の

裁量で判断することになる。 

【指針】「第２ 具体的事項 （２）特例補装具の支給につ

いて」 

e. 排便補助用具等が、者になっても必要なため、支給して

ほしい。 

者になっても排便補助用具が

必要と認められる場合は、特

例補装具として扱うこととな

る。 

【算定】Ｐ７８「その他（排便補助具）」 

→備考「障害児に限る」 
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Ⅴ．本調査のまとめ 

１．施策検討に向けた主な論点と課題の整理 
  調査結果を踏まえ、補装具費支給制度の施策検討に向けた主な論点と課題を以下の１５

項目に整理する。検討委員会における主な意見等も踏まえ、短期～中期的な目標と中期～

長期的な目標を一定記載したが、課題によってはより詳細な追加調査を要することに留意

が必要である。 

 

   ＜主な論点と課題＞ 

【課題 １】判定及び支給決定、適合判定、作製等に関する事項 

【課題 ２】申請から給付、適合判定までの期間に関する事項 

【課題 ３】障害児に関する判定及び支給決定に関する事項 

【課題 ４】医療機関等との連携、情報共有（交流の場）に関する事項 

【課題 ５】医師による意見書に関する事項 

【課題 ６】新たに開発された技術・製品に関する事項 

【課題 ７】事業者の選定に関する事項 

【課題 ８】処方内容の追加及び修正等に関する事項 

【課題 ９】使用状況の確認及び定期的なフォローアップに関する事項 

【課題１０】事業者の費用負担に関する事項 

【課題１１】現行制度に関する課題と要望に関する事項 

【課題１２】申請者からの要望に関する事項 

【課題１３】必要としている支援内容に関する事項 

【課題１４】事業者に係わる事項 

【課題１５】現行種目の個別に関する事項 
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【課題１】判定及び支給決定、適合判定、作製等に関する事項 

 

（１） 市町村における補装具に関する知識不足 

短期～中期的な目標 

・ 更生相談所において講習会を定期的に開催する。 

・ 更生相談所などと「補装具に関する相談ホットライン」を設け、更生相談所との関係を

強化する。 

・ テクノエイド協会から市町村や利用者向けに補装具に関する基礎的な情報を発信する。 

中期～長期的な目標 

・ 情報を共有するシステムを構築する。 

（２） 更生相談所による判断の地域格差 

短期～中期的な目標 

・ 支給基準に関するマニュアル（Ｑ＆Ａ）を作成し、考え方を平準化する。 

・ 全国や地域ブロックなどで、ケースカンファレンス・シンポジウムなどを定期的に開催

し、判定技術の向上を図る。 

・ 判定の一部を地域の専門病院等へ委託する方策を検討する。 

具体的には、基幹病院や施設に勤務しているリハ及び整形外科の専門医やリハビリテー

ション専門職のチーム（外形基準に則り）に判定依頼をする「契約」について検討する。 

・ 更生相談所間のネットワークシステムを構想する。 

中期～長期的な目標 

・ 更生相談所間のネットワークシステムを構築・運用する。 

・ 判定業務の一部委託を全国的に広めていく。合わせて更生相談所の監督・指導・教育を

強化する。 

・ 利用者へのアクセシビリティー及びサービスの向上を図り、来所等の困難を解消する。 

 

検討委員会における主な意見 

○ 市町村における補装具に関する専門知識について 

 ローテーション人事のなかでは一定以上の専門知識は蓄積しない。更生相談所などが補

装具に関する研修会を定期開催し、最低限の知識と補装具費を支給する際の考え方や姿

勢を身に付けてもらう（誰が見ても不適切な申請以外は門前払いをせず、更生相談所な

どの意見を求めるようにするなど）。 

 しかし、以上のことには限界もあるので、更生相談所などと補装具に関する「相談ホッ

トライン」を設けるなど、更生相談所との関係を強化することが重要。特に児童の判定

では、医師の意見書の内容が不十分だったり判断に迷うことが多いようなので、曖昧に

せずに相談できる体制を整備することが急務である。 

○ 更生相談所における専門職の不足、巡回相談の頻度が低い、地域格差 

 補装具費の支給基準に関するマニュアル（Ｑ＆Ａ）（改版）を早急に作成する。 

 全国更生相談所間のネットワークを強化する。具体的な事例をとおして情報交流を図る。 

 各地の基幹病院や施設に勤務しているリハ及び整形外科の専門医やリハビリテーション

専門職のチーム（外形基準に則り）に判定を依頼、契約することを検討し、具体化する。

そのチームに判定を依頼することにより、利用者のアクセシビリティーと判定の質的向
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上、サービスの向上を図る。 

○ 身体障害者更生相談所は、公平、公正に補装具判定をするべきであるが、直接判定の頻度、

判定力等に地域差がある。職員の資質向上は一筋縄ではいかないが、マニュアル作成や研

修会等で改善を図る必要がある。 

○ 申請者、中間ユーザー、医師、義肢装具士、市町村、更生相談所それぞれの立場において

制度解釈の乖離がある。情報が少ない中で判定を行っていることが摩擦の原因である。皆

で共通理解が得られるようなマニュアル作成や研修会等で改善を図る必要がある。 

○ 更生相談所において市町村職員対象の研修をしているにも関わらず、技術や知識の不足感

が市町村にある。研修内容のレベルアップ、または更生相談所自体のレベルアップが必要。 

○ 運用に関わる職員の人材育成については現時点から改善することを目標とし、現行制度の

運用レベルを全国レベルで標準化する仕組みを作っていく検討を行う。 

○ テクノエイド協会などから、市町村向けの分かり易い情報を発信する。情報網を整備する。 

○ どの補装具についても、公平中立な立場での判定・適合・助言を行える機関や職員が必要。

責任を持たせるための任用資格などの導入も検討が必要。 

○ 現行の制度と運用システムでは、適切な補装具を支給できているとは言えず、制度及び運

用システムの抜本的な見直しが必要と考える。 

○ 補装具に関する知識を有する医療機関との接点を持たない在宅ケースも増加してきてい

るので、地域ごと（二次医療圏くらい）の補装具拠点機関があればと考える。ただ、生活

の視点を持てない機関では困るので、他分野を介入しての検討が必要。 

○ 専門的な知見について、国立障害者リビリテーションセンターにおいて、毎年２回、義肢

装具適合判定医研修セミナーを開催している。様々な補装具の要否・適合判定について、

文書判定を含み、適合判定修了医師にまかせてみてはどうか。実際の現場での問題点が出

た場合は、それらを集約しセミナー内容に反映していけばよいと思う。 

○ ２０１１年に開催した補装具判定シンポジウムは効果的であった。同様の研修・シンポジ

ウムを今後も開催したい。 

○ 研修の開催にあたっては、全国身体障害者更生相談所長協議会及び国立障害者リハビリテ

ーションセンター、テクノエイド協会との連携を行うことが有用と思われる。 

○ ユーザーへの啓蒙活動を行う。 

○ 事務の簡素化を図る。 
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【課題２】申請から給付、適合判定までの期間に関する事項 

 

短期～中期的な目標 

・ 組織や体制等の理由からどの程度の遅延が発生しているか調査する。 

・ 標準的な期間を提示する。 

・ 補装具のチェック機能強化として、完成した補装具の装着写真の添付を義務化する。 

・ 一部の補装具についてレンタル制の導入を検討する。 

中期～長期的な目標 

・ 必要に応じて一部の補装具のレンタルを可能とする。 

・ 組織や体制等を整備し、適切かつ迅速な期間をもって支給決定できることとする。 

 

 

検討委員会における主な意見 

○ 申請者に適切な補装具が支給されるために時間がかかるのであれば問題ないが、組織の体

制等の理由で遅延しているのであればシステムの改善を図らねばならない。 

○ デモ機貸出による試用期間も算入されていると考えられる。補装具レンタル制であれば一

定の改善が見込まれる。 

○ 様々な要因があるだろうが、判定依頼から判定実施、判定実施から支給決定までの期間は

可能な限り短縮することは必要。また、標準的期間のような提示も必要なのかもしれない。 

○ 簡素化・効率化を図るために、補装具のチェック機能として、完成した補装具ならびに装

着写真の添付を義務付ける。実際に行っている更生相談所がある。 
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【課題３】障害児に関する判定及び支給決定に関する事項 

 

短期～中期的な目標 

・ 更生相談所において障害児の補装具判定に対応できる体制を検討する。 

・ 更生相談所における市町村に対する相談・指導を強化する。 

・ 判定困難なケースなどは、更生相談所へ相談、助言を求めるよう徹底する。 

中期～長期的な目標 

・ 少なくとも特例補装具については、更生相談所へ判定依頼することとする。 

・ 指定医療機関には毎年研修を義務付けることとする。 

 

 

検討委員会における主な意見 

○ 児童の判定に関する相談 

 更生相談所における市町村に対する相談・指導を強化する。たとえば、児童の補装具費

支給に関する研修会や会議を開催、積極的に情報を提供するとともに相談に乗るよう指

導する。 

 判定困難ケースに対しては更生相談所の責任で積極的に介入するよう指導する。 

○ 児童の特例補装具は必ず更生相談所への助言依頼か判定依頼をする必要があることを取

扱指針に明記すべきである。 

○ 基準内補装具は従来どおり市町村判断で扱う。 

○ 児童補装具の判定に対応できるように更生相談所も体制の準備をすべきである。そうする

ことで、１８歳移行時の判定も信頼が得られるようになる。 

○ 育成医療機関医師の制度についての理解と知識が必要（学会認定単位で取り上げてもらう

ことも考慮が必要か）。 

○ 将来的には現行制度の見直しが必要。児童についても専門の判定機関を設置した方がよい

と考えられる。 

○ 現在の指定医療機関職員（医師、コ・メディカル等）への現行制度の研修を毎年義務づけ

るなどの仕組みづくりが必要。 

○ チェック機能を必要とする。 

○ 義肢装具適合判定医を活用する。 
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【課題４】医療機関等との連携、情報共有（交流の場）に関する事項 

 

（１）医療機関等との連携、情報共有 

短期～中期的な目標 

・ 更生相談所から判定医師やリハ専門職、事業者に対して定期的な会議の開催、判定に関

する情報交流を図る 

・ 情報共有するためのシステムの在り方を検討する。 

中期～長期的な目標 

・ テクノエイド協会において、市町村職員・更生相談所向けの情報提供システムを整備す

る。（具体的には、時間的経過による情報の更新と分野別情報の整理など） 

 

 

検討委員会における主な意見 

○ 更生相談所における情報交流 

 市町村担当者との定期会議や研修会を拡充強化するように指導する。 

 判定医師やリハ専門職、事業者に対しても定期的な会議を開催し、判定に関する情報交

流を図る（制度、技術、価格の決め方など）。 

 テクノエイド協会などから、更生相談所向けの情報提供システム（時間的経過による情

報の更新と分野別情報の整理）を整備する。 

（市町村向け＆更生相談所向け＆補装具業者向けｅｔｃ．） 

○ 市町村職員や更生相談所職員（事務職）が補装具の知識を身に着けるには限界があり、異

動もある。知識不足よりも情報不足が判定困難の根源であり、情報の共有化が図れるシス

テムを検討したい。 

○ 医療機関従事者への補装具制度に関する研修が十分に行われているとは考えにくく、定期

的に行う必要があると考えられる。場合によっては、認定制の導入なども検討する必要が

ある。 

○ 更生相談所の主催で、毎年、市町村と契約事業者との間で懇談会を開催する。情報共有セ

ミナーは大切である。 
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【課題５】医師による意見書に関する事項 

 

（１）医師の意見書のばらつき 

短期～中期的な目標 

・ 制度の理解、補装具費支給意見書の書き方に関して医師への研修を徹底する。 

・ 医師向けの補装具費支給マニュアルやＱ＆Ａを作成する。 

中期～長期的な目標 

・ 指定医の資格要件、研修の在り方を検討する。 

（２）意見書を作成する医師の確保 

中期～長期的な目標 

・ 地域において、指針の要件を満たす医師が不足しないよう施策を講じる。 

 

 

検討委員会における主な意見 

○ 制度の理解、補装具費支給意見書の書き方に関して医師への研修を徹底すべきである。た

だし、参加型の研修会は開催も困難であることが予想され、医師向けの補装具費支給マニ

ュアルを作成する方が効果的と思われる。 

○ 意見書記載医師の補装具や補装具費支給制度に関する知識・理解が不足している（学会認

定単位で取り上げてもらうことも考慮必要か）。 

○ 意見書を書ける医師（指定医）の資質にバラつきがあるようなので、資格要件を厳しくす

るか、登録するのであれば、補装具費支給制度の研修を毎年必修にするくらいの仕組みづ

くりが必要。 

○ 指針上の要件を満たす医師が近隣に居ない。 
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【課題６】新たに開発された技術・製品に関する事項 

 

（１）完成用部品の取扱・情報不足 

短期～中期的な目標 

・ 使用目的、対象、機能、画像等を含めた完成用部品の情報発信、現場で役立つハンドブ

ック的なものを作成する。 

・ 完成用部品の適応基準について調査検討する。 

中期～長期的な目標 

・ 特例補装具Ｑ＆Ａなどを基にして具体的な基準を作成する。 

・ 完成用部品データベースシステムの機能の拡充を図る。 

（２） 新たに開発された技術・製品の導入 

中期～長期的な目標 

・ 技術革新や製品開発努力等によって、新たに開発されたものを導入するための具体的な

方法について検討する。 

 

検討委員会における主な意見 

○ 特例補装具や完成用部品の取り扱い 

 真に必要なものは積極的に検討対象にするよう指導する。 

 特例補装具の基準内取り入れの枠組みにおいて、特例補装具のＱ＆Ａなどを基により具

体的な基準を作成する。 

 完成用部品の適応基準について調査検討する必要がある。 

○ 完成用部品や制度に関する情報交流 

 更生相談所や市町村の主催で、「補装具費の支給に関するマニュアル（今後、早急に編纂

予定）などを基に研修会を開催する。市町村や更生相談所との間で合議し、合意を図る

（できれば児童の判定を実施している療育機関の担当者も加えて）。問題点などの意見を

収集し、厚生労働省やテクノエイド協会へ伝達する。 

○ 使用目的、対象、機能、画像等を含めた完成用部品の情報発信、現場で役立つハンドブッ

ク的なものが必要である。（完成用部品データベースシステムの周知活動もさらに必要） 

○ 通知やテクノエイド協会ＨＰの完成用部品データベースシステムのリストが余り見やす

くない。その完成用部品に特徴的な機能やその適用に関する情報が得られない。同等機能

をもった完成用部品を一斉検索できない。 

○ 新しい技術や製品の導入方法について具体的な方法論を検討すべき。導入の方法が検討さ

れていれば、新しい技術が入ってきた時にスムーズな議論が可能になるのではないか。 
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【課題７】事業者の選定に関する事項 

 

（１）事業者選定のための支援 

短期～中期的な目標 

・ テクノエイド協会の補装具製作（販売）事業者情報を拡充して、事業者に関する情報の

共有化を推進するとともに、機械設備や人的設備（有資格者）など設置基準を明確化し

事業者選定時の参考に役立つものとする。 

・ 実績や技術力の違いが確認できる仕組みを検討する。 

 

 

検討委員会における主な意見 

○ 事業者の情報提供も大切であるが、事業者の言いなりにならない判定側の力量をもつこと

が重要である。 

○ 事業者の情報や評価が申請者にわからない。適合判定時、利用者にアンケートを書いても

らい、事業者の得意分野や評価についての集計を公的機関ＨＰにアップしたり、窓口で申

請者に情報提供するのはどうか。 

○ 現状では、事業者を自由に自己選択できていない。また、選択するための情報もない。 

○ テクノエイド協会の補装具製作(販売)事業者情報への登録を基準化する。機械設備・人的

設備（有資格者確認）など設置基準を明確化する。 
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【課題８】処方内容の追加及び修正等に関する事項 

 

（１）処方内容の追加・修正時の対応のばらつき 

短期～中期的な目標 

・ 仮合わせ後の処方の追加・修正を踏まえて、最終的な支給決定が行えるよう徹底する。 

・ 見積もり・支給券・判定など、修正の手間がかかるため、簡易に修正できるシステムを

構想する。 

中期～長期的な目標 

・ レンタル制度の導入も視野に入れ、判定前に補装具の試用が出来るような仕組みを検討

する。 

 

 

検討委員会における主な意見 

○ 仮合わせ後に処方の追加・修正を行うことを踏まえ、最終的な支給決定を行うことで対応

可能であり問題とならない。 

○ 判定実施時の補装具の選択・決定について、その前での検討が不十分ではないかと考える。

試せる補装具があれば違うのでは。 

○ 追加・修正があった場合は、見積書の差し替え、判定のやり直し、支給券の差替えをして

いる。手間がかかるため、システムとして見積もりを簡易に修正できる仕組みが欲しい。 
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【課題９】使用状況の確認及び定期的なフォローアップに関する事項 

 

（１）フォローアップの定義と実施 

短期～中期的な目標 

・ フォローアップの内容（手法・時期等）や範囲、定義を明確化し、指針に書き込む。 

・ 市町村、更生相談所及び事業者それぞれの役割を明確化したフォローアップを検討する。 

・ 指針に示される９ヶ月の製作保証の取扱範囲について検討する。 

中期～長期的な目標 

・ 少なくとも特例補装具のフォローアップは義務化する。 

 

 

検討委員会における主な意見 

○ フォローアップは、本来市町村の役割である。対象品目を限定し、支給後の使用状況など

を自動的に調査するようにしてはどうか（義肢、装具、車椅子、座位保持装置、歩行器な

ど）。更生相談所と協力して行ってもよいのではないか。 

○ マンパワー的にフォローアップの実施が困難であることが伺える。特例補装具だけでもフ

ォローアップを義務化することで、申請者、事業者にも特別に支給されたという意識づけ

になると思われる。 

○ 補装具の使用状況等についてサービス利用計画に組み込んで、モニタリングするプロセス

を入れるのはどうか。 

○ 現行制度のように専門的知識を持たない機関（市区町村）にフォローアップをさせること

は困難。 

○ 新たな適合機関が必要である。 

○ 定期点検制度の標準化が必要である。 

○ 補装具の定期点検制度について、事務取扱指針において検討項目に入れるべきである。 
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【課題１０】事業者の費用負担に関する事項 

 

（１）処方内容と見積もりの整合性（市町村） 

短期～中期的な目標 

・ 市町村は、最終的に、処方が出ているものに関しては、事業者指導の観点からも、その

内容と見積書との整合性は確認すべきである。更生相談所との連携又は更生相談所に依

頼することも視野に入れて具体化を図る。 

（２）処方内容と見積もりの整合性（更生相談所） 

短期～中期的な目標 

・ 技術的な問題を理解していなければ整合性を図ることは困難である。市町村との連携に

基づいて整合性を図る責任は更生相談所にある。積極的に協力すべきである。 

・ とりわけ、生活上のニーズを十分に取り入れる必要がある座位保持装置や意思伝達装置

などでは、仮処方、仮合わせ（レンタル制度の導入を検討）、完成チェック時に仮処方

を修正、処方内容を確定、見積書との整合性を図る。 

（３）仮合わせ時の追加材料費 

短期～中期的な目標 

・ 意思伝達装置や座位保持装置等の一部の種目については、レンタル制度の導入を検討す

る。 

中期～長期的な目標 

但し、意思伝達装置以外の種目の価格設定は、中長期な視点をもって慎重に検討する。 

（４）見積もり金額の修正・変更 

短期～中期的な目標 

・ 文書判定を多用しているところでは、現場で言われた追加・修正が更生相談所まで届か

ず、事業者がサービスで行っていると推察される。申請前の検討、医師の意見書のレベ

ルアップを図ることにより解決する問題であると思慮される。 

 

 

検討委員会における主な意見 

○ 市町村における判定書の処方内容と見積もりとの整合性 

 市町村は、最終的に、処方が出ているものに関しては、事業者指導の観点からも、その

内容と見積書との整合性は確認すべきである。更生相談所との連携又は更生相談所に依

頼することも視野に入れて具体化を図るべきである。 

○ 更生相談所における判定書の処方内容と見積もりとの整合性 

 技術的な問題を理解していなければ整合性を図ることは困難。市町村との連携に基づい

て整合性を図る責任は更生相談所にある。積極的に協力すべきである。 

 とりわけ、生活上のニーズを十分に取り入れる必要がある座位保持装置や意思伝達装置

などでは、仮処方、仮合わせ（レンタル制度の導入を検討）、完成チェック時に仮処方を

修正、処方内容を確定、見積書との整合性を図る。 

○ 仮合わせ時の追加材料費 

 レンタル又は期間限定のレンタル制度の導入を図る。 

 利益追求の前に、真に必要な補装具として、より適切で適合したものを支給できる技術
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及び体制整備に努める。 

○ 市町村の支給決定と実際の支払いは時期が分離しているので、修正・追加があった場合は

判定書を差し替えることで事業者の負担は全く生じていない。ただし、文書判定を多用し

ているところでは、現場で言われた追加・修正が更生相談所まで届かずに業者がサービス

で行っていると推察する。申請前の検討、医師意見書のレベルアップを図れば解決する問

題であると思われる。 

○ フォローアップに関する費用は必要と思うが、フォローアップの定義、内容の吟味を慎重

に検討しなければならない。 

○ 簡易な修理の場合、修理価格の設定が各事業者によってバラつきがある。修理頻度の多い

ような項目については、公示価格を設定しても良いのではないか。 

○ 補装具の定期点検制度について、事務取扱指針において検討項目に入れるべきである。定

期点検のコストの中に、現状の様々な問題を組み込んで、全体コスト削減になるかどうか

検討すべきである。 
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【課題１１】現行制度に関する課題と要望に関する事項 

 

検討委員会における主な意見 

○ 基準表の大幅な見直しが急務である。 

○ 研究事業などでマニュアルを作成する必要がある。 

○ 全国の更生相談所が統一された判定基準に基づいて行われているとは考えにくく、判定の

標準化が求められる。そのためには、運用システムの見直しや研修の義務付けなどが必要。 

○ 補装具レンタル制を導入すれば柔軟な提供が一定見込まれるか。 

○ 児童補装具は目的だけでなく、判定の在り方も含め取扱指針の見直しが必要である。 

○ 必要がない場合、差額を払うことで欲しいものを支給することは間違いである。 

○ 社会情勢に合わせた制度の定期的な見直しができるような仕組みづくりが必要。 

○ 国から実施機関へ制度の内容がきちんと伝達されるような仕組みも検討すべき。ある程度

の義務化が必須。指針も通知レベルでは、実施機関からすれば効力がない。 
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【課題１２】申請者からの要望に関する事項 

 

検討委員会における主な意見 

〔種目、名称、型式又は修理、耐用年数に関すること〕 

○ 基準額の再考を要する種目、型式の整理が必要である。 

○ 申請者は自ら「必要」と「欲しい」のすみ分けを考えるプロセスがない。 

○ 補装具が高機能になればなるほどこのギャップが広がる。 

○ 申請者や支援者は「必要」と「欲しい」のすみ分けを一定強いられている（自らの判断で

機能やパーツを柔軟に組み合わせることができない）。 

 

〔基準に関すること〕 

○ 児童の手帳非該当レベルの補聴器は助成事業で対応。 

○ 個別に判断して、必要な方には両耳装用を認めているので現行で対応可能である。 

○ 製作業者の制度理解が不十分なことが伺える内容である。故に、申請者、医師、更生相談

所も含めて共通理解が得られるマニュアルが必要である。 

○ 更生相談所が認めれば問題ないのではないか、相談所のあり方を考慮すれば解決できるは

ずである。出来る限り、特例補装具も見直し、基準に組み込んでいく。しかし、特例は必

要不可欠であるので、特例として残しておくべきである。 

○ 市場価格といった意味が理解しがたい。補装具はオーダーメイドであり、特別なものなの

で、市場価格といった概念はない。Ｇ7 など、欧米諸国と比較して、日本の補装具価格は

安価である。そのため、義肢価格が安いといった意見が出ているのではないか。 

 

〔申請、判定依頼、仮合わせ、適合判定に関すること〕 

○ 補装具は時間を短縮して支給した方がよいもの（下肢装具、装飾用義手など）と時間をじ

っくりかけた方がよいもの（オーダーメイド車椅子、座位保持装置）があり、臨機応変に

種目ごとに対応を変える必要がある。しかし、年間計画で期日が限られてしまう巡回相談

などは一律に扱わざるを得ないのが現状である。 

○ 判定力の向上なくしてフォローはあり得ない。これらの現場の生の声からも更生相談所の

地域差が感じられる。 

○ 事務の簡素化・効率化について、治療用装具と更生用装具と区別を明確化し、事務手続き

を簡素化し、文書判定・写真添付を義務付ければ問題が解決できるのではないか。 
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【課題１３】必要としている支援内容に関する事項 

 

検討委員会における主な意見 

〔厚生労働省に対して〕 

○ 基準表の見直しは急務と思われる。これまで以上に図譜を多く入れ、検索機能のある電子

データで配布できれば理想。 

○ 補装具費支給制度に関与する全ての機関において、制度に関する情報の収集や共有などに

多くの課題があるように見受けられる。それぞれの立場を理解しつつも、相互に情報共有

していく場の確保が必要。（中長期的課題） 

○ マニュアル作成は必要だと思う。 

 

〔更生相談所に対して〕 

○ セミナー開催は必要だと思う。 

○ 情報共有するための講習は、毎年 1 回は開催すべきである。 

○ 更生相談所業務の補装具費をチェックするために、義肢装具士を採用すればよい。彼らは

算定の仕方も学んでいる。 

 

〔テクノエイド協会に対して〕 

○ 現在のテクノエイド協会の完成用部品データベースシステムをもっと有効活用すべきで

ある。 

 

〔国立障害者リハビリテーションセンターに対して〕 

○ 義肢装具適合判定医研修会の充実を図るべきである。 

○ ブロック別で開催できるくらいに拡大を図る。 
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【課題１４】事業者に係わる事項 

 

検討委員会における主な意見 

○ 補装具費の支給に関する利用者への説明（短期） 

 市町村や更生相談所の監修で説明用の分かり易いリーフレットなどを作成する。それを

基に利用者への解説を徹底する。 

○ 補装具の価格設定ルールの作成について 

 人件費の調査を含め、価格設定のルール作りが必要（価格構成要素の決定→配分率など

の検討）である（調査は短期、実施は中長期？）。 

○ 遠隔地に住む利用者への支給・修理代金について（調査は短期、具体化は中長期） 

 それに要する時間と交通費などの経費負担に関する調査研究が必要である。 

 とりわけ、市町村や更生相談所からの依頼（処方、仮合わせ、完成ｅｔｃ．）で訪問した

場合（補装具費支給に関する判定チームの一員としての立場）と、利用者の要請により

修理などで訪問した場合（フォローアップの要素と営業努力の要素が混在する）とに分

けて検討する必要があるのではないか。 
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【課題１５】現行種目の個別に関する事項 

 

検討委員会における主な意見 

〔義肢〕 

○ 製品名毎に完成用部品価格を明示するのも問題か。たとえば、膝継手なら「立脚期流体制

御、遊脚期流体制御・マイコン制御」といった機能ごとに基準となる価格を示すのはどう

か。 

 

〔装具〕 

○ 短下肢装具においては、障害像と使用場所、使用頻度の不適合が多く見受けられる。治療

用装具と更生用装具との違いが見極められない専門職員も多い。そのことによる破損も多

いので、適切な処方能力をもった職員の人材育成が必要になってくる。 

○ 要望に記載されている簡易な修理項目は日常的に見られるが、公示価格がないため請求し

づらい部分も多い。また、在宅を訪問する現場では、移動に時間を要するため非効率であ

る。時代に応じた新たな修理項目の新設検討も必要。 

○ 進行性疾患の方が、上肢装具（ＰＳＢ、Ｂ．Ｆ．Ｏ）を希望される場合に、レンタル制度

を今後検討する必要あり。 

○ カーボン装具、サンドイッチ構造など、追加していくべき項目はたくさんある。これらに

ついて、補装具検討委員会を開催し、事務取扱指針で取り入れていくべきである。聞き入

れるべき問題とそうでないものと区別する必要がある。 

 

〔座位保持装置〕 

○ 「真に必要なもの」の定義は、多種多様な価値観の下では抽象的すぎるかもしれない。 

○ 車載用座位保持装置については、道路交通法上のチャイルドシートとの棲み分けをしっか

りとさせておく必要がある。（短期的課題） 

○ 一定年齢時期だけ使用するようなものは、レンタル制度を導入してもよいような仕組みも

検討していく。（長期的課題） 

 

〔車椅子〕 

○ 車椅子と座位保持装置との境界線が不透明になってきており、ある程度熟知した職員でな

いと、それぞれの補装具を見極めることが難しくなってきている。 

○ 介護保険制度との違い（選別化）が明確でないため、実施機関によっては取り扱いが様々

である。 

○ 車椅子の構造及び機能、使用方法についての価値観が、使用者（本人、介護スタッフ）と

製造者では乖離している部分があるため、その間を埋めるための中間ユーザー的な職員が

必要である。 

 

〔補聴器〕 

○ 高齢化に伴い、年々補聴器の支給数は増加しているが、肢体不自由者と比し、障害像に応

じた適正な補聴器の適合評価がなされているとは考えにくい。補聴器の適合評価を専門と

する職種を養成することも必要である。 
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○ 適切な普及を推進するためには、テクノエイド協会の認定補聴器技能者に関する人材情報

を充実させ、地域の関係者が積極的に活用する必要がある。 

 

〔眼鏡〕 

○ 眼鏡も調整の仕方で見やすさが左右されてしまうため、その適合・調整には専門能力のあ

る職種が責任をもつ必要がある。 

○ 高齢化に伴う中途失明者の増加も見込まれるため、ロービジョンクリニックなどの普及も

必要である。 

 

〔意思伝達装置〕 

○ 意思伝達装置について、早期支給、病状進行に対応した機器の変更が求められ、レンタル

制度の適用を考える必要がある。 
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２．まとめ 
 

本事業では、市町村及び更生相談所、事業者に対するアンケート調査とヒアリン

グ調査において、明らかになった課題とその論点整理を中心に行った。 

一方、アンケート調査等から、現行の基準や種目等に関する具体的な課題が、幾

つか挙げられたところであるが、この部分については、今回、検討委員にご協力い

ただき、整理対応案として記載するに留めたところである。今後、作業部会等を設

けて、現行基準の古い文言や現状に即していない基準などの整理を進めていく必要

があると思われる。 

 

調査結果に基づく論点整理にあたっては、補装具費支給にあたって重要な役割を

果たす、更生相談所に係わる事項が多く挙げられたところであるが、検討委員会に

おいて、更生相談所の今後の役割として、利用者のニーズが多様化し、機器が複雑

化していく現状において、これまでの業務判定に加え、補装具を有効に活用するた

めの技術的、支援集団としての役割も求められるとの議論もなされた。 

しかしその一方で、本調査では、市町村及び更生相談所ともに、地域の核となる

人材が数年で異動している現状、ノウハウの定着や蓄積が難しいことが確認された

ところであり、こうした状況を改善していくためには、全国身体障害者更生相談所

長協議会をはじめ、国立障害者リハビリテーションセンター、公益財団法人テクノ

エイド協会等が連携して、現行の制度及び更生相談所を強固にサポートしていく必

要があると思われる。 

 

さらに、今後の補装具判定のあり方としては、適切な指導･管理のもとで、地域

のリハビリテーションセンターや専門病院等への判定業務の一部委託、さらに現行

の補装具費の価格設定のルールについては、価格の構成要素とその配分率を検討す

ること。 

また、支給方法の在り方としては、一部の補装具に対するレンタル制度の導入等

を含めて、その重要性が認識されたところである。 

 

本事業において整理した課題と短期から中長期的な目標、さらには検討委員会に

よる検討結果、アンケート結果に基づく個別の意見等を適切に踏まえて、今後、補

装具費支給制度の施策検討がなされることに期待するものである。 
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資料１ アンケート調査票 
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資料２ アンケート調査集計結果(市町村) 

 

 

 

Ｑ１ 貴市町村の概要をご記入ください。 

身体障害者手帳の交付件数（平成 24 年度 4月 1 日時点の手帳所持者数）  平均 3,410 件 

 ｎ＝780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者手帳の交付件数の分布
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１ 市町村の概要 
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Ｑ２ 障害者の補装具費の支給決定の件数をご記入ください。 

平均(1 か月分) ｎ＝795 
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２ 補装具費支給決定の状況 
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Ｑ２ 障害者の補装具費の支給決定の件数をご記入ください。 

平均(1 年分) ｎ＝795 
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Ｑ３ 障害児の補装具費の支給決定の件数をご記入ください。 

平均(１か月分) ｎ＝795 
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Ｑ３ 障害児の補装具費の支給決定の件数をご記入ください。 

平均(１年分) ｎ＝795 
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Ｑ４ 補装具費の支給決定に携わっている職種・人数をご記入ください。 ｎ＝795 

 

 

 

Ｑ５ 事務取扱指針にあるように、医師、専門職員等との連携を図りながら、申請者の身体

状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を把握・考慮した支給決定ができてい

ますか？                                ｎ＝795 
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Ｑ６ その理由として主なものは何ですか？（Ｑ５「ｂ」選択者のみ） ｎ＝420 

 

 

その他の記述 ｎ＝41 

 

分類 件数 主なコメント 

情報収集に 

関すること 
14 件 

医師、専門職員との連携が難しい。 

指定育成医療機関の医師と行政との意見が一致しないことがある。

医師等との連

携に関するこ

と 

12 件 

本人の身体状況や生活環境は実際に訪問して確認する必要がある

と思うが、現状では申請の際にお話を伺うのみで、訪問はできてい

ない。 

諸条件を考慮するほど情報収集ができていない。 

体制・制度に 

関すること 
9 件 

申請者の希望と支給できるものに乖離があるため、適切な支給か判

断が難しい。 

考慮すべき諸条件の内容について、担当者間で差が生じる場合があ

る。 

その他 6 件 児童の支給決定は柔軟性がある一方で、その線引きが難しい。 

 

Ｑ７ 技術革新やメーカーの開発努力により新たに開発された「補装具」や「完成用部品」

に関する情報収集を積極的に行い、それを踏まえた補装具の支給決定ができていますか？

 ｎ＝795 

 

 

66.0% 10.5%12.6% 5.2% 5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.業務量が多く、対応できないから b.情報収集する手段や入手先がないから

c.情報収集してもその活用が難しいから d.専門的知識がないから

e.その他

34.1% 29.3% 22.0% 14.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

情報収集に関すること 医師等との連携に関すること
体制・制度に関すること その他

6.0% 30.9% 62.4% 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ね出来ているが、課題がある c.どちらともいえない 無回答



 
 

３３ 
 

Ｑ８ その理由として主なものは何ですか？（Ｑ７「ｂ」選択者のみ） ｎ＝269 

 

その他の自由記載（主なコメント）  

地方の場合、業者が限られているため情報自体が少ない。 

情報入手の手段が、自ら知るのではなく取引先業者からであることが多い。 

情報収集する手段が少なく、カタログのみの知識しかない装具もあるため。 

研修等に参加してはいるが、専門的な分野に関しては更生相談所や業者に教えてもらう部分

が多い。 

 

Ｑ９ 医師の意見書に記載された内容は支給決定に必要な情報が十分に記載されています

か？ ｎ＝795 

 

 

Ｑ10 医師の意見書の記載で、どのような点が不十分だと思いますか？（複数回答可） 

 ｎ＝466 

 

 

14.5% 20.8% 19.0% 41.6% 4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.業務量が多く、対応できないから b.情報収集する手段や入手先がないから

c.情報収集してもその活用が難しいから d.専門的知識がないから

e.その他

40.1% 19.4% 39.7% 0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.納得のいくものが多い b.不十分なものが多い c.どちらともいえない 無回答

131

224

380

107

137

45

0 100 200 300 400

1

a.補装具の必要性が書いていない

b.付属品の必要性が書いていない

c.必要性の記載が簡易すぎる

d.処方と業者見積もりが一致していない部分がある

e.特定の製品を指定しているのにもかかわらず、その製品に限定する理由が記載されていない

f.その他



 
 

３４ 
 

その他の記述 

 

分類 件数 主なコメント 

担当者の知

識に関する

もの 

12 件 担当に専門的な知識がないため情報が十分かどうかも判断しがたい。

記載内容の

不備 
11 件 

補聴器の処方の理由が書かれていない。記入欄が狭い。選択する形式

にしてはどうか。 

使用することによる日常生活の改善の見込みが記載されていない。 

文字が読め

ない 
4 件 文字が読みづらいものが多くわかりにくい。 

児童に関す

ること 
4 件 

児童に関しては必要性が明確でない場合や利便性や家族の希望を重視

する傾向が散見。 

その他 13 件 

市町村では、意見書の記載漏れ確認等のみで、記載内容を判断しない。

意見書の作成日が見積書作成日後であることが多い。 

医師自身が補装具の支給要件がわからない中で記載していると思うこ

とあり。本人要望のままでは？例えば、高齢者 80 代難聴：補聴器両耳

にチェックありなど。 

 

Ｑ11 医師の意見書が不十分だった場合の主な対処はどのようにしていますか？ ｎ＝795 

 

27.3% 25.0% 9.1% 9.1% 29.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

担当者の知識に関するもの 記載内容の不備 文字が読めない 児童に関すること その他

39.9% 35.2% 5.5% 6.4% 13.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.修正・再提出の依頼をしている b.電話などで補足の説明を求めている

c.特に行っていない d.その他

無回答



 
 

３５ 
 

「ｃ．特に行っていない」場合の理由 ｎ＝34 

 

分類 件数 主なコメント 

専門知識が 

無いから 
9 件 専門的知識がないため、医師が必要だと認めれば認めている。 

要件は満たし

ているから 
7 件 

内容は簡易であっても要件を満たしていれば、修正は求めていな

い。 

市区町村以外

で確認してい

る 

4 件 意見書の判定は県に依頼している。市では確認等は行っていない。

時間が無いか

ら 
4 件 

非常に時間がかかり仕事が進まないため、また、きちんとした回答

が得られないため。 

医師以外に 

確認している 
4 件 

業者に問い合わせることが多い。 

申請者に聞き取り調査を行い、補装具調査書に記入している。 

その他 6 件 

再提出を依頼すると「障害があるから病院に行くのも大変なのに」

等、弱者であることを強く主張されるため、依頼しにくい。また医

師に対しても同様に補足説明を求めにくい。 

近年、意見書のみによる支給決定事例が無い。 

 

その他の記述 ｎ＝52 

 

 

 

 

 

 

26.5% 20.6% 11.8% 11.8% 17.6%11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

専門知識が無いから 要件は満たしているから

市区町村以外で確認している 時間が無いから

医師以外に確認している その他

22.9% 20.8% 18.8% 16.7% 20.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

更生相談所などに依頼 状況により対応が違う

不十分であった事例がない 医師以外に確認している

その他



 
 

３６ 
 

分類 件数 主なコメント 

更生相談所 

などに依頼 
11 件 障害者更生相談所へ相談し、場合によっては、判定依頼をしている。

状況により 

対応が違う 
10 件 

極端に簡易すぎて必要性に疑問を感じる場合は、電話などで補足説

明を求めているが、簡易な記載でも必要性をかろうじて読み取るこ

とができた場合は、特に補足説明等は求めていない。 

基本的に修正・再提出の依頼をするが、時間がかかったり再提出を

依頼しても返送が遅れることもあり、付属部品などは見積書のコピ

ーを送付し、医師の指示した付属部品が見積書と相違ないか確認を

求めることも度々ある。 

不十分であっ

た事例がない 
9 件 

医師の意見書が不十分だった場合がないため、対処したことがな

い。 

医師以外に 

確認している 
8 件 

製作業者及び本人に聞き取りを行っている。 

ＭＳＷや家族からの聞き取りなどで補う 

その他 10 件 

県独自の様式で、医療専門機関作成による評価表で確認 

医師が直接、質問に答えてくれるケースはまれで、対処できていな

い状況である。 

 

Ｑ12 児童の補装具費支給決定にあたり、判断に迷うことがありますか？ ｎ＝795 

 

 

Ｑ13 判断に迷う理由は何ですか？（複数回答可）（Ｑ12「ａ」「ｂ」選択者のみ）ｎ＝795 

 

18.2% 55.1% 20.6% 5.4% 0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.大いにある b.時々ある c.ほとんどない d.ない 無回答

238

294

233

392

255

151

57

0 100 200 300 400 500

1

a.医師の意見書の記載が不十分

b.補装具の具体的な構造がイメージできない

c.高額である

d.同一種目の複数個（2,3個目）の申請

e.複数種目の同時申請

f.教育や訓練には必要だが、生活の場での使用とは乖離がある

g.その他



 
 

３７ 
 

その他の記述 ｎ＝55 

 

分類 件数 主なコメント 

専門知識が 

無いから 
17 件 

PT や OT 等、装具に関する専門的知識を持った職員がいない中で必

要性を判断する事が困難。 

専門的知識がなく、業者からの見積内容で給付が適当であるのか判

断できない。 

成長に伴う 

再交付申請 
13 件 

成長に伴う再支給の場合の判断が難しい。 

体に合わなくなった為の理由で、毎年申請される事もあるので。 

特例・基準外 

補装具の申請 
6 件 特例補装具の支給決定の判断が難しい 

その他 19 件 

訓練用の補装具などは学校で共有する工夫はしていただけないか

と思うことがある。 

「必要」と「欲しい」のすみ分けが難しい 

支給対象の補装具かどうかの判断がつかない。市町村での判断が難

しい。 

医師の意見書が客観性に欠けるものが多い。 

 

Ｑ14 補装具費の支給決定に際して、厚生労働省が定める「事務取扱要領」や「算定等に関

する基準」以外に、貴市町村独自の規程や内規等はありますか？ ｎ＝795 

 
 

Ｑ15 事業者の選定にあたっては、事業者の有する設備や技術、適切な製作ができる技術者

の配置等を踏まえた選定ができていますか？ ｎ＝795 

 

 

 

42.7% 25.6% 8.5% 23.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

申請者が事業者を選定しているため 専門知識・情報がないため
業者が限定されるため その他

4.4% 19.1% 76.2% 0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.ある（種目によって「ある」を含む） b.状況に応じて対応している c.ない 無回答

34.0% 10.3% 53.0% 2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.出来ている b.できていない c.どちらともいえない 無回答



 
 

３８ 
 

「出来ていない」場合の理由 ｎ＝82 

 

分類 件数 主なコメント 

申請者が事業

者を選定して

いるため 

35 件 

利用者の希望した事業者で作成しているため、市での選定はしてい

ない 

利用者が病院の療法士との相談により支給申請前に業者を決めて

いるケースが殆どである。 

専門知識・情報

がないため 
21 件 

諸条件を考慮する為の情報収集をそもそもしていないから。 

専門的な知識がないため、書面以上の確認をしていないため。 

業者が限定さ

れるため 
7 件 地方は業者が限られているため、全てが適切とは言い切れない。 

その他 19 件 

事業者の選定において特に規定を設けていない。 

届出により書面審査をおこなっているが実態について十分把握し

ているとは言い難い。 

 

Ｑ16 補装具費支給に当たっての適合判定は、指針通りに実施できていますか？ ｎ＝795 

 
 

Ｑ17 その理由を簡単にご記入ください。（Ｑ16「ｂ」「ｃ」「ｄ」選択者のみ） ｎ＝353 

 
 

42.7% 25.6% 8.5% 23.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

申請者が事業者を選定しているため 専門知識・情報がないため
業者が限定されるため その他

52.2% 23.0% 9.8% 14.0% 1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ね出来ているが、課題がある

c.実施していない d.どちらともいえない

無回答

38.9% 21.9% 12.2% 7.1% 4.0% 15.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

専門知識を有する職員がない 市区町村以外で実施している

実施できていない・一部のみ実施 時間が無いため

児童に関するもの その他



 
 

３９ 
 

分類 件数 具体的な要望 

専門知識を有

する職員がな

い 

137 件 

判定依頼や助言依頼の結果を参考にしながら、適合判定を行なって

いるが、対象者の生活において、「本当にそれが必要なのか？」と

いう総合的な判断はできていないと思うから。 

専門知識がなく、立会いを求められても判断できない。専門の方が

適切に実施しているかも確認できない。 

事務職員が業務を行っているため、専門的知識に乏しく、意見書や

処方せんと見積書が合っているか判断に迷うことがある。補装具に

特化した研修も受けていないため、県の更生相談所担当に随時意見

を求めている。専門的知識を習得する機会が欲しい。 

市区町村以外

で実施してい

る 

77 件 

要領により、更生相談所がおこなうものと位置付けられている。 

適合判定は、業者から申請者へ引き渡されるときにしてもらうよう

にお願いしているが、多くの業者で適合判定は重視されていないの

か、適合判定をしないケースが多々ある。 

医師が適合判定を行い、市町村で適合判定が適切に行われているか

確認すると指針ではあるが”適切に行われている”の判断基準につ

いては課題がある。 

実施できてい

ない・一部のみ

実施 

43 件 

補装具費支給券へ判定日等を記入することとなっているが慣例的

に実施されていないことが多い 

更生相談所へ判定依頼したものについては、更生相談所にて適合判

定が行われている。市町村で判定するものについては、適合判定を

実施していない。 

更生相談所からの指示があった場合にのみ実施しているため 

時間が無いた

め 
35 件 

相談等事務処理件数が膨大であるため、補装具使用に著しい不具合

が生じている場合などについて、実施するので精一杯である。 

すべての件に対して指針通りの適合判定をするには、いろいろな病

院に出向く必要があり、時間および仕事量的にも実施することが難

しい。 

児童に関する

もの 
14 件 

児童用補装具については、市判定となるが障害状況と支給する補装

具の専門知識が乏しく、専門職（県依頼）等の関与が必要と思いま

す。 

者に関しては、県の適切な判定のもと支給決定できているが、児童

については、県の客観的な判定がない分、医師、業者の主導で文書

が作成され、疑問の部分は県の助言は受けているが、十分とは言え

ない。 

その他 56 件 

利用者が適合判定に来所しない場合がある。 

適正理由に迷うことがある。また、一部業者によっては、適合判定

を軽視。判定内容と異なる場合、更生相談所の指摘を受けて、業者

に連絡しても、市町村には、強制力がない。 

適合判定をどういった場合には必ず実施するのかの判断基準がな

い。 

申請者より「補装具を使う前に十分業者と打ち合わせしているし、

不具合があっても業者が調整してくれるのに、適合判定が必要な理

由がわからない」との意見がある。 

適合判定のみの受診は利用者にとって負担が生じるため、利用者が

納得し受領したことでの適合としている。 



 
 

４０ 
 

Ｑ18 見積書に記載された完成用部品等と実物の照合はできていますか？ ｎ＝795 

 

 

Ｑ19 その理由を簡単にご記入ください。（Ｑ18「ｂ」「ｃ」「ｄ」選択者のみ） ｎ＝535 

分類 件数 主なコメント 

知識・技能不足

のため 
194 件 

事務担当者に専門的な知識がないため、見てもわからない。件数も

多く、全件実施は困難。支給券の受領印があり、その後の問い合わ

せがなければ、問題がないと捉えている。 

市町村の職員では専門的な知識が乏しく、専門機関等の関与が必

要。平成 24 年度より、更生相談所の判定が必要な者については直

接判定し、補装具完成後適合判定を行うことになった。 

人員不足・業務

過多のため 
166 件 

補装具業務以外も担当しており実物確認の為に外に出ている余裕

が無く、不在にしてしまうと相談業務が止まってしまう。障害者に

来庁してもらい確認することも実現は難しく実施が困難。 

補装具給付に携わっている職員は３人（正規職員２、非常勤職員１）

で、事務職であり、他の業務も兼任していて受付から決定までの業

務で手一杯のため 

現物確認の機

会がないため 
112 件 

完成品は直接利用者に届くため照合する機会が無い。実物を役場に

持ってきてもらったり、家に出向いて確認したりすることはしてい

ない。 

本町は離島であり、障がい児の装具について本土の医師が意見書を

作成した場合は、その医師が適合判定をすることになるが、判定の

場に立ち会うことが難しいため。 

一部実施して

いる(していな

い) 

44 件 

判定依頼した補装具は完成品検査ができているが障害児などのそ

れ以外は十分できていない。 

使用部品名等、詳細な部分までの照合ができていないケースがあ

る。 

他機関(更生相

談所・医師等)

に任せている

ため 

40 件 

支給決定後必要に応じて医師等の適合検査があることから、市町村

での照合等は行っていない。 

更生相談所で適合判定を受けるため、その時に照合しているから。

業者・利用者を

信頼し、任せて

いるため 

34 件 

申請者が受領した確認は行うが、メーカーとの信頼関係に基づき職

員による実物確認は行っていない。 

現物確認は業者に依頼した写真で確認を行っている為。 

本人へ直接支

給されている

ため 

11 件 

代理受理による補装具費支払をしているため、業者が直接本人へ手

渡ししているため。 

給付決定後、実物はそのまま支給者へ手渡される為。 

書面のみ実施 10 件 見積書の記載内容の確認のみとしているため。 

その他 14 件 完成品の写真添付を依頼していたが、本年から中止。 

21.1% 13.6% 52.5% 11.7% 1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.適切に出来ている b.満足にできていない c.実施していない d.どちらともいえない 無回答



 
 

４１ 
 

Ｑ20 義肢・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・意思伝達装置・その他について、更生相

談所に判定依頼した場合、申請から支給決定まで２週間以内でできていますか？ ｎ＝795 

 

 

Ｑ21 その理由を簡単にご記入ください。（Ｑ20「2 週間以上かかることが多い」選択者のみ） 

 ｎ＝574 

 

 

分類 件数 主なコメント 

判定に時間が

かかるため 
391 件 

申請から判定を受けるまでに時間がかかる。また本人が申請だけし

て、判定に行かないことや業者との意見書の再提出等のやりとりを

していると時間がかかる。２週間という日にちは非現実的である。

当市は遠隔地のため、申請者の利便性を考慮し、更生相談所に医学

的判定依頼書を送付し、そこからご本人が病院に出向かれ、意見書

を書いてもらい、その後業者の見積もりが出て、更生相談所による

判定が行われるため、２週間は越えることになると思われます。 

判定書が到着するまでに時間がかかるため。また、更生相談所から

依頼される調査にも、申請者や医療機関に連絡がつかない等で聞き

取りができず、日数を要するため。 

判定日が少な

いため 
86 件 

判定日が決まっているため、早く提出しても、判定日と合わないと

時間がかかってしまう。 

申請者のほとんどは更生相談所での所内相談ではなく、２ヶ月に１

回の地域巡回相談で判定を行っているため。 

29.8%

28.1%

30.8%

24.2%

25.5%

31.8%

68.2%

67.2%

67.7%

70.7%

61.8%

58.0%

12.7%

4.8%

2.0%

10.2%

5.2%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

義肢

座位保持装置

車椅子

電動車椅子

意思伝達装置

その他

概ねできている 2週間以上かかることが多い 無回答

60.6% 13.3% 9.6% 8.7%
1.9%

1.9%
1.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

判定に時間がかかるため 判定日が少ないため

スケジュール(予約状況)の問題から 書類不備等事務作業に時間がかかる

人員不足・業務過多のため 他機関(医師等)との連携によって

郵送に時間がかかる その他



 
 

４２ 
 

分類 件数 主なコメント 

スケジュール

(予約状況)の

問題から 

62 件 

来所・巡回判定の場合、申請者の都合などによりすぐに来所出来な

いことが多いため 

更生相談所の予約が、なかなかとれないため。 

書類不備等事

務作業に時間

がかかる 

38 件 

書類の不備（状況写真の未添付、医師意見書の記載漏れや訂正）が

多いため。 

見積もりの依頼や各種書類の整備に時間がかかってしまう事が多

い。 

人員不足・業務

過多のため 
12 件 

別組織である更生相談所のことなので、詳しいことはわかりません

が、全県分であるので忙しいのではないかと思われます。 

更生相談所の判定員の人員が少ないため。 

他機関(医師

等)との連携に

よって 

12 件 

給付判定を受ける場合、申請者に判定を受ける医療機関を選んでも

らうため。 

近隣の医療機関では判定が受けられない地域であるため。 

医師意見書の作成に時間を要するため。 

郵送に時間が

かかる 
9 件 

離島の為、送付状況による。 

更正相談所とは郵送でのやりとりが多く、どうしても往復に２週間

くらいは時間がかかるため。 

その他 17 件 

申請者の健康状態にもよるため。 

更生相談所との距離が離れているため。 

他の業務との関係で、一定期間の分をまとめて判定依頼している。

 

Ｑ22 市町村だけで判断した場合、申請から支給決定まで 2週間以内でできていますか？ 

 ｎ＝795 

 

 

Ｑ23 その理由を簡単にご記入ください。（Ｑ22「ｂ」選択者のみ） ｎ＝33 

その他の自由記載（主なコメント） 

判定するノウハウがない。また、事務量が多いため。 

業者と申請者との都合で見積書の作成に時間がかかる場合がある。 

見積書等の入手に時間を要す。 

総合相談所の手続きで、2週間以上かかることがある。 

見積書の作成に時間がかかるため。 

 

 

 

94.8% 4.3% 0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.概ねできている b.2週間以上かかることが多い 無回答



 
 

４３ 
 

Ｑ24 義肢・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・意思伝達装置・その他について、支給決

定から適合判定までの平均的な期間についてお答えください。 ｎ＝795 

 
 

Ｑ25 補装具費支給後において、随時、使用状況の確認ができていますか？ ｎ＝795 

 

 

Ｑ26 その理由を簡単にご記入ください。（Ｑ25「ｂ」「ｃ」選択者のみ） ｎ＝627 

 

 

 

 

 

 

 

35.2%

31.9%

39.5%

30.1%

36.4%

48.2%

52.2%

47.8%

48.4%

50.4%

39.4%

32.2%

9.9%

10.2%

20.6%

17.9%

5.0%

5.8%

10.3%

9.3%

3.6%

1.8%

7.0%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

義肢

座位保持装置

車椅子

電動車椅子

意思伝達装置

その他

1ヶ月以内 2～3ヶ月以内 4ヶ月以上 無回答

3.9% 81.6% 13.1% 1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.計画的に装着等訓練を実施している b.装着等訓練は実施していない

c.部分的に実施している 無回答

35.5% 23.0% 8.1% 6.7% 5.3%5.9%
3.9%

3.2%

1.8%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

人員不足・体制不足・業務過多のため 知識・技能不足のため

一部実施している（していない） 利用者及び事業者に任せているため

確認してない 医療機関等で実施しているため

更生相談所が実施しているため 利用者から訴えがあった時だけ対応する

必要な場合のみ実施している その他



 
 

４４ 
 

分類 件数 主なコメント 

人員不足・体制

不足・業務過多

のため 

276 件 

補装具給付に携わっている職員は３人（正規職員２、非常勤職員１）

で、事務職であり、他の業務も兼任していて受付から決定までの業

務で手一杯のため 

職員数が少なく、使用状況の確認を全ての支給者について行なうこ

とは困難である。 

知識・技能不足

のため 
179 件 

障害や補装具についての専門知識が乏しく、訓練や確認を行っても

的確な判断ができないため実施していない。 

専門的知識がないため、装着等訓練及び実施観察を行っても分から

ないため。 

一部実施して

いる（していな

い） 

63 件 

担当者が兼務であり地域が広いため、近くに出向いた折に随時使用

状況を確認している。 

電話等で確認することがある。 

利用者及び事

業者に任せて

いるため 

52 件 

市と事業者との間で、補装具の交付及び修理の委託に関する契約を

結んでおり、事業者は適切な補装具の交付・修理に努めると共に不

備があるときは改修することとなっており、受給者へは不具合があ

った場合、市や事業者へ連絡していただくよう努めているため。 

補装具業者の巡回、定期的な声かけもあり、町では行っていない。

確認してない 46 件 

現在の体制では相談を受けて交付決定するまでが限界で一般的な

装具や義肢に関しては使用状況の確認を障害者宅を訪問して個別

に行う余力や時間的な余裕が無く、逆に障害者に確認の為に市役所

へ来てもらうことも難しい。 

随時、訓練実施を行政がしなくてはならない理由がわからない。 

医療機関等で

実施している

ため 

41 件 

定期的に通院されている方がほとんどであり、各医療機関で使用中

補装具の確認が行われているため。 

保健師が訪問に行った際に状況を確認している。 

更生相談所が

実施している

ため 

30 件 

県の更生相談所において、支給後に状況を確認しているため。 

相談支援センターにお願いする場合が多い 

利用者から訴

えがあった時

だけ対応する 

25 件 

申請から実物の照合まで深く話し合い、もし問題があれば連絡をい

ただけるよう話しているため 

不具合などが生じた場合は随時相談を受け付けている為 

必要な場合の

み実施 
14 件 

使用状況の報告が必要な補装具のみ実施。 

書類判定のケースなど必要に応じて確認している。 

その他 51 件 

給付券の受領者氏名、印をもって装着訓練等も実施済みとして処理

している 

ご本人に会った際に状況を確認することはあるが、訓練や観察を目

的として行うことはない。 

 



 
 

４５ 
 

Ｑ27 補装具費給付後に、利用者に対してどのようなフォローアップを行っていますか？ 

（複数回答可） ｎ＝795 

 

その他 ｎ＝27 

その他の自由記載（主なコメント） 

保健師による訪問等により実施 

利用者より相談があれば、事業者に相談するよう案内 

面接、訪問時に実地観察をし、使用状況及び不具合などを確認している。 

巡回相談のお知らせを行っている。 

計画的ではないが、施設訪問の機会や修理相談があった際に確認はしている。 

 

1

22

47

716

27

0 100 200 300 400 500 600 700

1

a.ハガキなどで状況を聞いている

b.一部の祖補装具については直接フォローアップを行っている

c.医療機関や事業者を通じたフォローアップを行っている

d.特にフォローアップは行っていない

e.その他



 
 

４６ 
 

Ｑ28 処方から完成までの間に、処方内容に修正・追加等をすることはありますか？種目毎

にその頻度を選択してください。 ｎ＝795 

 

73.2%

76.5%

81.4%

80.1%

83.1%

86.2%

85.8%

88.7%

82.1%

85.7%

90.6%

91.4%

89.3%

90.4%

87.4%

93.8%

94.8%

16.2%

14.5%

6.5%

6.2%

5.0%

1.3%

1.1%

1.3%

0.6%

0.6%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

3.1%

7.2%

11.7%

14.5%

17.5%

23.0%

2.5%

1.8%

0.9%

1.1%

0.1%

0.5%

0.3%

0.8%

0.9%

1.8%

1.0%

1.9%

0.4%

6.2%

8.7%

11.4%

4.2%

6.2%

1.1%

1.8%

4.0%

1.5%

4.3%

1.8%

5.7%

4.3%

5.0%

11.4%

8.3%

8.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

オーダーメイド車椅子

電動車椅子

装具

座位保持装置

義肢

補聴器

座位保持いす（児童のみ）

レディメイド車椅子

重度障害者用意思伝達装置

起立保持具（児童のみ）

眼鏡

歩行器

頭部保持具（児童のみ）

義眼

排便補助具（児童のみ）

歩行補助つえ

盲人安全つえ

ほとんどない まれにある かなりある ほぼ毎回ある 無回答



 
 

４７ 
 

Ｑ29 処方内容に修正・追加等をした場合に、業者が提出する見積もりについての対応はど

のようにしていますか？ ｎ＝795 

 

その他 ｎ＝55 

 

分類 件数 主なコメント 

更生相談所に相談 13 件 
内容により、障害者相談センターに相談して対応している。 

更生相談所に相談のうえ、金額を決定している。 

見積書を修正する 11 件 

追加や修正があった場合は判定書が再度送付されてくるため、 

それに合わせた見積書を作成してもらっている。 

業者に見積書の差し替えを依頼している。 

修正・追加事例が 

無い 
10 件 

追加、修正の実績ないが、あれば最終見積りと金額を合わせると

思う。 

状況に応じて対応 5 件 修正・追加に至った経緯やその内容に応じて個別に対応している。

基準額に合わせた

給付を行う 
5 件 基準額を超える分については自己負担とし、決定を行っている 

判定書通りの 

対応をする 
4 件 

判定書の処方に修正・追加は行わない。判定書どおりの支給決定

しか行っていない。 

再判定をする 2 件 
処方内容が変更になる場合は一度取下げ、改めて申請し直しても

らっている。 

判定書を修正する 2 件 
判定書とは異なる金額で給付を行うこともあれば、判定書の修正

を行ってもらうこともある。 

その他 5 件 

支給決定後、修理対応としている。 

市町村の判断で、判定書とは異なる金額で給付を行ったが、更生

相談所に経緯等の報告を行った。 

22.5% 4.2% 50.7% 13.4% 9.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.最終見積もり金額は、処方内容の金額以下とさせている

b.市町村の判断で、判定書とは異なる金額でも給付を行っている

c.判定書の追加・修正を依頼し、最終見積もりと金額を合わせている

d.その他

無回答

22.8% 19.3% 17.5% 8.8% 7.0%8.8%
3.5%

3.5%
8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

更生相談所に相談 見積書を修正する 修正・追加事例が無い

状況に応じて対応 基準額に合わせた給付を行う 判定書通りの対応をする

再判定をする 判定書を修正する その他



 
 

４８ 
 

 

 

Ｑ30 補装具費の申請から支給決定等の業務の中で、貴市町村において、最も大きな課題と

思われる内容を以下の「１～31」の項目から最大３つ選択し、「その具体的な内容」と「貴市

町村が提案するあるべき姿（理想像）」を記入してください。 ｎ＝795 

 

197

110

101

93

84

82

82

71

63

62

60

55

51

42

33

20

17

16

15

13

12

11

11

11

10

7

2

47

317

0 50 100 150 200 250 300 350

補装具に関する知識が乏しい

児童の支給決定が難しい

「必要」と「欲しい」のすみ分けが難しい

介護保険とのすみ分けが難しい

製作後の適合判定や使用状況の確認が難しい

フォローアップの体制が確立していない

補装具に関する研修機会がない

利用者ニーズの多様化が進み、真に必要とされる補装具の判断が難しい

申請から支給決定にかなりの時間を要してしまう

厚生労働省が定める「算定等に関する基準」や

「事務取扱要領」を理解することが難しい

耐用年数未満で再支給を要求されることが多い

意見書の内容が物足りない（利用者の要望のみが記載されている、な

ど）

同一種目で複数の支給を希望される場合の対応が難しい

高額や高機能な補装具を申請される場合の対応が難しい

実物と見積書の明細に記載された完成用部品等の突合が難しい

意見書の記載内容に不備が多い

申請の段階で既に製作が開始されている、あるいは製作済みであること

が多い

児童から者へ移行する18歳直前に、明らかに駆け込み申請と思われる必

要以上の申請が多い

製作事業者と利用者の間で必要な型式が決まっている場合が多い

申請された補装具が使いこなせるか不安に感じることがある

更生相談所との顔の見える関係や連携が不足している

特例補装具を希望されるケースが多い

基準額の範囲内での支給が難しい

医療保険と異なるなど、手続きが異なることを理解してくれない

申請から支給決定、利用状況の管理までシステム化されていない

意見書の記載内容を理解することが難しい

補装具と日常生活用具で類似した種目があり、判断が難しい

遠隔地（離島など）の利用者への支給体制が確立していない

その他

３ 現行制度における課題と提案 



 
 

４９ 
 

【補装具に関する知識が乏しい】 ｎ＝317 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

知識全般に 

関すること 
82 件 

補装具の種類・機能が多様で複雑

なため、具体的な箇所の機能など

わかりにくい。 

直接・書類・市町村判定と分かれ

ていて、事務が煩雑であり誤りも

起こりやすい。 

補装具に対する知識を増やすこ

とが必要である。 

写真付のマニュアルや視覚・聴

覚以外の出張研修があると知識

を高めることができると思われ

る。 

補装具の構造を理解し、イメージ

することができない。 

補装具の構造を理解し、障害者

が利用する様子をイメージす

る。 

人員・体制に 

関すること 
77 件 

補装具支給は多くの業務のうち

の 1つであり、専門的な知識の習

得は困難。 

専門的な知識を持ち、補装具の

必要性を判断し、適合判定、装

着等訓練を行うことのできる職

員を配置することは困難。 

児童の補装具など医学的意見書

に基づく判定は更生相談所が行

うことが望ましい。 

町担当職員は 3 年程度で異動が

あるため、年 1 回の研修のみで

は、補装具やそれらに係る制度へ

の理解が深めることが難しい。 

初級・中級に分けた研修を定期

的にお願いしたい。 

判断に 

関すること 
54 件 

補装具に関する専門的知識が乏

しいため、申請者の障害状況・生

活状況に沿った支給であるのか、

判断に迷うことが多々ある。 

担当者が知識を得る機会（研修

等）をつくるか、専門職等の連

携が必要と考える。 

壊れたと修理に来られても、本当

に壊れているかわからないので

業者に頼っている。業者が本当は

壊れていないのに修理の見積り

をあげてもわからない可能性が

ある。 

2 つ以上の業者に確認してもら

う。 

相談・アドバイ

スに関するこ

と 

34 件 

市町村は、補装具の支給決定事務

を行うにあたり、実際の使用者と

直接関わるため、その人の障がい

の特性やそれに対応した補装具

の知識がないと、適切なアドバイ

スができない。 

補装具やその補装具に対応する

障がいの特性を理解すること

で、実際の使用者の今後の生活

を見据えたうえで、その人にと

って必要な補装具の支給につい

てアドバイスができる。 

補装具に関する知識がないため、

具体的な相談には対応が出来な

い。見積書を見てもそれぞれの部

品や用具がどのようなものかが

分からず、種類も多いため、違い

や特徴がわからない。 

 

 

職員数の少ない市町村では、専

門職員の配置も難しいので、保

健所単位などで、専門で相談、

対応してくれるところがあると

良い。市町村は支払事務のみ行

う。 

 



 
 

５０ 
 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補装具に触れ

る機会・学ぶ機

会に関するこ

と 

31 件 

補装具の年間の支給件数や支給

の種類等が少ない。実物を見るこ

とも殆どなく専門的な資料等も

無いため、特に市の判断である小

児の装具については今現在の身

体の状況や今後の成長過程に「必

要」なものか、「欲しい」「有れ

ば便利」などレベルなのかのすみ

分けが難しい。 

理想としては、大人の場合は更

生相談所の判定時に立ち会う。

小児の場合は意見書作成のため

の病院受診時に立ち会うことが

望ましい。 

時間・業務量に 

関すること 
15 件 

各区の事務職員では補装具に対

する知識が乏しいため、更生相談

所への問い合わせが多くなり、業

務量が増加する傾向にある。 

補装具に対する知識を身に付

け、現場で要・不要等の判断が

できるようにするとともに、そ

の判断が各区間において同じで

ある。（各区間で差が無いよう

にする） 

同じ補装具でも数種類あり、単価

や耐用年数の確認時に、時間や手

間がかかる。 

種類についても詳細なマニュア

ルを作成してほしい。 

見積書を一目見て判断できる記

載をすべての業者に行ってほし

い。 

その他・未記入 30 件 

医師からの意見書事業者からの

見積書は、そのまま判定依頼して

いるため、相談所から確認を要す

る事案が発生する。 

行政や医師より事業者の方が専

門性があり、見積書通りとなる

ことが多い。 

 

【児童の支給決定が難しい】 ｎ＝197 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

判断に 

関すること 
103 件 

児童の補装具は、原則市町村で

支給決定できるが、高額なもの

が多い。必要性について意見書

で判断せざるを得ないが、真に

必要かどうかの判断が難しい。

統一した基準で支給決定ができ

るよう、更生相談所での判定事

務が必要と思われる。 

児童については、意見書を更生

相談所に求めているが、支給決

定は町になるため、判断が難し

い。市町村間で支給決定に差が

出ると関係機関に混乱を招いて

しまう。 

児童についても更生相談所で統

一した基準で判定をしてほし

い。 



 
 

５１ 
 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

以下の項目も児童に関すること

である。児童の補装具の意見書

は主治医が作成しているが、保

護者より聞きとりすると状況と

違っていたり、あるものは主治

医の診察はなく業者の見積や装

具の購入をすすめ、主治医が意

見書を記入しているようなこと

も聞こえてくる。また意見書の

状況、必要性が合致していない。

家族が自宅では使えないがすす

められたなど、必要性がみいだ

せないものもある。 

町から主治医に再度、意見を求

めても返答が返ってこなかった

り、適切な回答が得られず、感

情が先行しているような返答を

されることがあり、適切な支給

決定を行うことに苦慮してい

る。これらのことを考えると、

児童補装具においても県、更生

相談所での適切な判定があるべ

きだと思う。 

複数申請に 

関すること 
29 件 

学校用と自宅用など同種目のも

のの複数交付の考え方や、支

給・修理に当たって意見書の必

要性の有無の判断があいまいで

あり市町村ごとによって異な

る。 

児童の補装具給付のマニュアル

の作成など、統一した考え方も

のと支給決定を行う。 

児童については、学校用と家庭

用の希望があり同一種目で複数

の交付申請がある。また、成長

に伴い短期間で新規交付申請が

される。 

成長に伴い合わなくなった補装

具（車椅子）については、学校

や施設で一時保管し、利用した

い児童や者が現れた時に修理等

で順次対応できるように調整し

て頂けないか。 

特例・高額補装

具に関するこ

と 

23 件 

児童で高額な補装具の申請があ

った場合、真に必要なのかどう

かの判断が困難。 

意見書に「必要だ」という内容

の記載があれば、支給せざるを

得ない状況。 

補装具の知識、理解のある医師

に意見書を作成していただきた

い。 

車椅子や座位保持装置は福祉機

器展などを見に行き外国製の高

額な物や新型機種を希望する親

が多い。 

交付後の業者のフォロー（成長

対応修理等）が不十分な場合が

多いと利用者から聞いている。

業者の研修もより必要と思われ

る。 

耐用年数内で

の申請に関す

ること 

23 件 

成長に伴い、毎年のように装具

を希望されるケースがおり、意

見書には、成長に伴い必要とし

か記載されていないため、更生

相談所に助言依頼するが、市町

村判断になりますといわれるた

め、判断に迷う。 

児童の交付について、市町村判

定になるが、更生相談所の判定

も必要ではないか。 



 
 

５２ 
 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

 

児童の場合、複数の補装具を交

付することが多くあるが、それ

ぞれ成長と共に障がい状態や体

型に適合しなくなるため、耐用

年数前に再交付することが多く

ある。 

似たような装具を交付すること

が多いため、業者が引き取り、

格安にて再利用（レンタル等）

できるものは、そのような仕組

みがあるとよいのではないか。

制度に関する

こと 
13 件 

大人は更生相談所が判定するの

に、何故児童は市町村判断にな

るのか。 

大人も児童も判定は更生相談所

がするべき。 

特に車椅子は労災や介護保険の

他方優先制度があり利用者には

わかりにくい。補装具の制度で

あれば無料で購入できるものが

介護保険では１割負担のレンタ

ルになるため理解が得られにく

い。 

利用者にとってはただ「車椅子

がほしい」ということが、制度

上の都合だけで振り回されるた

め、わかりやすい制度が必要。

その他・未記入 22 件 

就学前に入学予定の学校から、

学校用の補装具を作るよう保護

者に話があることが多く、状況

変化の著しい児童においては、

入学前に作ると、本児に合わな

いものになってしまう可能性が

ある。 

本児が入学後、学校環境に慣れ

てから製作することが望ましい

と思われる。 

また、学校と連携を図っていく

必要もある。 

病院のセラピストが自らの意見

を「専門家」という立場で、支

給の疑義等を強引に主張して推

し進めようとする。 

支給決定に関して、各自治体に

セラピストの配置義務があれば

良い。 

 



 
 

５３ 
 

【「必要」と「欲しい」のすみ分けが難しい】 ｎ＝110 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

判断に関

するもの 
48 件 

補聴器両耳装用や耳あな型を希望

された時、教育上又は職業上の理

由でない場合の対応が難しい。 

医師への意見書の記入方法を示し

て欲しい。 

必要性の判断が難しく、購入後有

効に活用していないケースが見ら

れる。 

現状の体制では、使用環境、生活

状況等の把握は本人の申し立てに

よる他なく、きめ細かい調査を行

い必要性を判断する必要がある。

具体的に必要な理由を聞けば聞く

ほど、困っている状況がわかって

きて必要ないと断定しにくくなっ

てしまう。 

真に必要なものであることを丁寧

に聞き取り、知識に裏づけされた

判断ができること。 

制度に関

するもの 
9 件 

耐用年数の経過ごとの再交付申請

や一定期間ごとの修理申請（バッ

テリー、タイヤ及びチューブ交換）

など経常的な制度利用が見受けら

れる。 

低所得であっても相応の自己負担

が発生するなど、価格競争原理や

使えるうちは使うというインセン

ティブが働く制度とする。 

要望に関

するもの 
37 件 

本人にとって必要性よりも「欲し

い」という家族等による相談が増

えている。 

補装具に関する知識を有する相談

支援事業者等が地域の中で身近に

相談を受け付け、アドバイスでき

るとよい。 

補聴器を購入希望であっても自分

の希望するタイプの補装具ではな

く、窓口で苦情を言われるケース

がある。 

欲しいニーズに対して、必要であ

ることや、補助できる品目に限り

があることを十分に説明し、理解

を得る工夫が必要。 

補装具に対して、本人が考えてい

る必要性と、聞き取った結果や医

師の意見書から判断できる必要性

との間に距離がある場合に制度の

趣旨等を説明しても理解してもら

えないことがある。 

補装具のハード面からの支援だけ

でなく、使い方のコツなどのソフ

ト面からの支援も充実させ、本人

にとって必要十分な補装具を提供

できるシステムをつくる。 

特に学齢時を迎えた児童の申請に

おいて、本当に必要な物か、あれ

ば便利な物かの判断に苦慮する。

必要な物、欲しい物、便利な物、

との間に明確な支給条件における

線引きをする。 

手帳に表記された障害を原因とせ

ず、老齢による単純な筋力の低下

等を原因とした補装具の申請が多

い。（筋力低下で弱った足腰を支

えるために装具を申請する等。）

補装具が身体障害者の失われた身

体機能を補完又は代償する用具で

あることを、申請者に広くご理解

いただき、その範囲内で制度を最

大限に活用していただきたい。 

その他・未

記入 
16 件 

実際に判定会を経て支給決定して

も、その後利用していないケース

があるなどその補装具の必要性が

あったのか疑問に思うことがあ

る。 

申請を受け付ける際に利用する場

面などの確認を行うことや、支給

後実際にどのように利用している

かなどの確認を行う。使い方がわ

からず利用が定着しないなど、そ

の理由によって相談機関の紹介な

どを行う。 



 
 

５４ 
 

【介護保険とのすみ分けが難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

介護保険対象者に車椅子を購入したいと、施

設関係者等からの相談が多々あり。既成品レ

ンタルで対応可能と思われるが、補装具での

申請を希望されるケースが多い。介護保険優

先の理解が乏しい。 

介護保険施設職員、ケアマネージャーへの制

度理解と共通認識が必要。 

介護保険対象者が車椅子等の支給を希望され

るケースが多い。補装具では原則１割負担す

れば購入できるのに、介護保険では貸与にな

るため継続的にお金がかかるためと思われ

る。 

申請者に対して制度の違いを周知し、申請者

にとってメリットのある制度を導入する。試

用期間は介護保険貸与を利用し、正式には補

装具を製作する等。 

介護保険施設入所者、在宅者等、個々の状況

により給付が適当かどうかのグレーゾーンな

人が出てしまう。 

どのような状況でも明確に判断出来る指標

があれば良い。 

 

【製作後の適合判定や使用状況の確認が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

全てのものについて適合判定や使用状況の確

認が出来ない。医療機関任せになったり、市

職員が訪問する機会がある際に確認する程度

である。 

支給決定後６ヶ月を目安に使用状況の確認

のはがきを送るなどフォローアップ体制の

整備の必要性がある。適合判定には医学的な

専門知識が必要であるため、チェックシート

など国としての基準があるとよい。 

補装具交付に対応するまでの相談や確認が業

務上の限界で交付後の適合判定や使用状況の

確認までする時間的な余力はない。また合併

により市域も拡大しており移動時間だけで確

認に要する時間以上にかかる恐れもある。 

相談や給付事務に従事する事務職と確認の

為に訪問するワーカー職に分けて対応する

か確認部門は業者に委託。 

意見書を作成した医師が適合判断を行うとあ

るが、医療機関が遠方であったり、診察料が

かかるためわざわざ適合判断のために受診す

ることは難しい。 

適合判断のための診察料は無料にする。さら

に別の医師の判定でも可とするなど。 

 

【フォローアップの体制が確立していない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

支給決定及び補装具費の支払まで行えば、事

務処理完了とする認識が強い。 

フォローアップにより支給後のトラブルの

解消・軽減を行い、また、申請者と事業者と

の繋ぎ役的機能を担う。 

外出ができない等の理由で補装具の申請がで

きない方たち等へのフォローアップ体制が不

十分である。 

全戸訪問にてニーズを掘り起こした上で、更

生相談所ではなく、区市町村の判定にて決

定、フォローアップできるような体制。 

使用後の感想を尋ねる機会を設けていないの

で、利用者の感想が分からない。また、改善

すべき点などの知識が深まらない。 

支給決定通知の送付と同時に使用後の感想

アンケートを送り、返送してもらうようにす

る。 

 



 
 

５５ 
 

【補装具に関する研修機会がない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補装具支給決定を行っている者が一般事務職

で、補装具等の専門的知識が乏しい中で、児

童の支給決定は市町村で行う必要があるた

め、判断に迷うこともある。 

補装具の基礎知識についての研修のみなら

ず、児童補装具支給決定についての研修も実

施してほしい。 

年１回の福祉総合相談所事務説明会の研修が

あるが、補装具に関する説明が２Ｈ程度なの

で、初心者には不十分なところがある。 

経験年数によって研修内容を変えていただ

きたい。問い合わせの多い事例など具体的な

内容を教えていただきたい。 

研修機会がないため、自らインターネット等

を使ったり、更生相談所に相談するなどして

窓口対応したり、学習したりしている。 

個人の知識や能力を高めたり、基本的な内容

を学ぶような機会が欲しい。 

  

【利用者ニーズの多様化が進み、真に必要とされる補装具の判断が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

新たに開発された足こぎ車椅子（Profhand)申

請要望があった。リハビリ的要素が強いこと

やフォローが難しい点や他の車椅子で対応で

きるなどの理由で補装具で認めるのは難しい

との更生相談所からの助言であった。 

新たに開発された補装具については、どのよ

うな身体状況の人に適しているか、補装具と

して給付が適当である用具なのかなどの情

報提供をしていただき、できるだけ特例もし

くは差額自己負担などの方法で要望に応え

られるべき。 

完成用部品などで高性能の新商品が出てくる

が、利用者もデモで体験出来ることから購入

希望に繋がることも多々ある。取扱基準を伝

えるが、様々な理由を挙げながら、判定等の

手間のない簡易な購入を求めてくる。 

現状では取扱基準を伝えて理解してもらっ

ているが、本人の体に合っているものをスム

ーズに提供出来ることが一番良いと思われ

るし、完成用部品のくくりがもう少し緩くて

もと思う。（緩すぎも逆に問題とは思うが）

自立支援法の補装具費支給制度の趣旨であ

る、失われた身体機能の補完又は代償する機

能以上の補装具を要望されることがある。（支

給基準と比べて遥かに高額な補装具等） 

補装具を必要とする方に、制度の趣旨を広く

ご理解いただき、その範囲内で制度を最大限

に活用していただきたい。 

 

【申請から支給決定にかなりの時間を要してしまう】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

品目にもよるが、支給申請から支給決定まで

２～３か月かかるので申請者から催促の問い

合わせがある。 

補装具の判定～作製～支給決定まで時間が

かかるのは物理的にある程度仕方のない部

分があるため、申請者と補装具作製状況の連

絡を密にしていきたい。 

判定を要する場合は特にそうだが、申請後判

定を受けて判定書の交付後の支給決定となる

為、数か月単位は時間を要してしまう。 

判定の日時も会場も限られている為、判定を

受ける機会の拡充を図る。申請→判定→判定

書の交付→支給決定までのそれぞれの事務

的な作業の効率化でスピーディーに支給決

定を実施する。 

義足、装具の破損については、至急に修理を

行う必要性が高く、修理実施後に制度利用を

相談される場合がある。 

修理は、緊急に対応する必要があることか

ら、クーポン方式など申請→決定がなくても

利用でき、公平性が担保される制度とする。



 
 

５６ 
 

【厚生労働省が定める「算定等に関する基準」や「事務取扱要領」を理解することが難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

毎日の業務が多忙であり、通知・指針等を読

み込む時間が無い。意見書と見積書の整合性

及び基準額のチェックはできるが、それ以外

のことは専門的な知識が必要となり理解困

難。 

補装具制度についての分かりやすいマニュ

アルの作成。関連通知や法令等をまとめたＨ

Ｐの作成。 

事務取扱要領、算定基準、完成用部品などを

理解して、支給決定から適合、確認、フォロ

ーまでに関わるには相当の専門知識が必要で

ある。 

県や近隣市町村等と協力し、適正な規模で、

補装具費に関する専任(専門)職員を配置す

る。 

算定基準の理解が容易でない。項目によって

加算可能なものや、消費税法との関係の

３％・５％加算、基準額の 100 分の 95 とする

もの等、見積もりとの確認が難しい。 

わかりやすい一覧表のようなものがあれば、

スムーズに対応でき、支給金額を間違える危

険性もない。 

 

【耐用年数未満で再支給を要求されることが多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

耐用年数前であっても新規支給は市町村の判

断により可能とされているが、その市町村の

判断に要する基準や見解が不明瞭であり、真

に耐用年数前の新規支給が適切であるか判断

に苦しむ件がいくつかあった。 

単に市町村の判断とするだけでなく、様々な

事例を提示することにより、判断の基準をで

きるだけ明瞭にしていただきたい。 

耐用年数内の再支給について、新規申請と同

様の書類一式が必要となること、及び意見書

の内容が補装具の必要性を求める旨の内容が

必要となっていること。 

既に必要として交付されている方に対して、

補装具が必要かどうかの意見書の提出を求

めることは失礼に当たるのではないかと考

える。省略可能となることを求める。 

聞取り調査をすることで状況が把握できるこ

ともあるが、車椅子・電動車椅子・義足・装

具など、目に見えない歪みや劣化、消耗等に

ついては専門的知識が必要であり、職員によ

る判断のみでは難しいことがある。 

業者から証明書（報告書）等で確認している

場合もあり、様式を定めていくことで分かり

やすくする。 

 

【意見書の内容が物足りない（利用者の要望のみが記載されている、など）】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

意見書に合わせて補装具を作るというより必

要な補装具に合わせて意見書を作成される場

合が多い。求められるままに作成された感じ

の意見書が多く、医師の立場から見た具体的

な必要性について記載されていないことがあ

る。 

意見書を作成する医師にも補装具の支給基

準を理解いただいた上で、補装具の必要性に

ついて記載していただけると適切な支給に

繋がると思う。 

補聴器の意見書に、処方が必要な理由を記入

する欄があるが、記入欄が狭く、補聴器が必

要な理由は記載されているが、耳かけ型、耳

あな型、骨動式などの処方が必要な理由が記

載されていない。 

耳かけ型、耳あな型、骨動式など、処方ごと

に必要な理由の選択肢を設けて、指定医が○

をつけ、空欄に補足を付け加える形式の意見

書が良い。 



 
 

５７ 
 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

「四肢体幹機能障害のため」など障害名だけ

記入されているようなことが多い。また、「知

的障害」、「脳性麻痺」のためなどとの記入

はあるが、具体的な装用効果・医学的所見の

記入が無いか足りないことが多い。 

補装具が身体機能をどのように補完し得る

のかなどの装用効果を具体的に記入する。ま

た、補装具の構造・部品がその処方でなけれ

ばならない理由を具体的に記入する。 

 

 

【同一種目で複数の支給を希望される場合の対応が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

複数交付を希望されているが、更生相談所の

判定の結果、決定が１個しか下りなかった時、

他の人は複数交付されているのにどうして自

分は１個しか決定が下りないのかと不満に思

われることがある。 

申請者や業者に対し、複数交付の決定は誰で

も必ず下りるものではないということを申

請段階で確実に伝えていく。 

児童について、生活の場所や教育現場で複数

必要とされている。しかし、１８歳になると

更生相談所の判定となり今までどおりの利用

ができないことで保護者が苦慮され、また市

町村においても保護者の理解を得るのが困難

な状況。 

児童のときから専門機関での判定を行ない、

必要に応じて支給決定する。 

同一種で複数の交付はできないが、補装具が

壊れると生活に著しく困難になるため、壊れ

た時のための補装具を希望してくる場合があ

る。 

壊れると著しく生活に困窮する補装具につ

いては、柔軟に対応すべき。 

 

【高額や高機能な補装具を申請される場合の対応が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

特に児童の場合、車椅子に関して高額なもの

を申請される場合がある。18 歳以上の身障者

については更生相談所に判定依頼するが、身

障児については意見書で市町村判定してお

り、医師の意見書のとおり支給している。 

身障児については、心身の発育過程の特殊性

を十分考慮する必要があり、身障者のように

専門的な判定機関があることが好ましい。 

座位保持装置付車椅子等は高額で、判断は困

難。輸入品であったため、部品も番号で記載

され、内容が全く分からなかった。 

医師もなぜ輸入品でなければ対応できない

障害者なのかきちんと意見書に理由を書く

べき。 

義肢や補聴器の申請で基準外のものの交付申

請があったとき、市町でできるだけ詳しく聞

き取りし、書類を添付してくださいとの指導

がある。 

市町での聞き取り内容の詳細が見えず、こち

らも判定時にどのようなことを質問すれば

よいのか分からず困惑する。何度もお客様と

やりとりするのも障害上難しいので、具体的

な質問事項を示してほしい。 
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【実物と見積書の明細に記載された完成用部品等の突合が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

専門的知識がないため、修理は業者からの見

積書どおりに決定しており、実際に見積書の

明細に記載されている修理がすべて行われて

いるかなどの疑問がある。 

補装具製作事業者に対する国等の実地監査

など、第３者のチェック機能があれば、信用

して決定することができる。 

完成された補装具の詳細部品の知識がないた

め、適合判定など市町村だけでは行うことは

困難である。 

適合判定を更生相談所が立会いのもと行う

ことが今年度から県の指針に出ているので

知識の乏しい市町村職員だけでの判定には

ならなくなると思われる。 

事業者から見積りをもらって審査しようとし

ても、実物がわからず機能や必要性を理解す

るのに多大な時間と労力を要する。 

完成用部品等の写真や機能等をインターネ

ット上で閲覧でき、支給決定までのスピード

アップが図られる。 

 

【意見書の記載内容に不備が多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補装具の意見書に記載の不備や誤りがあり、

意見書の修正や追記を郵送で依頼することが

あるが、医師へ制度の説明をしなければなら

ないこともあり、郵送上でのやりとりに難し

さを感じる。 

意見書の様式に記載されている「注意書き」

をわかりやすくし、医師にも記載の際には確

認をいていただきたい。 

市で交付可能な車椅子について、附属品の要

否と見積書が整合していない場合がある。書

類判定(補聴器等)で、意見書の不備を医師へ

指摘することに対しと、県によって様式や必

要事項が異なることに対し苦情がある。 

指定医が意見書の記入方法について共通の

理解を持つ。医学的判断を行う更生相談所

が、指定医に対し適切な指導を行う。 

第１５条指定医でない医師の処方が提出され

る。 

病院に意見書、処方箋は、１５条指定医が記

入することを、もっと認識してもらう。 

 

【申請の段階で既に製作が開始されている、あるいは製作済みであることが多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

申請段階で補装具を準備してもらっている状

態で、判定内容と相違する結果につながる場

合がある。 

特に補聴器は、申請段階で購入するものが決

まっている場合が多くみられる。 

一人ひとりに適切な形で作製されることが

求められているので、任せられる部分には任

せたい。（⇒事前作製が許可される事業者を

指定する） 

任せられない事業者は排除する。 

申請時に何も言われないが、緊急時の修理に

ついては事後申請もあるのではないかと思わ

れる。 

修理の場合でも書類を整え提出し決定通知

が届くまでにはやはり時間を要す。緊急を要

すなど時と場合によるのではと思われる。 

児童の場合成長が著しいため、支給決定を待

ってから補装具の制作に取りかかると見積書

との齟齬が発生したり、きつくなった装具を

履き続けることで障害に影響が出たりすると

の理由から、支給決定前に制作に入る業者が

ある。 

実情をふまえた補装具費支給制度であるこ

とが望ましい。 
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【児童から者へ移行する 18 歳直前に、明らかに駆け込み申請と思われる必要以上の申請が多

い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

者だと更生相談所での判定になって、もらえ

るのが厳しくなる、というイメージがある。

児童だと意見書に「成長による不適合のため

再支給が必要」と医師が記入していれば出さ

ざるを得ないため、者に比べて支給の判断基

準が緩やかになりがちである。保護者は病

院・業者等に言われるままに申請していると

思われるケースが見受けられるため、本当に

必要なものがあったときに既に支給できる個

数いっぱいで申請できないことがある。 

者と児どちらも条件が同じであれば、判定基

準や結果は同じであることの徹底。成長を見

通した長期的な支給計画、状況に応じて真に

必要な支給申請などを行政・業者・保護者で

共有する仕組み。 

医療機関や業者から「障害者」へ移行すると

装具が出難い、判定手続きが大変などと言わ

れて申請に来ることが多い。 

18 歳以上について都道府県更生相談所が判

定する種目を医学的見地等からの確認が必

要な義肢、電動車椅子、座位保持装置とし、

それ以外を市町村限りで支給決定すると法

令等で規定し、全国で統一した基準とする。

 

 

【製作事業者と利用者の間で必要な型式が決まっている場合が多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

肢体不自由の指定医師であれば誰でも意見書

が作成できることとなっているため、大半の

医師は補装具に対する知識が浅く、本人や業

者の意向で意見書が作成されている。 

補装具の意見書を作成できる医師は十分な

知識と判定能力を有し、的確な処方を行なえ

ることが必要である。 

今の生活状況に合わせて、効果と経済的負担

などを考慮して、業者が対象者に補装具を提

案している様子が感じられない。対象者は業

者の言われるままであることが多い。 

業者が利益だけに走らないように、必ず、第

三者を補装具選定に参加させる。また、対象

者自身も研修などを通じて、補装具の知識を

持てるように促したい。 

特に児童の再交付申請について、申請者自身

の意思というよりは、一部の業者から申請者

（顧客）への「そろそろ新品がほしいのでは」

という定期的なアプローチによってなされて

いるように感じられる。 

申請に関して訪問調査を行い、真に支給が必

要かどうか判断できるだけの、時間と知識を

持つべきである。 

 



 
 

６０ 
 

【申請された補装具が使いこなせるか不安に感じることがある】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

せっかく交付しても十分に活用されていない

補装具もあり、適応状況について確認が必要

である。(特に高齢者への義足等） 

十分に利用状況を確認するシステムが必要

である。治療用義足から本義足への申請に際

して、業者主導で行われることを防止する必

要がある。 

学校で使用するからどうしても必要と申請が

あり、支給決定しても、体調が悪くてほとん

ど学校に行けていない状況を知ると高額な補

装具がもったいないと思います。 

学校で使用するものは、個人所有ではなく、

学校備品にして、業者と学校が連携して一部

分を調整したり、取り替えたりして使用して

もらいたいです。 

耳穴型の補聴器が差額自己負担で購入できる

ことになっており、高齢の方が外見から耳穴

型を購入希望される事が多い。しかし、紛失

する、操作しづらいといったことは多い。 

補聴器など装用するものは説明用の模型が

あるとよい。 

 

【更生相談所との顔の見える関係や連携が不足している】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補装具の納入後の確認など、市町村の職員は

実際に見ていないのでその人にあった補装具

かどうかが確認できない。受領者のサインと

押印のみで確認している。 

理想は、市町村の職員も現場にいって、所定

のチェックリストや写真などをとるなどし

て確認すること。不正に受給しようとすれば

できないこともない。 

文書だけのやりとりになっているため、不足

している内容があると確認作業に手間取るこ

ともある。 

相談所等との連携を深め、お互いの状況を報

告する必要あり。 

 

【特例補装具を希望されるケースが多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

お客様の様々なニーズに合わせ特例申請の補

装具が多くなり、支給決定まで慎重に検討す

るため要する時間が多くなる。 

個別ケースに合わせ、特に児童に関して、迅

速に支給決定ができるよう努める。 

児童は特例補装具の申請が多いが、更生相談

所の判定もなく、支給基準もないため判断が

難しい。 

児童は成長に伴い変化も早いので、従来どお

り市の判断でよいと思うが、支給マニュアル

を作ってほしい。 

補装具製作事業者、リハビリ職より特例補装

具で認めて欲しいとの申し出があり、申請に

あたって、理由書等の資料の提出を求めたと

ころ、市や県での決定に時間がかかりすぎる

とのクレームを受けたケースがあった。 

補装具製作事業者、事業所職員等が、補装具

費支給（障害者自立支援法）の法的な理解を

踏まえた上で、利用者に対応する。 
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【基準額の範囲内での支給が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補聴器など、流通価格や業者の進める装具と

基準額の間に大きな価格差が生じる場合に申

請者の理解を得るのが難しい場合がある。 

基準額に近い価格の装具と高額の自己負担

が生じる装具について利用者の方にその違

い等を良く理解しただいたうえで申請をし

ていただく必要がある。 

補装具によっては、基準額をかなり上回るも

のがあり、申請者の負担が大きくなるケース

がある。 

申請者の負担が少なくなる。 

 

【医療保険と異なるなど、手続きが異なることを理解してくれない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

医療保険の方が手続きが面倒なためか、補装

具で対応してほしいという訴えを受ける。医

師側も医療保険での作成を理解してくれない

ことがある。 

病院側でも義肢装具については、医療保険を

念頭に置いた対応をしてほしい。市だけが申

請受理を拒む悪者になってしまうことがあ

る。 

治療用装具として出る装具を、補装具で申請

し、業者から聞いたら治療用装具か補装具か

を選べたと答えられた。 

業者と申請者に対して制度の周知が必要。 

 

【申請から支給決定、利用状況の管理までシステム化されていない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

①アナログ管理をしているので、いつ頃購入

したものなのか、障害福祉で支給した補装具

かどうかなどの確認に手間取る。  

②補装具の調査依頼があった際、データ作成

に時間がかかる。 

① 前等の検索で、今までの申請や支給等の

履歴一覧が閲覧できる。  

② 条件入力で、支給件数等を項目別に出力

できる。 

長年の支給歴のある人や複数の補装具の支給

を受けている人の現況を把握することが難し

く、また多数の支給対象者の手続状況を同時

進行で管理することが難しい。 

過去データの入力作業が困難であるが、情報

システムで一元的に管理すると良い。 

 

【意見書の記載内容を理解することが難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

専門的な知識が乏しいため、市町村判断とな

る補装具については適正なものかどうかの判

断が難しい。 

担当者の知識向上はもちろん、近隣で専門家

に直接相談することができる機会を多く確

保できる体制があると良い。 

専門的知識がないため、本当に必要なものな

のか判断が難しい。 

医師に詳細に記入してもらうよう依頼して

いただきたい。 
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【補装具と日常生活用具で類似した種目があり、判断が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

同じ杖でも業者によって、補装具で見積書を

出す業者と日常生活用具で見積を出す業者が

あった。 

杖の種類で補装具なのか日常生活用具か区

別するべき。 

類似した種目は整理して、わかりやすくして

欲しい。 

構造や単価に応じて、修理できないものは、

日常生活用具にする等、補装具の種目を減ら

し、判断しやすくしてもらいたい。 

 

【遠隔地（離島など）の利用者への支給体制が確立していない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

村内に意見書を作成出来る医師や、補装具の

業者もないので、申請者が島外に出なければ

作成出来ない。（年１回の巡回相談のみ） 

巡回相談の回数の増と、聴覚・視覚の業者も

来島希望 

 

【その他】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

レディメイドの車椅子についてメーカーでオ

ープン価格としている場合があり、附属品の

加算をどこまで認めてよいのかわからない。

レディメイドの車椅子については、標準価格

がすべて示されている。 

医療保険 3割負担（償還払い）、障害者福祉 1

割負担（代理受領払い）と適用制度により負

担が変わり、申請者の理解を得るのが困難。

医療保険・介護保険・障害者福祉間のシーム

レスな制度活用。 

製作後の適合判定や完成用部品の確認等、当

市が実施できていないことについて、実施に

向けてのノウハウやシステム等の知識が無

い。 

他市の実施状況や実施市町村の取り組み方

法等について意見交換や研究する機会をつ

くり、互いにフィードバックして改善へ繋げ

る。 

市町村においては、判定できない装具につい

ては、障害者総合相談所において判定を行っ

ているが、どれが市町村の判断で可能かとい

った判別が難しい。 

ワンストップサービスの観点からも支給決

定機関・判定機関の集中を行い申請者も申請

しやすい体制づくりが必要。 

補装具の修理に対する明確な基準(耐用年数

など)が設けられていない事。新しい補装具を

交付して古い補装具は破棄されているはずな

のに不正にその古い補装具の修理申請を出し

てくる事がある。 

修理に対しても事務取扱い要領を作成して

ほしい。不正行為が発生した時の対応策、防

止法、罰則を作成して欲しい。 
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Ｑ31 下記のそれぞれの区分における申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難し

い事柄について記入してください。 ｎ＝189 

【種目、名称、型式又は修理部位、耐用年数等に関すること】 

 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

耐用年数に 

関すること 
87 件 

生活状況による消耗の程度が違

うため、耐用年数内の要望があ

る。修理の頻繁な要望がある。 

耐用年数内の場合は利用状況を

確認するが、判断が難しい。 

児童の支給決定について、耐用年

数内であっても、成長過程に伴う

サイズアップ等の理由で毎年申

請する方が多い。 

児童についての支給決定は、そ

の必要性を判定するのが難し

く、また、費用も掛かるので妥

当であるか判断が難しい。 

耐用年数前に修理等で新規購入

以上に経費がかかる場合がある。

耐用年数前でも購入可となるよ

う補助金も対応してほしい。 

高額・高機能な 

補装具に関す

ること 

33 件 

補聴器の耳あな型を必要として

いるが、職業等の理由がないた

め、耳かけ型の判定書が出ること

が多く、超過額の自己負担が大き

い。 

希望の型式の見積書と支給決定

基準額の差額が自己負担となる

ことが多い。 

障害児については、新しく開発さ

れた補装具を希望される保護者

が多い。 

児童については、判定が市町村

であるし、医師意見は必要であ

るという場合が多いため、判断

が困難である。特例補装具とい

う、障害児にあった補装具を給

付する制度もあるため、対応に

苦慮している。 

基準外の付属品を業者と相談し、

自費購入している。経済的負担も

かなりあるので、その部品を幅広

く認めて欲しい。 

申請者の要望を検討し、基準の

見直しをすることが難しい現状

がある。 

制度・判定に 

関すること 
29 件 

特に補装具は、壊れてしまってか

ら申請となった場合、完成まで使

用できなくなってしまうため、以

前使用していたものを修理して

おきたい。との要望がある。 

自宅用、外出用など２個支給が

可となるが、そうでない、どち

らかで過ごすだけという人の予

備用としての保持が出来ない

点。 

44.6% 16.9% 14.9% 11.3% 8.2% 4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

耐用年数に関すること 高額・高機能な補装具に関すること

制度・判定に関すること 複数申請に関すること

個別装具に関すること その他
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分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

小学校高学年の意義について、小

４は、高学年か否か。使わせたい。

高学年以上の高学年とは、低学

年中学年高学年の３つに分ける

際と、低学年、高学年の２つに

分ける際で小学校４年生の立場

が変わるので明文化してほし

い。 

65 歳到達で介護保険福祉用具貸

与の対象となった利用者が、今ま

で購入して使用出来た補装具が

レンタルとなり、歳を取ったこと

で却って福祉サービスの質が低

下したと感じる。 

利用者にとって補装具が必要と

なる状況は 65 歳の前後で何も

変更が無いのであるから、法令、

予算、担当部署の違いという「役

所の事情」でサービスが変わる

ことを理解するのは難しい。 

複数申請に 

関すること 
22 件 

修理に長期間を要するため、代用

品の支給を認めてほしい。 

補装具支給に係る Q&A により、

補装具の修理を行っている間、

当該補装具の代用品を支給する

ことは認められないことになっ

ている。 

座位保持装置（臥位装置を含む）

を生活場面に応じて３個以上の

支給費を認めて欲しい。 

現制度では支給数は原則１種目

１個で、必要性があっても２個

までとなっている。重度の障害

者・児が在宅で生活するうえで、

３個以上必要な場合が増加して

いる。 

補聴器について、両耳装用したい

と言われることが多い。 

職業上、教育上の理由が明確な

者に限られており、現行の基準

で対応できない人が多い。 

個別装具に 

関すること 
16 件 

特例補装具の修理について。 特例補装具は基準外交付のため

修理は原則自費になってしま

う。 

起立保持具を製作したいが基準

内の箱型のものでは立位保持が

できず、また成長対応もできな

い。調整ができるものは基準額を

遥かに超えるため、特例補装具と

して申請する。 

近年の起立保持具の進化が制度

へ反映されていない。本人の健

康・日常生活利便の他、コミュ

ニケーション・社会参加の面か

らも必要な補装具という位置付

けがリハビリテーション現場で

確立しつつあるそうであるが、

本人の身体にあったものが基準

内で支給できないケースがあ

る。 

その他 8 件 

写真つきの冊子など、具体的に案

内できるもの、もしくは専門に相

談に乗れる者がいてほしい。 

質問の多くは県に問い合わせ。

型式等詳しい説明を聞きたいと

言われたとき。 

業者さんにまかせている。 
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【基準額に関すること】 ｎ＝126 

 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補聴器に関

すること 
52 件 

補聴器の基準額が低いといわれる

ことが多い。 

補聴器の種類も多く、高価なもの

になると基準額の数倍もするもの

もあるため、そういったニーズを

どのように解決していくのか。 

補聴器など高額なものが多く実価

値に見合っていない。 

ほとんどの補装具について差額自

己負担が認めておらず、場合によ

っては交付自体が認められない。

より高機能なものというニーズに

は合わない。 

以前に比べると自立支援法内で対

応できる補聴器の性能が良くなっ

たものの、希望する補聴器の価格

に対して補聴器の基準額が低いと

いわれること多い。 

ニーズの多様化や生活環境の変化

に応じての、基準額の見直しが必

要。 

各補装具に

関すること 
27 件 

座位保持装置の申請にあたり、基

準に定められた完成用部品を使う

と 90 万円近くになるものもある

が、何をもって「高額」と言うの

か。基準内であれば高額でもよい

のではないか 。 

同じ機能の完成用部品であっても

メーカーによって基準額に大きな

差があることで、処方する医療機

関よって同じ機能の座位保持装置

でも支給額に大きな差が出来てし

まう。公平な支給に支障が出る。

遮光眼鏡の基準額が低いと言われ

る。 

差額を自己負担で対応している。

起立保持具について、申請者、理

学療法士、業者などから基準額で

買える製品がないので特例補装具

を申請すると言われる事が多い。

基準額の範囲内で購入できる既製

品が無い中で、適切な支給決定を

行うのが困難である。 

基準額全般

に関するこ

と 

22 件 

基準額は各障害を考慮し、一律に

決められているものだが、実際、

障害の中でも特別な障害を患って

いる者もいるので、その者にあう

補装具は基準額を超える。その場

合、基準額以上の補助を受けたい。

特例補装具という制度はあるが、

その制度に当てはまらないケース

で、以前申請者から左記の要望が

あった。基準額がある以上それ以

上の額については自己負担になる

が、真に必要な場合どうするか迷

う。 

40.6% 21.1% 17.2% 10.2% 10.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

補聴器に関すること 各補装具に関すること

基準額全般に関すること 新製品・高機能補装具に関すること

その他
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分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

利用者、補装具業者とも基準額は

高ければ高いほど良いと考えてい

る。 

利用者負担が少なく価格競争の原

理が働きにくい業界であることか

らか、デフレ経済が継続している

にもかかわらず年々基準額が上昇

しており、インターネットなどで

確認できる実勢価格と見積額の乖

離がある。 

新製品・高

機能補装具

に関するこ

と 

13 件 

外国製の補装具など、高価だが性

能や成長対応で長く使用できるな

ど利点が多い物の購入費用を差額

負担がないよう認めて欲しい。 

現制度では、基準額を超える補装

具は差額自己負担か、特例補装具

の支給決定が必要である。障害者

の場合、特例補装具は更生相談所

の直接判定を受ける必要がある。

高性能・高額な補装具の希望があ

る。 

高性能・高額な補装具の基準外交

付の判断が難しい。基準外交付は

金額の上限が定められていないた

め、通常の基準額による支給決定

者と比較して不公平が生じてしま

う。 

その他 14 件 

基準が分かりにくい。 種類が多すぎる。 

基準額表にのってない部品も対象

としてほしい。 

表にのっていないとうことは安全

性に欠けるため対応できない。 

 

【申請、判定依頼、仮合わせ、適合判定に関すること】 ｎ＝232 

 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

期間に関す

ること 
89 件 

身体障害者手帳を取得していない

状態から、補聴器の交付を希望す

る場合、補聴器交付までに約３ヵ

月かかるため、より早く交付でき

るようにしてほしい。 

補聴器の助成を受けるため、身体障

害者手帳を取得するケースが多い

が、手帳交付後に補聴器意見書を取

得して判定依頼となるため、補聴器

交付までに３ヵ月以上かかる。 

更生相談所に判定依頼をかけてか

ら判定結果がわかるまで約１か月

かかることから、利用者が補装具

を購入するまでかなりの時間を要

する。 

当県では更生相談所の数が１つし

かなく、そこで県内全ての判定を処

理している状況だと思われる。更生

相談所の規模を大きくしていただ

く等して、今よりもさらに早く結果

がわかるようにしてほしい。 

36.5% 29.5% 23.4%
2.9%

2.9%
4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

期間に関すること 日時・手間に関すること 来所・移動に関すること

制度に関すること 申請・判定結果に関すること その他
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分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

更生相談所での判定に時間がかか

るため、義足のソケット交換など

支給を急ぐ利用者から苦情が出る

ことがある。 

更生相談所からの判定結果が１カ

月以上かかるため、受付時にいつ決

定できるかを案内できない。 

日時・手間

に関するこ

と 

72 件 

更生相談所の判定が月１回で、予

約もすぐに埋まってしまうため、

回数を増やしてほしい。 

月に一度のタイミングを逃すと長

い間待たなければならない。 

補聴器の交付申請は、身体障害者

手帳の申請と非常に近い期間内に

行われることが多い。それぞれの

意見書には聴力検査等、重複する

内容も多い書類を２通作成するこ

とは申請者の負担になっている。

精神障碍者保健福祉手帳と自立支

援医療（精神通院）のように、聴力

障害用の身体障害者手帳意見書と、

補聴器用意見書が共用できる書式

であることが望ましい。 

巡回相談の日数が少ないので、い

つまでたっても判定できず困る。

日数を増やしてもらいたい。 

県の判定になるので、町のほうでは

日数を増やすことはできないため、

交付までにかなり時間がかかる場

合が多い。 

直接判定の日が決まっているた

め、直接判定に行けないとの相談

がある。 

判定の曜日が決まっているため、申

請者が判定に行けず時間がかかる

ことがある。判定の曜日が週ごとに

違っていれば、理想的である。 

来所・移動

に関するこ

と 

57 件 

来所判定での個別対応に対する感

謝の声等、好意的な意見がある一

方で、書類で簡便に済ませたいと

いう声も聞く。利用者が適合の必

要性について理解されていない場

合がある。 

専門職、特に医師の確保の問題か

ら、来所枠が少なく、予約から来所

日までの待ち時間が長期化してい

る。 

来所判定が必要でも更生相談所ま

で行くことが難しい。もっと近い

場所で判定が受けられないのか。

来所判定の場合は原則、更生相談所

へ障害者が行く必要があるが、高齢

で車が運転できない・介助者がいな

いなどの理由で来所が困難な場合

がある。巡回相談もあるが、年 1回

の開催のため利用が難しい。 

直接判定において更生相談所まで

の距離が遠い。巡回して欲しい。

当市から更生相談所までの距離が

およそ 40km で巡回の判定がないた

め、申請者に負担をかけている。 

申請・判定

結果に関す

ること 

7 件 

申請時の体の状態でしか、判定時

に考慮されないので、その後の悪

化が予想される場合においても考

慮して欲しい。 

将来的な体の状況について、判断し

づらい部分が多いことから、申請時

の体の状態で判定せざるを得ない。

児から者となり更生相談所の判定

を受けると、今まで交付決定され

ていたものについても指摘を受け

ることがある。 

児については市町村判断となるが、

児は考慮すべき点が多く判断が難

しい。児であっても、ある程度早い

段階で更生相談所と連携をとる必

要がある。 
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分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

市で認められるものと県で認めら

れるものの区分基準が定められた

理由が不明。 

県に行かなければならないものが

あることはとても不便。しかし、判

定は必要なので、一部低所得者に

は、交通費等の支給が必要と考え

る。 

その他 12 件 

良い作成業者を紹介して欲しいと

の相談がある。 

特定の業者を推薦することは不公

平になるのでできない。また、業者

を選ぶ時の判断基準として示せる

ものがない。 

ストマ装具は最長４ヶ月分の給付

ができるが、できれば年１回の申

請に変更して欲しい。 

現行では、年３回の申請となってい

るため、大変手間がかかる。 

 

【相談・フォローに関すること】 ｎ＝57 

 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

相談窓口に関

すること 
14 件 

補装具費の支給決定後の医療機

関のフォローが行われないこと

が多く、利用者から相談の場がな

いという訴えが多い 

意見書を作成したり、補装具に

関する指示を出す医師に対する

研修や方法が不足している 

支給決定後に身体に合わないこ

とが判ったが、巡回更生相談があ

るまで我慢していた。 

介護保険のケアマネージャーに

相当するような役割がない。 

自分の体に合った補装具を研究

したいが、情報源が通院先の出入

りの補装具事業者などに限られ

る。身近に信頼できる相談窓口が

ない。 

信頼できる補装具事業者とめぐ

り合えずに補装具を作成する

と、長期間にわたり不都合が生

じる場合がある。 

知識不足に関

すること 
11 件 

補装具類は専門知識がない為、相

談しても効果的な助言をもらえ

ない。 

一般行政職が行っている為、専

門知識がない。 

市職員も専門知識を持ってほし

い。 

専門職が配置されていない。 

25.0% 19.6% 19.6% 17.9% 17.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

相談窓口に関すること 知識不足に関すること

フォロー・メンテナンスに関すること 制度・判定に関すること

その他



 
 

６９ 
 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

フォロー・メン

テナンスに関

すること 

11 件 

補装具を作成したが、実際使用す

ると使いにくいというケースが

ある。 

病院での適合検査以降、支援セ

ンターが頻繁に関わっているケ

ース以外でのフォローは難し

く、不都合が出た場合は製作業

者に頼っている状況。業者の責

任なのか本人の使用方法等に起

因するのか不明。 

車椅子・座位保持装置のシーティ

ングや、重度障害者用意思伝達装

置の選定など、業者が技術不足で

対応しきれない場合に、更生相談

所に適合への立会いの要望があ

る。 

利用者の要望に対応できる業者

が限られる。専門職の不足で、

更生相談所に相談やアフターフ

ォローに対応できる体制がな

い。 

定期的にメンテナンスをして欲

しい。 

  

制度・判定に関

すること 
10 件 

介護保険を受けている方は、介護

保険の福祉器具レンタルのサー

ビスが優先である理由がわから

ない。自分の好きな方を選べるよ

うにしてほしい。 

介護保険制度と補装具制度のす

み分けができていない。なぜ介

護保険対象者は介護保険の福祉

器具レンタルが優先なのか、利

用者が納得できる理由を示して

ほしい。 

所得超過している世帯の支給不

可について。 

制度上、具体的に金額が定めら

れており、その基準を超えると、

支給できないが、障害児の場合、

成長に伴い、補装具が合わなく

なり、その都度再購入・修理に

なるため、経済的負担が大きい。

更生用装具として認められなか

った場合等、他のサービスで対応

できるか。部品や構造が却下にな

った場合、具体的にどのような方

法で対応すればよいか。 

更生用装具として認められなか

った場合のフォローが困難。病

院・業者へ相談してほしいとい

う話はするが、具体的にどのよ

うな方法で不都合に感じている

部分を補完すれば良いかわから

ない。 

その他 10 件 

補装具の支給は市町村の判断に

なるが、不明な点については県に

問い合わせているため、利用者と

県とが直接相談することはまず

ない。 

間に市町村が入るため、利用者

の意見がきちんと伝わらない場

合もある。市町村が知識を増や

し、利用者の意見をきちんと汲

み取る必要がある。 

担当者が変わり、同じ説明が必要

となり不都合。 

担当部署に専門職がいない。 

 



 
 

７０ 
 

【その他】 ｎ＝54 

 

 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

児童に関する

こと 
13 件 

障害手帳に該当しない難聴児へ

の補聴器給付を行ってほしい。 

現行制度では手帳不所持者は補

装具費給付の対象とはならない

ため、学習等で真に必要だとい

える児童への支援が行えない。

児童用補装具は成長対応するた

めに使用期間が短いので、貸与制

度を積極的に活用すべき。 

（児童用）補装具は個々の身体

機能の補完代替するため給付に

よるが、高機能なものも増えて

個々の身体状況に調整すること

も可能となっており、貸与も有

り得ると思われる。 

障害児で筋ジストロフィー等に

よる身体機能低下に対する補装

具の相談 

立位が取れなくなることに対し

て給付できる補装具がない(起

立保持具は訓練用として定義さ

れている）。児童に関しては座

位より立位が優位な条件も先ず

ないので給付できない。 

制度に関する

こと 
10 件 

身体障害者手帳の取得から、補装

具の支給までに時間がかかる点。

手帳取得時の医師意見書料と補

装具に係る医師意見書料と 2 重

にお金がかかる点。 

市街地から遠くに住んでいる方

は、医師の診察が困難である。

介護保険のようなレンタル制度

が補装具にはないのか。 

進行性疾患の方など、一部レン

タル制度が導入できるとよい。

型式が変わる装具が更生用装具

として認められないことがある。

（治療用装具なのか更生用装具

なのか） 

治療用装具と更生用装具の住み

分けが難しい。病院では治療用

装具ではないので、更生用でと

言われ、更生相談所においては

更生用装具とは認められないの

で病院に相談してくれと言われ

る。 

各補装具に関

すること 
8 件 

短下肢装具（シューホン）と靴型

装具の同時支給を認めてほしい

（以前は支給してもらえたのに

なぜ支給されないのか） 

明らかに必要性がある場合で

も、更生相談所の直接判定が必

要となり、申請者に負担がかか

る 

23.6% 18.2% 14.5% 14.5% 7.3% 21.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

児童に関すること 制度に関すること 各補装具に関すること

複数申請に関すること 費用に関すること その他



 
 

７１ 
 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

座位保持装置等、比較的高額な完

成用部品を使用したものを支給

して欲しい 

昇降式フレーム等、医学的な理

由となるかの判断が困難なケー

スがある。（「他人と目線を合

わせることが療育上必要だ」等）

複数申請に関

すること 
8 件 

補聴器の両耳装用について、眼鏡

は左右一対で一具として支給さ

れるのに、補聴器はなぜ片側で一

具なのかという意見をいただく。

電動車椅子対象者の上肢障害の

程度、高額な完成用部品の対象

者等、基準が明確になっていな

いため、自治体ごとの取扱いに

差がある。 

修理等で業者に預けたり、修理困

難で再交付となる間、新しい物が

手元に届くまでのスペアは無い

か。 

基本は 1 個のみの交付となるた

め、オーダーメイド品は特に対

応困難。 

費用に関する

こと 
4 件 

市町村民税所得割４６万円以上

の世帯員がいる世帯も、補装具費

支給の対象として欲しい。 

現制度では、対象となっていな

い。重度障害者・児は、医療的

ケアの負担があったり、高額な

補装具が必要な場合も多い。こ

のような世帯が、所得制限によ

り手当支給対象とならないこと

もある。 

利用者負担額をなくして欲しい。 定率負担の１割負担が発生し、

課税世帯にある利用者は負担が

生ずる。 

その他 12 件 

義足(骨格構造)の意見書を書け

る先生が少ない。 

骨格構造の義足の意見書は義肢

装具等適合判定医師研究会受講

終了医師が記載することになっ

ているが、市内にはその先生が

いない。 

補装具業者への技術面での苦情。 専門的知識をもつ職員がいない

ため、直に指導等を行える状況

にない。 

 

 



 
 

７２ 
 

Ｑ32 申請者の要望や適切かつ効率的な補装具費の支給決定を行うために、下記の要望先に

対し、貴市町村が求めている支援内容があればご記入ください。  

【厚生労働省】 ｎ＝281 

 

分類 件数 具体的な要望 

資料に関す

ること 
153 件 

支給決定にあたり、初任者にもわかりやすい支給決定の事務マニュア

ルやＱ＆Ａを作成してほしい。また、補装具の中には名称や部品名だ

けではどのような形態の用具であるかイメージがしにくいため、補装

具の図録のようなものを作成してほしい。 

児童の支給決定についても、身体障害者更生相談所等専門知識を有す

る方による判定を必須としてほしい。 

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準、

完成用部品の表について、項目が分かりにくく、見づらいので、見出

しで検索できるなどして欲しい。 

成人だけでなく、児童についても取扱基準やＱ＆Ａを作成して欲しい。

利用者向けの申請から判定・支給決定までの流れや、制度の概要をわ

かりやすく記載したパンフレット等を作成してほしい。 

制度に関す

ること 
24 件 

薬剤などのように医師の処方箋と国保連による請求が制度化されれ

ば、補装具制度全体が簡素化されるように思う。 

取扱指針における市町村の役割の再考を。医師に問い合わせることが

あっても、忙しいのか、取り次いでもらえなかったり、叱責されるこ

とも。現実として、町の事務屋レベルでは、厳しい場面も。 

適切かつ効率的な補装具の支給決定を行うために、補装具製作（販売）

事業者を登録免許制にしてほしい。 

地域差が出ないように実務レベルでの取扱いの統一化。取扱指針では

実務レベルでの取扱いをすべてカバーできないため、細部での取扱い

をもう少し統一した方がよいと思う。 

各市町村と各事業所で代理受領・委任払の契約が必要な点について、

国、あるいは県で、補装具を扱える業者として登録すれば。ＯＫとい

う風にしてほしい。 

新たに契約を交わしながらとなると、支給が速やかにできない。 

介護保険、障害者自立支援法等の制度で支給の仕方を区別するのでは

なく、補装具の支給に関して一本化した法の整備。 

基準に関す

ること 
23 件 

新たに開発された補装具関連の部品について、基準表に載せるまでの

時間を早くして欲しい。 

各補装具において（特に下肢装具・車椅子・白杖・歩行補助杖）、修

理基準に載っていない修理もあり、また、修理が実情に即していない

56.0% 8.8% 8.4% 8.4% 8.1% 3.3%
2.6%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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資料に関すること 制度に関すること 基準に関すること

教育・情報提供に関すること 児童に関すること 予算・費用に関すること

体制・運営に関すること その他



 
 

７３ 
 

分類 件数 具体的な要望 

とのこともあるため、見直しが必要ではないかと思われる。 

基準額の見直し。耐用年数等から一律に取扱うのではなく、実情に沿

うよう十分に配慮することとされているが、申請者のニーズが多様化

する中、判断が困難になっている。 

教育・情報

提供に関す

ること 

23 件 

事業者から利用者へのフォローアップができるよう、事業者向けの研

修等の体制が整備されたい。行政も参加できれば事業者との連携もと

れ、支給事務に有効。 

意見書作成医師や補装具業者に対し、都道府県において、研修を行う

よう促してほしい。 

現状、補聴器専門店以外の眼鏡店、家電店等で補聴器の見積もり作成

が行われる事例も増えているが補装具制度への知識・理解が無く、市

町村が制度の概要を一から教えていかなければならず、大きな負担と

なっている。こうした店舗の利用にも大きなニーズがあり、厚生労働

省・更生相談所から、制度の周知をはかっていただきたい。 

児童に関す

ること 
22 件 

障害児の補装具支給決定にあたり、更生相談がない代わりに、それに

代わる具体的な指針や基準等があると良い。現在の支給決定方法では、

多額な予算がかかってしまうため。 

更生相談所の判断を要しない 18 歳未満の駆け込み申請と、本体に加算

された種々の付属部品が、補装具の予算を圧迫している。一握りの障

害者のみに大半の予算が使われているので、規制方法を検討してもら

いたい。 

児童の補装具については、高額な物や複数の同時申請、18 歳前の複数

装具申請、意見書の不備など課題が多いが、市町村の質問等に対し、

主治医より適切な回答が得られないことなどを考慮し、事務指針等を

変更し、児童補装具も県の更生相談所での判定が必須であるようにし

てほしい。 

予算・費用

に関するこ

と 

9 件 

高額補装具費支給に対する特段の財政的援助。 

低所得者の自己負担の無料化を廃止し、低額でも自己負担を求めるこ

とが必要である。自己負担のなくなったことで交付・修理に対し、頻

繁に申請するケースが増加している。補装具を大切に使うという気持

ちが薄らいでいるように感じる。 

体制・運営

に関するこ

と 

7 件 

申請者・補装具製作事業所・病院・市区町村・更生相談所全てが連絡

や連携が取りやすいようなシステムづくりをお願いしたい。更生相談

所から病院・業者への質問やまた逆の場合において、市区町村を通し

てのやりとりのために、質問の意図が明確でなかったり医学的な知識

が必要な内容の確認等では不十分になってしまうことがある。 

その他 12 件 

補装具費見積書の確認に際し、電算により確認できるシステム（ソフ

トウェア）の提供をいただきたい。既にある場合は、その紹介をいた

だきたい。 

各都道府県や政令市等の補装具制度のローカルルールのようなものが

あれば公表し、周知をしてほしい。 

専門職を常勤で、国から派遣してほしい。（更生相談所で交付決定、

適合判定を行ってもらえる様な制度にしてもらえる場合は、人材を更

生相談所へ派遣していただきたい。 



 
 

７４ 
 

【更生相談所】 ｎ＝297 

 

分類 件数 具体的な要望 

相談・研修に関

すること 
153 件 

補装具制度全般の研修や補装具の支給要件などの研修を種目ごと

に分けて時間を掛けて行なってほしい。また、実際にあった事例な

ども学ぶ機会がほしい。 

特例補装具についての研修を行なってほしい。 

担当者によって温度差があるのだが、更生相談所は児童の補装具に

おいても市町村に助言指導する機関であるので、市町村に適切な助

言指導をしてほしい。（「児童は市町村の支給決定なので・・・・」

という返答もある。） 

相談所の担当者にもよるが、判断に迷い相談しても「市町としては

どうお考えか」と問い返され、結局、県内の他市町の状況を参考に

判断することが多い。もっと積極的なアドバイスが欲しい。 

初任者向けだけではなく中級者に向けた研修があってもよいと考

える。 

現状、補聴器専門店以外の眼鏡店、家電店等で補聴器の見積もり作

成が行われる事例も増えているが補装具制度への知識・理解が無

く、市町村が制度の概要を一から教えていかなければならず、大き

な負担となっている。こうした店舗の利用にも大きなニーズがあ

り、厚生労働省・更生相談所から、制度の周知をはかっていただき

たい。 

児童の判定に

関すること 
26 件 

障害児の補装具についても、ぜひ判定依頼させていただきたい。 

高額申請となる障害児の支給申請に対しても、専門的視点で支給決

定の判定をしてほしいと思います。医師意見書で必要と記入してあ

るものについて、障害者であれば認められないものを判定する機関

がありません。 

市町村では専門家や医師の配置が難しく、また市町村の担当者は数

年で異動があるため、補装具のマニュアルの作成や児童の特例補装

具の判定などを行っていただけると大いに助かる。 

判定期間に関

すること 
25 件 

判定期間の短縮。現在判定依頼から判定が下りるまで約４週間かか

っており、支給決定までの時間がかかりすぎている。 

判定依頼をしてから、市町村に通知が届くのに約 2ケ月近くかかる

ため、申請者から問い合わせが多い。 

情報提供に関

すること 
24 件 

必要な書類・記載内容は、可能な範囲で完全マニュアル化して欲し

い。不足等あった場合に、お客様に何度も来て頂いたり郵送を繰り

返したり、負担と無駄があり申し訳ない。 
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７５ 
 

分類 件数 具体的な要望 

市町村判断で決定するもの(修理・児童への給付)について、所管内

の自治体の支給決定事例集を作成してもらいたい。 

補装具の種目における対象者は手引きなどに載っているが、付属品

や構造についても対象者が明確に分かる手引きが欲しい。 

却下の際等に理由を申請者に説明することが困難な状況である。 

判定に関する

こと 
22 件 

調査書・意見書・処方箋に記載されていない追加の調査依頼が多い

ので別途様式を作製・配付してほしい。 

都道府県によって支給対象となる補装具に対する考え方が異なる

ため、統一化するようにしてほしい（例えば新しい補装具について

は実績がないので支給の対象としないというケースも出てきてい

る） 

車椅子（オーダーメイド）については再支給の場合は前回交付のも

のと著しく違うものを購入する場合にのみ判定する形をとって欲

しい。再支給をお願いする場合は早く決定してほしい場合が多いの

に、オーダーメイドだからという理由で判定を経ないといけないの

は時間もかかり手続きも大変で困る。 

補聴器の判定日を決めて事前に連絡してほしい。現在はいつが判定

日か分からないため、申請が出るたびに送付している。あらかじめ

判定日が分かっていたら、判定日に間に合うようにまとめて送付す

ることができる。 

判定回数・日程

に関すること 
18 件 

判定回数、来所審査の回数を増やしてほしい。 

巡回相談の回数増加、当市町村への巡回相談日程の固定化。 

体制・運営に関

すること 
16 件 

専門知識の不足を補うため、フォローアップ（特に新規利用者）体

制を広域で整備されたい。 

各市町村からの特例補装具等の相談を分析し、必要と思われる基準

変更をより一層国へ働きかけてほしい。 

判定員の人員を増やして欲しい。補装具に関して、電話で相談をし

てもつかまらない場合があり、業務に支障がきたしてしまうことが

あるため。 

来所・巡回判定

に関すること 
6 件 

自宅での判定を積極的に行って欲しい。特に市町村内に事業者が居

ない地区については、積極的な実施が必要不可欠と思う。 

医師等との連

携に関するこ

と 

4 件 

効率的に事務を行うためには、判定依頼した際の医師意見書や処方

箋、あるいは業者見積に不備がある場合、更生相談所から直接、病

院や業者に連絡して頂きたい。専門的な知識を持った職員が市町村

にはいないため、正確に伝わらないなど、手間と時間がかかる。 

その他 5 件 

医師が制度をよく理解していないことがあり、意見書と業者の見積

書の内容が一致しないことがある。県下の市町において、手続き方

法についてやり方が違うため、県下で統一した事務手順書の作成を

して欲しい。 

車椅子や装具等の審査（来所判定）を見学させてほしい。 
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【テクノエイド協会】 ｎ＝178 

 

分類 件数 具体的な要望 

情報提供に

関すること 
76 件

完成用部品が新たに追加される等して変更点が発生した場合は、速

やかにかつ確実に決定処理をするためにも、ホームページへの掲載

以外にも、メール等で直接連絡していただきたいです。 

特例補装具に関する情報提供やシンポジウムを企画してほしい。 

申請者に対する補装具の使用方法や手入れの仕方について定期的に

案内して欲しい。 

さまざまな補装具が販売されるが、障害特性に応じ必要である要素

と、利用者の選択性を高めることは区分けして、補装具費では必要

ある要素のみを給付できるよう整理した情報提供を求めたい。 

事例集に関

すること 
26 件

補装具・日常生活用具等の適用例や判定困難事例を示して欲しい。 

新任者向けの補装具適用例を作成してほしい。 

資料に関す

ること 
20 件

平成 20 年 3 月に発行された「補装具・日常生活用具給付等ガイドブ

ック」は使いやすい。法改正もあるので、最新版を発行してほしい。

補装具の種別ごとに図入り解説付きのガイドブック等がほしい。 

補装具に関する分かりやすい冊子やパンフレットを作ってほしい。 

HP・システム

に関するこ

と 

24 件

見積書の明細と「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定

基準等に関する基準」とのチェックを紙ベースで行っているため時

間がかかる場合がある。また算定基準の改正等に気づかす改正前の

基準額を使用する業者がいるので、基準に基づいて見積明細作成及

びチェックを容易にできる WEB サイトなどの開発をしてほしい。 

補装具の種目・部品ごとの名称・型式・基準額などをインターネッ

ト上で検索できるようにしてほしい。下腿骨格義足など装具ごとの

代表的な基本構造組合せ例・処方例・見積書例・写真などをインタ

ーネット上で検索できるようにしてほしい。 

インターネットのホームページ（以下ＨＰ）に給付ガイドブックと

同じ内容の説明やイラストを載せて頂きたい。ＨＰの福祉用具検索

画面で国が例示している福祉用具の項目ごとに商品をまとめて示し

て頂きたい。 

研修会等に

関すること 
6 件 

新規参入の事業者向け研修をしてほしい。 

補装具の基本的な知識（パーツの名称やそれぞれの型の特徴など）

を学ぶ機会を設けてほしい。 

その他 13 件

日常生活用具の対象品目の基準（品名・性能・対象者・基準額・耐

用年数）を定めてほしい。専門的知識のない小規模町村では独自の

設定が困難なため。 

児童の補装具の判定機関を正式に設置することとして欲しい 

46.1% 15.8% 12.1% 14.5% 3.6% 7.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

情報提供に関すること 事例集に関すること 資料に関すること

HP・システムに関すること 研修会等に関すること その他
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【補装具製作（販売）事業者】 ｎ＝245 

 
 

分類 件数 具体的な要望 

資料の提出に

関すること 
107 件 

取扱商品や部品のカタログ、また説明書・仕様書（業者担当者が作

成するもの）の提出を、必要に応じてお願いしている。 

見積書の作成する際には、補装具のカタログや写真を添付してもら

える仕組みや、請求書を提出する際には交付した補装具の写真を提

出する仕組みがほしい。 

見積書の内容の詳細がわかるように工夫して欲しい。特に完成用部

品については詳しくお知らせいただきたい。 

記載内容に関

すること 
31 件 

申請者の生活や障がいの状況をよく見て、真に必要な補装具(近い

将来必要になるであろうと思われるところまで見越して)を申請者

に勧めてほしい。できる限り告示に載っている基準額内の部品を使

用して補装具を製作してほしい（安易に特例の部品を使用しないで

ほしい）。 

見積書の記載内容に誤りが多い為、事業者向けの研修などがあれば

参加してもらったり、見積書の徹底した内容確認をお願いしたい。

補装具意見書の作成医師と連携し、意見書と見積書に相違がないよ

うにしてほしい。必要以上の修理をしないでほしい（真に必要な修

理にしてほしい）。 

適切な対応に

関すること 
23 件 

補装具の決定が下りる前に、業者から申請者へ今回の内容なら必ず

交付されるというような趣旨の案内をしている場合がある。更生相

談所の判定によっては却下される場合もあるので、安易な案内はや

めてもらいたい。 

申請者の利得第一であるため、基準額を大幅に超えるものでも勧め

ている傾向がある。基準額で購入できるものでも充分な効果があれ

ば試用を勧めるなど対応して欲しい。特別な取り扱いや管理が必要

なものに対しては申請者や介護者に充分な説明を行い、破損後の申

請に至らないためにも定期メンテナンスの必要性を指導して欲し

い。 

まれに、支給決定をするまえに交付や修理をしているケースがある

ため、適切な対応をしてもらいたい。 

 

 

 

46.9% 13.6% 10.1% 8.3% 6.1%6.6% 3.5% 4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

資料の提出に関すること 記載内容に関すること

適切な対応に関すること 知識に関すること

相談・フォローアップに関すること 迅速な対応に関すること

医療機関や自治体との連携 その他
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分類 件数 具体的な要望 

知識に関する

こと 
19 件 

補装具費支給制度に関してそもそも知識が乏しい業者がある。きち

んと制度の勉強をしてほしい。事務担当も知識が乏しいため、本来

必要ない修理等があっても見抜くことができない可能性がある。 

補装具制度について、正しく理解してほしい。特に支給の流れや耐

用年数の考え方など。市民の方にとっては最初に情報を得る場所と

なることが多いため。 

販売の事業者の方は特に、県の研修に参加して、補装具費の制度の

概要や介護保険との運用関係について、理解を深めていただきた

い。 

相談・フォロー

アップに関す

ること 

15 件 

支給決定後、不適合・不具合を確認するため、定期的にフォローア

ップを行ってほしい。 

耐用年数が経過したので再支給を促すのではなく、修理で使用継続

が可能なら同じものを使い続けてほしい。補装具に適合した製作を

お願いしたい。 

迅速な対応に

関すること 
14 件 

車椅子の修理では、交付決定から受領までの期間が３ヶ月以上もか

かる事業者がいる。どの様な対応となっているかがわからないた

め、経過報告をする様にして欲しい。（利用者の中には、不信感を

持つ方がいるため） 

見積書の提出が遅い、修正になかなか対応しない業者がまれにあ

り、申請者から福祉事務所に苦情が生じることがある。依頼を受け

た際には、速やかに対応して欲しい。 

医療機関や自

治体との連携 
8 件 

個別具体的な対応に苦労も多いと思われますが、より良い、適正な

サービス提供に努めてもらいたい。誤解を受ける給付となりそうな

場合は、自ら区市町村に申告していただき、ご相談いただきたい。

判定前における処方箋と見積の照し合せ及び児童における意見書

交付後の確認のため、医療機関とのより密接な連携及び情報共有を

望む。 

その他 11 件 

補装具の展示会などを定期的に開催してほしい。 

コストパフォーマンスを向上し、安価な補装具を提供してほしい。

既製品の価格をオープン価格とはせず、適正な価格を明示して欲し

い。 
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【その他】※主なコメント  ｎ＝25 

要望先 主なコメント 

指定医師 
補装具費制度を理解し、申請者の身体状況・生活環境を踏まえ、意見書に

処方する補装具が必要である理由を具体的に記載していただきたい。 

県リハビリテ

ーションセン

ター 

OT や技師の支援をお願いすることがあるが、忙しくなる中相談の時間がも

てない。補装具の適正を見ていただきたいが身近ではない。 

  

高齢者が補聴器を購入するために聴覚障害の手帳を取得し、補聴器を申請

してくるが、高齢者の補聴器を補装具から除外し、日常生活用具もしくは

購入費の助成等に制度変更するべきであると思う。 

判定に際して耳鼻科の医師の意見書を提出しているが、物品としては高度

用と重度用の 2種類であり、納品時に業者が調整して手渡している状況で

あることから、補装具として判定が必要な物品として疑問である。また高

齢者の補聴器の申請や判定事務の量が増加し続けており、その他の業務を

圧迫している。 

  

修理基準が確立されないのであれば、市町村として不正行為があった際に

対応できるように規則、要綱を設けないといけないので、作成にあたり助

言等をして欲しい。 

  

交通事故により障害者となった方の補装具の申請について、明確な指針が

ないため何十年前の事故の補償の確認等申請窓口で混乱が生じている。一

般的なＱ＆Ａ集を提供してもらいたい。 

  

補装具支給事務について、国のマニュアル以外に都道府県対応のマニュア

ルを定期的に作成し、説明会や研修会を行ってほしい。（何年も前のマニ

ュアルしか存在しておらず、事務の変更点等があるかどうかが分かりづら

い。Q&A もまとまっていないため事例を調べにくい。） 

  

特に児童のケースで特例補装具を耳にするが、先進医療等により様々な身

体状況の方が存在し、中には基準のものでなく、「これでなければ対応出

来ない」というような状況もあろうかと思われるので、特例補装具という

位置づけは不要なのではないかと思われる。 

  「補装具基準表」の改訂版を早く発行してほしい。 

  

教育や訓練の中で必要な補装具を提供することに異論はありませんが、必

要以上と思われる機能や変更、数量を求めることはやめていただきたい。

また１８歳到達前の駆け込み申請を含めて、必要性を精査したうえで必要

ある補装具の給付に寄与願いたい。 
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資料３ アンケート調査集計結果(更生相談所) 

 

 

Ｑ１ 貴更生相談所名をご記入ください。 

※更生相談所名記載のみのため、集計なし 

 

 

Ｑ２ 障害者の補装具判定の件数をご記入ください。  

平均(１ヶ月分)  ｎ＝67 
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１ 更生相談所の概要 

２ 補装具判定の状況 
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Ｑ２ 障害者の補装具判定の件数をご記入ください。 

平均(１年分) ｎ＝67 
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歩行補助つえ 0.6 0.2 0.0 0.8 0.8 1.7

重度障害者用意思伝達装置 0.5 0.1 5.8 6.3 10.5 16.9

合計 466.9 226.7 19.6 713.2 1182.7 1895.9



 
 

８２ 
 

 

 

 

直接判定と文書判定の平均

134
193

55
0 0 3
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128

8
71

1 1 6
37

193

31
1 0 20

727

131

7 1 1 11
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え
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者

用
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伝

達

装

置

直接判定 文書判定

直接判定の内訳

88.9

114.4

48.5

0.0 0.1 2.3

39.3

78.2

4.0

59.5

0.9 0.6 0.5

45.0

75.8

4.6
0.0 0.0 0.2

19.4

44.1

3.3
8.8

0.1 0.2 0.10.4 2.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.4
5.2

0.4 2.5 0.0 0.0
5.8
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用
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達
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置

所内 巡回 在宅
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Ｑ３ 障害児補装具について、市町村や療育機関から判定相談を受けていますか？ ｎ＝67 

 
 

受けている場合の件数 

平均  月 8.3 件 

最頻値  月  1 件(12 箇所) 

最小値  月  1 件 

最大値  月 163 件 

 

 

 

83.6% 11.9% 4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.受けている b.受けていない 無回答

障害児補装具について、判定相談を受ける件数（1ヶ月平均）

14

16

16

11

0 5 10 15 20

1件以下

2～4件

5～10件

11件以上



 
 

８４ 
 

Ｑ４ 障害児補装具の判定相談を受けている補装具を選んでください。（複数回答可）（Ｑ３

「ａ」選択者のみ） ｎ＝57 

 

 

 

Ｑ５ 補装具の判定に携わっている職種・人数をご記入ください。       ｎ＝67 

 
 

 

障害児補装具の判定相談を受けている補装具（複数回答可）

51

45

45

43

42

41

38

30

25

18

16

13

12

11

11

10

7

0 20 40 60

座位保持装置

座位保持いす

補聴器

電動車椅子

起立保持具

歩行器

オーダーメイド車椅子

装具

義肢

レディメイド車椅子

重度障害者用意思伝達装置

眼鏡

歩行補助つえ

頭部保持具

義眼

排便補助具

盲人安全つえ

(最小　～ (最小　～ (最小　～

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人

人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人 人 0.0 ～ 人2.03.0 0.2

最大) 最大)

1.0

32.0

4.0

1.0

3.0

2.0

0.0

0.0

0.0

17.0

1.0

1.0

2.0

0.0

0.0

0.2

平均

5.4

0.1

0.0

平均 平均

1.4

0.1

3.0

5.0

0.2

0.7

最大)

0.0

0.1

0.2

2.0

1.0

0.1

0.4

0.2

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

4.0

2.0

2.0

0.7

0.9

5.0

0.1

1.3

0.0 1.0

8.0

3.0

リハエンジニア

その他 7.0

非常勤・兼務常勤職種

一般事務職

身体障害者福祉司

医師

理学療法士

義肢装具士

作業療法士

言語聴覚士

嘱託

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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Ｑ６ 所内判定の実施頻度をお答え下さい。 ｎ＝67 

 

 

Ｑ７ 巡回判定の実施頻度をお答え下さい。 ｎ＝67 

 

補装具判定に携わっている職種・人数

0.2
0.7

0.4 0.2 0.1

1.3

0.0

0.7 0.9
1.4

0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2

5.4

0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2

0.0

2.0

4.0

6.0

医

師

理

学

療

法

士

作

業

療

法

士

言

語

聴

覚

士

義

肢

装

具

士

身

体

障

害

者

福

祉

司

リ

ハ

エ

ン

ジ

ニ

ア

一

般

事

務

職

そ

の

他

常勤 非常勤・兼務 嘱託

7.5% 26.9% 28.4% 13.4% 14.9% 3.0% 6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.週4回以上 b.週2～3回

c.週1回程度 d.月2～3回

e.月1回程度 f.月1回未満

g.不定期、または都度必要に応じて実施

13.4% 17.9% 10.4% 10.4% 7.5% 40.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.月4回以上 b.月2～3回

c.月1回程度 d.月1回未満

e.不定期、または都度必要に応じて実施 f.実施していない



 
 

８６ 
 

Ｑ８ 実施していない主な理由は何ですか？（Ｑ７「ｅ」「ｆ」選択者のみ） ｎ＝32 

 
その他の記述 

 

分類 件数 主なコメント 

専門職や常勤医

師の不在 
3 件 

専門職がいない。 

嘱託医の確保が困難。 

個別訪問による 

判定で対応 
2 件 来所困難な場合は個別訪問による判定で対応しているから。 

その他 6 件 

適合判定の実施が日程的に困難。 

巡回判定の希望がない。 

市内ということもあり、在宅判定により対応している。 

補装具外来を行っている医療機関が多い。 

書類判定であり意見書作成可能な医療機関が管内にある。 

 

40.6% 15.6% 12.5% 31.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.来所で十分対応できるから b.人員が不足しているから

c.移動に手間や予算がかかるから d.その他

27.3% 18.2% 54.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

専門職や常勤医師の不在 個別訪問による判定で対応 その他



 
 

８７ 
 

Ｑ９ 在宅判定の実施頻度をお答え下さい。 ｎ＝67 

 
 

Ｑ10 実施していない主な理由は何ですか？（Ｑ９「ｅ」「ｆ」選択者のみ） ｎ＝50 

 

その他の記述 

 

分類 件数 主なコメント 

必要な場

合のみ実

施 

10 件 

意思伝達装置に限り、嘱託の理学療法士が在宅・病院へ訪問し調査を実

施している。 

外出困難、住環境との適合性など、在宅での判定が適当なケースの申請

があった場合に対応。 

医師や 

専門職の 

人員不足 

7 件 医師の確保が難しいため。 

在宅判定

の希望が

ない 

4 件 
まだ、在宅判定が必要な申請がない。（判定調査のための家庭訪問はあ

る。） 

その他 4 件 

巡回相談で対応。 

来所や巡回相談に対応できない場合は訪問している。 

以前実施していたが、市町村事業との指摘により廃止。 

 

6.0% 10.4% 4.5% 40.3% 35.8%3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.月4回以上 b.月2～3回

c.月1回程度 d.月1回未満

e.不定期、または都度必要に応じて実施 f.実施していない

24.0% 26.0% 4.0% 46.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.来所で十分対応できるから b.人員が不足しているから

c.移動に手間や予算がかかるから d.その他

40.0% 28.0% 16.0% 16.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

必要な場合のみ実施 医師や専門職の人員不足 在宅判定の希望がない その他



 
 

８８ 
 

Ｑ11 申請者の「身体状況」や「置かれている生活環境」等を十分に踏まえた判定はできて

いますか？ ｎ＝67 

 
 

Ｑ12 その理由として主なものは何ですか？（Ｑ11「ｂ」選択者のみ） ｎ＝40 

 
 ｎ＝5 

その他の記述 

文書判定では、直接判定でのみ得られるような情報が不足し画一的な判定となることがある。

直接判定・文書判定ともに「置かれている生活環境」等の情報が不足している場合がある。

来所や在宅における直接判定はできているが、書類判定の場合、十分な状況把握が難しい 

こともある。 

専門職員や情報が不足している。 

申請者を支援する支援者は多職種に渡り、それぞれの意見があるため統一することに時間が

かかることがある。 

 

23.9% 59.7% 16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ね出来ているが、課題がある c.どちらともいえない

23.9% 59.7% 16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ね出来ているが、課題がある c.どちらともいえない



 
 

８９ 
 

Ｑ13 義肢・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・意思伝達装置・その他について、判定依

頼を受けてから、判定実施までの平均的な期間を、それぞれお答えください。 ｎ＝67 

 

Ｑ14 情報交流の場として、圏域の市区町村や補装具業者との定期的な担当者会議等を行っ

ていますか？ ｎ＝67 

 

会議の回数  

【定期的に行っている回数】  ｎ＝28 

平均  年 0.8 ± 1.7 件 

最小値  0 件 

最大値  10 件 

 

 

 

91.0%

88.1%

79.1%

80.6%

68.7%

76.1%

9.0%

11.9%

20.9%

19.4%

31.3%

10.4% 13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

義肢

車椅子

座位保持装置

意思伝達装置

電動車椅子

その他

1ヶ月以内 2～3ヶ月以内 4ヶ月 無回答

38.8% 11.9% 47.8% 1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.定期的に行っている b.不定期に行っている c.行っていない 無回答

【昨年実施回数(不定期開催)】  ｎ＝8 

昨年実施回数     0.4±1.3 件 

最小値 0 件

最大値 9 件 

昨年実施回数（不定期開催）

1

3

3

1

0 1 2 3 4 5

1回

2回

3回

9回

定期的に行っている回数

17

8

3

0 5 10 15 20

～1回

2～5回

6回以上



 
 

９０ 
 

Ｑ15 市区町村の担当者に対し、補装具に関する定期的な研修を行っていますか？ｎ＝67 

研修の回数 

【定期的に行っている回数】  ｎ＝56 

平均  年 1.7 ± 2.3 件 

最小値  0 件 

最大値  16 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ16 意見書を記載する医師に対し、補装具に関する定期的な研修を行っていますか？ 

ｎ＝67 

 

研修の回数 

【定期的に行っている回数】   ｎ＝2 

平均  月 1.5 ± 0.3 件 

最小値  1 件 

最大値  2 件 

 

 

80.6% 7.5% 9.0% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.定期的に行っている b.不定期に行っている c.行っていない 無回答

97.0%3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.定期的に行っている b.不定期に行っている c.行っていない

【昨年実施回数(不定期開催)】  ｎ＝5 

昨年実施回数    0.2 ±0.6 件 

最小値 0 件

最大値 3 件

定期的に行っている回数

31

21

4

0 10 20 30 40

1回

2～3回

4回以上

昨年実施回数（不定期開催）

4

1

0 1 2 3 4 5

2回

3回



 
 

９１ 
 

Ｑ17 補装具業者に対し、補装具費支給制度等に関する定期的な研修を行っていますか？ 

ｎ＝67 

 

研修の回数 

【定期的に行っている回数】  ｎ＝12 

平均  月 1.3 ± 0.8 件 

最小値  1 件 

最大値  3 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ18 技術革新やメーカーの開発努力により新たに開発された「補装具」や「完成用部品」

に関する情報収集を積極的に行い、それを踏まえた判定ができていますか？ ｎ＝67 

 
 

14.9% 9.0% 73.1% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.定期的に行っている b.不定期に行っている c.行っていない 無回答

6.0% 50.7% 43.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ね出来ているが、課題がある c.どちらとも言えない

【昨年実施回数(不定期開催)】  ｎ＝5 

昨年実施回数    0.1 ±0.5 件 

最小値 1 件

最大値 2.5 件 

定期的に行っている回数

10

2

0 2 4 6 8 10

1回

3回

昨年実施回数（不定期開催）

2

2

1

0 1 2 3

1回

2回

2.5回



 
 

９２ 
 

Ｑ19 その理由として主なものは何ですか？（Ｑ18「ｂ」選択者のみ） ｎ＝35 

 

 ｎ＝5 

その他の記述 

判定ごとに確認をしているため。 

情報が新しいほど、基準には載っていないため、活用するまでに至らないことがある。 

種類が多い。 

最新情報を元に適正な判断ができているか課題があり、都度確認を要する状況である。 

メーカー側が発する情報と判定の側で必要とする情報が異なるため。 

 

Ｑ20 申請者の主治医や理学療法士、作業療法士など医療職種等と申請者に関する情報を共

有（あるいは連携）したうえで補装具の判定ができていますか？ ｎ＝67 

 
 

Ｑ21 補装具の判定に際して、厚生労働省が定める「事務取扱要領」や「算定等に関する基

準」以外に、貴相談所独自の規程や内規等はありますか？ ｎ＝67 

 

20.0% 17.1% 42.9% 8.6% 11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.業務量が多く、対応できない b.情報収集する手段や入手先がない

c.情報収集してもその活用が難しい d.専門的知識がないから

e.その他

31.3% 35.8% 32.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.適切に出来ている b.満足にできていない c.どちらとも言えない

35.8% 19.4% 44.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.ある（種目によって「ある」を含む） b.状況に応じて検討している c.ない



 
 

９３ 
 

Ｑ22 補装具費支給に当たっての適合判定は、適切にできていますか？ ｎ＝67 

 

 

Ｑ23 その理由を簡単にご記入ください。（Ｑ22「b」「c」「d」選択者のみ） ｎ＝46 

 

分類 件数 主なコメント 

一部で実施 19 件 

適合を確認することより完成品の確認をすることが殆どのため。 

来所判定は必ず適合を確認しているが、書類判定の場合、意見書に記

載した医師が行うこととしているため、実態が把握しきれない。 

専門職員の 

人員不足 
8 件 

利用者の来所に伴う心身及び経済的負担が大きいこと、業者の反発も

予想されることや当所の人員（医師）も不足しており、補装具全ての

適合判定を来所で行うことは難しい。 

医師が常勤でないことから、判定日が限られるため日程調整等が困難。

意見書作成医師が 

実施 
6 件 

意見書作成医師に適合判定をしてもらい、書面にて報告をうけていて、

更生相談所が直接確認しているわけではないから。 

現物検査のみ実施

の場合がある 
5 件 

義肢装具については直接適合判定をしているが、車椅子・座位保持装

置等は原則として現物検収であり、適合判定については希望者のみ個

別対応で、全体に実施するような体制ではない。 

市町村やリハセン

等で適合判定をす

る場合がある 

2 件 
当所のスタッフでは適合判定がしきれない場合があり、県総合リハビ

リテーションセンターに判定・評価を依頼することがあるため。 

厚生労働省の定め

る事務取扱要領通

りには行なえてい

ない 

2 件 
厚生労働省の定める事務取扱要領通りには行なえていないため。（骨

格構造義肢以外は現物検収） 

37.3% 31.3% 6.0% 25.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.適切に出来ている b.満足にできていない c.実施していない d.どちらとも言えない

41.3% 17.4% 13.0% 10.9% 4.3%4.3% 8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

全てに適合判定をしているわけではない

専門職員の人員不足

適合判定も意見書作成医師が行う

現物検査のみ実施の場合がある

市町村や県総合リハビリテーションセンターで適合判定をする場合がある

厚生労働省の定める事務取扱要領通りには行なえていない

その他



 
 

９４ 
 

分類 件数 主なコメント 

その他 4 件 

適合判定依頼の実績がない。 

適切に実施しているが重要なのはその後適切に使用できているかどう

かと考える。 

県域が広く、交通の利便性から困難。 

 

Ｑ24 適合判定に難儀する主なケースについて記述してください。 ｎ＝34 

 

分類 件数 主なコメント 

補装具作成後

に問題が生じ

るケース 

9 件

フィッティングが良好でアライメントも問題なく、補装具の機能も果

たしていても、申請者に不満があり、納得されないケースがある。 

当初処方した内容では不要と考えられていた部分が、安全面等の理由

から追加処方が必要となった。 

申請者の内的

要因に由来す

るケース 

7 件

連絡が付かない。いろいろ理由を付けて適合判定に来ない。判定の後

意見、主張を変える。 

装具を試験的に装用したまま適合判定を受ける必要がないと言って、

適合判定日に来所を拒むケースがある。 

申請者の症状

に由来するケ

ース 

6 件

脳性マヒや難病の方で微調整が必要な場合。 

補装具完成までに日数を要し、申請時と状態が変化するケース。

特例車椅子、特例座位保持装置などの身体機能レベルの低いケース。

補装具の種類

に由来するケ

ース（高機能・

高価格の補装

具など） 

5 件

オーダーメイド車椅子とカスタムオーダー車椅子の見分け方。 

高機能・高価格の骨格構造義足の膝継手。 

その他 7 件

障害児に対する座位保持装置や車椅子の複数交付。 

督促しても適合判定書が意見書作成医師から未提出になる。 

シーティングを行うケースやリハ工学を要するケース。 

県外業者作成の際、書類のみのやりとりで判定に時間を要してしまう

ケース。 

短時間の装着、歩行状態等からでは適切な判断が難しいケースがある。

書面判定のケース。 

26.5% 20.6% 17.6% 14.7% 20.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

補装具作成後に問題が生じるケース 申請者の内的要因に由来するケース

申請者の症状に由来するケース 補装具の種類に由来するケース

その他



 
 

９５ 
 

Ｑ25 特例補装具の検討会議の実施頻度をお答え下さい。 ｎ＝67 

 

 

Ｑ26 療育機関や児童の補装具判定に関わっている医療機関等との情報共有はできています

か？ ｎ＝67 

 

 

Ｑ27 情報共有の具体的な方法を簡潔にご記入下さい。（Ｑ26「ａ」「ｂ」選択者のみ） 

 ｎ＝26 

 
 
分類 件数 主なコメント 

電話や

訪問に

よる直

接確認 

18 件 

療育機関・医療機関の医師・専門職と直接電話等で連絡調整を行なっている。 

電話にて状況を確認したり、書類の提出等を依頼し情報共有している。 

文書等

による

確認 

4 件 

市町村窓口を通じて書面で情報を頂くか、実際に判定に来て頂く。 

意見書の記載内容によって判断しきれない場合には、照会文書によって意見書作成

医師に情報を確認する。その際には制度についてご理解いただけるよう、更生相談

所から資料等を添付する場合もある。 

その他 4 件 

個別の事例を通じた連携及び助言、基礎的・総論的な知識・技術の共有及び助言。

福祉機器相談基盤整備事業研修会の開催。 

医療機関向けの補装具相談判定マニュアルの発行。 

 

3.0% 26.9% 17.9% 11.9% 40.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.週1回以上 b.月1回以上 c.4半期に1回以上 d.半年に1回以上 e.実施していない

7.5% 29.9% 41.8% 20.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.満足に出来ている b.必要なときにのみ行っている

c.十分にはできていない d.どちらともいえない

69.2% 15.4% 15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

電話や訪問による直接確認 文書等による確認 その他



 
 

９６ 
 

Ｑ28 判定後に、利用者に対してどのようなフォローアップを行っていますか？（複数回答

可） 

 ｎ＝67 

 

 ｎ＝6 

その他の記述 

特例補装具については、モニタリング（納品後 2ヶ月～3 ヶ月）を実施。 

重度障害者用意思伝達装置については、年１回アンケート調査を行っている。 

重度障害者用意思伝達装置については、アンケート形式によるフォローアップを実施。 

基本的には市町村業務と考えている。 

巡回相談時に、装具について確認。 

理学療法士が実地に臨宅し、点検している。 

 

 

 

2

6

3

54

6

0 20 40 60

a.ハガキなどで状況を聞いている

b.一部の補装具については直接フォ

ローアップを行っている

c.医療機関や事業者を通じたフォ

ローアップを行っている

d.特にフォローアップは行っていない

e.その他



 
 

９７ 
 

Ｑ29 仮合わせや完成時に処方内容に修正・追加等をすることはありますか？種目毎にその

頻度を選択してください。 ｎ＝67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5%

1.5%

3.0%

1.5%

1.5%

41.8%

46.3%

49.3%

46.3%

41.8%

13.4%

10.4%

7.5%

6.0%

1.5%

1.5%

43.3%

43.3%

46.3%

46.3%

55.2%

71.6%

65.7%

62.7%

34.3%

44.8%

34.3%

32.8%

38.8%

32.8%

32.8%

31.3%

28.4%

14.9%

23.9%

29.9%

59.7%

53.7%

64.2%

65.7%

61.2%

67.2%

67.2%

68.7%

71.6%

6.0%

9.0%

1.5%

4.5%

3.0%

4.5%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

座位保持装置

オーダーメイド車椅子

義肢

装具

電動車椅子

重度障害者用意思伝達装置

補聴器

レディメイド車椅子

座位保持いす（児童のみ）

歩行器

眼鏡

起立保持具（児童のみ）

歩行補助つえ

盲人安全つえ

義眼

頭部保持具（児童のみ）

排便補助具（児童のみ）

ほぼ毎回ある かなりある まれにある ほとんどない 無回答



 
 

９８ 
 

 

Ｑ30 補装具判定業務の中で、貴相談所において、最も大きな課題と思われる内容を以下の

「１～28」の項目から最大３つ選択し、「その具体的な内容」と「貴相談所が提案するあるべ

き姿（理想像）」を記入してください。 ｎ＝66 

 

 

 

 

 

 

 

17

16

14

14

13

9

8

8

7

6

6

5

4

4

4

2

2

2

1

1

1

9

22

0 5 10 15 20 25

高額や高機能な補装具を申請される場合の対応が難しい

「必要」と「欲しい」のすみ分けが難しい

意見書の記載内容に不備が多い

補装具に関する知識が乏しい

利用者ニーズの多様化が進み、真に必要とされる補装具の判断が難

しい

同一種目で複数の支給を希望される場合の対応が難しい

介護保険とのすみ分けが難しい

特例補装具の判定が難しい

意見書の内容が物足りない（利用者の要望のみが記載されている、

など）

児童の支給決定が難しい

フォローアップの体制が確立していない

製作後の適合判定や使用状況の確認が難しい

実物と見積書の明細に記載された指定部品等の突合が難しい

補装具に関する研修機会がない

基準額の範囲内での支給が難しい

１回の来所判定だけでは判断に難儀することが多い

児童から者へ移行する18歳直前に、明らかに駆け込み申請と思われ

る必要以上の申請が多い

医療保険で作製すべきものか判断に迷う

申請から判定までにかなりの時間を要してしまう

判定した補装具が使いこなせるか不安に感じることがある

製作事業者と利用者の間で必要な型式が決まっている場合が多い

無回答

その他

  
３ 現行制度における課題と提案 



 
 

９９ 
 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

判断に関

すること 
12 件 

ニーズの多様化が進み、高額、高機能

な補装具の申請をされる場合がある。

特に義足の部品においては基準内で

も高機能、高額な膝継手や足部等の

部品を希望される場合がある。しかし

その部品が真に必要なものか否かを

明確にすることが、できていない様に

感じる。基準には従来の部品と、新た

に認められた高機能な部品が混在して

種類が増え、判定者側も知識を整理し

きれず、利用者に真に必要な部品を選

択できない。利用者はインターネットや

業者から情報を得ており、できるだけ

高機能なものを希望する。デモ品は業

者により用意できるものが限られること

と高機能なものになる傾向があること、

またデモ機の使用にあたっては高機能

なものは全般的に使用感が良く、結局

そのパーツを支給することになってしま

う。 

部品毎にその支給対象者をきめ

細かに設定し、それに沿って支給

できるようにする。また、基準表

にある部品でも実際には製造販

売されていないものもあることか

ら、基準表自体を見直し、部品の

特色を整理する必要もある。判定

者側もそれぞれの部品の機能を

知る努力をする必要がある。 

児童補装具について、高額、高機能な

物が出てきている中（特に完成用部品

や起立保持具、歩行器等）、補装具と

してどこまでを認めるかの判断に迷う

事が多い。指針にある「社会人として

独立自活するための素地を育成・助長

する」目的の解釈が難しい。 

高額、高機能な製品の機能等に

ついて適宜情報収集し、補装具

として必要な範囲、基準を所内で

明確にしておく。 

利用者か

らの要望

に関するこ

と 

6 件 

完成用部品として、掲載されているも

のに関しては支給すべきであると強く

希望されることがある。また、医師も真

に必要なものではなく、医学的により

良いものを処方されることが多く対応

に苦慮している。 

医療関係者が制度について理解

を深めていただきたい。また、高

額高機能なものの完成用部品と

しての登録は慎重におこなって欲

しい。 

明らかに業者の意向と思われる、申請

者の身体状況、障害程度と合わない

高額、高機能の車椅子、座位保持装

置等の申請があり、来所判定の結果、

見直しを求めたが、「将来的に必要」

「あったほうがよい」という理由で、主治

医、業者が判定結果に難色を示す。 

業者主導ではなく、主治医は身

体状況、障害程度に見合った意

見書を作成する。来所判定、もし

くは書類判定においては申請者

の状況がわかる写真添付の徹底

を行う。 

その他 3 件 

座位保持装置など基準内の完成部品

の組み合わせで高額になることがあ

る。 

基準内のものなので対応が難し

い。上限額を定めてほしい。（例：

疾患や身障手帳の等級などで） 

 

 

＜高額や高機能な補装具を申請される場合の対応が難しい＞ ｎ＝22 



 
 

１００ 
 

＜「必要」と「欲しい」のすみ分けが難しい＞ ｎ＝17 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

利用者からの要

望に関すること 
8 件 

「必要」と「欲しい」のすみわけが難

しい。上記 4 とも関連しますが、絶

対これでなければという状況では

ないが、こちらの方が試してみたら

楽だったから、ということから「欲し

い」といったケースがあり対応に苦

慮することがある。 

「必要」とまではいかないが「欲し

い」といいうケースについては最

低限必要な部品で判定しそのカ

テゴリ内（義足用膝継ぎ手を例と

した場合、単軸、遊動、油圧の範

囲内）において部品を使用し差額

は自己負担としてはどうでしょう

か。 

申請者の障害状態よりも多機能な

ものを希望される。「あったら便

利」、「いずれいるようになるかも」

といった不確定な要件で希望され

る。 

申請者の障害・日常生活の状況

を確認し、必要とする機能を確認

した上で判定する。 

判断に関するこ

と 
7 件 

周囲からの勧め（便利）による欲し

い補装具なのか、真に生活などに

必要とされる補装具なのかの判断

に戸惑うことが多い。 

デモ機の使用やレンタル制度に

より一時使用してもらい、それに

より真に必要な補装具なのかの

評価や判定をし、必要に応じ支

給することができることが望まし

い。 

書面での判定のため、医師が記載

した意見書の内容不足、及び市町

担当が記載する書類内容の情報

不足から、「必要」と「欲しい」のす

み分けが困難。 

医師意見書に障害状況上及び環

境上の必要性の詳細を記入依頼

する。 

 

＜意見書の記載内容に不備が多い＞ ｎ＝16 

分類 件数 具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

理由の記載に 

関すること 
13 件

意見書に本人の身体状況、その装具

が必要な明確な理由が書かれていな

いことが多い。主治医や担当PT等へ

の照会を行うため、判定に時間を要

してしまう。 

指定医向けに、意見書の書き方

含め補装具に関する研修を実施

する等。 

書類判定が増えているが、主治医の

意見書では判断ができないことが多

く、内容確認や再調査等で対応に苦

慮している。また書類判定の場合は

業者の意向が影響し、結果的に過大

な見積りとなる傾向が感じられる。 

意見書を記載する医師の補装具

に対する専門性を高めることが

望まれる。また、的確な判定が行

えるよう、医師意見書様式や市

町村の調査書等の工夫が必要と

思われる。 

その他 3 件 

当県は書類判定が主であるため、市

町村から補装具費の要否判定の依

頼時に、医師の意見書、製作業者の

見積書が提出されるが、意見書と見

積書の内容に相違が見られることが

多く、確認、修正に時間を要すること

がある。 

医師、製作業者、市町村等に対

し、意見書、見積書の作成・記載

方法に関して、より周知、確認の

徹底がなされることが望ましい。 



 
 

１０１ 
 

＜補装具に関する知識が乏しい＞ ｎ＝14 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

書類判定で処理する補装具が多く、書類の情報

のみでは、真に必要な型式・付属品・完成用部品

等判断しづらい。完成用部品の把握が全てできて

いない為、適正な補装具を提案できない。 

義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車

椅子は、来所審査で判断する。適正な補装具

を提案できる職員の配置、職員数の確保。完

成用部品は、同じ機能を持つもの毎に分類さ

れているとわかりやすい。 

意見書の内容を見て、不要な付属品が処方され

ていないか、この申請者にとってはこういう機能

が必要なのではないかということを専門知識がな

いため、自信を持って、意見書作成医師に伝える

ことができない。作成医師と嘱託医の意見に相違

がある場合、判定に苦慮する。 

意見書作成医師、嘱託医と対等な立場で更生

相談所の意見を述べることができる。 

補装具や制度の理解において、知識が乏しく判

定に苦慮している。他県の状況や厚労省への問

い合わせをして情報を得ている状況である。 

その都度相談できる機関があることを望む。 

 

＜利用者ニーズの多様化が進み、真に必要とされる補装具の判断が難しい＞ ｎ＝14 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

近年、様々な装具が開発され、また輸入品等も増

えている中で、補装具として真に必要なものかど

うか判断することが困難になっている。特に車椅

子の様々なタイプや付属品など申請者のニーズ

が多様化している。 

補装具費として一定の基準で公費負担を決定

した後は、申請者の希望で差額自己負担とし

て扱うのが現実的と思われる。 

地域で生活し様々な社会参加や就労スタイルが

あり、支給個数の問題や基準にはない機能を求

める方が多くなっている。また、情報を収集しやす

くなっているため、補装具には適さないと思われ

る福祉用具を申請されてきたり、本人の要求が強

く対応に苦慮することが多くなってきていると思わ

れる。障害福祉サービスに関わる支援機関が多く

なると場面、場面でのその方の補装具の考え方

が異なりその調整に難儀することが多くなってい

る。 

本人・家族もしくはケアマネ等の支援者が補装

具に対してのマネジメントを行い、判定時には

意見が調整されていること。それらを判定が適

切に判断できる。 

利用者が希望する機種が、必ずしも利用者に合う

とは限らない。機能が良くても、補装具で利用者

の障害や生活の問題をすべて解決することがで

きるわけではない。 

「必要」と「欲しい」すみ分けができるよう、基準

に該当する種目等については、できる限り対象

者（例）で説明がつくようにガイドラインを整備し

ていただきたい。 

 

 



 
 

１０２ 
 

＜同一種目で複数の支給を希望される場合の対応が難しい＞ ｎ＝13 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

生活パターンの多様化により同一種目で複数個

申請される場合がある。例えば通所施設を２ヶ所

利用するために、それぞれの通所施設用と自宅

用の車椅子又は座位保持装置３個の申請。家事

での使用頻度が高いために手部義手を２個申

請。このような場合、必要性を認めて支給する

か、必要性を認めながらも個数の制限をするか、

判断に迷う。 

必要性を検討するための事前の調査（使用目

的、使用場所や頻度、時間等）をきめ細かに行

うこと、また、判定後迅速に打ち合わせ等を行

って支給の可否を意志決定できる体制作りが

必要である。 

児童期に複数支給されている場合、更生相談所

が判断する基準との乖離が大きく、申請者(家族）

に理解してもらうことが難しい。また義肢・装具の

判定では、複数支給の判断が難しい事例が多

い。 

種目によって標準２個を認めるものと、公費で

は１個とするものを規定する。児童補装具の扱

いについては、判定方法を含め見直しが必要

と思われる。 

義足や下肢装具について替え用を支給してほし

いと言う要望がしばしばある。現行制度では支給

は認められないため対応に苦慮することもある。 

各福祉事務所、医療機関並びに補装具制作

（販売）事業者を通じて、対象者に対して制度

の周知をはかるとともに、治療用（訓練用）義

肢、装具の有効な活用を働きかける。 

 

＜介護保険とのすみ分けが難しい＞ ｎ＝9 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

介護保険該当者に対する車椅子の支給について

は、オーダーメイドで作成する必要がある場合に

ついてのみ自立支援法での支給を認めている

が、線引きが難しい。 

長期に車椅子を利用する場合、レンタルよりも

支給のほうが安価になる場合も多く、レディ・オ

ーダーを問わず、どちらの制度を使うかについ

ては原則本人の選択としたほうが合理的。 

市町村において介護保険でのレンタル製品の情

報が不足しているとともに、レンタル製品への本

人の抵抗、デモ機を借りることの調整の難しさ、

介護保険支給量の制限等の課題がある。 

「レンタル」という名称の再検討も含め、介護保

険制度が利用しやすくなるよう改善が必要であ

る。 

介護保険施設等への入所に伴い、介護保険制度

による車椅子貸与が停止される。施設の備品で

は対応できない種類の車椅子であるという理由

で、既製品の車椅子の補装具費申請が増加傾向

にある。 

介護保険施設等に入所する場合でも、介護保

険制度による福祉用具貸与を継続できるよう

調整すべきである。 

 

＜特例補装具の判定が難しい＞ ｎ＝8 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

高額・高機能な補装具を希望するケースが増えて

いるが、基準内の補装具との比較検証が不十分

な場合が多い。 

特例補装具についても、厚生労働省から明確

な判断基準が示されれば理想だが。 

特例補装具（児童の歩行器等）は基準額がない

ため、日常生活で真に必要な補装具であるか否

かの判断が難しい。 

訓練目的であれば、医療機関や学校が備品と

して備える。一時的な使用が想定されるためリ

ースやリサイクルの体制が整備される。補装具

であれば基準化する。 
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＜意見書の内容が物足りない(利用者の要望のみが記載されているなど)＞ ｎ＝8 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補装具、車椅子のオーダーメイドを必要とする状

況（障害状況、日常生活の困難さ）の記載が十分

でなく、具体性・客観性にも乏しい。そのため、支

給及び、処方内容の適否の判定に時間を要す

る。 

意見書の記載について、どのような内容を判定

者側が求めているか周知されていること。申請

者の様子が把握しやすいように意見書の書

式・項目が工夫されていること。 

障害の状況について、詳細に記載されていない

場合があること、また、処方について、「別紙のと

おり」として、業者が作成した処方箋をそのまま添

付しているため、障害と補装具の必要性の関係を

確認できないケースがある。 

障害の状況と補装具の必要性について、詳細

に記載すること、特に、車椅子の附属品等につ

いて、必要性や使用目的を記載することによ

り、医師への照会が不要となり、迅速な判定が

可能となる。 

 

＜児童の支給決定が難しい＞ ｎ＝7 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

当県は児童の補装具判定を実施しているが、他

更生相談所では児童判定を実施していないこと

が多く、照会・相談等が出来ず、判断困難ケース

の判定に苦慮することがある。 

全更生相談所が児童の補装具判定を実施す

ることが望ましい。 

現状の判定方法については、在宅での生活等に

関しての情報が少なく、身体機能面からの判断が

多いように思われ、使用されない補装具が散見さ

れている。 

療育・発達等の理由により耐用年数の形骸化、

種目や構造等にない高額な機器の申請等があ

る。 

医療の場面のみでなく、生活場面を見て判断

することができること。 

成長対応の機種もあり、それらを適切に導入

する。 

保護者への適切な指導・説明ができること。 

 

＜フォローアップの体制が確立していない＞ ｎ＝6 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

書面判定はもちろんのこと、自身が行った新規の

給付判定後の状況を全く把握することが出来ず、

更生相談所としての役割を十分果たしていない。

まずは、判定そのものも、8 割近くを委託医療

機関にのみ任せている状況を打開した上で、

更生相談所としての本来の役割である、必要

による対象者の実態把握と同一目線での、給

付判定そして、給付したものについて（全てで

はないが）の利用状況の把握及び、事後指導

を行いたい。 

高性能な義足や附属品の多い高額な車椅子等を

支給された申請者が、実際に安全に使いこなして

いるかどうかの確認を行う必要があると思われる

が、その体制ができていない。 

すべての補装具について支給後の状況を確認

することは難しいが、少なくとも高性能、高額な

補装具については使用状況を確認することに

より、判定・支給がより適切なものになる。 
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＜製作後の適合判定や使用状況の確認が難しい＞ ｎ＝6 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

フォローアップ体制の不十分さもあり、業者と本人

の間で納品後のトラブルが少なからずある。 

納品後修正を求めてもなかなか応じてくれない。

出張料をとる等が発生している。 

判定機関として判定した補装具が適切であり

使用されていることを確認できるようになるこ

と。 

書類判定の場合、処方や見積項目通りの内容で

作製されているか確認が困難。 

また、実際に適合判定が不十分だったために使

用できない装具が作製されていたケースがある。

疑義の出たケース、高額なケースについては

現物検収もしくは更生相談所での適合判定の

実施について検討する等。 

 

＜実物と見積書の明細に記載された指定部品等の突合が難しい＞ ｎ＝5 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

製品検査時において、製作業者の拡大解釈と思

われる見積りのため、適切な製品価格とは言い

難いケースがあり、苦慮することがある。 

製作業者への周知、指導も重要ではあるが、

補装具費の支給基準が現状に対応しきれてな

い部分が多々あるので、定期的な見直しが必

要かと思われます。 

 

＜補装具に関する研修機会がない＞ ｎ＝4 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

1 人で補装具費の判定等事務と、更生医療の判

定等事務並びに関連の事務を行っているため、よ

り専門的な補装具に関する研修に継続的に参加

することが出来ないため、補装具判定について机

上で学べる以上のスキルアップが困難である。 

少なくとも、補装具費の判定等事務と、更生医

療の判定等事務は別々の職員が担当するなど

専門性を求められる業務であるので分けた上

で、研修への参加を容易にし、フォローアップ

や検品についても対処していきたい。 

補装具の研修について、身体障害者更生相談所

職員は国立リハビリテーションセンターの研修に

参加しているものの、さらに専門知識を習得する

必要がある。 

国立リハビリテーションセンターの研修回数を

増やす（初級、中級、上級編など）ことや、ブロ

ック毎に補装具の研修会を開催するなどして研

修機会を増やすことにより、専門知識を習得

し、適切な判定が可能となる。 

 

＜基準額の判定内での支給が難しい＞ ｎ＝4 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

起立保持具等の基本構造、価格が現状とあって

おらず特例補装具扱いとなってしまう。 

実情と合う内容に見直して特例補装具とならな

いようにする。 

 

＜1 回の来所判定だけでは判定に難儀することが多い＞ ｎ＝4 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

過去の経緯や状況を把握できていない中で、処

方や判定をすることが困難な場合がある。 

特に新規作製については、申請者の状況等を

把握できている医療関係者との連携を密にし

た判定ができるシステムを構築する。 
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＜児童から者へ移行する 18 歳直前に、明らかに駆け込み申請と思われる必要以上の申請が多

い＞ ｎ＝2 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

電動車椅子や特例車椅子の家用、施設用などの

複数交付の申請や、本来的には対象とならない

方の申請など。 

児童の補装具を判定する専門機関を設置す

る。 

 

＜医療保険で製作すべきものか判断に迷う＞ ｎ＝2 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

歩行器、起立保持具及び足漕ぎ車椅子等につい

て、治療・訓練目的での希望が多い。 

治療・訓練目的の物は、医師の処方に基づい

た、医療保険制度の治療用装具としての給付

が検討されるべきである。 

 

＜申請から判定までにかなりの時間を要してしまう＞ ｎ＝2 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

書類の不備や意見書への加筆のために時間を要

し、判定までに時間がかかる場合がある。 

市町村の担当者に向けた研修会で提出書類

や意見書の記載方法について周知をはかる。 

 

＜判定した補装具が使いこなせるか不安に感じることがある＞ ｎ＝1 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

支給されても、実際には使いこなしていないケー

スがある。 

補装具は何を作るかも大切なことではあるが、

完成したものをどのように使用し活用していく

かに対してのフォローおよび助言の必要性を

感じている。 

 

＜製作事業者と利用者の間で必要な型式が決まっている場合が多い＞ ｎ＝1 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

判定後、判定機関と福祉事務所が把握していな

い中で業者と相談者の間で型式を変えていること

があり、再支給、修理の際に判定時の処方と異な

ることが判明して再度判定を要する。 

判定時の処方と異なる型式を希望する場合に

は判定が必要になる旨を相談者に周知し、業

者からも判定機関に相談、報告できるような体

制を作る。 
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＜その他＞ ｎ＝9 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

判定専門医の確保が不安定である。現状は、他

更生相談所等の紹介等によって、何とか専門医

を確保している状況である。 

専門医が確保できない場合に備えて、常勤医

師の確保や病院等の人事派遣協定の締結

等、何らかの方法で人材確保のための危機管

理のしくみをつくること。 

●平成 22 年から、基準額（120,000 円）の範囲内

で扱われている骨導式眼鏡型が、どのメーカーに

も存在しない状態が続いている。●ポケット型ア

ンプ組立交換が修理基準表にない。●盲人安全

つえのﾍﾞﾙ、ﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄ、木製ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂被

覆付は製品として無くなっている。●普通義眼は

製作されていない。等々基準表と現状にズレがあ

る。 

現状とのズレによる利用者への不利益や、業

者の不正請求などがおきないよう、その対応に

ついて実施機関との連携をより密にしていく体

制をつくる。ただし基準表が現状に即したもの

に適時更新されていくことがもっとも望ましいこ

と考える。 

書類判定で処理する補装具が多く、書類の情報

のみでは、真に必要な型式・付属品・完成用部品

等判断がしづらい。 

完成用部品の把握が全てできていないため、適

正な補装具を提案できない。 

義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車

椅子は、来所審査で判断する。適正な補装具

を提案できる職員の配置、職員数の確保。 

完成用部品は、同じ機能を持つもの毎に分類

されていると、わかりやすい。 
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Ｑ31 下記のそれぞれの区分における申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難し

い事柄について記入してください。  

＜種目、名称、型式または修理部位、耐用年数等に関すること＞ ｎ＝40 

 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

各補装具に 

関すること 
15 件 

電動車椅子の中輪駆動前後自在

輪を認めてほしい。身体的理由で

前輪駆動・後輪駆動も使用できな

い障がいを持っている方がいる。 

制度の名称・基準額等の追加が

必要である。 

補聴器について、聴覚の不自由さ

があるものの身体障害者手帳の

認定基準に該当しない人たちか

ら、公費支給の要望がある。 

障害者自立支援法において身体

障害者手帳の取得が制度利用

の前提条件となるため現状で

は、これらの人たちに対し対応で

きない。 

長下肢装具については支持部に

カーボン製のものを希望される。 

軽い装具を希望する高齢者が増

加しているので、基準額の見直し

が必要と考える。 

複数申請に 

関すること 
9 件 

重度の身体障害者の場合、通所

施設（生活介護等）を日中利用し

ていることが多いが、車椅子や座

位保持装置（車椅子構造フレーム

付）を１台は自宅用に、もう１台は

通所施設用に置いておきたい。 

車椅子等の支給個数の問題。児

童は教育上の理由により２個認

められることが多いが、１８歳以

上になると職業上の理由がない

ことが多く１個に制限される。 

何でも何個でも支給可能なものは

欲しい。 

制度の理解不足。(医療関係者

医師 リハビリ関係者含む） 

修理・耐用年数 

に関すること 
6 件 

手義手や足底装具について、耐用

年数内に再支給を希望されること

がある。 

補装具の種目によっては現在定

められている耐用年数が実態に

合っていないため、見直しが必要

である。 

耐用年数が到来したため補装具を

新調したい。 

耐用年数到来をもって再交付し

てもらえると考えている業者や申

請者が多く対応に苦慮する。支

給制度のみではなく、レンタル制

度の導入も検討するべき。 

制度に関するこ

と 
4 件 

交付基準に定められている種目、

基準額等について、「該当するも

のがない」との要望がある。 

補装具（福祉用具）の種目、金額

は多様化しているため、社会情

勢に合致した制度、基準額の見

直しが必要。 

37.5% 22.5% 15.0% 10.0% 10.0% 5.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

各補装具に関すること 複数申請に関すること 修理・耐用年数に関すること

制度に関すること 高額舗装具に関すること その他
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分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

高額補装具に 

関すること 
4 件 

高額・多機能の電動車椅子や膝

継手、高性能の補聴器等の要望

は時々ある。 

公平性を担保できるよう、補装具

費の制度改善が必要である。 

その他 2 件 

新種の福祉機器が開発され、補装

具として希望する旨の相談があ

る。 

申請者の身体状況、生活状況で

どうしても当該福祉機器でなけれ

ばならないのかを検討することに

なるが、補装具として認めてよい

か、用途があいまいなものがあ

る。 

少数ではあるが、児童のみが対象

の種目を 18 歳以上でも引き続き

使用したいという要望がある。 

特例補装具については、金額の

根拠がないため、判断が難しい。

訓練用・日常生活用の線引きが

難しい。「真の必要性」の判断に

苦しむ。 

 

 

＜基準額に関すること＞ ｎ＝30 

 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

車椅子に 

関すること 
10 件 

電動車椅子のリクライニング式や

リフト式は製品の種類が少なく、基

準額が低い。 

基準内で収めることに無理があ

る。 

申請者からではなく、業者から、車

椅子の修理基準の一部、座位保

持装置、座位保持椅子、起立保持

具など、基準額が低いと言われる

ことがある。 

適正な基準額の設定が必要であ

る。 

既製品等を利用した車椅子の場

合、元から付いている機能につい

て、必要がなくても価格に含めて

欲しい。修理が必要になっても修

理申請できない。 

制度上、車椅子に元から付いて

いる機能であっても、必要と考え

られる対象者に該当しない場合

は、価格に含めることができな

い。 

価格全般に 

関すること 
8 件 

必要な補装具を申請するが、基準

額の範囲内では製作できず、多額

の自己負担が発生する。 

現行の市場価格に準じた基準額

を設定していただきたい。 

33.3% 26.7% 23.3% 10.0% 6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

車椅子に関すること 価格全般に関すること その他補装具に関すること
未記載項目に関すること 児童に関すること



 
 

１０９ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

高額、高機能なもののほうがより

良いので認めて欲しい。 

補装具費の支給に関しては、日

常生活において必要最低限のも

のとしながら、高額、高機能なも

のが基準額や完成用部品に含ま

れると断りにくい状況になる。 

その他補装具に 

関すること 
7 件 

座位保持椅子（車載用）につい

て、基準額が低い。 

座位保持椅子（車載用）は装備

が義務付けられている。障害状

況に適合した椅子を作成するた

めには基準額の見直しが必要。 

耳あな型補聴器を希望する判定

依頼が多い。 

現行では支給要件があり対象が

限られているが、要件に該当しな

いような相談者からも相談がよく

出ている。 

未記載項目に 

関すること 
3 件 

交付基準に定められている種目、

基準額等について、「該当するも

のがない」との要望がある。 

補装具（福祉用具）の種目、金額

は多様化しているため、社会情

勢に合致した制度、基準額の見

直しが必要。 

児童に関すること 2 件 

児童の起立保持具の場合は、基

準額が低いため特例補装具にな

ることが多く、交付までに時間が

かかる。 

起立保持具を希望する児童は、

重度障害が多く、座位保持装置

の付属品が必要となるので基準

額の見直しが必要と思われる。 

 

＜申請、判定依頼、仮合わせ、適合判定に関すること＞ ｎ＝29 

 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

判定期間に 

関すること 
8 件 

判定および支給決定を早くしてほ

しい。意見書をとるとお金がかかる

のでできるだけ避けたい。判定の

ために時間を割きたくない。 

申請者も必要な手順についての

理解をお願いしたい。 

申請者から補装具を手に入れるま

でが長い、もっと早く支給できない

ものかとの要望がある。 

直接判定が必要な補装具につい

ては、来所が困難な場合、地域

によって申請から判定までに３ヶ

月程度かかってしまうことがあ

る。（予算上、地方都市では 1 年

間に４回程度しか巡回判定が行

えないため。） 

27.6% 20.0% 16.7% 13.3% 20.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

判定期間に関すること 来所に関すること 書類判定に関すること
在宅判定に関すること その他
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分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

来所に関するこ

と 
6 件 

義肢・装具の適合判定・仮合わせ

はなぜ更生相談所で行うことが必

要なのかと言われることがある。 

身体に適合しているか、処方どお

り製作されているかを個別で判

定する必要があるため、更生相

談所以外での適合判定は難し

い。 

来所判定では、判定から適合判定

まで、原則として３回の来所が必

要で、面倒である。 

身体に適合した補装具のために

は必要なことと考える。 

書類判定に 

関すること 
5 件 

書類判定を希望する相談者が多

い。 

当県では、現行制度上、来所に

よる相談判定を原則としており、

書類判定の要件を厳しくしてい

る。国の考えとして、“原則書類”

判定として、特殊なケースのみ直

接判定とする考えはないか。 

在宅判定に 

関すること 
4 件 

自宅への出張判定や地域への巡

回判定を行なってほしいとの要望

がある。 

制度利用に要する手続を、公平

性を確保しつつ、利用者の障害

状況や補装具の不具合時の緊

急性に対し配慮できるようなもの

に、見直していくことが必要かと

思われる。 

その他 6 件 

児童と成人とで支給までの手続き

が異なるので、一貫した対応をし

てもらえない。（児童：療育機関が

主、成人：更生相談所が主） 

オーダーの車椅子や電動車椅子

は更生相談所への来所判定が

必要な種目になっている。これを

医師意見書でも可能な種目にす

れば、療育機関での交付が可能

となる。 

なぜ判定後でないと作製できない

のか。不具合な状態で生活しなけ

ればならないので困るとの訴えが

ある。 

制度利用に要する手続を、公平

性を確保しつつ、利用者の障害

状況や補装具の不具合時の緊

急性に対し配慮できるようなもの

に、見直していくことが必要かと

思われる。 
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＜相談・フォローに関すること＞ ｎ＝19 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

相談に関するこ

と 
7 件 

かかりつけ医が存在しないとき、ど

のような補装具を支給してもらった

らよいのか、相談方法がわからな

い。 

身体状況を的確に判断できる専

門職が配備されていない。 

市町担当が補装具の知識がなく

窓口での相談に対応できていな

い。 

１、２年毎に市町担当の勤務異動

がある。 

フォローに関す

ること 
4 件 

支給後のフォローをして欲しい。 更生相談所、市町村、相談支援

事業所、補装具業者が連携しフ

ォローすることが必要である。 

制度に関するこ

と 
3 件 

判定までに時間がかかる。 国の指針の適用を厳格化して、

どの県でも、補装具について同

水準のサービスを提供できるよう

にする。 

その他 5 件 

軽微な修理に際して、業者が出張

修理を嫌がることがある。 

出張費に係る補装具費請求がで

きない。ただし、出張費加算導入

の際には、不正請求を防止する

仕組みも同時に必要である。 

各更生相談所や市町村での取扱

がそれぞれ異なる場合があるがな

ぜか。 

各更生相談所や市町村の裁量に

任されて、全国統一した取扱が

示されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

36.8% 21.1% 15.8% 26.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

相談に関すること フォローに関すること 制度に関すること その他
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＜その他＞ ｎ＝17 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

複数申請に関す

ること 
6 件 

補聴器を２つ希望する方が多く、

職業の理由の線引きが難しい。ま

た原則１つという基準を説明しても

理解が得られず、苦慮するケース

もある。 

「職業上の理由」の判断が各自

治体に任せられており差があり

不満につながる。申請者の要望

を汲みたい思いもあるが、予算等

からも実現厳しい。 

特に義肢において、修理期間中の

代替品として、同時期に２個を支

給対象にして欲しい。 

補装具の個数は原則１個である

ため、代替品を継続して備えてお

くための補装具費を支給すること

はできない。 

高機能補装具に 

関すること 
6 件 

差額自己負担をするので希望の

補装具(付属品を含む）を認めてほ

しいとの要望が増えている。 

申請者のニーズと装具(付属品を

含む）の多様化が進む中で、更

生相談所が一定の基準で判定を

行う方法に限界があり、差額自

己負担の在り方を明確にする必

要があると思われる。 

ＡLＳの方から高額の重度障害者

用意思伝達装置視線入力方式の

申請があった。 

ＡＬＳなどの進行性の疾患の場合

ｽｲｯﾁの交換で対応しているが、

進行性と明らかに診断された場

合は、初めから視線入力方式を

交付した方が本人もスムーズに

意思伝達ができ、コスト的にも安

価になるのではないかと思われ

る。 

その他 5 件 

１８歳になって初めて更生相談所

の判定を受ける場合、来所して判

定を受けなければならないことや、

判断基準が児童に比べて厳しくと

思われることなどに不満を表明さ

れる場合がある。 

障害者自立支援法では児童も者

も基本的には同じ扱いだが、実

務的な制度の運用が異なってい

る。 

外国製の補装具について安全基

準の認定をする国の機関があると

よい。 

国リハ等に安全基準の認定事務

を委託する。 

 

 

35.3% 35.3% 29.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

複数申請に関すること 高機能補装具に関すること その他
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Ｑ32 補装具費支給制度における技術的中枢機関として、市区町村等からの要望に応えるた

めに、下記の要望先に対し、貴相談所が求めている支援内容があればご記入ください。  

＜厚生労働省＞ ｎ＝76 

 

 

分類 件数 主なコメント 

基準の明確化の

希望 
26 件 

補装具の明確な基準を設けることや、差額自己負担の在り方、児童補

装具の在り方などを検討していただきたい。現行制度で更生相談所が

補装具判定を実施していくことに限界を感じている。 

特例補装具について、当県では必要と認めた場合、基準額との差額

自己負担なしとしているが、差額自己負担としている自治体もあり、差

額自己負担について、統一した見解を示してほしい。 

マニュアルの希

望 
24 件 

判定にあたってのマニュアル的なものを作成してほしい。補装具の高

度化等に伴い判断に迷う事例も多く、判断の基準となるものが望まれ

る。 

判定するにあたり各更生相談所の判断に任せられており、自治体より

基準額の算定方法等が違っているのではないかと思われることから、

当補装具判定にあたってのマニュアルやＱ＆Ａを作成してほしい。 

教育の希望 12 件 

補装具製作（販売）事業者に対し補装具費支給事務取扱要領や補装

具費支給事務取扱指針を周知させるために事業者を対象とした研修

の実施をお願いしたい。 

認定されている完成用部品等の特性適応例等情報提供して欲しい。

補装具全般に関する初任者講習会を開催して欲しい。 

その他 14 件 

児童の補装具を専門的に判定する機関を法律で規定してほしい。 

地方自治体任せにせず、もっと深く「技術的助言」を行ってほしい。 

相談・判定ケースに対し、随時相談できる窓口を作ってほしい。 

 

 

 

 

34.2% 31.6% 15.8% 18.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

基準の明確化の希望 マニュアルの希望 教育の希望 その他
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＜市区町村＞ ｎ＝35 

 

 

分類 件数 主なコメント 

情報共有の希望 13 件 

市町判断可とされている再交付について、件数を含め実情を教えてほ

しい。 

判定助言等求めるだけでなく、ケースごとの情報をもっと共有させて欲

しい。 

状況把握の希望 12 件 

補装具の判定依頼に際しては事前に聞き取り調査等を充分に行い、

本人の状況や要望を把握した上で判定依頼をお願いしたい。 

事務手続きに留まらず、生活支援の視点で相談者の話を聞いて欲し

い。 

児童に関する希

望 
9 件 

児童の判定について各市町村の判断理由を教えて欲しい。またそれら

のフィードバックをしてほしいし、市町村間でも共有してほしい。 

児童の支給にあたっても疑問があれば相談等をしてもらいたい。 

フォローアップの

希望 
7 件 

補装具給付後のフォローアップを行い、その情報をフィードバックして

欲しい。 

体制整備の希望 6 件 
補装具費支給制度の知識が継承できるよう、職員の異動について配

慮してほしい。 

チェックの希望 3 件 必要書類や、記載の不備について確実にチェックしてほしい。 

 

 

 

 

26.0% 24.0% 18.0% 14.0% 12.0% 6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

情報共有の希望 状況把握の希望 児童に関する希望

フォローアップの希望 体制整備の希望 チェックの希望
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＜テクノエイド協会＞ ｎ＝44 

 

分類 件数 主なコメント 

補装具全般情報

の希望 
17 件 

補装具対象者に関する適応例・失敗例を提示してほしい。 

特定補装具に関する事例等情報提供を定期的に行ってほしい。新任

担当者向けに 補装具の基本的な事項について資料を示してほしい。

完成用部品情報

の希望 
16 件 

補装具の完成用部品データベースシステムのデータで「組立・加工後

の写真」等の詳細情報がない部品もあるので、出来る限り掲示してほ

しい。 

完成用部品の登録までの期間を短縮していただきたい。 

研修の希望 7 件 困難事例のケーススタディや、最新情報について研修をして欲しい。 

資料・マニュア

ルの希望 
5 件 

早急に補装具費の支給基準（冊子）の作成を復活して欲しい。 

市区町村が支給決定に活用できるようなガイドブックの作成。 

医療機関や利用者向けのパンフレット・ガイドラインの作成。 

その他 6 件 

意見書を書く医師向けの、補装具制度の解説、医療との違いや意見

書、処方箋の書き方をホームページで出せないか？ 

全国の身体障害者更生相談所の「補装具費支給事務マニュアル」を

集めて、テクノエイドのホームページ上に掲載して頂きたい。（パスワー

ド方式の更生相談所使用限定で） 

アンケートの結果をもとに、厚生労働省と協働し、制度の改善・充実へ

向けた取り組みをお願いしたい。 

 

 

33.3% 31.4% 13.7% 9.8% 11.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

補装具全般情報の希望 完成用部品情報の希望 研修の希望
資料・マニュアルの希望 その他
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＜補装具製作（販売）事業者＞ ｎ＝40 

 

分類 件数 主なコメント 

情報の希望 18 件 

判定時の資料提供（カタログや写真など）。利用者が支給を希望するも

のが、どんな機能を持つものなのか、なぜその補装具が必要なのか、

分かるような形で資料を提出してほしい。 

見積書の詳細がわかるように、補装具のカタログや写真等を添付して

欲しい。 

制度への理解の

希望 
10 件 

特に車椅子、座位保持装置製作業者に補装具費支給事務取扱要領

や補装具費支給事務取扱指針について学習していただきたい。 

完成用部品に載っている中から自由に本人が選んでもよいと勘違いし

ている業者が時々いる。「同等安価が原則」なことを理解して欲しい。 

適切な補装具選

定の希望 
9 件 

対象者に対し、交付基準内のものであるか把握したうえで補装具（そ

の部品）の紹介をしてほしい。 

その他 4 件 

補装具製作事業者としての資質確保のためにも基準を設け認可制に

して欲しい。 

・熟練社員の世代交代期なので後継者の育成を望む。 

・申請者に余談や期待を持たせるような話は控えてほしい。 

 

＜その他＞ ｎ＝6 

要望先 主なコメント 

製作メーカー 
車椅子や装具等の既製の価格をオープン価格とはせずに適正な価格

を明示してほしい。 

医療機関 

同等安価か真に必要なものか等を吟味して、医療機関での高額な補

装具の支給は控えてほしい。 

制度についての理解をした上で、障害の程度や補装具の必要性がわ

かるような形で意見書の記載をしていただきたい。 

補装具支給希望者の障害・身体・生活状況等の把握が不充分なまま

業者の主導で処方する事例がある。補装具支給制度を理解したうえ

で、必要な補装具の適切な処方をしていただきたい。 

国立リハビリテーションセ

ンター 

意見書を作成する医師に対する補装具支給に係る研修を各ブロック

（北海道・東北等）にて開催してほしい。 

- 補装具判定専門委員会の活動は継続して下さい。 

23.7% 13.2% 11.8% 5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

情報の希望 制度への理解の希望 適切な補装具選定の希望 その他
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資料４ アンケート調査集計結果(事業者) 

 

 

 

Ｑ１ 貴事業者の概要をご記入ください。 ｎ＝569 

  補装具費の請求実績市町村数(平成２３年度実績) 

平均 月  29.2 箇所 

最小値 0 箇所 

最大値 1167 箇所 

 

 

  

補装具費請求市区町村数の分布

63

87

82

118
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１ 事業者の概要 

２ 補装具作製の状況 
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Ｑ２ 補装具作製の件数(利用者へ納品した数)  

平均(１ヶ月分)  ｎ＝569 
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障害者 障害児
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装具

座位保持装置 0.7

29.0
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＜作製件数＞
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0.0

歩行補助つえ

重度障害者用意思伝達装置

1.3

1.5

4.9

37.5

0.2

0.5

4.9

11.2

0.0
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0.0

3.4

0.0

オーダーメイド車椅子

補聴器

座位保持いす

3.1
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障害者補装具製作件数（月平均）

0.6 0.7
0.1 0.0 0.2 0.2 0.1

1.1
0.0

0.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

1.3

0.5
1.5

0.5

2.3

29.0

5.2

3.1

1.5
0.7

0.0 0.0 0.0

2.5

4.1

2.8

4.9

0

10

20

30

義

肢

装

具

座

位

保

持

装

置

盲

人

安

全

つ

え

義

眼

眼

鏡

補

聴

器

オ

ー

ダ

ー

メ

イ

ド

車

椅

子

レ

デ

ィ

メ

イ

ド

車

椅

子

電

動

車

椅

子

座

位

保

持

い

す

起

立

保

持

具

歩

行

器

頭

部

保

持

具

排

便

補

助

具

歩

行

補

助

つ

え

重

度

障

害

者

用

意

思

伝

達

装

置

新規 修理

障害児補装具製作件数（月平均）

0.1 0.1

0.4

0.0 0.1
0.0

0.2 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.30.30.2

1.9

0.0 0.1 0.0
0.1

3.4

0.5

1.8

0.0 0.1

1.3

0.0 0.0 0.00.1

1.1
0.9

1.6

0

1

2

3

4

義

肢

装

具

座

位

保

持

装

置

盲

人

安

全

つ

え

義

眼

眼

鏡

補

聴

器

オ

ー

ダ

ー

メ

イ

ド

車

椅

子

レ

デ

ィ

メ

イ

ド

車

椅

子

電

動

車

椅

子

座

位

保

持

い

す

起

立

保

持

具

歩

行

器

頭

部

保

持

具

排

便

補

助

具

歩

行

補

助

つ

え

重

度

障

害

者

用

意

思

伝

達

装

置

新規 修理



 
 

１２０ 
 

Ｑ２ 補装具作製の件数（利用者へ納品した数） 

平均（１年分） ｎ＝569 

 

 

件 n 件 件 件
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眼鏡

座位保持装置 15.2 15.5 58.78.7 23.0

59.0

装具 348.5 48.7 40.8 13.0 450.4

合計
新規 修理 新規 修理

0.2 0.1

＜作製件数＞

障害者 障害児

義肢 27.5 29.4 1.3 0.8

0.0 5.8

義眼 17.6 0.0 0.9 0.0 18.5

盲人安全つえ 5.6

6.3 0.4 0.1

18.9

0.0

オーダーメイド車椅子 36.6 59.0 21.1

補聴器 62.9 33.9 6.5

6.8
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2.2 20.0

134.6
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電動車椅子 8.5 18.5 1.7
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座位保持いす 1.0 0.2 5.2
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0.5 6.1
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起立保持具 0.2
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0.1 2.9

頭部保持具 1.8 0.1 3.0

0.1 15.0

排便補助具 1.2 0.0 0.2
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0.0 1.4

0.0 0.6

歩行補助つえ 13.3

重度障害者用意思伝達装置 0.5 0.1 0.0

0.6 1.0

合計 554.9 208.8 110.0 64.0 937.8
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Ｑ３ 補装具の作製に携わっている職種・人数 ｎ＝569 

 

障害児補装具製作件数（年平均）
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Ｑ４ 申請者の「身体状況」や「置かれている生活環境」等を十分に踏まえた補装具の作製

ができていますか？ ｎ＝569 

 

 

補装具製作に携わっている職種・人数（平均）

0.4
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47.5% 41.7% 7.9% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ねできているが、課題がある c.どちらともいえない 無回答
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Ｑ５ その理由として主なものは何ですか？（Ｑ４ 「ｂ」選択者のみ） ｎ＝238 

 

 

その他の自由記載 ｎ＝74 

 

分類 件数 主なコメント 

利用者に関

するもの 
18 件 

本人の希望が現実的でないことがある。（ネット等メディアから受け

る誤った情報） 

申請者又は家族の障害の受容が十分でなく、処方、製作された補装具

に不満を言われることがある。 

交付決定を待たずに補装具を製作してほしいと頼まれることが多い。

時間・業務

量に関する

もの 

17 件 

ユーザーの高齢化に伴い在宅での製作を希望される依頼が増加した

が、コスト、時間、効率、環境に問題がある。 

児童の装具において色・ベルトのワンポイント等、見積りにはない工

夫などでかなりの製作時間を要する。 

緊急性の高い修理・支給時に、支給決定まで時間がかかる。 

制度・判定

に関するも

の 

14 件 

県内分については判定所の理解は得られやすく「身体状況、生活環境」

を充分に踏まえた作製ができていると思います。しかし、政令市分に

ついては極めて困難な状況にあります。政令市更生相談所では「申請

目的に適した用具の具体的処方を直接あるいは意見書、見積書、製作

予定書等を基に構造、機能等に関する技術的助言をする」のではなく、

「見積書が基準内であるか、特例申請の根拠は何かなどの制度利用や

低価格で製作できないか」のやりとりに終始する状況にあります。筋

ジストロフィーや脳性小児麻痺等の身体障害が重度の人の（電動）車

椅子の場合身体状況は多様であり、現在の「補装具の基準」の項目に

ないか、満たさない場合に特例申請（見積書）をしていますが「基準」

を楯にして繰り返し修正、減額を求められます。「身体状況、生活環

境」は無視されることになります。 

14.3% 19.7% 6.3%27.7% 31.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.業務量が多く、対応できない b.情報が不足している

c.専門職の人員がいない、又は不足している d.技術力が不足している

e.その他

24.3% 23.0% 18.9% 12.2% 21.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

利用者に関するもの 時間・業務量に関するもの 制度・判定に関するもの

情報に関するもの その他
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分類 件数 主なコメント 

現場主治医の処方内容を更生相談所の判定により、変更・削除される

ことが多々ある。判定の内容では、「身体状況」や「生活環境」を十

分に踏まえた補装具を製作することが出来ないとして、申請を取りや

めることもおきている。 

最初に判定によって、補装具を決定されるので、仮合わせ時の不都合

な部品などを変更できない。 

情報に関す

るもの 
9 件 

情報を採寸の時間内で収集することが難しい。また、事前事後に情報

を収集する時間がなかなか取れない。医療サイドからの情報も得るこ

とが難しいこともある。（評価、個人情報） 

身体状況や生活環境などを詳細に聴取する話術にレベル差があり、十

分習得できていない。 

書類のみで申請する場合もあり、ご本人様と相談しないまま支給決定

になる場合もある。 

その他 16 件 

相談所の医師や担当者の義肢や装具・車椅子等に対する知識が少なく、

切断者や障害者の能力や目的に対して適切なものが処方されていない

ケースが見られる。 

生活期での補装具製作においてはリハビリなどの補装具訓練指導の介

入も必要だが不足。 

身体状況や置かれている生活環境の変化に起因するものであっても、

補装具納品後のメンテナンス、修正が自費になってしまうことが多い。

特に義足においてその傾向が顕著である。 

 

Ｑ６ 技術革新やメーカーの開発努力により新たに開発された「補装具」や「完成用部品」

に関する情報収集を積極的に行い、それを踏まえた補装具の作製ができていますか？  

ｎ＝569 

 

 

Ｑ７ その理由として主なものは何ですか？（Ｑ６ 「ｂ概ねできているが課題がある」選択

者のみ） ｎ＝195 

 

48.5% 34.6% 13.2% 3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.十分にできている b.概ねできているが、課題がある c.どちらともいえない 無回答

13.3% 8.2% 54.4% 24.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.業務量が多く、対応できない b.情報収集する手段や入手先がない

c.情報収集してもその活用が難しい d.その他
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その他の自由記載 ｎ＝53 

 
 

分類 件数 主なコメント 

制度に 

関するもの 
16 件 

身体状況、生活環境を考慮して、最適と思われる完成用部品掲載部

品を選択しても、役所の許可が出ず、不適切な完成用部品を使用し

ないといけないケースが出てきている。 

新たに開発された補装具・完成用部品の製品については、対象品目

となっていなければ支給を認めて頂けず、特例補装具としても認め

て頂けない。 

制度の対象者の概要が曖昧すぎて、判定側の知識不足も重なり、完

成用部品などの申請を行なっても、給付に至らないケースがある。

情報に 

関するもの 
12 件 

完成用部品等はメーカーからの案内がないとどのような物かさえ判

らず、基準の通知時に確認するがメーカーの所在さえ分からないも

のがある。せめてメーカー一覧があると参考できる。 

きちんとした適応例を蓄積しないと現場での使用が難しいため。 

価格に 

関するもの 
9 件 

新しい製品を使うには実際に使用する利用者に対して試着等を行

い、日常生活になじんでいくか検討しなければならない。しかしそ

れには使用する部品等の購入費用がかかり、使用するには審査を受

けなければならない。しかし、それが不適合となった場合の部品交

換にも費用がかかるため、対応が困難な時がある。 

時間に 

関するもの 
4 件 

完成用部品などの制度と実際に開発された部品とのタイムラグがあ

り有効活用が難しい。 

ニーズに 

関するもの 
3 件 

昔からの補装具が良いという患者がいて、新しいものの使用頻度が

少ない。 

その他 9 件 
全営業者への伝達・教育の時間が取れない。 

人手が無くデモ機の貸し出しが難しい。 

Ｑ８ 補装具作製の見積書は、申請者の主治医や理学療法士、作業療法士など医療職種等と

申請者に関する情報をきちんと共有（あるいは連携）したうえで作成できていますか？  

ｎ＝569 

 

30.2% 22.6% 17.0% 7.5% 5.7% 17.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

制度・判定に関するもの 情報に関するもの 価格に関するもの

時間に関するもの ニーズに関するもの その他

75.4% 8.8% 12.7% 3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.適切にできている b.満足にできていない c.どちらともいえない 無回答
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Ｑ９ 判定時の立会いの必要性についてお考えをお聞かせ下さい。 ｎ＝569 

 
 

Ｑ10 補装具費支給決定にあたっての判断基準についてお聞かせ下さい。 ｎ＝569 

 

 ｎ＝15 

その他の自由記載（主なコメント） 

判定は医師の判断によっているので市町村は関係ない。 

特例でないと対応できないときに事務処理の煩雑さなどから枠内での対応を求められること

がある。一定の基準を持って判断せざるを得ないことは理解できるが柔軟かつ迅速な対応が

望まれる。 

担当者によって柔軟な対応であったりそうでなかったりするのではないかと思う。 

更生相談所の判断基準通りにしている。 

申請者の身体的、社会的状況だけでなく、費用によって制限されると見受けられる市町村が

ある。 

 

38.0% 22.3% 10.9% 5.1%11.1% 12.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.全ての判定に立ち会いたい b.種目や必要に応じて立ち会いたい

c.申請者の要望に応じて判断する d.更生相談所からの要請に応じて判断する

e.立ち会う必要はない 無回答

27.8% 49.2% 2.5%2.3%18.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.市区町村によって判断基準の違いを感じることが多い

b.市区町村によって判断基準の違いを感じることがまれにある

c.市区町村の判断基準は一致している

d.その他

無回答



 
 

１２７ 
 

Ｑ11 判断基準が違うと考えられる理由を選んでください。（複数選択可）（Ｑ10 ｢ａ｣、「ｂ」

選択者のみ） ｎ＝437 

 

その他の自由記載 ｎ＝21 

分類 件数 主なコメント 

財政に 

関するもの 
5 件 

市町村の財政状況で新調・修理の判断基準が変わる。 

担当者に 

関するもの 
3 件 

障害者のために一生懸命される担当者と予算を切り詰めることしか

考えない担当者がいる。 

福祉担当者が短い年数で変わってしまい熟知している福祉担当者が

少ない。 

制度に 

関するもの 
2 件 

書類の流れが違う時がある。 

その他 10 件 
法律ではＯＫなのに支給したくない役所がよくある。 

地域の更生相談所によっては判定基準の違いがある。 

 

Ｑ12 適合判定時の立会いの必要性についてお考えをお聞かせ下さい。 ｎ＝569 

 

 

198

103

103

21

212

0 50 100 150 200 250

1

a.知識量の差がある b.担当者の熱意・誠意が異なる

c.市区町村独自の判断基準がある d.市区町村と医療職の連携度合いに差がある

e.その他

13.0% 25.5% 8.6% 5.4%36.4% 11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.全ての判定に立ち会いたい b.種目や必要に応じて立ち会いたい

c.申請者の要望に応じて判断する d.構成相談所からの要請に応じて判断する

e.立ち会う必要はない 無回答



 
 

１２８ 
 

Ｑ13 判定時や適合判定時の立会いにかかる費用（移動費）の負担感をお聞かせ下さい。 

ｎ＝569 

 

その他の自由記載 ｎ＝28 

分類 件数 主なコメント 

時間・日程に 

関するもの 
9 件

曜日、時間が決められていて、こちらの意見が反映されない。 

費用よりも他の仕事があるので、タイムロスが多くなる。 

立会い事例無

し 
6 件

立会いによる適合判定が行われていない。 

状況によって

負担感あり 
5 件

遠方へ行かなければならないのであれば負担感はある。 

その他 8 件

立会いの問題：お客さまが製作業者を選ぶわけで、更生相談所が業

者を決めるわけではない。判定時の業者立会いはあえて避けるべき

と考える。 

特例補装具判定では試作車を持参するが、それまでの適合費や製作

費がでない。 

業者が判定に立ち会い説明をしなければ判定が成立していません

し、負担感は当然です。 

 

Ｑ14 処方判定から完成までの期間、仮合わせなどで修正や追加があった際の材料費やデモ

機の費用についてお答え下さい。 ｎ＝569 

 

21.8% 44.6% 4.9% 6.9%21.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.かなりの負担を感じる b.それなりに負担感はある c.特別な負担感はない d.その他 無回答

67.5% 4.4% 6.3%15.8% 6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.自社で負担することが多い b.内容によって見積書の修正をお願いしている

c.見積書を再提出している d.その他

無回答



 
 

１２９ 
 

その他の自由記載 ｎ＝36 

分類 件数 主なコメント 

負担事例無

し 
15 件 

特に負担することはありません。 

部分的に 

負担してい

る 

10 件 

デモ機は自社保有以外は全て自社負担、仮合わせなどの修正追加は、

軽度の物は自社負担、それなりに負担感がある。 

完成用部品の変更等は見積書の修正や差し替えをお願いしている

が、製作要素の部分では自社で負担していることが多い。 

メーカーか

らレンタル

／メーカー

負担 

4 件 

メーカーから支給されているデモ器を使用。 

メーカーへ返品・交換してもらうことが多い。 

その他 7 件 

無償にすると記録に残らない。差し替えで支給券が遅れることにな

るが、記録に残すことは重要。次回の作り変えにも影響する。 

見積もり変更があった場合、安くなるのは認められるが、高くなる

場合は変更不可。 

限度額以上は個人負担をお願いしている。 

 

Ｑ15 仮合わせなどで修正や追加があった際の材料費やデモ機の費用について負担感をお聞

かせ下さい。（Ｑ14 ｢ａ｣選択者のみ） ｎ＝409 

 

 ｎ＝9 

その他の自由記載（主なコメント） 

病院で患者さまと医師とでトライアルを行いパーツを決めて、申請したら高額だと言われ、

また違うパーツでトライアルを行い、何度もやり直しをさせられます。3年前まではこのよ

うなことはほとんどなかったのですが、最近は頻繁にあります。患者さまにも迷惑をおかけ

していますが、それは業者と言う立場であるからで、更生相談所は、支払う立場で患者さま

に意見されますから、患者さまは何も言えません。 

技術的な問題で修正になるのは自社負担するが、処方の違いや身体の変化による修正も、自

社負担にしているので、かなり負担を感じる。 

すべて自社負担の為、かなり負担感を感じる。 

 

 

35.5% 50.9% 12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.かなりの負担感を感じる b.それなりに負担感はある c.特別な負担感はない d.その他



 
 

１３０ 
 

Ｑ16 支給決定から、採型、仮合わせ開始までの平均的な期間についてお答え下さい。 

ｎ＝569 

 

 

Ｑ17 申請者との契約後、納品までの平均的な期間についてお答え下さい。 ｎ＝569 

 

 

Ｑ18 納品後の、利用者に対するフォローアップの期間についてお答え下さい。 ｎ＝569 

 

 

Ｑ19 フォローアップにかかる費用の負担感をお聞かせ下さい。 ｎ＝569 

 

72.1% 22.3% 1.2% 4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.1ヶ月以上 b.2～3ヶ月以内 c.4ヶ月以上 無回答

48.3% 42.7% 5.1%3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.1ヶ月以上 b.2～3ヶ月以内 c.4ヶ月以上 無回答

39.2% 13.0% 4.7% 3.9%15.5% 23.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.概ね3ヶ月以内に行っている b.概ね6ヶ月以内に行っている

c.概ね1年以内に行っている d.概ね1年以上あけて行っている

e.フォローアップは行っていない 無回答

12.3% 34.3% 33.4% 6.0% 14.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

a.かなりの負担感を感じる b.それなりに負担感はある c.特別な負担感はない

d.その他 無回答



 
 

１３１ 
 

その他の自由記載 ｎ＝35 

分類 件数 主なコメント 

必要があれ

ば実施して

いる 

17 件 

積極的に行っていないが、利用者からの要望は応じている。 

当社からの連絡は行っていないが、使用者からは、いつでも、気軽

に、相談や調整ができるように努力している。具体的には、次回の

製作修理までの間の調整などの費用は一切もらうことなく、対応し

ている。しかし、現状での事業者の負担は大きい。 

負担感があ

る 
7 件 

無償でのフォローについて修理申請をしていただくかの判断が難し

い。時には消耗品までも無償にてフォローしなければならない時が

あり、負担感を感じる。当社では保障期間として３カ月を設けてい

るが、定期的なフォロー・メンテナンス制度を制度化していただい

たほうが、使用者に対し満足いくサービスが提供できる。 

９ヶ月以内の修理費用は各義肢装具会社で負担とあるが、使用頻度

を考慮してほしい。 

座位保持の場合でも実際に修理申請してもらうのは１時間以上かか

る物などでほとんどは無料で調整している。単独で移動を伴う場合

電動車椅子や車椅子の場合ほとんど赤字になる。 

その他 11 件 

判定機関に月例に伺っている。 

以前は、製作して半年後とその後１年毎に往復ハガキにて点検等を

行っていたのですが、数年前に更生相談所から余計なことをしない

ように指導を受け、やめさせられました。 

３ヶ月ごとの定期的なＤＭにフォローアップのすすめを記載してい

る。 

支給基準にフォローアップの価格は入っていない。したがって、フ

ォローアップは事実上できない状況である。しかし、本来必要なも

のであり、行おうとすると負担感は大きい。さらに、自宅や施設を

訪問してのフォローアップを望まれる場合は出張費等を自己負担し

ていただく事が必要となり、障害者にとっても負担は大きい。特に

新しい技術を導入した際にはフォローアップが必要となるケースが

多く、どちらにとっても負担となり、新技術やパーツの導入の障壁

となる。 

 

 

 

 

  ３ 現行制度における課題と提案 



 
 

１３２ 
 

Ｑ20 補装具作製の業務のなかで、貴事業者において、最も大きな課題と思われる内容を以

下の「１～28」の項目から最大３つ選択し、「その具体的な内容」 と「貴事業者が提案する

あるべき姿（理想像）」を記入してください。 ｎ＝569 

 

【基準額の範囲内での作製が難しい】 

105
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69

62

49

49

48

45

45
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4

73

126

0 20 40 60 80 100 120 140

基準額の範囲内での作製が難しい

修理項目に記載の無い修理の要望がある

市区町村によって支給決定の判断が異なる

利用者ニーズの多様化が進み、真に必要とされる補装具の作製が難し

い

処方から納品までに時間を要してしまう

判定時の立会いが難しい

フォローアップの体制が確立していない

遠隔地（離島など）の利用者への作製が困難である

制度に対する申請者の理解が乏しい

車椅子や電動車椅子の採型や仮合わせに要する補装具費の支給が無い

処方判定の内容と申請者の希望が乖離している

マンパワーや技術力が不足している

市区町村や更生相談所は、補装具作製事業者の要望を聞き入れてくれ

ない

更生相談所によって判定の内容が異なる

仮合わせの期間に貸し出せるデモ機の数を十分に確保できていない

仮合わせで修正を加えるため、処方通りに作製できないことが多い

介護保険とのすみ分けが難しい

医療保険と異なるなど、手続きが異なることを申請者が理解してくれ

ない

特例補装具を希望されるケースが多い

特例補装具の作製が難しい

医療関係職種との連携が難しい

児童用補装具の作製が難しい

医療関係者と利用者の間で必要な補装具が決まっている場合が多い

補装具の利用状況を管理するシステムがない

主治医の要望に応えることが難しい

新しい補装具や完成用部品の情報収集が難しい

行政からの連絡により必要な補装具が決まっている場合が多い

その他



 
 

１３３ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

各補装具に 

関すること 
46 件 

標準型耳掛式 43,900 円、高度難

聴用耳掛式 67,300 円となって

います。現在のこの金額は我々

販売店側の負担増となっており

フィッティングの手間、労力の

割には報われていないのが実情

である。 

標準耳掛式 63,000 円、高度難聴

用耳掛式 98,000 円ぐらいにす

るべきである。現在はこの程度

の補聴器を現行の金額で販売さ

せていただいている感じだ。 

車載用の場合、基準内で購入で

きるものは全体の約２割、差額

負担が比較的少ないものでも約

２割、残り６割の方が特例補装

具扱いとなります。 

現状の価格に合った車載用の制

度価格の見直し。 

靴を木型から製作しています。

最近、既製靴による不正請求が

健康保健で問題になっています

が、正しく整形靴を作ると価格

表では不可能です。既製靴が安

くあがるとの風潮があります

が、かえって足を壊しています。

医師や更生相談所の知識不足を

改めて、整形靴に対する知識を

持ち、安易な既製靴を整形靴と

認めることは禁止にしてほし

い。 

矯正眼鏡の場合は基準額内でだ

いたい作成できるが、遮光眼鏡

の場合はレンズの価格が高価な

ため、基準額をオーバーするケ

ースがよくある。 

遮光眼鏡の基準額を増額して欲

しい。 

基準額内で収めてほしい利用者

の場合、オーバー分を負担して

もらう交渉が難しい。小額のオ

ーバー分はサービスすることに

なってしまう。また、特に盲人

安全杖は仕入れが高く利益がな

い。 

補装具作成の仕事でも利用者の

サービス満足度が得られつつ、

利益面でもある程度の収益を得

られるような体制を整えたい。

盲人安全杖は事実上、利益０で

ある。これも多少利益が出るよ

うにしたい。 

部品・調整等の

費用に関するこ

と 

37 件 

義足・装具等の適切な完成用部

品が無いため、患者の要望を受

け入れるため、自社で時間、材

料費をかけて、複雑なパーツを

作製した場合、価格に反映でき

ず、手間をかけるほど割に合わ

ないことが多々ある。 

労働時間、材料代に反映する適

切な価格の計算式を公に決めて

頂きたい。 

仮合わせ時、新たな要望が出る

ことが多く、そこで発生した処

方にない部分などは、こちらで

負担しなければならない。 

医師が必要と認めたものに関し

て、柔軟な制度運用になること

が望ましい。 

基準額の範囲内とは少しニュア

ンスが違うが、製品に使用する

材料の種類増加および新しい製

作法より基本価格に分類されて

いる項目の種類では選択が困難

基本価格の増額というわけでは

なく、選択項目の増加または、

細分化が必要 



 
 

１３４ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

なことが多い。 

要望に関するこ

と 
17 件 

車椅子や歩行器は使用者からの

細かい希望があり、基準額内で

製作することが難しい。また、

室内外兼用で補装具を製作する

場合、活動内容により工夫が必

要で、細かな加工に対する見積

項目が重複することがある。し

かし重複してとることができな

いため、価格を加算できない。

車椅子購入者のニーズ傾向調査

を行い、現状に合った価格設定

を行う。 

兼用の補装具の場合は、何かし

らの加算要素を設ける必要があ

る。 

高性能な製品を希望される方が

増えており、基準額内の作製が

難しい。 

基準額の引き上げ。 

価格全般に 

関すること 
15 件 

基準額と実勢価格の差が大き

い。利用者の品質に対する要求

は自費の場合と変わらない。弊

社の経験上、自費と同等の品質

のものをお渡ししないとご納得

頂けないことが多いので、弊社

が差額を負担していることにな

り負担に感じる。 

基準額を少しでも実勢価格に近

づけて頂きたい。 

申請者が求めているレベルの商

品⇒基準額以内での対応は難し

い。 

全額は無理として、半額負担で

申請者の望むレベルの商品を提

供できるシステム（高額商品で

も全額出ると思ってらっしゃる

方もいます）。 

その他・未記入 12 件 

特例補装具の扱いになる製品に

対して、許可が下りるまで相当

な時間がかかる。結果、利用者

様の変化に見積りが追いつかず

に追加もしくは製作者側負担で

適合させるケースがある。 

迅速な事務処理と判定作業が行

われることにより、適切な製品

を提供できる。 

真に適合した用具を提供しよう

とすると、生産性が低くなる。

義肢などと違い、生活支援法な

ど広い適合性を求められるの

で、一定の会社規模(スペース・

人員・設備など)が必要と思うが

現状の基準額では経営を持続、

継承が難しいと思う。 

オーダーメイドを基準とした現

状の供給システムは、技術の向

上や、予算規模を大きくしない

点でも大変優れているので、事

業者の生産性を上げる事を当面

の大きな目標とし、基準額の真

の適正化、手続きの簡素化をす

べきだと思う。そのため、更生

相談所、福祉事務所の在り方も

再検討すべきと思う。 

【修理項目に記載の無い修理の要望がある】 



 
 

１３５ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

修理費全般

に関するこ

と 

50 件 

補装具のフォローアップに関

する制度が不十分ではないか。

身体状況の急激な変化に対す

る至急対応、また、継続的な身

体状況の変化に対する継続的

な対応を当事業所では行って

いるが、その費用について、申

請、許可を頂くのはまれであ

る。 

例えば、義足の場合、現行のソケッ

ト調整料では、1～2時間程度の義

肢装具士の人件費しかまかなえず、

出張に関する人件費、交通費などが

まかなえない。現実問題として、毎

週4時間程度のソケット調整を5年

以上にわたって継続実施している

方もおり、誠意をもって対応すれば

するだけ、赤字になってしまう現状

を改善するため、補装具の修理に関

しては、補装具使用者が申請者では

なく、各事業所が申請者となるべき

ではないかと考えられる。補装具使

用者の確認をサインまたは捺印で

もらえばいいのではないかと考え

られる。 

義足のパーツの修理、調整、オ

ーバーホール、時々の点検や再

調整等。 

「（対応時間 X 時間単価）+ 材料

費」等の基準があれば、交換をしな

くても済む場合もある。 

各補装具の

修理に関す

ること 

※本項目の

み、修理の

具体例を掲

載していま

す 

46 件 

全般：体型の変化やむくみなどの体質の変化による補装具の調整、

申請者の要望が完成納品時に出る場合 

眼鏡：プリズム処方 

補聴器：補聴器用電池、耳栓（イヤモールド）の修理、耳せんのク

リーニング、内部の断線修理、アンプ組立交換の修理 

車椅子：タイヤパンク修理、フレーム溶接修理、泥除け取付、手入

れ防止用（泥除け延長型）、転倒防止バー（キャスター付折りたた

み無し）、背張りの調整と背クッションの併用 

座位保持装置：ワイヤー交換、タイヤ、グリップなどの修理 

義肢・装具：足部覆いの当てべろ交換、補正靴等フックの交換、靴

紐の交換、足底のアーチの高さの変更、マジックバンドを通す環の

方の交換、支柱の化粧皮交換、Ｔ．Ｙストラップの切断、完成用部

品のパーツの一部分だけの交換、継手周辺など音を消す調整、・義

足や装具のソケットの割れ補修、ボリューム調整による革張り、ネ

ジ類の交換、バネの交換、補装具支持部（カフバンド・コルセット）

等の部分修理(皮あて)等の修理、プラスチック類の破損、体型に合

わない場合の調整、短下肢装具足部内張り用に使用する材質、足枕

等、周計調整、スタイル出しのスポンジ、革巻き仕上げ、支柱の革

巻き、マジックベルト巾３cm、４cm、シューホンブレースのひび割

れの修理など 

その他・未

記入 
9 件 

「修理項目が無い」というだけで、

修理見積りを書いても行政が理解

してくれない。利用者に負担して頂

いているのが現状。 

どのような補装具を製作したの

か、どの部分の修理申請なのか

行政も把握して欲しい。 

差額購入の場合の修理についての

対応が分からない. 

利用者の全額負担なのか。申請

できるのか。 

【市区町村によって支給決定の判断が異なる】 



 
 

１３６ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

判定全般に 

関すること 
52 件 

同じ補装具を再交付する場合で

も、都度判定や意見書の提出を求

める市がある場合と、見積書の提

出のみで申請が可能な市があり、

判定基準がまちまちの状態。高齢

の患者様が何度も判定に出向く

のは困難。 

判断基準を統一し、患者様の身体状

況に応じて、写真判定や自宅訪問で

の判定など、柔軟な対応が必要にな

ってくると思われます。 

都道府県、市区町村別で独自の判

定基準を持つため、事前にお客さ

まと仕様や内容の相談しても要

望どおりに行かない場合が多い。

しかしながら最終的に尻拭きを

するのは全て業者が行なってい

るのが現実である。 

本来は行政、医療、利用者、家族、

製造側がその利害関係を超えて、よ

りよいモノを提供するはずだが、独

自の基準や好みで判断される傾向が

強く、利用者が納得しないまま処方

が行なわれている。結果合わない場

合、業者以外の立場の人が責任を負

うことはまずなく、結局業者が全て

処理しているのが現実である。業者

の意見もロクに聞かずに決めたこと

に対して、行政や判定機関も責任を

持つべきなのでは？ 

厳しいところでは決定までに時

間がかかったり、左右同じもので

も 2枚の申請書を出すように言

われたり、作業用の義足を認めて

もらえなかったりする 

決定までの日数を出来るだけ短縮し

て、1か月の内には何らかの決定して

ほしい。問題があるなら早めに利用

者に伝えてほしい。作業用の判断基

準を統一（骨格 2本、主婦用、学校

用、農作業用、スポーツ用など）し

て欲しい。 

申請方法、判定基準や差額負担基

準などが市町村で違いすぎる。特

に県をまたぐと同じ制度下で運

用されているとは思えない違い

がある。 

せめて申請手順、判定基準は全国で

同一とするべき。市町村独自の追加

措置は各市町村の責任に置いて明文

化してほしい。 

個別事項に

関すること 
20 件 

身障者に該当しなくても学習に

必要と認められた場合、補装具を

交付して頂けるという自治体が

限られている。（児童に関して）

難聴児を特に保護者が医療機関・自

治体に相談することをためらう事が

見受けられる。様々なサービスが受

けられることをもっとオープンに周

知できるシステムが必要ではない

か。（自分の子供の障害をたとえ公

的機関の人でも言いたくない） 

紛失した場合の再支給制度があ

る自治体とないところがある。ま

た、1度しか出来ないところや何

回でも申請できるところがある。

制度を統一して欲しい。 



 
 

１３７ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

靴型装具に関して、基本価格、採

型、採寸区分で市区町村によって

は採型しているにもかかわらず

採寸でしか認められない事。会社

側が常に負担することは患者様

にとって不利益な事態になる可

能性がある。 

変形著しい足の場合、採型せずに製

作することは不可能。各製作会社で

製作方法が違うため、一般的な製作

方法のみを参考にして全てを決めて

しまうのではなく正確に仕事をした

分の費用請求が出来るようにしてい

ただきたい。 

一人の利用者に対して二つの処

方があり、同時申請した。しかし、

支給決定日が異なり一つの申請

が月をまたいだ為、二つとも自己

負担が発生した。 

申請が同時の場合、支給決定日の同

時にすべき。 

その他・未

記入 
7 件 

生活保護・自立支援法どちらの申

請になるのかわからない場合が

ある。 

基準を明確にしていただきたい。 

 

【利用者ニーズの多様化が進み、真に必要とされる補装具の作製が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

時代の変化とともに新しい疾病や怪我による

補装具も求められ､既に多数出ており､加えて

新技術･新素材を使っての技術職の方々の多様

化も進んでおり､医療職の資格を持った方々及

び医療職以外の方々の供給能力が逆転してい

る場合がある｡汎用性のあるものは特に。 

技術職の方々の相互間の連携が密となり､

補装具についての教育も必要であるが､お

互いの足りないところ(専門分野)を補い合

うチーム体制(棲み分け)が医職･医療職以

外も含め必要と思われる｡ 

インターネット等で情報が多く、高機能な部品

を希望するケースがある。業者に対しては紹介

しない努力不足と言われ、更生相談所からは判

定医が決めることであって、業者が先に患者に

部品紹介をして、本人が希望してトラブルの原

因になると注意を受ける。 

更生相談所が適切な補装具を厳格に判定す

べし。業者任せにしない。 

利用者が求める商品構造・部品などが現行の基

準に合わない（基準を超える/基準外になる）

ことが多く、基準内で作成しようとすると、利

用者の求める補装具より低いスペックの商品

になってしまう。 

新しい部材・部品などを調査・確認をした

上で、スピーディーに基準に反映させる仕

組が必要。 

 

 



 
 

１３８ 
 

【処方から納品までに時間を要してしまう】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

タイムリーに供給、修理ができない。新規製作

については、役所に問い合わせたり、クリニッ

クを予約するなど処方までに時間がかかり、製

作にも時間がかかる。修理については、オーダ

ーメイド品については対応に時間がかかるし、

小規模で遠方の業者が多いのでなかなかすぐ

に対応できない。 

必要な時に、必要な人が、必要なサービス

を受けることができる。 

更生相談所の直接判定を極力減らし、地域

で処方できるようにする。モジュラー製品

を積極的に利用できるようにする。「レン

タル制度」を導入する。 

特に身障者の手帳の交付と補装具の交付が一

緒に申請された場合等、手帳の交付決定に２ヵ

月近くさらに補装具の決定に１ヵ月近くを要

する。時間がかかりすぎる。特に年末近く年度

切り替え近くの申請の場合、時間がかかる。 

当方としては決定さえ出れば１０日前後で

お渡しすることは可能なので書類上のやり

とりに関してはとにかくスムーズにやって

いただきたい。利用者が障害者という現状

を受け入れ、補装具を使うことの戸惑いも

メリットを感じれば更に良い方向へ向かえ

ると思う。 

患者さまは、義肢装具が壊れて使用が危険、も

しくは使用不可能だから再交付の申請をする

のに、支給決定されるのに２ヶ月以上要しま

す。 

許可が下りるのに２ヶ月待たされ、製作に

２～３週要し、約３カ月使用不可能となる

場合があります。壊れたものを応急的に修

理して対応しますが、その修理代は、患者

様が支払っていただける場合もあります

が、業者もちとなるケ-スが多いです。その

ような修理代を、公費で認められると良い

のですが。 

 

【判定時の立会いが難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

平日は決められた営業先へ伺う予定があり、納

品や採型の調整が困難のため、判定が必要な患

者様からの製作依頼を断っている状況 

土曜日に判定が可能であれば、営業先との

調整がスムーズに行える。判定に立ち会え

ない場合、補装具の現状を報告できる理由

書などを提出することを判定の判断材料に

できれば負担の軽減になる 

ある県では判定日には必ず業者を同行させる

が、何も相談も意見も求めず判定係の方々だけ

で決定している。半日～１日かけて同行させる

意味が分からない。 

東京都で行っているマスターカード方式利

用者本人だけが行き判定係の発行した処方

付マスターカードにそって通院している医

師等に仮合せか適合を確認して頂き、適合

報告書を書いて頂き福祉課に提出する方

式。 

判定場所により、曜日、時間がバラバラである

（判定医の都合か？）１件の判定の為、高速道

路を走り、往復何時間もかけて２度も行くの

は、大変負担になる。 

曜日が決まっていて、第１○曜日ＡＭはど

こ、ＰＭはどこ、第 2○曜日はどこと決めら

れていると、一人の営業者が専門で行ける

ようになって負担が少ない。あと、適合判

定は、申請者だけで行き、不具合があった

ら書類で指摘されたら対応して、終われば

本人の印をもらって県に提出するようにし

たら負担が少なくなるのでは？ 

【フォローアップの体制が確立していない】 



 
 

１３９ 
 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補装具を長年使用していただき、補装具本体が

破損したり、消耗品が消耗したりした場合、直

接相談に来られる。期間が短い場合は、サービ

スでメンテナンスをさせていただくが、補装具

を大切に使用していただくことが大切である

ために、定期的に点検が必要である。 

車も定期点検・車検とあるように、補装具

にも定期点検制度（フォローアップ制度）

を義務付けてほしい。強制でなくとも任意

で必要となればコスト請求が出来るように

制度化してほしい。 

以前は、製作して半年後とその後１年毎に往復

ハガキにて点検等を行っていたのですが、数年

前に更生相談所から余計なことをしないよう

に指導をうけ、やめさせられました。 

自動車に車検があるように、義肢装具にも

あるべきだと思います。平成元年から現在

まで、歩行中に義足が壊れてけがをされた

切断者が 7～8人います。車椅子のキャスタ

ーが取れて顔に大けがをした患者様もいま

す。遠方の駅構内で義足が破損して、呼び

つけられたこともあります。 

介護保険での車椅子のレンタル制度と比較し

ても、充分にできていないと感じる。業者に定

期的な訪問が義務づけられていないし、遠方か

ら来る業者がほとんどなので、トラブルがあっ

たときでないと、ユーザーはメンテナンスを依

頼しにくい。 

オーダーメイド品では限界あり。タイムリ

ーなフォローアップができるためには地域

内の事業者である必要があります。訪問だ

けでなく、「店舗形式」の販売や修理が可

能にし、自宅近くの店舗でサービスを受け

ることができるようにする。モジュラー化

が進んでいる現在なら可能だと思います。 

 

【遠隔地（離島など）の利用者への作製が困難である】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

遠隔地の定義は難しいが、特に使用者が車で１

時間以上かかる場合については、交通費やそれ

にかかる負担が大きい。来社による相談や製作

調整には問題は無いが、交通手段や障害の程

度・年齢によっては、使用者宅・施設に出向く

ほかない。当社では、県内外から希望される方

に、来社が原則という条件の提示が必要不可欠

である。一方、補装具価格基準にも利用者側に

出向く場合の指針の記載も無く、費用負担を依

頼しにくい現状にある。 

補装具の価格基準に、利用者が出向サービ

スを受ける場合の費用の算出方法に関する

指針があれば、良いと考える。指針がある

ことで、使用者・利用者と事業者との信頼

関係が壊れることもなく、地域格差を関係

者（利用者・自治体・事業者）が納得でき

るのではないだろうか。 

離島の保健所から製作依頼が来る。年に２回の

ペースで採寸仮あわせ、納品の循環で対応して

いる。しかし遠隔地であることで発生するコス

ト全て、事業所の負担。サービスの不平等をで

きるだけ少なくする努力をしているが、限界が

ある。 

遠隔地であることで発生するコストの公正

な算出をして、負担の配分を自治体が考慮

する。適正な負担の配分を３者でルール化

する。（事業者、自治体、当事者） 

高齢者が骨格構造義肢を処方してもらうのに、

更生相談所に行くか、巡回相談を利用するしか

ないこと、業者が利用者の送迎をしていること

がある。 

サービスを受ける利用者の負担を軽くする

ため、何らかの対策が必要である。近所の

かかりつけの医師と更生相談所が連携して

もらう。 

 

【制度に対する申請者の理解が乏しい】 



 
 

１４０ 
 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補聴器で、障害者申請を促す時の説明で、本人

が「障害者になりたくない」という理由により

障害者申請をしない例がありました。補聴器も

高いので買えないとのことでした。 

障害者申請のことを、みんなが理解できて

おり、申請もスムーズに行える環境。 

制度利用に対して、「タダ」「お金がかからな

い」という意識を持っているお客様に出会うこ

とがある。 

制度は、税金により成り立っているので、

限りもあり、湧いて出てくるものでもない

という理解をもっていただきたい。年に数

回、支援学校等で PTA に向けて、上記の内

容を講義させていただいています。 

受注時に申請から納品までの流れを説明する

が、十分な理解を得られず、未申請のまま時間

が経過したり、申請後すぐに補装具がもらえる

と思って納品まで時間がかかることについて

クレームが多く寄せられている。申請者はおろ

か、市町村窓口担当者も理解していない場合も

ある。 

我々もよりいっそうわかりやすい説明を心

がける必要があるが、身障手帳交付時に制

度や申請手順のわかりやすいガイド本を配

布したり、市町村担当者自身もしっかり制

度についての知識を持ったうえで、より丁

寧な説明をしてほしい。 

 

【車椅子や電動車椅子の採型や仮合わせに要する補装具費の支給が無い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

義肢装具と異なり車椅子や電動車椅子の場合

は、在宅の方に自宅で採寸･採型・納品・修理

を提供する場合が多く、移動距離と作業効率が

非常に悪く、多くの販売店の場合零細なところ

が多く、長時間労働・低賃金労働の原因となっ

ている。 

車椅子や電動車椅子はそれがなければ移動

の自由が保障されないいわば社会的インフ

ラと呼べる物であり、ガス・水道などの社

会的インフラと同じ性格を有すると思うの

で、基本工賃・出張費は制度上も採寸・修

理に関しては一律に計上できるようにして

いただきたいです。 

弊社ではユーザーの情報を取材後、可能な限り

必要な機能やサイズのデモ機を一定期間試用

してもらい問題点を拾い出し、現実的な条件が

確認出来た後、注文を受ける様に心がけてい

る。 

製品価格の他に、ユーザーに対して選択の

精度を高める為に使われた費用に対して、

内容により調整費用分の加算があると良い

かもしれません。 

オーダーメイドの車椅子の場合、フレームを外

注すると、仮フレームの送料だけをとってみて

も片道 6,000 円くらいかかる。そのため、やむ

を得ず、利用者に仮合わせにかかる他の費用と

合わせて、2 万円を負担して頂いている。 

車椅子の制度にも座位保持装置と同じよう

に採寸仮合わせの項目と費用の支給を入れ

るべきである。（多くの業者がフレームを

外注している実状があります。） 
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【処方判定の内容と申請者の希望が乖離している】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

利用者のことを最もよく理解している現場主

治医の処方内容を、更生相談所の判定により変

更・削除されることが多々ある。判定結果の内

容では、「身体状況」や「生活環境」を十分に

踏まえた装置を製作することが出来ないとし

て、申請を取りやめることも起きている。 

更生相談所の判定結果と異なるもので、更生相

談所の適合検査を受けることは一切出来ませ

ん。このため利用者の自費による差額負担も、

自社での負担(無料サービス)の両方ともでき

ません。 

利用者のことを最もよく理解している現場

主治医の処方内容および現場医療スタッフ

の意見を尊重して、利用者の「障害状況」

や「置かれている生活環境」等を十分踏ま

えた、生活の支援という観点での判定を行

う。 

※ 国から出された処方の一例ならびに県

独自に設定した判定基準を元に、さらにと

ても狭義な考えで判定が行われている。更

生相談所に協議をもちかけて、何度も改善

を申し出ているが聞き入れてもらえず、現

状では改善の道が探れないでいる。 

義肢・装具の部品には毎年新しいものが記載さ

れているが、患者本人が素晴らしい機能を持つ

部品をつけたいという意思があっても、それを

つけるに値する基準についての明確な所がな

く職業等で却下され、不満がでた。 

官報の基準に記載され、どの部品も申請可

能であると思っているが、使用者の制限を

付けるのであれば、許可が下りるのが難し

いというだけでなく、制限の内容が全ての

者に分かるようにしなければならないであ

ろう。 

 

【マンパワーや技術力が不足している】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

マンパワーが不足している。 養成校（地元）の実習指定施設の申請をお

願いしたが、（学生の人数以上の施設が登

録されているので必要ないのではと）却下

された。（やはり実習を受け入れている施

設に入社していく事が多い。） 

収益が少ないので、対応業務を少人数で行うこ

とになり、日々の業務に追われ、利用者に対し

てのサービスが低減している。 

利用者が安心して利用できる補装具を提供

するには、業務を的確に対応できる専門ス

タッフ・事務員を配備することで、利用者

に対して丁寧な対応が出来るようにした

い。 
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【市区町村や更生相談所は、補装具作製事業者の要望を聞き入れてくれない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

申請者の身体の状態に応じて、時に処方箋に入

っていない製作要素を追加で使用したいこと

があるが許可を頂くのが難しい。 

申請者にとって補装具は自分の身体の一部

なのでより使い易いものを製作することが

望ましいと思う。必要性が高いと思い申請

しているので柔軟に対応してほしい。 

車椅子や座位保持装置などは製品の複雑さに

伴い、制度も難解になり業者も独自判断、独自

解釈の状態。更生相談所職員はなおさら素人。

支給条件は整っているにもかかわらず、ユーザ

ーがその理由も把握できないまま申請を却下

されたケースも多い。十分な調査、検討を何度

も申し出たら認可となるケースもあった。同等

な話は多く裁判になるケースが出なければい

いがと願う。 

業者の声（ユーザーの声）が届かなく、発

展がない。年に１度でよいと思うが更生相

談所は登録業者を一堂に集め、指導、勉強

会、意見交換、などを行い適正に物が支給

できるよう適正化会議をするべきと思う。

国はそれを義務化すべきと思う。 

 

【更生相談所によって判定の内容が異なる】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

他県で判定がおりた補装具が引越しをした際

に、門前払いを受けたケースがあります。（本

人の言葉です）また、インプレッションフォー

ムを使用した採型について基本価格で採寸と

判断されるケースがあり、理解に苦しみます 

今までの判定を退ける時には、文章で通達

するべきだと思います。判定内容によって

は、人生を左右しますので慎重な対応を望

みます。インプレッションフォームを含め、

立体モデルを利用し形成する場合の基本価

格は、採型とするべきと認識しております

がいかがでしょうか。 

判定基準が各更生相談所によって違いがあり、

憲法の原則に抵触するのではないかとの問題

意識があります。 

製品に制度が追いつかない現実があり、そ

れに対する有効な対策が取りきれないの

は、現行制度の問題点といえますが、介護

保険との制度統合を進めるのであれば、あ

まり制度リスクを考慮する必要がなくな

り、1割負担の問題を除けば制度上は良いと

思いますが、適合の問題は残ります。 

 

【仮合わせの期間に貸し出せるデモ機の数を十分に確保できていない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

例えば、義足の場合、膝継ぎ手、足部など、デ

モ機を入手し、試歩行しないとその完成用部品

が適切か否か判断がつかない場合があり、当事

業所でも、各メーカーからデモ機を複数購入し

て在庫しているが、その費用に見合う加算がな

いこと、また、メーカー、代理店が十分な数の

デモ機を保有していない事例がある。 

完成用部品掲載部品については、各販売店

が十分な数のデモ機を在庫し、かつ、各義

肢装具士が試歩行のための作業を基本工作

法にのっとって行った場合は、相応の加算

があって、しかるべきではないかと考える。

納期に時間がかかる場合、それが来ないと退院

できないケースがあり、デモ機が準備でいな

い、デモ機では適合対応できないと言ったケー

スがあり、退院が伸びている現実もある。 

デモ機についての費用面についても検討い

ただきたい。基準額の何％か設定してほし

い。 



 
 

１４３ 
 

【仮合わせで修正を加えるため、処方通りに作製できないことが多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

最初の相談の段階で見積もりを作成するが、採

型、採寸、仮合わせの際に仕様変更や追加の希

望があっても、事実上業者が負担しているのが

現状。 

追加や変更があった場合に変更や相談等が

出来る仕組みや、何らかの基準が必要と思

われる。 

製作していくうちに測定時には見えなかった

部分が見えてきて、最初に提出した申請内容で

は補えないことが多い 

現状、申請後の追加申請などは厳しくあま

りできないので、申請後でも金額の見直し

が必要 

 

【介護保険とのすみ分けが難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

障がい者で介護保険サービス利用が可能な申

請者について、市町村が申請者の身体状況や個

別性で判断せず、一律的に年齢基準で支給を判

断する事がある。 

障がい者で介護保険サービス利用が可能な

申請者については、一律的に年齢で支給を

判断せず、申請者の身体状況や個別性で支

給を判断して欲しい。 

介護保険での車椅子のレンタルは、軽度の利用

者には良いが、重度の利用者には向かない。 

身体障害者手帳１級２級の方は、介護保険

対象の方でも車椅子の製作を医師の意見書

なく認める。財政的にもその方がメリット

があると思います。 

 

【医療保険と異なるなど、手続きが異なることを申請者が理解してくれない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

利用者の理解不足、市区町村担当者の説明不足

により、支給申請さえ出ていない状況で製作に

来られることもある。利用者いわく、「担当者

が「作りに行って下さい」と言ったから来たの

に」と言われることが多々ある。 

利用者の理解不足は仕方ないところがある

が、担当者の理解不足、説明不足について

は品目毎にマニュアルを整備するなどの改

善策を講じて頂きたい。 

医療保険（福祉医療）・介護保険・自立支援法

での利用・申請方法などの手続きを申請者だけ

でなく、医師もケースワーカー（病院・施設）

も市区町村の窓口も理解していない場合が多

い。こちらも理解に苦しむ場合がある。 

申請者でも理解できるような、各保険など

を含むチャート図などを作って、広く広報

する必要がある。 

 

【特例補装具を希望されるケースが多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

起立保持具を製作する事が多いが現行の制度

の価格では個別対応で製作できない。座位保持

の制度を使用することも考えられるが、本来の

椅子を製作する時に枠がなくなる可能性があ

る為特例でお願いしています。 

起立保持具はその製作の例が多くなり必要

性が感じられます。座位保持装置と同様に

制度の確立が望まれます。 

医師の処方による基準外申請で有るにもかか

わらず、装具の効果や必要性（医学的な）につ

いての資料を業者が用意する事を要求される

事があり、大変負担となっている。 

装具の具体的な説明は出来るが、医学的な

説明は処方された方に行うという線引を確

実に行って頂きたい 
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【特例補装具の作製が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

特例補装具を作る場合、3社の合い見積もりと

なります。デモ機や相談を受けた業者以外のと

ころへ決まることもあります。決定がおりた業

者が、利用者のユーズにあったものを提供でき

ない場合があることを聞いております。 

レディメイドの物でかつ、デモ機が不要の

場合には、金額で業者決定することはよい

と思います(血税から支給して頂いている

ものなので)。オーダーで作成・改造するも

のは、金額だけではなく、技術力も含め業

者決定する必要があると思います。 

ある高額な歩行器を申請したところ、｢歩行器

を支給することによって紙オムツの給付をな

くす｣といわれた。 

紙オムツは日常生活用具であり、歩行器と

は別に考えて欲しい。判定基準を統一して

欲しい。 

 

【医療関係職種との連携が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

更生装具の場合、装具対象疾患の治療は終了し

ている事が多いので、判定医以外の医療関連職

との連携は取れていないのが現状です。申請者

に糖尿や動脈硬化等、併存疾患がある場合は、

特に製作に注意を要さないといけないので、情

報を得るのが難しいです。 

申請者の生活環境や、既往歴、係り付けの

医療機関等の情報提供や交換をできるシス

テムを構築し、その下で申請者と密な話し

合いをし、最適な義肢装具の作製を行うべ

きだと思われる。 

在宅介護関係の有資格従事者の方や難病の方

の施設介護の有資格従事者の方からの問い合

わせが多いが、補装具の支給制度については知

られていない方が多い。潜在患者と言われる方

が多いと容易に推測される。 

医療関連職種と介護関連職種のすみ分けと

言うよりは、チーム体制・連携のシステム

構築が必要なように思われる。 

 

【児童用補装具の作製が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

学齢前、学齢児童は短期間での身体成長がある

点と初めて補装具を希望される方は情報が少

ないケースがある。 

セラピスト、支援者、ご家族、製作業者の

意見交換を含め、現状の適合と１～３年内

のアフターフォローも共有できる計画処方

も必要だと思います。 

地域療育の拠点として開設された療育機関が、

公立であるにもかかわらず、補装具関係の業者

を 3社に限定しているため、小児のリハに関わ

ることを希望しても他の業者には参入が実際

的には難しい。 

利用者本人と家族の適切な選択肢を保障す

るためにも、少数の業者に限定しない。（保

護者が希望した業者でも、指定業者でない

からと門前払いをしたりしないようにす

る） 
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【医療関係者と利用者の間で必要な補装具が決まっている場合が多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

ほとんどの場合、本人や家族からではなく、中

間ユーザーから製作依頼がある。中間ユーザー

の情報や考え方に大きく影響を受けるが、その

スタッフが必ずしも充分な選択肢を提供でき

るわけではない。介護保険も同様だが、本人で

はなく、中間ユーザーの志向に影響されすぎる

ことが問題と思う。 

中間ユーザー（医療職）が決めるのではな

く、本人や家族が意思決定をする仕組みで

あること。医療職の関わりを、利用者が選

べるようにする。 

部品を試してみなければ使えるか否かの判断

ができない場合、更生相談所の判定前に病院の

医師と義肢装具士で部品を選ぶことがあり、ソ

ケットも作り直すが、判定が出る前なのでトラ

ブルとなる。 

試用できる仕組みが必要である。使ってい

ないのに判定することは難しい。当然、新

しい部品よりも実績のある古い部品を使う

こととなる。 

 

【補装具の利用状況を管理するシステムがない】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

補装具の利用状況を管理するシステムがない。

介護保険では特定福祉用具販売・レンタルとも

福祉用具サービス計画の作成を義務付けられ

たが、補装具についてはアフターフォローを含

めてお客さまが安心して使っていただくシス

テムがない。（作りっぱなしである） 

更生装具もアフターを重視し、ご自宅で安

心安全に使っていただける補装具サービス

計画を義務付ける。 

他社で製作した場合、内容を把握するまで時間

が掛かる。 

障害手帳のカード化、ＮＯで検証できるよ

うに。 

 

【主治医の要望に応えることが難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

病院施設において主治医に記載していただい

た意見書や処方箋内容が認められず、全く違っ

た製品になる事がある。 

障害者（児）の日常生活に関しては、主治

医が最も理解しているにもかかわらず、一

時的な見解だけで判定されている。 

主治医の装具処方箋に対し、行政から必要性や

装具の種類の変更が出来ないかといった問い

合わせがある。 

・主治医の立場が最も重要と考える。・何

の為の処方箋か分からない。・問い合わせ

があれば処方した主治医に聞いて欲しい。 
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【新しい補装具や完成用部品の情報収集が難しい】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

患者本人がインターネット等により、部品の情

報の良い部分ばかりを聞き入れ、本人にとって

の向き不向きが伝わらず、医師が不本意ながら

許可したものの、耐用年数にも満たない期間で

破損し、代替品を用意した。 

部品販売において、パンフレットには特徴

を記載しているものの、禁忌事項の部分に

ついての記載は小文字で分かりづらい事も

多い。医師・装具士が部品の長所短所を理

解した上で、患者本人に納得させなくては

ならないであろう。 

完成用部品に新しい部品が掲載されても具体

的にどのような物なのか知るすべがない。 

テクノエイド協会の完成用部品データベー

スの充実や（写真がないもの多く、部品の

内容も詳しく載せて欲しい）、第三者機関

による評価などを HP や E-mail 等で発信し

て欲しい。 

 

【行政からの連絡により必要な補装具が決まっている場合が多い】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

前回の処方と変わる場合判定を求められる。 パーツの変更程度は認めて欲しい。 

利用者の希望と行政の意向が異なる場合があ

る。 

申請の前段階で調整の必要がある。 

 

【その他】 

具体的な内容 あるべき姿（理想像） 

申請者が適切な補装具業者を選定するにあた

って、情報提供する際には補装具業者の経歴や

実績等を勘案し、安定かつ継続的に販売又は修

理を行うことが可能であるか。補装具業者の選

定に当たっては、（公財）テクノエイド協会が

提供している情報（ホームページ）を活用する

ことが考えられる。 

※補装具費支給事務取扱指針 

情報提供する際の補装具業者（補聴器）に

は補聴器に関する知識及び技能を修得し、

適切な適合調整（フィッティング）・効果

の確認・アフターケア等を行う認定補聴器

技能者在籍店舗の義務化を要望します。さ

らに認定補聴器技能者の人的要件の他、設

備要件、業務実施上の要件を満たした認定

補聴器専門店を推奨することを望みます。 

お客様へ商品をお渡し後、事業者に対して３ケ

月～半年ぐらい経過しないと入金されないケ

ースが多い。 

商品お渡し後、即入金をして頂きたい。 

現行の積み上げ式「補装具制度」が時代に合わ

なくなっている。 

個別制作基準の補装具制度は残すべきだ

が、既製品のモジュラー化がすすむなか、

エンドユーザーの自己決定を基本とした

「現金給付的（バウチャー）」支給体系な

どの抜本的改善が求められる。 

 

 



 
 

１４７ 
 

Ｑ21 下記のそれぞれの区分における申請者からの要望に関して、現行制度では対応が難し

い事柄について記入してください。 

【種目、名称、型式又は修理部位、耐用年数等に関すること】 ｎ＝263 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

耐 用 年 数に

関すること 
117 件

補聴器は汗による故障が多いが

修理金額が高額な場合、耐用年数

が延びることがある。 

修理金額に関係なく 5年で再申請

できるようにしてほしい。 

耐用年数を過ぎていてもまだ使

用できるとの判断で、作り替え、

修理が認められないことがある。

破損による事故の責任の所在は

どうなるのか。 

古い価格体系がほとんど見直され

ることがないまま、ただ価格のわ

ずかな改定だけが繰り返されてい

る。今ではほとんど使用されない

セルロイド、アルミニウム等のソ

ケット・支持部の名称が価格体系

制定時のまま全く手をつけられて

おらず、現在の実情に全くあって

いない。抜本的な見直しが必要で

はないか。パーツの交換の判断を

医者が行うのも問題ではないか。

資格を持った専門職である義肢装

具士が判断すべきである。 

①電動車椅子の耐用年数が長く

なって更新できない。※給付した

時点の耐用年数を適応してほし

い。 

①４年⇒５年⇒６年と変化してい

る。これだったら最初から高品

質・耐久度の高い機種を選びたい。

高額になる。 

個 別 装 具に

関すること 
59 件

補聴器の形状を選べるようにし

て欲しい。 

特別な理由がない限り、耳穴型・

オーダーメイド型を支給してもら

うことが出来ず、また違う形状へ

の自己負担差額を出しての購入も

出来ない。 

障害児童の父兄より 補聴器用

空気電池を修理項目に追加して

欲しいとの声が多い。 

旧制度で認められていたが平成

17 年度より廃止された。再度認め

て欲しい。 

48.3% 24.4% 12.0% 9.9% 5.4% 11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

耐用年数に関すること 個別装具に関すること 制度・判定に関すること

複数申請に関すること 児童に関すること その他



 
 

１４８ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

1、座位保持装置において、近年、

腹臥位の有効性が評価され、成人

で腹臥位装置を作って欲しいと

の要望が多い。 

２、座位保持装置で、木製のオー

ダー支持部フレームを要望され

ることが多い。 

1、成人の場合は座位保持装置 1

台交付が基本なので、認められな

いことが殆どである。そのために、

自費で購入せざるをえない。 

２、木製の支持部フレームの単価

が安く、オーダーメイドで作ると

設計加工し上げで 7 万円くらいの

コストがかかり、常に赤字になっ

ていて、それを業者が負担してい

る。 

制度・判定に

関すること 
29 件

毎日のトイレ、入浴、移乗といっ

た生活困難軽減のための補装具

種目が少ない。 

身体から生活重視の種目へ。 

健康保険療養費払い（仮義足）で

使用している義足部品（完成用部

品掲載品）が、自立支援法での支

給申請時に拒否されている。仮義

足で社会復帰へ向けリハビリを

行い、社会復帰後の目標を決め、

さあ、本義足を作って社会復帰と

いうときに、仮義足で使用した完

成用部品は認められません、とい

うのはどういうことでしょう

か？再度、3カ月ほどのリハビリ

を行い、社会復帰のレベルも落と

しなさい、ということでしょう

か？ 

明確な基準がなく、市区町村によ

ってはお金がないという理由だけ

で断られる。市区町村の目先の予

算ではなく、申請者にしっかりと

した社会復帰を目指してもらい、

その後、自己負担割合を増額する、

かつ、所得税、住民税をしっかり

と徴収するという方向にはならな

いものでしょうか？ 

クリーニング項目、メンテナンス

項目、自宅訪問出張費用項目が欲

しい。 

１時間かけて車で伺い、ただの調

整などではとても採算が取れな

い。 

複 数 申 請に

関すること 
24 件

両耳装用が望ましい旨のパン

フ・ポスターが氾濫する中で、両

耳支給を申請しても受理されな

い。また、一台では不安（故障時）

があり予備を希望される。 

就学時から両耳装用されている場

合には成人になってからも両耳で

支給されることが多いが、中途失

聴の場合には適用されない効果が

期待できる場合には両耳支給を願

いたい。 

学齢期以外の利用者にも、生活の

場所が 2 つ以上ある方が多い状

況です。 

座位保持装置や車椅子を家と施

設を日々持ち歩くことができな

いため、古いもの(体に合ってい

ないもの)使うことが多い。 

学齢期以外の方にも、家と施設で

それぞれ補装具をもちやすいよう

お願いします。老老介護ではなく、

老障介護となっており負担をすく

なくすることで、在宅で出来るだ

けいれるサポートが必要だと思い

ます。 



 
 

１４９ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

児 童 に 関す

ること 
13 件

子どもさんの場合、成長期に車椅

子で 6年間対応するのは、実情と

してとても厳しいです。中には小

さくなった車椅子で姿勢的にも

構造的にも危険な状態で使用さ

れていらっしゃったり、大きいサ

イズの車椅子に座って姿勢が崩

れた状態の方もおられます。 

画一的６年とくくるのではなく、

１８歳以上と未満で対応年数を変

えることも必要ではないかと思わ

れます。また、福祉事務所の担当

者の対応によっても臨機応変に対

応して下さる方と、そうでない方

もおられるのも問題です。 

児童の補装具の場合、次の修理ま

での 9ヶ月で長すぎる。 

修理 9ヶ月すぎてからの基準では

装具自体がもたないので全て業者

負担で対応している。 

その他 27 件

現在、流通している電動車椅子に

は JIS には無い規格の物が増え

ている為、基本構造や修理部位の

名称、価格と全くそぐわない製品

があります。 

現状では特例補装具で認められた

物以外は多くの場合、修理基準の

名称と価格での申請だけが認めら

れています。各製品の適正な市場

価格、輸入コスト等を考慮し修理

等の場合は個別で対応する必要が

あると思います。 

商品が故障している（劣化してい

る）のが完全に壊れていない場合

以外は判断しづらい。 

定期的な購入店舗への来店促進を

役場の方からも行っていただく

と、メンテナンスの必要性が重要

なことが伝わると思う。 

 



 
 

１５０ 
 

【基準額に関すること】 ｎ＝173 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

各補装具に

関すること 
61 件 

完成用部品に記載されているの

にそのパーツを希望することが

出来ない。例・骨格構造義足の膝

継手など。 

パーツが高額で支給できないので

あれば完成用部品から削除しては。

利用者に無駄な期待を持たすだけ

である。 

座位保持椅子「車載用」の基準額

が低すぎる。 

既製品で良く採用されている製

品(キャロットⅢ)でも、差額が生

じてしまう。 

オーダーメイドで製作する場合

においても、基準額の範囲内では

障害状況に適合させるに十分な

装備を組み込むことができない

ので改善してほしい。 

座位保持椅子「車載用」においては、

基本構造の設定がされておらず、ま

た障害状況に応じて姿勢保持部品

を組み立てていくようにはなって

ない。 

盲人安全つえ：比較的新しい構造

（部品）の補装具は反映されてい

ないことが多く、超過負担を強い

られているので緩和して欲しい。

新しく便利な商品は利用者のニー

ズや技術革新などによって次々と

商品化されているが、基準の見直し

が定期的にしか行われていないの

で、それらの新しい商品などは自己

負担をして購入せざるをえない。 

基準額全般

に関するこ

と 

34 件 

補助金額をもっと増やしてほし

い。 

現行の額では、最低の要件を満たす

ことはできても、障害の重さに適合

した適切な機能を有する補装具の

提供が困難である。 

基準額内で補装具使用者が基準

外の製作方法や完成部品を、補装

具に取り入れて欲しいが自己負

担は払いたくないと言われる。 

基準額内で全ての希望が補装具に

取り入れる事が出来ない旨を、市区

町村から申請時に説明して欲しい。

基準額に関してもユーザーには

理解しがたい内容である。 

基準額の決定は販売業者へ調査を

行って決定していると思われるが

金額ベースのアンケート結果の上

下二割りをカットした平均値では

なく、より多くの回答がでた数値の

平均をみていただきたい。 

35.3% 19.7% 9.8% 9.8% 6.9% 18.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

各補装具に関すること 基準額全般に関すること

自己負担・差額支給に関すること 新製品・高機能補装具に関すること

制度・判定に関すること その他



 
 

１５１ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

自己負担・

差額支給に

関すること 

17 件 

差額自己負担により器種を変更

した場合、修理において基準額と

合わない場合がある。 

修理基準額の見直しが必要と思わ

れる。 

差額支給についての理解が少な

い。 

窓口対応時に説明項目を追加して

ほしい。 

新製品・高

機能補装具

に関するこ

と 

17 件 

非常に良いものでも、基準額を越

えるものについては補助対象に

ならない。 

製品の機能に金額を貼り付ける、と

いう現行の仕組みは、新しい製品や

機能を受け入れにくくしている。製

品に金額を貼り付けるのではなく、

使用者に年間に利用できる金額枠

を貼り付けるのが良いと思う。 

最新の部品や材料を使ってみた

いが完成用部品に載っていない

為、試すことが出来ない。 

価格表に載っていない部品や材料

が必要な場合の給付方法や交付判

断が曖昧で、かつレスポンスが遅く

結果として製品の質の向上に繋が

っていない。 

制度・判定

に関するこ

と 

12 件 

障害を持って働き高額納税者に

なると補装具費は全額負担にな

る。 

全額自己負担ではなく割合を決め

てある程度の負担で済むようにし

たほうが良いと感じる。 

国内メーカーは、基準額を前提に

開発しているため、革新的なもの

が開発できない状況だと思われ

ます。海外メーカーは、基準価格

を前提に開発していないため、よ

いものを開発できているように

感じます。 

特例補装具をもっとだしやすい環

境があれば、基準額は目安として使

うだけとなると思います。 

基準価格の内容。 現行の基準価格は、物を製作する工

程に関しての価格であり、ユーザー

の状態の変化での微調整等は（基準

価格の修理ほどの内容ではない）頻

繁にあり、そのフォローアップ経費

は製作業者が負担している。 

その他 32 件 

支給決定通知が出るまで自らの

自己負担金額が分からない。おお

よその自己負担金割合が先に分

かれば、見積もりを事業者が提出

する前段階で自己負担金が把握

出来る。補装具は完成している

が、自己負担金が払えず製品を受

けとれないという事態に陥るこ

ともある。 

現行では、支給決定通知書と共に自

己負担金の通知がなされている。自

己負担金割合は前年度納税額等で

決定する為、申請段階でおおよその

割合の通知がなされれば、製品の受

け取りが出来ないということも少

なくなると思われる。 

基準額があるということを知ら

ない・情報を入手する場所が分か

らない。 

国・市町村・役場から情報発信を行

うことが、本当に必要な人が受給で

きるシステムが確立すると思う。 

 

 



 
 

１５２ 
 

【申請、判定依頼、仮合わせ、適合判定に関すること】 ｎ＝216 

 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

期間に関するこ

と 
47 件 

巡回相談まで制度があるが、あ

まりにも完成までに時間がかか

りすぎる。だから更生装具を医

療機関で保険対応で作製するケ

ースが多い。患者負担が増加し

てしまう。 

治療用装具：更生用装具の区分

を明確にし、医療機関による更

生用装具の文書判定、申請⇒完

成の時間短縮を図るべき。 

タイムリーに対応してほしい。 現行の判定制度を中心にした供

給の仕組みは「オーダーメイド

品」の供給には適した制度であ

るが、モジュラー化が進んだ現

在では、非常にロスが大きい。

もっと地域の病院や「店舗」で

対応できるようにする。 

申請してから許可になってくる

のか市町村によって相当の開き

がある。 

できるだけ早く決定して頂きた

い。医師からの催促がある場合

があるので。 

来所・移動に関

すること 
47 件 

日常生活に追われていて判定ま

でいけない、そこまで考えられ

ないなどご相談を伺うことが多

くなりました。なんとか負担を

取り除いて差し上げたいです。

判定に行くこと自体が重度の方

にとっては一大決心をしないと

いけない場合があり、判定シス

テムについてかかりつけの主治

医の意見等を重要視するなどの

工夫があればよいと思います。

判定所へ行くこと自体ができな

いという患者は非常に多い。家

庭の事情等もあるのでこれは仕

方ないと思う。判定についての

不満は多い。 

判定所に行く、以外の選択肢は

必要だと思う。 

判定する施設が申請者には遠隔

地の場合、それが理由で補装具

は欲しいが我慢するといったケ

ースがある。 

判定制度の簡略化を希望しま

す。 

制度に関するこ

と 
32 件 

認可が下りて本人に支給券が届

いても業者へは市から何の連絡

もないので、店へ行っても商品

が無い場合が多い。 

認可が下りた場合、各市町村は

申請者、業者の両方へ連絡して

欲しい。 

21.8% 21.8% 14.8% 13.9% 12.0% 15.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

期間に関すること 来所・移動に関すること 制度に関すること

日時・手間に関すること 申請・判定結果に関すること その他



 
 

１５３ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

前回と同じ義肢、装具作製なら

更生相談所は書類判定のみで許

可をしてほしい。 

市区町村で異なる対応があり、

統一できればコスト削減が可能

と思います。 

修理申請について。 修理申請の支給決定をまって修

理開始すること。 

緊急対応しなければならない内

容(パンク修理、電動車椅子故障

時)については、後申請で対応で

きるようにしてもらいたい。 

日時・手間に関

すること 
30 件 

判定依頼、仮合わせ、適合判定

と最低でも 3 回更生相談所に行

かなければならない。どうにか

ならないか。 

見積内容と使用部品の確認、適

合確認等を考えると必要とも思

えるが、出来れば少ない方が有

難い。 

骨格義肢・電動車椅子において、

相談をおこなう回数が少なすぎ

る。（月に１回 しかも時間指定）

相談所以外でも、経験や知識が

あり、講習等を受けた医師の意

見書で製作できるようにしても

らいたい。 

日・祝日にも判定を行ってほし

い。 

平日の決められた曜日・時刻で

しか行えない。 

申請・判定結果

に関すること 
26 件 

判定や仮合わせ適合判定が各都

道府県によって全く異なってい

るので統一して欲しい。 

現行制度では各都道府県におい

て事業の運営が異なりすぎる。

形だけを行っているのでは意味

がない。 

現場主治医の処方内容を更生相

談所の判定により、変更・削除

されることが多々あることに対

して、利用者ならびに医療機関

の方々も納得いかず不満を抱え

ている。 

利用者に日頃から密接に関わっ

ている主治医や現場医療スタッ

フ・介助者等の意見をもっと尊

重してほしい。 

僅かな情報や判定の僅かな時間

で利用者を評価して、主治医の

処方内容を変更・削除してしま

う。更生相談所による「要否判

定」がこのような特異な状況に

なっていることを改善していく

手段が無い。 

申請時に窓口での対応で取り下

げられることがある。 

専門職員の配置。一般行政職員

が１、２年で異動になり、必要

性がわからない。 

その他 34 件 

分室といって地方に出向く時に

申請者を待たせる事はひどい。

２時間～３時間待つこともあ

る。怒ってあきらめる。 

予約制 時間厳守！ 

申請に必要な診断書や意見書の

価格が各耳鼻科で異なり、高額

であるからもっと安くして欲し

い。 

認定補聴器専門店として価格等

の情報の提供にとどまってい

る。 

 



 
 

１５４ 
 

【相談・フォローに関すること】 ｎ＝133 

 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

フォロー・メン

テナンスの要望

に関すること 

29 件 

支給後の状況把握が皆無。 不適当な処方により、支給を受

けた車椅子や座位保持装置が使

われずに放置されているケース

を散見する。こうした実態が公

的に認知把握し、より適切な処

方ができるような体制と力量を

備えるべき。 

定期的なフォローを求められて

いる。 

フォローに関する単価設定がな

い。特に在宅の方の場合はフォ

ローで訪問するコストが業者の

負担となっている。 

一人一人体が違う方に合わせて

物を作るため、実際使用してみ

ないとわからない点がある為、

納品後の修正をしていただきた

い。 

今の制度には、アフターフォロ

ー修正の費用負担は全て事業所

が行っている。物のフィッティ

ング技術・素材など理由は様々

あるが大幅な改造などは費用の

負担を検討していただきたい。

相談に関するこ

と 
25 件 

補装具の相談センターのような

ものが市区町村に一か所の割合

であるとよい。 

小規模テクノエイドセンターを

各地域事業所との連携で日本全

国につくる必要がある。 

相談段階で利用者様の本音が言

えない雰囲気を感じていらっし

ゃる方が多いように伺えます。

特に医師に対しては日頃見て頂

いている恩義を感じ、遠慮して

本音の部分を隠して後で使いに

くいと相談に来る方も少なくあ

りません。 

日常の細かい様子を知っていら

っしゃる専門職の方の意見を重

視した判定や相談出来る仕組み

が必要だと感じます。 

新しい補装具が欲しいが、どこ

に相談したら良いのかわからな

い。(かかりつけ医等で補装具製

作の仕組みがわからないといわ

れた) 

かかりつけ医を持つことが推奨

される反面、かかりつけ医や町

医者は内科や外科が多く補装具

の扱いがほぼない。 

21.6% 18.7% 15.7% 12.7% 11.2% 6.7% 13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

フォロー・メンテナンスの要望に関すること 相談に関すること

情報に関すること 在宅・訪問フォローに関すること

制度・判定に関すること 費用に関すること

その他



 
 

１５５ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

情報に関するこ

と 
21 件 

利用者の方が転居した場合、前

回製作時の情報が把握出来な

い。 

転居前後の自治体同士の情報共

有と製作業者への情報提供。 

インターネット等で新しい製品

情報を早く知る事が出来る時代

の為、価格表にない製品の問合

せが最近多くなっている。 

新しい良い製品を早く価格表と

突合せ出来ると良いですが、な

かなか出来ない事が多い。 

市区町村から補装具に関する説

明情報が全く行われていないと

の話を多く聞く。 

市区町村から定期的に補装具使

用者に適切な情報を発信して欲

しい。 

在宅・訪問フォ

ローに関するこ

と 

17 件 

調整・相談依頼したいが、足が

悪いので自宅まで依頼するのが

頼みづらい。 

ちょっとした調整などは、調整

代やガソリン・人件費など患者

には請求出来ないから、無料で

修理せざるをえないので、かな

りの負担である。（片道 2～3

時間かかる場合もある。） 

市町村窓口や、障害者の方から

在宅訪問をして、補装具の相談

をしてほしいとお願いされる。

高齢化に伴い、在宅訪問回数が

増えている。訪問は無償にてサ

ービスを行っているが、限界に

きているので、費用負担できる

制度はできないか？ 

制度・判定に関

すること 
15 件 

適合判定後、しばらく使用後に

処方を変更したい部分が出てく

ることがある。 

適合判定時にある程度期間を費

やして処方を検討出来る事と、

判定、使用後にも追加処方や調

整費用が申請できるようになっ

て欲しい。 

申請書類が多過ぎる。 意見書、見積書、身体障害者手

帳の３点で受理いただければ助

かる。（身障手帳は身分証明書

なので） 

修理をすぐにしてもらえない補

聴器。 

故障発生してから手続き申請の

上、支給券が出てからの修理と

なるため、その間使用できない

期間が発生する。故障発生後直

ぐに修理できるように。 

初めて自立支援法で補装具を製

作する場合、申請方法がわから

ない。補装具を修理する場合、

持って帰られると移動できな

い。と、いった声をよく聞く。

車椅子の場合は市区町村で貸し

てくれたりするが、義肢装具の

場合は無理。時期をずらしてで

も 2具を持てるようにするべ

き。1着の服・1足の靴だけで、

最低 1年半も人は過ごせない。

費用に関するこ

と 
9 件 

人件費が製作業者の負担にな

る。 

進行性疾患の利用者が多く、フ

ォローアップが必要であるが、

基準額は製品価格のみあるた

め、製作業者の負担になること

が多く、積極的に取り組む製作

業者が増えない。 



 
 

１５６ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

デモ機について、メーカーから

借りる、自社でデモ機購入のど

ちらにしても費用がかかりま

す。デモ機レンタルの費用を納

品後の請求時に、追加請求でき

るとデモ機が借りやすくなりま

す。 

デモ機の項目はない状況です。

その他 18 件 

日常生活の問題解決のための相

談を受けるが、多くは介助者の

負担軽減が鍵となる。ところが

介助者のための工夫は自己負担

となるため、実現しないことが

多い。（例えば、リフトアップ）

生活の質の向上のための工夫を

特例補装具の考慮の範囲に入れ

る。 

修理やメンテナンスが必要なの

かの判断が個人ではできない。

いつどのような補装具を製作し

たのかの記録が身体障害者手帳

に記載されるとよい。 

車の車検制度のようにできれ

ば。 

特に義足の場合、パーツが劣化

しているかどうかわからず使用

して、断短に傷が出来たり事故

に遭遇することがあります。 

 

【その他】 ｎ＝66 

 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

制度に関す

ること 
19 件 

役所に申請してから許可・完成ま

での時間を短縮してほしい。 

申請中に肢位や体調が変化した

り、なくなってしまう例もある。

補装具申請の際に医師の意見書を

必要とする場合があり、病気でも

ないのに、わざわざ時間をさいて

病院に行くのが大変だ。もっと簡

単にならないものか。 

義肢装具の知識があまりない医師

によって記入された意見書、処方

箋がほとんどで、処方箋どおりに

は見積もりが出来ないのが実情で

ある。医師に支持部の材料なども

含めた処方を求めるのはどうか。

意見書・補装具処方箋のあり方を

見直すべきではないか。 

特に幼児・児童のデシベルダウン

の必要性。 

平均聴力が７０ｄＢ以上でないと

手帳が交付にならず、補聴器購入

の負担も増える。 

29.2% 18.5% 13.8% 10.8% 27.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

制度に関すること 修理・紛失等に関すること 複数申請に関すること

費用に関すること その他



 
 

１５７ 
 

分類 件数 申請者の要望 現行制度における課題 

修理・紛失

等に関する

こと 

12 件 

一人暮らしの重度障害者の方は緊

急修理の不安がある。特に電動、

土日や盆暮れの休み等。 

緊急修理出張を制度に載せる。今

は市区町村の了解がないと原則で

きないし、出張料もでないので、

それを解禁し、安心できる仕組み

のインフラを整えて欲しい。 

紛失の際には再交付を希望。 紛失の際には再交付が認められな

い。 

複数申請に

関すること 
9 件 

同時に２つ（下肢装具と車椅子、

等）が必要だが可能かと聞かれる

ことが多い。 

現在の判定では「下肢装具がある

なら歩行できるから車椅子は必要

ない」「車椅子を必要としている

なら歩行できないのだから装具は

必要ない」といった基準になって

いるように思われる。もっと柔軟

な対応が求められる。 

靴型装具は一度の支給が 1具のみ

であるが、2 具以上の製作が必要

である。（通常、靴というものは

何足か必要なものだと思います。）

靴型装具など消耗の激しいものに

ついての複数個の支給許可。 

費用に関す

ること 
7 件 

所得が多い場合、補装具申請が受

理されない。自己負担額上限を高

くしてでも全額負担はやめて欲し

い。 

高額な補装具利用者の場合、全額

負担が難しく、長年使用したり修

理を重ねて凌いでいる利用者がい

る。 

初めに保険による製作を勧められ

るが、装具代金が高額のため、一

括で支払いが出来ない。だが、最

初に福祉で作成する事が出来な

い。 

医師から製作依頼があり、患者も

納得の上で製作を始めているのに

も拘らず、出来上がり間近になっ

てキャンセルされる事があるの

で、どこにも代金請求できない。

その他 18 件 

補装具判定医の知識がバラバラ

で、かつ古い知識しか持ち合わせ

ていない医師が多く存在する。ま

た比較的若い医師で補装具判定医

となる環境が整備されておらず、

非常に少ない状況である。 

判定医は主に整形外科医に多い

が、他科の医師にももっと有資格

医が増え、また整形外科医でも国

リハでの研修が受けやすい環境を

整備して欲しい。 

医療機関から置き在庫を迫られ

る、商品が無くなったり、未収金

の発生につながる また 義肢装

具業者がサービスの一環でギプス

カットをさせられる、これは医療

行為で絶対に危険だと思う。 

医療機関スタッフがだれでも補装

具を扱っている流れです。義肢装

具業者のみが初回時、装着可能な

流れにして欲しい。 

装着訓練や歩行訓練等をおこなっ

てほしい。製作が困難な症例に対

しても納得いくまで合わせてほし

い。 

訓練設備は設備基準に入っていな

い。歩行訓練も支給基準に全く載

っていない。完全な適合のために

ソケットの作り直しなどが必要な

場合もあるが、すべて製作所負担

になってしまう。 

 



 
 

１５８ 
 

Ｑ22 補装具費の作製に際して、申請者の要望に応えるため、貴事業者が求めている支援内

容があればご記入下さい。 

＜厚生労働省＞ ｎ＝221 

 

分類 件数 主なコメント 

制度全体に関す

ること 
58 件 

現場現物現実主義に基づく現状把握と、それを踏まえた実情に合

った、申請者と事業者が共に満足・安心・信頼できる専門家によ

る需給体制と支給制度。（維持するべきものは維持し、変革する

べきものは変革する） 

補装具申請と請求の簡素をお願いします。 

①補装具サービス計画（介護保険並）の導入----在宅訪問費用加

算②試着・試乗・適応判断のための義肢部品・移動機器レンタル

導入----判定の精度ＵＰと適合率向上・顧客満足 

昔とは違い使い捨ての時代から、物を大切の使用する時代であ

る。補装具のメンテナンス制度の確立（車の定期点検制度のよう

なもの）し、補装具を大切に使用していただくために整備するこ

とを義務付けてほしい。 

申請者の現状を見る機会を増やして、一緒に補装具作製をした

い。もっと連携が取れたら、申請者の生活向上がもっと望めると

思います。 

手帳に該当しない児童に対する助成制度に関して、一部市区町村

で対応しているが、全国的に実施となればと思う。 

基準金額に関す

ること 
54 件 

補装具費の改正にあたり、メーカーだけでなく、末端の販売業者

からも話を聞いてほしい。補装具の現状を把握し実情にあった価

格設定をお願いいたします。 

現行制度のコストパフォーマンスについて見直して頂きたい。補

装具費の補助制度とその制度運用に係るコストは、もっと合理化

できると思います。ひとつは、「機器への支援」から「人への支

援」です。介護保険の「利用上限額」という考え方を、現行の補

装具、日常生活用具に導入するべきではないかと思います。現行

制度は市場原理が働かないので、高機能化に伴って上がっていく

単価を抑制することができません。 

義足の基本価格と製作要素が安価すぎます。そのため、義足はい

くら製作しても利益が少ないため、生活レベルが向上しません。

毎晩９時１０時まで働いて、休日は患者様に合わせて出勤するの

が当たり前で、土曜日はほとんど１日出勤するのが現状です。 

24.5% 22.8% 19.8% 10.5% 8.9% 5.5% 8.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

制度全体に関すること 基準金額に関すること 基準項目に関すること

各補装具に関すること 資格等に関すること 金額・請求等に関すること

その他



 
 

１５９ 
 

分類 件数 主なコメント 

基準項目に関す

ること 
47 件 

立位保持装置を成人にも認めて欲しい。カーシートの使用は必須

になってきている。なお且つ、使用時間、使用距離が長い場合、

姿勢の崩れなどを防ぐために適切な座位保持が必要なので、そこ

をきちんと認めて欲しい。 

使用者の状況により、在宅で補装具の製作や修理がどうしても必

要な場合がありますが、これにかかる費用は現行制度の中では基

準が設けられていないため、移動時間にかかる費用や交通費を事

業者が負担することも多いと思います。負担は大きく、高齢化に

よりますます増えることが予想されますので、何らかの処置が必

要と思います。 

装具を製作される方の要望が多岐になってきているが、色々な工

夫を凝らして製作をしても、その金額を算出できる支給基準がな

いために全て製作所負担になっている。現在は原材料の高騰など

もあり、製作所自体が悲鳴をあげています。申請者の要望に一つ

でも多く応えられるよう、支給基準の値上げや項目を増やして欲

しいと思います。ただ、装具代金が高額になれば支払えない方も

出てくると思うのでレセプト請求を容認して欲しいです。 

各補装具に関す

ること 
25 件 

補聴器における聴覚（難聴）のレベルを現行の７０ｄｂをできれ

ば、６０ｄｂ～６５ｄｂまで下げれば、もっと申請者の要望に応

えられるのではないか。 

小児の電動車椅子の支給要件を、現在の先進国のレベルに合わ

せ、必要と判断されれば、幼児の段階で積極的に支給できるよう

にする。また、判断の材料となる研究･啓蒙・人材の育成や登用

などをすすめること。 

両耳での補聴器の支給を希望します。片耳では非装用耳は廃聴

（聴覚を使わなくなってしまいます。）をきたす可能性があるの

ではないか。 

資格等に関する

こと 
21 件 

補聴器、眼鏡の技術者の国家資格の早期確立が望ましい。資格者

販売に。補聴器通販禁止。技術思考でいた眼鏡業界で、生理光学

的に良いフィッティング出来ていたのが、昭和 50 年以降眼鏡販

売の安売り出現で、調製不良が目立つ。 

義肢装具士のように補装具業者にも資格を作ってほしい。 

金額・請求等に 

関すること 
13 件 

立て替え払いを代理請求にして欲しい（条件付きとかでも）労災

保険で病院が補装具を買い取り、保険請求すると、こちらに支払

いが遅れてくる。また、責任をめぐるトラブルがでそう。 

利用者負担、現在の 10％は高額であると思う。せめて５％にし、

さらには上限額を今より低く抑えていただきたい。障害が重い人

ほど負担が増える現状の応益負担の制度は障害者福祉にはそぐ

わない制度であると考える。応能負担も含め、利用者の負担軽減

を強くお願いしたい。 

支給額を本人の望んでいるものが、基準額以上の場合は、半額負

担で購入できるシステム。 

その他 19 件 

補装具支給制度も様々な場所でアピールしてほしい。制度が利用

できる人でも制度の事を教えてもらえず、高額な補装具を購入し

ている人がたくさんいます。 

利用者、事業者が気軽に質問できる窓口がほしい。 



 
 

１６０ 
 

＜更生相談所＞ ｎ＝176 

 

分類 件数 主なコメント 

判定基準・内

容 に 関 する

こと 

46 件 

身体障害者は平等かつ公平に制度を利用できるはずであるが、納税者

もしくは今後何年納税できるかによって補装具の金銭的範囲を決定し

ている。定年退職までに納税しているにも関わらず、リタイアして今

後の納税力がない方に、初めから身体能力にかかわらず安価なもので

処方する姿勢は非常に不公平感が強く、制度の悪い解釈を行政側が行

っている。 

実際に製作した義肢装具の内容通りの費用請求が出来るようにしてい

ただきたい。既製品に関してもお客様自体がお店で買うのと違って私

たち義肢装具士は最適なものを選び加工して調整して最適な状態で患

者様に商品をお渡ししている。既製品であっても技術を生かしていま

す。単に作ったか既製品かだけで保険が効く効かないとなるのはいか

がなものかと思います。 

支給不可の決定を出す場合もっと慎重であって欲しい。また申請者に

納得してもらうことが大前提だと思う。「よく分からないがダメと言

われた」・・が多い。健常者と違い、反論できる申請者は少ないこと

を肝に銘じて判定をしていただきたい。権利はあっても一度でも却下

されると一生不可と思ってしまう人もいる。 

判断基準に大きく差がある、各更生相談所によって判定者の見解に違

いがあるのはある程度理解は出来るが、同一施設で製作した場合住居

地より出る出ないの差は少ない方が申請者としては理解し易いし、説

明もし易い。 

手 続 き に関

すること 
32 件 

身体不自由のため申請者が判定場所へ行くことが出来ない人が多い。

又、以前は病院で製作できたのに今回は何故出来ないのか？通院して

いる病院で製作して欲しいという要望が多数あります。判定員の方が

障害者宅あるいは通院されている病院へ出向いていただくか病院医師

による判定書にて文書判定は出来ないのでしょうか？ 

通信技術を活用して、写真や動画、テレビ電話などで判定を省力化す

る。 

書類判定(写真付き)などは郵送又はネットの活用で簡素化できないか

判定頻度・期

間 に 関 する

こと 

30 件 

以前は県内各地で実施されていた義肢の巡回相談であったが、ここ数

年、相談所のドクターの協力を得られないからとの、とても理解し難

い理由により、県内４箇所、年４～５回のみの実施となっている。申

請手続き、来院、来社等が困難な高齢身障者にとって、最低年１回、

各地での巡回相談は必要ではないか。ぜひ実施してほしい。 

24.7% 17.2% 16.1% 14.5% 8.1% 6.5% 5.4% 7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

判定基準・内容に関すること 手続きに関すること 判定頻度・期間に関すること

制度・運営に関すること 個別装具に関すること 体制・人員に関すること

教育・連携等に関すること その他



 
 

１６１ 
 

分類 件数 主なコメント 

土日の開所もしくは平日夜間の開所。 

新規補装具申請からの承認決定までの期間短縮を希望します。 

支給決定が遅いため市町村に問い合わせると、「県（更生相談所）の

判定がまだなので、決定通知が出せない」という返答が多い。当県の

特殊な手続きの流れによるものなのか、判定がとても遅い。迅速に行

っていただきたい。 

制度・運営に 

関すること 
27 件 

今回の大震災の対応について反省してほしい。健常者よりも障害者は

より困難な状況であったはずである。その対応は近隣の県に比べ、か

なりの差があった。今後の経験として活かせるようにして下さい。災

害時で補装具が流されたにもかかわらず、あくまで更生相談所での直

接判定に固執し、患者を来させる対応はいかがなものか？こられない

人は見捨てられている。文書判定で支給すれば多くの患者が助かるは

ずです。 

現在の判定制度は、オーダーメイド品の適合を図るには良い制度でし

たが、モジュラー化が進む現在では大きな供給ロスを生じていると思

います。モジュラー品の適合には、最新の製品情報と試乗できる複数

の製品が必要です。また、地域にひとつしかない更生相談所で必要性

を判断する、という仕組みはもう難しいと思います。更生相談所の役

割を見直すべき時期ではないでしょうか？ 

適正な補聴器支給の面で、申請者の要望（挿耳・両耳装用）に応える

様にしていただきたいですし、その判定に至った理由を説明して頂く

窓口を作って欲しい。クレーム（愚痴めいたもの）を来店時におっし

ゃるケースがある。 

申請者の現状を見る機会を増やして、一緒に補装具作製をしたい。も

っと連携が取れたら、申請者の生活向上がもっと望めると思います。

個別装具に 

関すること 
15 件 

耳穴型補聴器や高性能補聴器の差額支給を認めてほしい。 

骨格判定などを市町村単位にて対応して欲しい。 

体制・人員に 

関すること 
12 件 

補装具に対しての知識･経験が浅く、個々のユーザーに適合した処方を

する能力が欠如しているので、スタッフのレベルを向上して欲しい。

現時点では、支給する補装具の内容と金額を低減させることにだけ尽

力しているような印象を受ける。 

地域によっては配置替えなどで素人同然の職員が入ってくる。パーツ

などの知識のスペシャリストを育成していかないといつまで経っても

低次元の問い合わせが我々に入ってくることがある 

教育・連携等

に 関 す るこ

と 

10 件 

現実的な方法を協議する場が必要である。相談所から事業者へと、事

業者より相談所への意見、判断、考え方のすり合わせ等 

地域の医師・理学療法士などを集め、義肢装具申請にかかる講習会を

開いて知識制度の共有化を進めてもらいたい。 

市町村の担当者の方々への勉強会を行って地域での格差をなくしてほ

しい 

その他 14 件 

判定会への交通手段や申請者の高齢化対策等に目を向けて欲しい。事

業者のみが患者の送迎を負担している状況です。 

絶対的な数不足。 

 

 



 
 

１６２ 
 

＜市区町村＞ ｎ＝224 

 

分類 件数 主なコメント 

判定基準

に関する

こと 

57 件 

各市町村が独自の判断基準を決めているので共通のガイドラインを示し

てもらいたい。また独自の判断基準も次々変わるので統一してもらいた

い。 

対応した人によって、まったく基準が違う。義足を 7 年以上使用し、壊

れそうなので新調を希望しても認められず、破損し修理不能になるまで

新調できないと言われた。患者は壊れて新しい義足が来るまで動けない

と訴えたが、聞いてもらえず、患者に泣きつかれた。もっと障害者の立

場になって考えて欲しい。 

独自基準の撤廃。利用者にとってマイナスになる独自基準であれば、行

政側がキチンと利用者に責任を持って対応すべきで、それを業者にやら

せるところが大多数。独自なら独自に対して責任を持って対応すべき。

担当者だけや、市区町村だけの判断ではなく、利用者様や補装具業者を

交えた意見交換会的な場を設けて、実情に見合った判断をしてほしいと

思います。 

制度・運営

に関する

こと 

49 件 

現行の補装具制度を自治体の窓口で適正に運用するは難しくなっている

と思います。利用者のニーズは多様化し、制度に書かれている部品が何

を示すかを読み取ることは専門家でないとできません。用具に金額を貼

り付けるのでなく、年間に利用できる利用上限額が決まっている方が、

手間がかからず公正な公費運用ができると思います。あと、相談機能、

事業者指導機能を強化すると良いと思います。 

補装具の製作には全国各市町村と業者の間で契約（事業者登録）が必要

であるが、大変面倒である。各県単位での契約（登録）にして欲しい。

自立支援法による支給業務、代理受給契約者（社）の契約をする際にテ

クノエイド協会認定の認知技能者が在籍している認定専門店を資格条件

に入れてほしい。 

体制・人員

に関する

こと 

35 件 

補装具申請にあたって利用者や業者が相談するのは、各自治体の例えば

障害福祉課などの担当の方だが、細かかったり厳しかったり、その方に

よって対応や判断が異なるので、各自治体共通の認識で対応してもらえ

るようにして欲しい。 

担当者による対応によるバラつきがみられる。特に、異動があった直後

に申請者からその点の相談を受けることがある。改善してほしい。 

30.6% 26.3% 18.8% 16.7% 9.1% 10.8% 7.0% 3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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判定基準に関すること 制度・運営に関すること 体制・人員に関すること

判定期間に関すること 手続き等に関すること 費用等に関すること

説明・連絡等に関すること その他



 
 

１６３ 
 

分類 件数 主なコメント 

３年に一度の人事異動のために引継ぎができていなくて利用者への決定

通知が遅れる。本来は専門職が固定して従事すべき仕事であって本人の

身体状況や補装具の機能を熟知していなければ見積のチェックは出来な

いはずであり、マニュアルで対応できる仕事ではない。 

判定期間

に関する

こと 

31 件 

修理申請の場合、現在使用中の義肢装具に問題が起きているので、決定

通知までの期間を短縮していただき、利用者に早急に対応できるように

してほしい。 

申請後の許可(決定)を早く知りたい。申請から許可まで 3 カ月もかかる

所(市・県）がある。許可後に製作するので見積り受付から５～６カ月後

の納品になる。利用者は待てない。 

支給決定が遅く、納品まで時間がかかる。厚生省の通達「補装具費支給

事務取扱指針」に、「原則として申請書の提出があった日の翌日から起

算して２週間以内に要否を決定」との記載があるにも関わらず、遅いの

は疑問だ。迅速な手続きを求める。また、市町村ごとの判断基準の統一

化が必須。県ごとにも異なる点が多い。 

費用等に

関するこ

と 

20 件 

現場的な感覚で臨機応変（急を要する物は支給券発行前に口頭で製作許

可を出して頂ける等）に対応して頂いているので手続き的には良いので

すが、出来れば支払いに関してもう少し速くお支払い頂ければと思いま

す。（請求から１ヶ月～３ヶ月を１ヶ月以内） 

義肢装具の製作については基本、製作業者が先にパーツ代を立て替えて

おります。請求があった場合には速やかに処理をしてお振込み願いたい。

市区町村によっては請求日に×が書いてあり未記入を強制し、自分たち

の都合で振り込むことが見え見えの場合がある。 

差額自己負担の取扱いについて統一していただきたい。 

手続き等

に関する

こと 

17 件 

提出書類の統一を希望します。添付ミスをしてしまうことがある。 

補聴器再交付の要領について５年の耐用年数後に再交付申請時に前回交

付の型式が同型においても新たに耳鼻科専門医の受診の上に交付意見書

が必ず必要となっておりますが、これでは高齢者・身体不自由者または

過疎地などの生活状況から考えても中々受診できない方々が多く、皆泣

き寝入りしている状態です。以前までは再交付時には意見書は必要なか

ったです。 

市町村合併、過疎化、高齢化、交通手段がない等により、申請手続きが

難しい身障者が増えてきている。手続き、判定の簡素化、さらには書類

への署名、押印の廃止など、可能な範囲で簡略化を図ってほしい。担当

者が補装具の支給について手続き等の理解が不足している。 

説明・連絡

等に関す

ること 

13 件 

身体障害者の手帳が交付された時に、聴力で該当しているならば補聴器

交付の手続きの案内があってもよいのではないか。 

新制度や、制度の仕組みに変更や追加箇所が出た場合に、できれば説明

会を開催して頂きたいと考えます。少なくとも、問い合わせ先は通知し

ていただきたいと考えます。 

申請者が申し込むと、一般に販売されている補聴器の一割負担で補聴器

が購入できると思われている方が多いので、手続きの際理解される説明

をお願いしたい。 

その他 7 件 

契約時ＰＬ法の賠償保険に加入、協会員等の条件を付けてほしい。 

申請者の要望窓口の電話番号を、全国の市区町村、局番後フクシニ（2942）

にしてほしい。 



 
 

１６４ 
 

＜テクノエイド協会＞ ｎ＝92 

 

分類 件数 主なコメント 

情報公開に関す

ること 
28 件 

一般利用者に補聴器の効能・限界を発信していただきたい。特に

最重度難聴者の効能を、一般の方にご理解いただけるような、資

料作成と福祉事務所への配布があると良い。 

障害児・者が受けられるサービスについて、解りやすく解説した

物を準備して頂くと助かります。（本人、家族、医療・福祉関係

者等） 

テクノエイド協会の活動のＰＲ（知らない方が多い） 

もっと部品に対する詳しい情報や何らかの制度が変わった場合

HP や E-mail 等で迅速に情報を提供して欲しい。 

資格等に関する

こと 
20 件 

認定補聴器技能者の活躍の場を公的機関に訴えていただき、市町

村の補聴器給付に関する指定業者に認定補聴器技能者の在籍を

義務化していただくよう要望してほしい。 

義肢装具の ISO や JIS について義肢装具学会が受けているが、事

務局体制的に難しいのでテクノエイド協会が受けるか、助成金を

出してほしい。 

補装具の公的給付に係わる者としての社会的責任を明示し、技術

者としての育成と資格者としての認定が急務と考えます。 

運営等に関する

こと 
18 件 

自治体からの相談や連携、業者ごとの情報を更新しながら、対象

者が福祉機器の相談を高いレベルで出来る拠点となって頂き、ま

た、全国的に等しく福祉用具の供給が行われるような組織を作っ

て頂きたいと思います。 

取扱店では利用者のニーズを多く受けており、定期的に「福祉用

具ニーズ情報収集・提供システム」などに情報を提供しているが、

利用者の声を直接反映させたいので、利用者が直接参加の出来る

検討会や相談会を定期的に開催して欲しい。 

教育・研修等に 

関すること 
13 件 

専門職、特に事業者の資質向上の支援を期待しています。事業所

や専門職に対するセミナーや認定を実施して頂き、利用者の方の

ために、サービスの質の向上を支援頂きたい。 

協会での勉強会や研交会は、全国の主要部分で巡回的に行うのが

良いと思う。 

その他 15 件 
日本義肢協会に所属していない業者でも、価格表を購入できるよ

うにしていただきたい。 

 

29.8% 21.3% 19.1% 13.8% 16.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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情報公開に関すること 資格等に関すること 運営等に関すること

教育・研修等に関すること その他



 
 

１６５ 
 

＜その他＞※主なコメント ｎ＝49 

要望先 主なコメント 

同業者 

同業者のモラル、レベル、知識 全て向上していかなければいけないと感じ

ております。真面目に事業に取り組む業者がある一方で、そうでない業者も

存在していることは事実です。お互いがお互いを信用できなければ、利用者

に良いモノなど提供できないと思います。 

厚生労働省・ 

経済産業省 

通信販売、出張販売、イベント販売が横行し、使用できない補聴器が多量に

販売されていると思われる。販売ルートの自由化を改めて認定補聴器専門店

のみの販売に移行するべきである。少なくとも認定補聴器技能者の設置義務

化（公的資格化）が必要である。 

判定医 

判定医の補装具に関する知識が乏しい。もっと勉強していただきたい。定期

的に講習会に参加しないと判定医の資格を取り消されるくらいにしてほし

い。医師という資格が絶対的過ぎて、あまりにも古い知識で判定をしている

のはいかがなものか？ 

- 

新しい知識、技術を義肢装具士が習得しても、現在の補装具支給システム（自

立支援法による補装具支給）では活かしようがない。先進国の中で、日本だ

け技術退化が進んでいる。価格のみに固執した判定が多い現在のシステムの

悪影響が多い。結局、民間保険の充実した欧米、アジア諸国のみが新しい技

術の恩恵にあずかれるのが現状。日本では同じ補装具を提供できるのに、支

給することができない。 

- 

更生相談所で規格品（軟性サポーターなど）の加工による支給の際に、類似

的な製品のインターネットの価格を強要されるのは遺憾である。断ると、義

肢装具士がいない、そういった補装具会社に更生相談所が仕事を斡旋してい

るのもこれまた遺憾である。厚生労働省の指針は更生相談所にとってはお飾

りに過ぎず、結局安上がりで御用聞き的従順な会社に仕事を斡旋しているの

はおかしいし、そういうことを引き受ける特定のお抱え業者に仕事を斡旋

（癒着）するのは違法なのではないかと考える。何のための公的機関なのか、

なぜ義肢装具士が国家資格なのか考えてほしい。更生相談所が国家資格を冒

涜している。また、自立支援法下で義肢装具士のいない会社が仕事をできる

こと自体がおかしいし、こういう抜け道が更生相談所のような体質を作り出

している。 

- 

公的機関の場合、見積合わせとなるが、入札のように最初からそれを行えば

意味があるが、決まってから形式だけの見積合わせが多い。また関連して判

定結果がでた後、その業者が行きついた機種や金額を他の業者に見せ、「そ

れが幾らでできるか」と言う見積を出す市区町村もある。それは止めて欲し

い。もしどうしても行うなら、その業者なりに考えて新規の見積から依頼し

てほしい。 

- 

補装具の意見書を書ける医師(特に骨格構造)が、総合病院に勤務している場

合、その病院へかかった事のない患者様は紹介状を用意する必要がありま

す。かかりつけの医師を持たない患者様は紹介状を用意するのが難しく、意

見書を書ける医師の診察を受けられないケースがあります。労災保険のよう

に、市区町村より採型指導依頼書の代わりになるようなものを病院へ出して

頂ければ、医師の診察を受けて、意見書を提出できるようになると思います。

- 

現行制度は、制度疲労を起していると思います。財源が不足している中で、

多様化していく使用者の要望にどう答えていくのか、生活を支えていくの

か。他の福祉サービスと同様に、供給の流れを事業として民間に移譲してい

く、という視点が必要だと思います。それを管理監督するのが公的機関の役

割という考えで良いと思います。 



 
 

１６６ 
 

資料５ ヒアリング調査票 

１．市町村向け 

ヒアリング内容 

番号 分類 質問内容 

1 

判定及び支給決定、適合

判定、作製等 

圏域の他の市町村との判定・判定基準の違いに関して、感じ

ている課題や要望があればお聞かせ下さい。 

2 

補装具費支給にあたり、判定方法を変えるべき補装具や来所

判定以外の方法について、要望や考えがあればお聞かせ下さ

い。 

3 
処方内容と作製された補装具が違っている場合の対応やそ

の際の要望があればお聞かせ下さい。 

4 
補装具の分類に関して、分かりにくいものや統合すべきもの

についてお聞かせ下さい。 

5 
上記以外で、判定や支給決定、適合判定などで感じる課題・

要望があればお聞かせください。 

6 
申請から給付、適合判定

までの期間 

申請から適合判定までの期間を短くするために、工夫してい

ることがあればお聞かせ下さい。 

7 
障害児に関する判定及

び支給決定 

障害児の補装具判定・支給決定に関して感じている課題や要

望があればお聞かせ下さい。 

8 
障害児と障害者の判定・支給決定の違いから、補装具費支給

制度全体としての課題や要望があればお聞かせ下さい。 

9 
医療機関等との連携、情

報共有 

医療機関（医師・PT・OT など）や療育機関との連携に関して、

具体的な取組み事例があればお聞かせ下さい。 

10 事業者の選定 
補装具事業者の登録・選定に関して登録制にしているか、登

録制であればその基準をお聞かせ下さい。 

11 
処方内容の追加及び修

正等 

処方内容の追加や修正に関して、より効率的に判定・支給を

していくための要望などがあればお聞かせ下さい。 

12 
使用状況の確認及び定

期的なフォローアップ 

市町村が行うフォローアップの定義や内容のあり方につい

てお聞かせ下さい。 

13 

現行制度に関する課題

と要望 

レンタル制度についてご意見をお聞かせ下さい。 

レンタル制度にふさわしい補装具はどれかお聞かせ下さい。

14 
介護保険のように「利用上限額」という考え方を導入するこ

とに関してご意見をお聞かせ下さい。 

15 
補装具費の支給対象から、日常生活用具として判断しても良

いと感じる補装具があればお聞かせ下さい。 

16 
その他、現行の補装具費制度に関して感じる課題や要望があ

ればお聞かせ下さい。 
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２．更生相談所向け 

ヒアリング内容 

番号 分類 質問内容 

1 

判定及び支給決

定、適合判定、作

製等 

判定の方法として、判定方法を変えるべき補装具や来所判定以外

の方法について、要望や考えがあればお聞かせ下さい。（付属品・

修理も含む） 

2 
処方内容と作製された補装具が違っている場合の対応やその際の

要望があればお聞かせ下さい。 

3 
圏域の広さから苦労していること、工夫していることがあればお

聞かせ下さい。 

4 

基幹病院や施設に勤務しているリハ及び整形外科の専門医やリハ

ビリテーション専門職のチームに判定等を依頼することについ

て、意見をお聞かせ下さい。例）圏内の高度リハビリテーション

センター機能や人員などを活用 

5 
補装具の分類に関して、分かりにくいものや統合すべきものにつ

いてお聞かせ下さい。 

6 
上記以外で、判定や支給決定、適合判定などで感じる課題・要望

があればお聞かせ下さい。 

7 
申請から給付、適

合判定までの期間 

申請から適合判定までの期間を短くするために、工夫しているこ

とがあればお聞かせ下さい。 例）処方決定前の作製を限定して

認めているなど 

8 
障害児に関する判

定及び支給決定 

障害児の補装具判定・支給決定に関して感じている課題や要望が

あればお聞かせ下さい。 

9 
障害児と障害者の判定・支給決定の違いから、補装具費支給制度

全体としての課題や要望があればお聞かせ下さい。 

10 
医療機関等との連

携、情報共有 

医療機関（医師・PT・OT など）や療育機関との連携に関して、具

体的な取組み事例があればお聞かせ下さい。 

11 医師意見書 

意見書にはどういう内容が書かれていると分かり易いかお聞かせ

下さい。また、医師に対して納得のいく意見書をもらうためのフ

ォーマット・工夫についてお聞かせ下さい。 

12 
処方内容の追加及

び修正等 

処方内容の追加や修正に関して、より効率的に判定・支給をして

いくための要望などがあればお聞かせ下さい。 

13 

使用状況の確認及

び定期的なフォロ

ーアップ 

更生相談所が行うフォローアップの定義や内容の在り方について

お聞かせ下さい。 

14 

現行制度に関する

課題と要望 

レンタル制度についてご意見をお聞かせ下さい。 

レンタル制度にふさわしい補装具はどれかお聞かせ下さい。 

 例）座位保持装置や意思伝達装置など 

15 
介護保険のように「利用上限額」という考え方を導入することに

関してご意見をお聞かせ下さい。 

16 
補装具費の支給対象から、日常生活用具として判断しても良いと

感じる補装具があればお聞かせ下さい。 

17 
その他、現行の補装具費制度に関して感じる課題や要望があれば

お聞かせ下さい。 
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３．事業者向け 

ヒアリング内容 

番号 分類 質問内容 

1 

判定及び支給決定、適合

判定、作製等 

市町村や更生相談所の判定・判断基準の違いに関して、感じ

ている課題や要望があればお聞かせ下さい。 

2 

判定の方法として、判定方法を変えるべき補装具や来所判定

以外の方法について、要望や考えがあればお聞かせ下さい。

（付属品・修理も含む） 

3 
処方通りに作製することが困難な事例や、処方と利用者のニ

ーズが大きく乖離している事例があればお聞かせ下さい。 

4 
圏域の広さから苦労していること、工夫していることがあれ

ばお聞かせ下さい。 

5 
補装具の分類に関して、分かりにくいものや統合すべきもの

についてお聞かせ下さい。 

6 
上記以外で、判定や支給決定、適合判定などで感じる課題・

要望があればお聞かせ下さい。 

7 
申請から給付、適合判定

までの期間 

申請から適合判定までの期間を短くするために、工夫してい

ることがあればお聞かせ下さい。 例）処方決定前の作製を

限定して認めているなど 

8 
障害児に関する判定及

び支給決定 

障害児の補装具判定・作製に関して感じている課題や要望が

あればお聞かせ下さい。 

9 
障害児と障害者の判定・製作の違いから、補装具費支給制度

全体としての課題や要望があればお聞かせ下さい。 

10 
医療機関等との連携、情

報共有 

医療機関（医師・PT・OT など）や療育機関との連携に関して、

具体的な取組み事例があればお聞かせ下さい。 

11 
処方内容の追加及び修

正等 

処方内容の追加や修正に関して、より効率的に製作をしてい

くための要望などがあればお聞かせ下さい。 

12 
使用状況の確認及び定

期的なフォローアップ 

事業者が行うフォローアップの定義や内容、費用の在り方に

ついてお聞かせ下さい。 

13 

現行制度に関する課題

と要望 

レンタル制度についてご意見をお聞かせ下さい。 

レンタル制度にふさわしい補装具はどれかお聞かせ下さい。

 例）座位保持装置や意思伝達装置など 

14 
介護保険のように「利用上限額」という考え方を導入するこ

とに関してご意見をお聞かせ下さい。 

15 
補装具費の支給対象から、日常生活用具として判断しても良

いと感じる補装具があればお聞かせ下さい。 

16 
その他、現行の補装具費制度に関して感じる課題や要望があ

ればお聞かせ下さい。 
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